
様式１－２－２ 中期目標管理法人 中期目標期間評価 総合評定様式 

 

１．全体の評定 

評定 

（Ｓ、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ） 

A （参考） 本中期目標期間における過年度の総合評定の状況 

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 

Ｂ B   

評定に至った理由 以下に示すように、中期目標において、【重要度：高】【難易度：高】とされた効果指標（アウトカム）である事業成長上の効果が認められた事例の数（⑥）、並びに知的財産プロデューサー及び産学連携知的財産アドバイザーの支援したプロジェクトのうち商

品プロトタイプの製作まで到達したプロジェクトまたは受注可能な水準まで開発を終えたプロジェクトの件数（⑦）が、いずれも前倒しで中期目標値を大きく超えるとともに、中期目標に掲げられた目標以外の取組として近畿統括本部を平成２９年７月に設

置し、地域のユーザーニーズを踏まえつつ開設当初から高いパフォーマンスを発揮したこと（⑫）、また、項目別の評定が、Ⅰ１は A、Ⅰ２は A、Ⅰ３は B、Ⅱ及びⅢはＢ、ⅣはＡ となったことから、総合評定は「A」としている。 

 

１ 中期目標・中期計画に従って実施した業務における特筆すべき業務 

（１）成果指標（アウトプット）として掲げられた業務 

① 相談支援件数・相談ポータルサイト FAQ 利用件数の合計値が、毎年度計画目標を達成するとともに、平成３０年度実績値は６１２，３２２件であり、すでに中期目標値を大きく上回る（中期目標値比１１９．２％）水準となっていること。【重要度：高】 

② 知的財産プロデューサー及び産学連携知的財産アドバイザーの支援したプロジェクトのうち公開可能な成果事例の件数が、平成３０年度末累積で１７件となり、目標値（１０件以上）を前倒しで７件上回ったこと。【重要度：高】 

③ 開放特許情報データベースの新規登録件数は、すでに平成２９年度、３０年度において、中期目標を大きく上回る水準となっている（中期目標値比１１２．４％、１１０．２％）こと。【重要度：高】 

④ 「グローバル知財人財育成用教材」の利用者数は、セミナーの開催の他に、ケース教材等ダウンロードサービスを開始したことによって大幅な増加があり、３０年度末累積で１０，１５９名に達し、目標値（１，５００名以上）を前倒しで大幅に超過

達成したこと。 

⑤ 全正規職員に占める新規採用するプロパー職員の割合は、３１年４月１日時点で１０．５％となり、中期目標（１０％程度）の達成が十分に期待される水準となっていること。 

（２）効果指標（アウトカム）として掲げられた業務 

⑥ J-PlatPat 検索回数は、毎年度の計画目標を達成するとともに、平成３０年度実績値は１３８，３３９，５９４回であり、中期目標値（１２，５００万回以上）を上回る（中期目標値比１１０．７％）水準となったこと。 

⑦ 事業成長上の効果（新商品の上市、売上増、利益率向上、雇用拡大等）が認められた事例の数は、平成２９年度から中堅・中小・ベンチャー企業への重点的な支援を拡大した結果、平成３０年度末累計で４３件となり、中期目標（２０件以上）を大

きく（２３件）上回る実績となり、目標を前倒しで達成したこと。【重要度：高】【難易度：高】 

⑧ 知的財産プロデューサー及び産学連携知的財産アドバイザーの支援したプロジェクトのうち商品プロトタイプの製作まで到達したプロジェクトまたは受注可能な水準まで開発を終えたプロジェクトの件数が、平成３０年度末累積で２８件となり、

中期目標（１０件以上）を大きく（１８件）上回る実績となり、目標を前倒しで達成したこと。【重要度：高】【難易度：高】 

⑨ 特許庁の目標である「世界最速・最高品質」の特許審査の実現に貢献するため、調査業務実施者育成研修については、毎年度の計画に定めた年間４回の研修を確実に実施するとともにし、修了率は中期目標（中期目標期間中全ての年度にお

いて７５％以上）を大きく上回る水準を継続している（７８％～８１％）こと。 

⑩ 中期目標の効果指標（アウトカム）として掲げられた情報・研修館が運用する複数の情報提供サーバーへの総アクセス回数については、定期的にアクセスログ・データの収集やデータ解析を実施し、その結果を用いつつ各種改善を実施した結

果、平成３０年度実績値は１，６９６，０８９回となり、中期目標値を上回る（中期目標値比１０３％）実績となり、目標を前倒しで達成したこと。 

（３）成果指標・効果指標以外の業務 

⑪ 中期目標・中期計画に掲げられた取組を適切に実施したことにより、知財総合支援窓口の相談支援件数、専門人材による支援件数、よろず支援拠点との連携件数は、いずれも２９年度、３０年度において、特許庁の「地域知財活性化行動計画」

（平成２８年９月２６日決定）に基づき決定された平成３１年度の中央レベルのＫＰＩを前倒しで上回る水準となったこと。【重要度：高】 

２ 中期目標・中期計画に記載された事項以外の特筆すべき業績 

⑫ 平成２８年９月の「まち・ひと・しごと創生本部会合」決定を踏まえて設置した近畿統括本部については、同決定における開設期限（２９年９月末）より２か月程度早い２９年７月３１日に開設し、開設前後から特許庁や地域の関係機関と緊密な連携

を取りつつ、ユーザーニーズの把握に努めた結果、開設初年度（２９年度）における情報・研修館の近畿地域での海外展開知財支援件数が対前年度比１７５％となるなど、開設当初より高いパフォーマンスを発揮したこと。 

⑬ 情報システムセキュリティ体制を強化するため、平成３０年４月に CSIRT（Computer Security Incident Response Team）を構築するほか、情報・研修館の４つの情報システムについて、想定シナリオを使い、インシデント対応訓練を実施し、訓練

によって顕在化した課題をもとに、インシデント対応フローチャート等の改善措置を行い、さらに、同インシデント訓練について内部監査を実施したこと。 

 

２．法人全体に対する評価 

法人全体の評価 特に重大な業務運営上の課題は検出されておらず、全体として順調な組織運営が行われている。 
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全体の評価を行う上で特

に考慮すべき事項 

なし 

 

３．項目別評価における主要な課題、改善事項など 

項目別評定で指摘した課

題、改善事項 

なし 

その他改善事項 なし 

主務大臣による改善命

令を検討すべき事項 

 

 

４．その他事項 

監事等からの意見  

その他特記事項  
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様式１－２－３ 中期目標管理法人 中期目標期間評価 項目別評定総括表様式 

 

中期計画（中期目標） 年度評価 中期目標期間評 

価 

項目別 

調書No 

備考  中期計画（中期目標） 年度評価 中期目標期間評価 項目別 

調書No 

備考 

 平成 

28 年度 

平成 

29 年度 

平成 

30 年度 

令和 

元年度 

見 込 評

価 

期 間 実

績評価 

  平成 

28 年度 

平成 

29 年度 

平成 

30 年度 

令和 

元年度 

見 込 評

価 

期 間 実

績評価 

Ｉ．国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項 
 Ⅱ．業務運営の効率化に関する事項 Ｂ Ｂ Ｂ  Ｂ 

 
Ⅱ  

 １．産業財産権情報の提供 Ｂ Ｂ A  A  １   Ⅲ．財務内容の改善に関する事項 Ｂ Ｂ Ｂ  
  Ｂ  

Ⅲ  

 
２．知的財産の権利取得・活用の支

援 
Ａ○ Ａ○ A○  A  ２ 

一部の

業務に

重要度・

難易度

を設定 

 Ⅳ．その他業務運営に関する事項 Ａ Ａ Ａ  

 

 

Ａ 

 

Ⅳ  

 ３．知的財産関連人材の育成 Ａ Ｂ B  B 
 

３        
  

   

 

※重要度を「高」と設定している項目については、各評語の横に「○」を付す。 

難易度を「高」と設定している項目については、各評語に下線を引く。 
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様式１－２－４－１ 中期目標管理法人 中期目標期間評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項）様式 

 

１．当事務及び事業に関する基本事項 

１ 産業財産権情報の提供 

関連する政策・施策 ・知的財産政策に関する基本方針（Ｈ２５．６．７閣議決定） 

・「日本再興戦略」改訂２０１４（Ｈ２６．６．２４閣議決定） 

・「日本再興戦略」改訂２０１５（Ｈ２７．６．３０閣議決定） 

・知的財産推進計画２０１４（Ｈ２６．７．４知的財産戦略本部決定） 

・知的財産推進計画２０１５（Ｈ２７．６．１９知的財産戦略本部決定） 

・知的財産推進計画２０１６（Ｈ２８．５．９知的財産戦略本部決定） 

・知的財産推進計画２０１７（H２９．５．１６知的財産戦略本部決定） 

・知的財産推進計画２０１８（H３０．６．１２知的財産戦略本部決定） 

・工業所有権保護等に関する条約（パリ条約）第１２条 

・特許協力条約第１２条 

当該事業実施に係る根拠（個

別法条など） 

独立行政法人工業所有権情報・研修館法 第１１条 

一 発明、実用新案、意匠及び商標に関する公報、見本及びひな形を収集し、保管し、及び陳列し、並びにこれらを閲

覧させ、又は観覧させること。 

二 審査及び審判に関する図書及び書類その他必要な文献を収集し、及び保管し、並びにこれらを閲覧させること。 

四 前三号に掲げるもののほか、工業所有権に関する情報の活用の促進を図るため必要な情報の収集、整理及び提

供を行うこと。 

六 工業所有権に関する情報システムの整備及び管理を行うこと。 

当該項目の重要度、難易度  関連する政策評価・行政事業

レビューシート 

 

 

２．主要な経年データ 

 ①主要なアウトプット（アウトカム）

情報 

  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

 指標等 中期目標等における達成目

標 

 

基準値 
平成 

28 年度 

平成 

29 年度 

平成 

30 年度 

令和元年度   平成 

28 年度 

平成 

29 年度 

平成 

30 年度 

令和元年度 

 中小企業等への産業財産権情報

提供サービス利用促進に関する

セミナー【中期目標】 

第四期中期目標期間最終年

度に第三期中期目標期間の

平均値の１２０％以上 

２０回 ２０回 

（１００％） 

２２回 

（１１０％） 

２４回 

（１２０％） 

  

予算額（千円） 5,044,498 4,889,493 4,299.717  

 特許情報ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ（J-PlatPat）

検索回数（実績値）【中期目標】 

第四期中期目標期間最終年

度に第三期中期目標期間の

平均値の１２０％以上 

１２，５００

万回以上 

１０，５８７万回 １３，６５７万回 １３，８３４万回 

（１１０．７％） 

  

決算額（千円） 4,859,338 4,549,574 4,072,483  

 画像意匠公報検索支援ツール検

索回数【中期目標】 

第四期中期目標期間最終年

度に同期間初年度実績値の

１２０％以上 

２８，８５５

回 

２８，８５５回 

（１００％） 

３１，７９５回 

（１１０％） 

３３，９４８回 

（１１８％） 

  

経常費用（千円） 4,890,798 4,554,373 4,323,715  

 閲覧室ユーザーアンケート調査

【中期目標】 

サービス水準が十分に維持

されているという回答数が全

回答数の９０％以上 

－ ７９％(高度閲覧

用機器等の端末

満足度調査) 

９９％ ９６％   

経常利益（千円） 5,074,258 4,892,500 4,568,107  

 閲覧請求【中期目標】 閲覧請求に対して３開館日

以内に閲覧サービスに供す

る 

全件 全件（５８１件） 全件（４２２件） 全件（５５４件）   
行政サービス 

実施コスト（千円） 
4,944,595 4,069,205 4,366,420  

 検索指導員による高度検索閲覧

機器の利用講習会開催回数【中期

公報閲覧室にて原則毎月１

回開催する。 

原則毎月１

回開催 

１２回（月１回の

頻度で開催） 

１２回（月１回の頻

度で開催） 

１３回（月1 回の頻

度＋臨時1 回開

  
従事人員数 ２５人 ２２人 ２３人  
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※予算額、決算額は支出額を記載。 

※従業員数：３０年１０月時点の数字。 

計画】 催） 

 引用文献のデータベース蓄積【中

期目標】 

引用文献を特許庁から受け

入れてから３開館日以内に

電子化し、データベースに蓄

積 

全件 全件（６７，８５３

件） 

全件（６８，２３５件） 全件（６７，２７１件）   

     

 出願書類(包袋)貸し出し【中期目

標】 

出願書類(包袋)貸し出し請求

から２開館日以内に貸し出し 

全件 全件（３，２０３件） 全件（３，１１６件） 全件（３，０３９件）   
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３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

    業務実績 自己評価 見込評価 期間実績評価 

      評定  評定  
 １．産業財産権情報の提供 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ．産業財産権情報の普及

及び内容の充実 

 

 

 

 

 

イノベーション創出の重要

な鍵となる知的財産の戦略

的権利化と秘匿化及び活用

を円滑に実施できるよう、特

許等の産業財産権情報がイ

ンターネット回線を通じて何

時でも何処でも検索・閲覧で

きる特許情報プラットフォー

ム（J-PlatPat）を的確に運用

するとともに、日・米・欧・中

の最新の産業財産権情報を

収集・加工し、それらの情報

をユーザーに提供し、全国

各地の中堅・中小・ベンチャ

ー企業等での利用促進を図

る。また、我が国の公報情

報及び審査経過情報等を他

国特許庁に提供し、他国特

許庁での審査において我が

国出願人の権利保護が円滑

になされるようにする。 

これらの産業財産権情報

提供事業は、グローバル時

１．産業財産権情報の提供 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ．産業財産権情報の普及

及び内容の充実 

 

〈主な定量的指標〉 

 

成果指標（アウトプット） 

 

（１）中小企業等への産業財

産権情報提供サービス利

用促進に関するセミナー

の開催回数 

［指標］第四期中期目標

期間の最終年度に第三

期中期目標期間の平均

値の１２０％以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

効果指標（アウトカム） 

 

 

（２）J-PlatPat 利用者の検

索回数 

［指標］第四期中期目標

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ．産業財産権情報の普及及び内容の充実 

 

 

〈主要な業務実績〉 
 

成果指標（アウトプット） 

 

① 産業財産権情報提供サービス利用促進に関するセミナーの開催回数を、最

終年度に第三期中期目標期間の平均値の１２０％以上（２４回以上）とした目

標に向けて、毎年度、以下のように年度目標に定められた回数を実施してい

る。平成３０年度には計２４回開催し、すでに第四期中期目標と同水準となっ

ている。 

中期目標期間最終年度についても、同目標を達成する回数を予定しており、

達成することが見込まれる。 

 

 平成２８年度 ２０回 

 平成２９年度 ２２回 

 平成３０年度 ２４回 

 

  

 

 

 

 

効果指標（アウトカム） 

 

 

② J-PlatPat 利用者の検索回数の平成２９年度の実績値 136,567,958 回及び

平成３０年度の実績値 138,339,594 回は、すでに第四期中期目標の目標値

を大きく上回る水準（対中期目標値１０９．３％及び１１０．７％）となっており、

〈評定と根拠〉 

自己評価結果：A 

根拠は以下のとおり 

 

○定量的指標については、

国民に対するサービスと

いう観点からは最も重要

と考えられる効果指標Ａ

（２）で特筆すべき成果を

上げたほか、すべての指

標について中期目標の達

成が十分に期待できる水

準となっている。 

また質的にも以下の各項

目別の自己評価に示す

ように国民に対する重要

なサービスである「産業

財産権情報の普及及び

内容の充実」を中心に顕

著な成果を実現した。 
以上を総合的に評価する

と、「Ａ」に相当する。 

 

 

Ａ．産業財産権情報の普及

及び内容の充実 

 

〈自己評価の根拠〉 

 

成果指標（アウトプット）達成

の観点 

 

（１）産業財産権情報提供サ

ービス利用促進に関する

セミナーを全国各地で開

催し、平成２８～３０年度

は年度目標に定められた

回数を実施し、平成３０年

度には計２４回開催し、す

でに第四期中期目標と同

水準となっている。 

中期目標期間最終年度

についても、同目標を達

成する回数を予定してお

り、達成することが見込

まれる。 

                                                                                                                             

 

効果指標（アウトカム）達成

の観点 

 

（２）J-PlatPat 利用者の検

索回数の平成２９年度の

実績値 136,567,958 回及

＜評価に至った理由

＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜今後の課題＞ 

＜評価に至った理由

＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜今後の課題＞ 
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代のイノベーション創出にお

いて効果的とされるグロー

バルな事業化出口を見据え

た研究開発と知財戦略を策

定する上で重要な情報提供

インフラであると同時に、出

願内容の質の向上と出願の

厳選を促す機能を果たし、

結果として、特許庁の審査・

審判業務のリソースを質の

高い出願等へ集約すること

による質の向上、さらには登

録査定率の向上につながる

ものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｂ．中央資料館としての産業

財産権情報の提供 

 

公報等の閲覧におけるユー

ザーの利便性向上を図るた

め、「工業所有権の保護に

関するパリ条約」（以下「パリ

条約」という）に基づく「中央

資料館」としての業務を安定

的に維持・運用する 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

期間の最終年度に第三

期中期目標期間の平均

値の１２０％以上（１２，５

００万回/年度以上） 

 

（３）画像意匠公報検索支援

ツール利用者の検索回

数 

［指標］第四期中期目標

期間の最終年度に第四

期中期目標期間の初年

度年間実績値の１２０％

以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｂ．中央資料館としての産

業財産権情報の提供 

 

〈主な定量的指標〉 

 

成果指標（アウトプット） 

 

（１）閲覧室ユーザーを対象

とするユーザーアンケー

ト調査結果 

 ［指標］サービス水準が維

持されていると回答する

者を全回答者の９０％以

上 

 

 

 

 

最終年度においても目標を達成することが見込まれる。 

 

【産業財産権情報提供サービス利用者の検索回数実績】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 画像意匠公報検索支援ツール利用者の検索回数の平成３０年度の実績値３

３，９４８回は、第四期中期目標値に対して９８．０％となっており、今後とも講

習会等での普及活動を継続していけば、最終年度において目標を達成する

ことが十分に期待できる水準である。 

 

【画像意匠公報検索支援ツール利用者の検索回数実績】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｂ．中央資料館としての産業財産権情報の提供 

 

 

〈主要な業務実績〉 
 

成果指標（アウトプット） 

 

① 閲覧室の利用満足度について閲覧室利用者を対象とするアンケート調査を

行った結果によると、全回答者数の９３％以上の者からサービス水準は維持

されているとの回答が得られ、目標である全回答者数の９０％以上を超える

結果となった。 

 

 

 

 

 

 

 

び平成３０年度の実績値

138,339,594 回は、すでに

第四期中期目標の目標

値 を 大 き く 上 回 る 水 準

（対中期目標値１０９．

３％及び１１０．７％）とな

っており、最終年度にお

いても目標を達成するこ

とが見込まれる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）画像意匠公報検索支援

ツール利用者の検索回

数の平成３０年度の実績

値３３，９４８回は、第四

期中期目標値に対して９

８．０％となっており、今

後とも講習会等での普及

活動を継続していけば、

最終年度において目標を

達成することが十分に期

待できる水準である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｂ．中央資料館としての産

業財産権情報の提供 

 

〈自己評価の根拠〉 

 

成果指標（アウトプット）達成

の観点 

（１）閲覧室の利用満足度に

ついて閲覧室利用者を対

象とするアンケート調査を

行った結果によると、全

回答者数の９３％以上の

者からサービス水準は維

持されているとの回答が

得られ、目標である全回

答者数の９０％以上を超

える結果となった。 
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Ｃ．審査・審判関係資料の収

集、閲覧サービスの提供及

び電子データの整備等 

 

審査に必要な技術文献等の

審査・審判関係資料の収集・

管理を一層充実させ、また、

これらの情報を国内ユーザ

ーに閲覧等サービスを通じ

て安定的に提供する。さら

に、審査・審判に必要な情報

の提供、データの作成等が

遅滞なく行われるよう、更な

る業務改善を図りながら、安

定的な運用を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｃ．審査・審判関係資料の

収集、閲覧サービスの提供

及び電子データの整備等 

 

〈主な定量的指標〉 

 

成果指標（アウトプット） 

 

（１）収集した技術文献等の

閲覧請求に対して閲覧サ

ービスに供するまでに要

する日数。 

［指標］請求から３開館日

以内 

 

（２）審査官・審判官が起案

した通知書において引用

した非特許文献のうち電

子データとして提供され

ていない非特許文献につ

いて、電子文書化して文

献データベースに蓄積す

るまでに要する日数。 

［指標］特許庁から受け入

れてから３開館日以内 

 

（３）出願書類（包袋）の貸し

出し請求に対して、貸し

出すまでに要する日数 

［指標］請求から２開館日

以内 

 

 

Ｃ．審査・審判関係資料の収集、閲覧サービスの提供及び電子データの整備等 

 

 

 

〈主要な業務実績〉 

 

成果指標（アウトプット） 

 
① 中期目標期間を通じて、これまで収集した技術文献等の閲覧請求に対して

閲覧サービスに供するまでに要する日数については、全件、請求から３開館

日以内に実施しており、最終年度においても達成できる見込である。 

 
② 中期目標期間を通じて、これまで審査官・審判官が引用した非特許文献につ

いては、全件、特許庁から受け入れてから３開館日以内に、電子文書化して

文献データベースに蓄積しており、最終年度においても達成できる見込であ

る。 

 

③ 中期目標期間を通じて、これまで出願書類（包袋）の貸し出し請求に対して

は、全件、請求から２開館日以内に貸し出しており、最終年度においても達

成できる見込である。 
 

 

 

Ｃ．審査・審判関係資料の

収集、閲覧サービスの提供

及び電子データの整備等 

 

〈自己評価の根拠〉 

 

成果指標（アウトプット）達成

の観点 

（１）中期目標期間を通じ

て、収集した技術文献等

の閲覧請求に対して閲覧

サービスに供するまでに

要する日数については、

全件、請求から３開館日

以内に実施しており、最

終年度においても達成で

きる見込である。 

 
（２）中期目標期間を通じ

て、審査官・審判官が引

用した非特許文献につい

ては、全件、特許庁から

受け入れてから３開館日

以内に電子文書化して文

献データベースに蓄積し

ており、最終年度におい

ても達成できる見込であ

る。 

 

（３）中期目標期間を通じ

て、出願書類（包袋）の貸

し出し請求に対しては、

全件、請求から２開館日

以内に貸し出しており、最

終年度においても達成で

きる見込である。 

 

 
 Ａ．産業財産権情報の普及

及び内容の充実 

 

Ａ．産業財産権情報の普及

及び内容の充実 

 

     

 （１）ユーザーに対する産業

財産権情報の普及・提供 

 

 

＜世界最高水準の産業財

産権情報提供サービスの実

現＞ 

 

経済産業省産業構造審議

会知的財産分科会とりまと

め（平成２６年２月２４日分科

会決定）の指摘に基づいて

開発し運用を開始した J-

PlatPat、文献の一括ダウン

ロードサービス、画像意匠公

報検索支援ツール（Graphic 

Image Park）といった産業財

（１）ユーザーに対する産業

財産権情報の普及・提供 

 

 

＜世界最高水準の産業財

産権情報提供サービスの実

現＞ 

 

① 特許情報プラットフォーム

（J-PlatPat）、文献等の

一括ダウンロードサービ

ス、画像意匠公報検索支

援ツールの安定的な運

用を行う。 

 

② 上記サービスを担うシス

テムの稼働状況を常時モ

〈評価の視点〉 

 

 

 

＜世界最高水準の産業財

産権情報提供サービスの

実現＞ 

 

（１）特許情報プラットフォー

ム（J-PlatPat ）、文献等

の一括ダウンロードサー

ビス、画像意匠公報検索

支援ツールについて、原

則２４時間体制で安定的

な運用を行ったか。 

 

（２）サービス中断の恐れが

〈主要な業務実績〉 

 

 

 

＜世界最高水準の産業財産権情報提供サービスの実現＞ 

 

 

 

① 特許情報プラットフォーム（J-PlatPat）、文献等の一括ダウンロードサービ

ス、画像意匠公報検索支援ツールは、定期メンテナンス期間を除き、原則２

４時間体制で運用した。特に、年間稼働率に影響を与えかねないシステム

への不正アクセス等を監視・アクセス制限し、年間稼働率実績値は J-

PlatPat、文献等の一括ダウンロードサービス、画像意匠公報検索支援ツー

ルについて概ね１００％となり、安定的な運用を行った。なお、J-PlatPat で

頻繁に発生したロボットアクセスによる大量データの照会とダウンロード行

為については、一般の利用者の利便性を低下させる原因になることから、随

時アクセス制限を実施した。 

〈評定と根拠〉 

自己評価結果：Ａ 

根拠は以下のとおり 

 

＜世界最高水準の産業財

産権情報提供サービスの

実現＞ 

 

（１）J-PlatPat、文献等の一

括ダウンロードサービス

について、平成２９年３月

９日に発生した外部から

の攻撃検知に対応した

緊急停止を実施したた

め、２８年度の稼働率は

９９％を若干下回ったも

のの、他の事業年度や
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産権情報提供サービスの安

定的な運用を行う。その際、

情報セキュリティに関する最

新情報と最新技 術を用 い

て、サイバー攻撃によるサー

ビス中断を防止する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜特許庁業務・システム最

適化計画の進捗に対応して

実施する機能向上＞ 

 

「特許庁業務・システム最

適化計画」の進ちょく状況も

踏まえつ つ、J-PlatPat の

機能向上を図る。具体的に

は、同一発明について海外

の工業所有権庁にも出願さ

れた出願・審査書類情報（パ

テント・ファミリー情報）が表

示できる「ワン・ポータル・ド

シエ」を平成２８年度末まで

に、公報等の固定アドレスサ

ービスの提供を平成２９年度

末までに、さらに、ユーザー

からのニーズが高い検索機

ニタリングし、サービス中

断の恐れがあるインシデ

ントが発生した場合は、

その記録を正確にとり、

対策を講じると同時に、

サイバー攻撃などの重大

なインシデントに対しても

適切に対応する。 

 

③ 独立行政法人情報処理

推進機構等が提供する

情報システムの脆弱性

等に関する最新情報をチ

ェックし、産業財産権情

報提供サービスを提供す

る情報システムに関連す

る情報を得た場合は、速

やかに適切な対策を講じ

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜特許庁業務・システム最

適化計画の進捗に対応して

実施する機能向上＞ 

 

① 同一発明について外国

の工業所有権庁にも出

願された出願・審査書類

情報（パテント・ファミリー

情報）が表示できる「ワ

ン・ポータル・ドシエ」を平

成２８年度末までに、公

報等の固定アドレスサー

ビスの提供を平成２９年

度末までに、さらに、ユー

ザーからのニーズが高い

検索機能の向上を平成３

０年度末までに、それぞ

れサービス提供を開始で

あるインシデントの発生

件数、インシデントへの対

処件数等を活動モニタリ

ング指標とし、安定的な

システム稼働の目標を達

成するように適切な業務

管理を行ったか。 

また、重大なインシデント

に対しては、速やかに障

害拡大を防ぐ措置をとる

などの対応を行ったか 

 

（３）独立行政法人情報処理

推進機構（IPA）が提供す

るシステムやソフトウェア

の脆弱性に関する最新情

報を常時チェックしたか。

特許情報プラットフォーム

（J-PlatPat）等のシステ

ムに関係する情報を得た

ときには、速やかに適切

な対策を講じたか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜特許庁業務・システム最

適化計画の進捗に対応して

実施する機能向上＞ 

 

（１）「ワン・ポータル・ドシエ」

を平成２８年度末までに、

「公報等の固定アドレス

サービスの提供」を平成２

９年度末までに、「外国公

報の英語テキスト検索等

を含む「特許・実用新案

検索機能」の刷新」を平

成３０年度末までにサー

ビスを提供できたか。 

 

（２）上記以外の J-PlatPat

の機能改善については、

制度改正等に伴って速や

J-PlatPat は、平成２９年３月９日に発生した外部からの攻撃に対処するため

実施した緊急サービス停止により、２８年度の年間稼働率は９８％に留まっ

たが、それ以降は計画目標の稼働率９９％以上を毎年度達成した。 

最終年度についても、引き続き、不正アクセス等を監視・アクセス制限し安定

的に運用することになっており、年間稼働率９９％以上を達成できる見込で

ある。 

 

【年間稼働率実績】 

平成２８年度 J-PlatPat ９８％、画像意匠公報検索支援ツール １００％ 

平成２９年度 J-PlatPat １００％、画像意匠公報検索支援ツール １００％ 

平成３０年度 J-PlatPat １００％、画像意匠公報検索支援ツール １００％ 

 

② サービス中断の恐れがあるインシデントの発生件数、インシデントへの対処

件数等を常時モニタリングする体制を構築し、軽微なインシデントに対して

は迅速に対応することにより、安定的なサービス提供を行った。 

また、重大なセキュリティインシデント発生時の対応マニュアルを作成

するなど、インシデント発生時に速やかに障害拡大を防ぐための措置を

講じた。 

・平成２９年３月９日に発生した Apache Strats2 の脆弱性を突く J-PlatPat に

対する外部からの攻撃は、極めて重大なインシデントであったため、同サー

ビスを提供するシステムを緊急停止して速やかに障害拡大を防ぐ措置をと

った後に、システムの安全性を確認する作業を迅速に実施することによっ

て、サービス停止期間を８日間に留めた。なお、サービス停止期間のユーザ

ーからの問い合わせは、１日数百件に及ぶことがあったが、その内容はサ

ービス再開時期に関するものがほとんどであり、ユーザーの PC 等への二次

被害に関する問い合わせはなかった。 

 

③ 独立行政法人情報処理推進機構やシステム関係機関が提供する情報シス

テムやソフトウェアの脆弱性等に関する最新情報を常時チェックする体制を

構築し、速やかに適切な対策を講じた。 

・なお、平成２９年３月９日に外部からの攻撃の対象となった J-PlatPat の

Apache Strats2 の脆弱性に関しては、各機関からの情報開示及び警告の

のち、間をおかず外部からの攻撃を検知したため、緊急対策の措置が実

施できず、緊急サービス停止を実施することとなった。（なお、J-PlatPat に

は公開情報のみが蓄積されており、個人情報の流出はなかった。） 

 

 

 

 

 

 

＜特許庁業務・システム最適化計画の進捗に対応して実施する機能向上＞ 

 

 

 

① J-PlatPatの機能向上については、開発の進捗管理（マイルストーン管理）を

適切に行うことによって、以下に示すように、年度計画に示された期限よりも

前倒しでサービス提供を開始した。 

 「ワン・ポータル・ドシエ」の機能： 平成２８年７月提供開始（５ヶ月前倒

し） 

 「公報等の固定アドレスサービスの提供」： 平成２８年１２月提供開始

（３ヶ月前倒し） 

 「外国公報の英語テキスト検索等を含む「特許・実用新案検索機能」の

刷新」：平成３０年３月提供開始（１２ヶ月前倒し） 

 

 

② J-PlatPat の機能改善については、ユーザーの要望と費用対効果を勘案し、

開発の進捗管理を適切に行うことによって、以下に示すようなサービス提供

を開始した。なお、一部機能については年度計画に示された期限よりも前倒

画像意匠公報検索支援

ツールについては、定期

メンテナンス等に必要な

機関を除いた年間稼働

率は概ね１００％であっ

た。 

最終年度についても、引

き続き、不正アクセス等

を監視・アクセス制限し

安定的に運用することに

なっており、年間稼働率

９９％以上を達成できる

見込である。（主要な業

務実績の項番①に記載） 

 

（２）サービス中断の恐れが

あるインシデントの発生

件数、インシデントへの

対処件数等を活動モニタ

リング指標とし、安定的

なシステム稼働の目標を

達成するように適切な業

務管理を行った。 

また、平成２９年３月に発

生した重大なインシデン

トに対しては、速やかに

障害拡大を防ぐ措置をと

るなどの対応を行った。

（主要な業務実績の項番

②に記載） 

 

（３）IPA が提供するシステ

ムやソフトウェアの脆弱

性に関する最新情報を

常時チェックし、関係する

情報を得た際には、迅速

かつ適切な対策を講じ

た。（主要な業務実績の

項番③に記載） 

 

 

＜特許庁業務・システム最

適化計画の進捗に対応して

実施する機能向上＞ 

 

（１） パテントファミリー審査

書類情報を一括表示で

きる「ワン・ポータル・ドシ

エ（OPD）サービス」の提

供、「公報等の固定アド

レスサービス」の提供、

「外国公報の英語テキス

ト検索等を含む「特許・実

用新案検索機能」の刷

新」の提供については年

度計画に示された期限よ

りそれぞれ、５ヶ月、３ヶ

月、１２ヶ月前倒してサー

ビの提供を開始した。（主
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能の向上を平成３０年度末

までにユーザーへ提供する

等、産業財産権情報提供の

基礎インフラとして備えるべ

き機能の強化を計画的に実

施し、ユーザーの利便性向

上を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜産業財産権情報提供サ

ービスの利用者拡大＞ 

 

全国の中堅・中小・ベンチ

ャー企業等の産業財産権情

報提供サービスの活用を促

すため、全国各地でのセミナ

ー等の開催の充実を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

きるよう、開発の進捗管

理を行う。 

 

② 上記以外の産業財産権

情報提供の基礎インフラ

として必要とされる機能

改善については、費用対

効果を精査した上で計画

的に実施し、ユーザーの

利便性向上を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

＜産業財産権情報提供サ

ービスの利用者拡大＞ 

 

① J-PlatPat 等の利用者拡

大のため、利用者のニー

ズを踏まえたセミナー等

の開催計画を各年度の４

月までに策定し、必要に

応じ経済産業局や知財

総合支援窓口等の協力

を得つつ、全国各地で計

画に則って実施する。 

 

② セミナー等の円滑な実施

のため、知財情報調査に

精通した人材を確保する

計画を策定し、同人材も

活用しつつ、セミナー等

を実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

かにサービス提供を行う

ことが必要な項目に限っ

て実施することとし、遅滞

なくサービス提供ができ

るように適切な進捗管理

を行ったか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜産業財産権情報提供サ

ービスの利用者拡大＞ 

 

（１）J-PlatPat 等の利用者

拡大のため、経済産業局

等や知財総合支援窓口

等の協力を得つつ、地方

の主要都市で開催するセ

ミナー等の年間スケジュ

ールを４月末までに策定

し、参加者数、セミナー等

資料の大学・企業内等で

の利用回数等を活動モニ

タリング指標とし、適切な

業務管理を実施したか。 

 

（２）知財情報の検索・調査

に精通した人材を確保す

る具体的計画の策定し、

同人材も活用しつつ、セミ

ナー等を実施したか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

しでサービス提供を開始した。 

 J-PlatPat 検索結果の印刷機能改善： 平成２９年３月から提供開始  

 審査経過情報のハーグ条約対応： 平成２９年３月から提供開始  

 特許・実用新案のユーザーインターフェイスの改善： 平成２９年３月か

ら提供開始  

 パテントマップガイダンスの分類情報への直接リンク機能付加： 平成２

９年３月から提供開始  

 J-PlatPat トップページのレイアウト変更： 平成２８年１２月から提供開

始 

 商標国際分類１１．１版対応： 平成２９年１２月から提供開始  

 経過情報の「標章の詳細な説明（任意）」欄追加対応： 平成２９年１２月

から提供開始 

 米国特許桁数変更対応： 平成３０年６月から提供開始 

 商標国際分類１１．２版対応： 平成３０年１２月から提供開始 

 元号対応： 令和元年５月から提供開始 

 

 

＜産業財産権情報提供サービスの利用者拡大＞ 

 

 

① J-PlatPat の利用者が同サービスを円滑に利用できるよう、機能と操作方法

に関する講習会について、毎年度、経済産業局や知財総合支援窓口の協力

を得て年間開催スケジュールを４月末までに確定し、全国各地で年度目標に

定めた回数を実施した。うち年度数回については特許・実用新案・意匠・商標

のそれぞれのサービス内容に特化した講習会とした。講習会参加者の第四

期中期目標期間（平成２８年度から平成３０年度）の総数は２，９５４人であっ

た。また、団体や企業等の要請に応えて講師として出向いて説明する個別説

明会も実施した。 

 さらに、テキスト内容について、誰でも理解しやすい内容とし受講者が後で他

者に対しても説明できる資料となるように改訂するとともに、講師用ノート付き

テキストをユーザーがダウンロードできるサービスを平成２８年５月から提供

し、企業内研修等での利用を目的とするダウンロードが第四期中期目標期間

（平成２８年度から平成３０年度）の総計２，６３７者あった。 

 J-PlatPat 利用ガイドブックや利用マニュアル等を各年度改訂し、経済産業

局特許室及び全国の知財総合支援窓口を通じて広くユーザーに頒布し普及

することによって、利用者拡大を図った。また、特許・情報フェア、グローバル

知財戦略フォーラム等の展示会でデモンストレーション及びマニュアル等の

配布等の周知活動を実施した。 

 

＜J-PlatPat 普及活動実績＞     

 全国各地で開催した説明会実績 

 

 J-PlatPat H２８年度 H29 年度 H30 年度 

セミナー等年度

目標回数 
20 回 20 回 22 回 

J-PlatPat 講習

会等 

20 回 

（581 名） 

22 回 

（1,159 名） 

24 回 

(1,214 名) 

団体・企業等

の要請に応え

た個別説明会 

6 回 

(約 230 名) 

6 回 

（約 180 名） 

5 回 

(約 140 名) 

 

 

 利用マニュアル・ガイドブック・パンフレット配布実績 

J-PlatPat H２８年度 H29 年度 H30 年度 

利用マニュアル 17,000 部 8,355 部 9,930 部 

ガイドブック 50,500 部 4,300 部 なし 

パンフレット なし 30,000 部 14,950 部 

 各経済産業局特許室及び全国の知財総合支援窓口を通じて広く利用

要な業務実績の項番①

に記載） 

 

（２）上記以外の J-PlatPat

の機能改善については、

制度改正等に伴って速

やかにサービス提供を行

うことが必要な項目に限

って実施することとし、遅

滞なくサービス提供がで

きるように適切な進捗管

理を行った。（主要な業

務実績の項番②に記載） 

 

 

 

 

＜産業財産権情報提供サ

ービスの利用者拡大＞ 

 

（１）適切な業務管理を実施

することにより、毎年度、

J-PlatPat 等利用促進講

習会を全国各地で年度目

標に定めた回数を開催す

るとともに、団体・企業等

の要請に応えた個別説明

会を実施した。また、講師

用ノート付きテキストをダ

ウンロードした者による説

明会の実施など、利用者

拡大に向けた普及策を実

施した。これらの取組を

精力的に実施したことに

より、効果指標（アウトカ

ム）の目標に掲げられた

J-PlatPat 利用者検索回

数が、既に平成２９年度

及び平成３０年度におい

て第四期中期目標の目

標値をも大きく上回る水

準になっているという「特

筆すべき成果」を生み出

した。（主要な業務実績の

項番①に記載） 

 

（２）知財情報調査に精通し

た人材を確保する計画を

策定し、モデル地域を関

西として人材を確保し、３

０年度から同人材による

講習会やミニセミナー等

を開催した（主要な業務

実績の項番②に記載）。 
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＜整理標準化データ作成・

提供事業の段階的廃止＞ 

 

民間の産業財産権情報提

供サービス事業者向けに提

供してきた整理標準化デー

タの作成事業については、

「独立行政法人整理合理化

計画」（平成１９年１２月２４

日閣議決定）及び、「特許庁

業務・システム最適化計画」

（平成２５年３月１５日改定）

の進捗状況を踏まえつつ、

利用者の利便性を損なうこ

とのないよう第四期中期目

標期間中に段階的に廃止を

進める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜整理標準化データ作成・

提供事業の段階的廃止＞ 

 

① 整理標準化データの作

成・提供が必要とされる

事業年度においては、確

実に同データを提供す

る。 

 

② 整理標準化データ作成

事業を廃止した場合の影

響に関する調査を行い、

「特許庁業務・システム

最適化計画」（平成２５年

３月１５日改定）の進捗状

況を踏まえつつ、利用者

の利便性が損なわれるこ

とがないよう、第四期中

期目標期間中に同事業

の段階的廃止を進める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜整理標準化データ作成・

提供事業の段階的廃止＞ 

 

（１）整理標準化データを作

成し、特許庁のデータ更

新日から原則１１日～１７

日で民間の特許情報提

供事業者等に提供した

か。 

 

（２）整理標準化データ作成

事業を廃止した場合の影

響に関する調査を行い、

「特許庁業務・システム最

適化計画」（平成２５年３

月１５日改定）の進捗状

況を踏まえつつ、利用者

の利便性が損なわれるこ

とがないよう、第四期中

期目標期間中に同事業

の段階的廃止を進めた

か。 

 

 

 

 

者へ配布。さらに、各展示会等でも配布して周知。 

 

 講師用ノート付きテキストのダウンロード利用実績 

 

J-PlatPat H２８年度 H29 年度 H30 年度 

ダウンロード

利用者数 
１， ４１６者 ７１７者 ５０４者 

 

 

 展示会等でのデモンストレーション 

 「特許・情報フェア」を始め各種展示会等でデモを実施 

 「グローバル知財戦略フォーラム」でも実演ブースを設置 

 「巡回特許庁」でも実演ブースを設置 

 

 これらの利用促進取組を実施した結果、J-PlatPat 利用者検索回数の平

成２９年度、平成３０年度の実績値 136,567,958 回、138,339,594 回は、第

四期中期目標において効果指標（アウトカム）として掲げた第四期中期

目標値である第三期中期目標期間の平均値の１２０％以上（12,500 万

回／年度以上）に対して１０９．３％、１１０．７％となっており、すでに第四期

中期目標の目標値をも大きく上回る水準となっている。 

 

② 知財情報調査に精通した人材を確保する計画を平成２９年７月に策定し、モ

デル地域を関西とした。平成３０年２月開催の大阪での講習会において同人

材による講師サポート業務等を実施し、平成３０年度は６月大阪（５６名）、８

月大阪（５６名）、９月京都（３０名）、１０月大阪（５４名）の講習会を実施した。 

 

 

＜整理標準化データ作成・提供事業の段階的廃止＞ 

 

 

① 整理標準化データの作成・提供では、毎週１回のデータ作成・提供ができる

体制を維持し、不正データを除き、特許庁が更新するデータの全件につい

て、データ更新日から１７日以内に民間の事業者等に提供した。平成２８年

度から平成３０年度に提供されたデータは、特許情報提供事業者等による付

加価値が付けられ、ユーザーに提供された。 

最終年度においても、引き続き、安定的に運用することになっており、データ

提供の終了する令和元年９月末まで、データ更新日から１７日以内に提供で

きる見込である。 

 

【整理標準化データの作成及び提供実績】 

 

平成２８年度 19,812,361 件、全件１７日以内提供 

平成２９年度 18,741,468 件、全件１７日以内提供 

平成３０年度 16,622,141 件、全件１７日以内提供 

 

② 整理標準化データの作成事業の廃止については、廃止後の特許情報提供

事業者への影響等を勘案し、特許庁との協議の上、策定した段階的廃止の

スケジュールに則って、令和元年５月より開始される特許庁からの TSV 形式

の「新たなデータ」の提供に加え、この「新たなデータ」に基づき整理標準化

データと同じ形式の XML/SGML 形式に変換された「XML/SGML 変換データ」

の提供を行うこととし、特許庁保有の各種マスタデータに基づく「整理標準化

データ」の作成は終了する予定。 

・平成 30 年 4 月 27 日：段階的廃止のスケジュールの公開 

・平成 30 年 7 月 31 日：書誌・経過情報に関する新たなデータの仕様書の公

開 

・平成 30 年 9 月 7 日：書誌・経過情報に関する新たなデータのサンプルデー

タの提供 

・平成 30 年 11 月 9 日：XML/SGML 変換データの仕様書の公開 

・平成 30 年 12 月 28 日：書誌・経過情報に関する新たなデータのサンプルデ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜整理標準化データ作成・

提供事業の段階的廃止＞ 

 

（１）中期目標期間を通じて

整理標準化データを作成

し、特許庁のデータ更新

日から１７日以内に民間

の特許情報提供事業者

等に提供してきており、デ

ータ提供が終了する令和

元年９月末までにおいて

も１７日以内に提供できる

見込みである。（主要な

業務実績の項番①に記

載）。 

  

（２）整理標準化データ作成

事業の廃止について、廃

止後の特許情報提供事

業者への影響等を勘案

し、段階的廃止のスケジ

ュールを策定し、平成３０

年４月に公開するとともに

関連する仕様書の公開

や同年７月以降、サンプ

ルデータの提供を順次行

った。（主要な業務実績

の項番②に記載） 
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ータ（日次差分）の提供 

 

   〈評価の視点〉 

 

中期計画で掲げる取組に

おいて、目標達成に貢献

した特筆すべき取組はあ

るか。 

 

中期計画で掲げる取組以

外で目標を達成するため

に行った特筆すべき取組

はあるか。 

〈特筆すべき取組または成果〉 

 

中期計画で掲げる取組以外に、J-PlatPat の利用者拡大のための普及活動

だけでなく、民間事業者が提供する特許情報検索用 DB サービスの J-

PlatPat トップページでの紹介や、INPIT 主催のセミナーで紹介パンフレット

の配布に加え、講師用ノート付きテキストをユーザーがダウンロードできるサ

ービスを新たに提供するなど、精力的に実施したことにより、J-PlatPat 利用

者の検索回数の平成２９年度の実績値 136,567,958 回及び平成３０年度の

実績値 138,339,594 回は、すでに第四期中期目標の目標値を大きく上回る

水準（対中期目標値１０９．３％及び１１０．７％）となっており、最終年度にお

いても目標を達成することが見込まれる。 

 

 

 

   

 （２）外国の工業所有権庁と

の産業財産権情報の交換

及び情報の活用 

 

＜我が国出願人への外国

知財情報の提供＞ 

 

諸外国の産業財産権情報

の収集、保管及び管理を行

うとともに、ユーザーの要請

が強い産業財産権情報につ

いては、和文抄録を作成し、

J-PlatPat を通じて一般に

提供する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜我が国出願人の権利保

護に資する公開特許公報の

英文抄録作成＞ 

 

外国における我が国出願

人の権利保護に資するた

め、公開特許公報の英文抄

録 （ Patent Abstracts of 

Japan）を全件作成し、外国

の工業所有権庁に提供する

とともに、J-PlatPat に掲載 

する。また、Ｆターム解説等

の分類に関する解説情報を

英訳し、J-PlatPat の英語

版を通じて諸外国のユーザ

（２）外国の工業所有権庁と

の産業財産権情報の交換

及び情報の活用 

 

＜我が国出願人への外国

知財情報の提供＞ 

 

① 外国の工業所有権庁か

ら産業財産権情報データ

を確実に収集し、適切に

保管管理する。 

 

② ユーザーからの要請が

高い米国、欧州等の産業

財産権情報の和文抄録

を作 成し、 J-PlatPat を

通じてユーザーに提供す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜我が国出願人の権利保

護に資する公開特許公報の

英文抄録作成＞ 

 

① 我が国の公開特許公報

の 英 文 抄 録 （ Patent 

Abstracts of Japan）を全

件作成し、外国の工業所

有権庁に提供するととも

に、J-PlatPat の英語版

において諸外国のユー

ザー等が利用できるよう

にする。 

 

② Ｆターム解説等の特許分

〈評価の視点〉 

 

 

 

＜我が国出願人への外国

知財情報の提供＞ 

 

（１）外国の工業所有権庁か

ら、産業財産権情報デー

タを我が国特許庁経由で

確実に収集し、収集した

データを適切に保管管理

したか。 

 

（２）米国公開公報、米国特

許公報、欧州公開公報に

ついて、人手翻訳により

和 文 抄 録 を 作 成 し 、 J-

PlatPat を通じてユーザ

ーに提供したか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜我が国出願人の権利保

護に資する公開特許公報

の英文抄録作成＞ 

 

（１）特許庁が発行する公開

特 許 公 報 の 英 文 抄 録

（PAJ）を全件作成し、依

頼のあった外国の工業所

有権庁に提供したか。ま

た、J-PlatPat の英語版

から諸外国のユーザー等

が利用できるようにした

か。 

 

（２）Ｆターム解説（新設８テ

〈主要な業務実績〉 

 

 

 

＜我が国出願人への外国知財情報の提供＞ 

 

 

① 外国の工業所有権庁から産業財産権情報データを我が国特許庁クラウドサ

ービスである「FOPISER」経由で収集し、適切に保管管理した。 

最終年度においても、引き続き、安定的に運用することになっており、適切に

保管管理できる見込みである。 

 

② ユーザーニーズが高い米国公開特許公報、米国特許公報及び欧州公開公

報について、第四期中期目標期間累計約１２５．８万件の和文抄録を作成し

た。作成した和文抄録は、特許庁に審査用資料として提供するとともに、特

許情報プラットフォーム（J-PlatPat）に掲載して一般の利用に供した。 

最終年度においても、引き続き、安定的に運用することになっており、和文

抄録を作成し、J-PlatPat に掲載して一般のユーザーにデータ提供できる見

込みである。 

 

【欧米和文抄録作成実績】 
 H28 年度 H29 年度 H30 年度 

米国公開 450,112 件 260,265 件 362,937 件 

米国特許 31,712 件 23,242 件 31,888 件 

欧州公開 38,644 件 24,392 件 34,564 件 

合計 520,468 件 307,899 件 429,389 件 

 

 

＜我が国出願人の権利保護に資する公開特許公報の英文抄録作成＞ 

 

 

 

① 外国における我が国出願人の権利を的確に保護するため、特許庁が公報

発行計画に基づいて発行した公開特許公報について、その全件の英文抄

録（PAJ）を作成した。また、他国における我が国出願人の権利を的確に保

護するため、PAJ（CD-ROM/CD-R）の提供依頼のあった国・機関の工業所

有権庁等に PAJ（CD-ROM/CD-R）を提供するとともに、英文検索を希望す

る一般ユーザーが PAJ を閲覧できるよう、特許情報プラットフォーム（J-

PlatPat）の英語版に掲載した。 

最終年度においても、引き続き、安定的に運用することになっており、PAJ

（CD-ROM/CD-R）を提供するとともに、J-PlatPat に掲載して一般のユーザ

ーにデータ提供できる見込みである。 

〈評定と根拠〉 

自己評価結果：B 

根拠は以下のとおり 

 

＜我が国出願人への外国

知財情報の提供＞ 

 

（１）外国の工業所有権庁か

ら、産業財産権情報デー

タを我が国特許庁経由で

確実に収集し、適切に保

管管理した。（主要な業務

実績の項番①に記載）  

  

（２）欧米の公報の和文抄録

を作成し、J-PlatPat を通

じ て ユ ー ザ ー に 提 供 し

た。（主要な業務実績の

項番②に記載） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜我が国出願人の権利保

護に資する公開特許公

報の英文抄録作成＞ 

 

（１）英文抄録（PAJ）を全件

作成し、毎年度、提供依

頼のあった工業所有権

庁に提供するとともに、

J-PlatPat の英語版から

諸外国のユーザーが利

用できるようにした。（主

要な業務実績の項番①

に記載）。 

  

（２）Ｆターム解説について
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ーに対しても閲覧可能とす

る。 

類に関する解説情報を英

訳し、J-PlatPat の英語

版を通じて諸外国のユー

ザーに対しても閲覧可能

とする。 

 

③ 日米欧の特許庁間で定

めた「三極データ交換」の

取り決めに基づいて、公

報書誌データ等を作成し

提供する。 

ー マ ） を 英 訳 し 、 J-

PlatPatの英語版を通じて

外国の工業所有権庁の

審査官及びユーザーが

オンラインで検索・参照で

きるようにしたか。 

また、ＦＩハンドブックの英

語訳を新たに作成し、J-

PlatPat の英語版に実装

したか。 

 

（３）日米欧の特許庁間が定

めた「三極データ交換」の

取り決めに基づくフォーマ

ットに則って加工・編集し

た公報書誌データ等を作

成し、我が国特許庁を経

由して外国の工業所有権

庁に提供したか。 

 

 

【英文抄録（PAJ）の作成実績】 

 

 

 

 

 

 

【英文抄録（PAJ）の外国の工業所有権庁等への CD-ROM/CD-R 提供実績】 

 平成２８年度 ８０（年度初） →平成３０年 ６７カ国・機関（年度末） 

※J-PlatPat で検索できること等の事情により CD-ROM/CD-R の提供

を依頼してくる国・機関は若干減少の傾向にある。 

 

② Ｆターム解説（付与マニュアル）について、新設されたテーマについて英訳を

作成した。また、英訳されたＦターム解説のデータを、J-PlatPat の英語版に

実装し、諸外国のユーザーが利用できるようにした。 

 

【新設されたテーマ作成実績】 

平成２８年度 １６テーマ 

平成２９年度  ８テーマ 

平成３０年度  ７テーマ 

 

・ＦＩを解説したＦＩハンドブックの英語訳を新たに作成し、J-PlatPat の英語版

から諸外国のユーザーが利用できるようにした。 

 

 

③ 三極データ交換の取り決めに基づく公報書誌データ等について、特許庁が

発行する公報（公開、公表、登録）全件の書誌データを加工・編集し、加工し

た書誌データは、欧州特許庁（ＥＰＯ）、韓国特許庁（ＫＩＰＯ）、中国国家知識

産権局（CNIPA）、ロシア特許庁(Ｒｏｓｐａｔｅｎｔ)、世界知的所有権機関（ＷＩＰ

Ｏ）、ドイツ特許商標庁（ＤＰＭＡ）、台湾智慧財産局（ＴＩＰＯ）へ提供した。 

 

【特許公報等の書誌データの加工・編集実績】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 H28 年度 H29 年度 H30 年度 

PAJ 

作成件数 
210,407 229,241 207,786 

公報 

種別 
H28 年度 H29 年度 H30 年度 

公開 243,161 件 216,410 件 211,098 件 

公表 40,080 件 39,284 件 39,407 件 

登録 210,597 件 201,487 件 189,380 件 

実用 6,482 件 6,027 件 5,229 件 

合計 500,320 件 463,208 件 445,114 件 

新設されたテーマについ

て 英 訳 を 作 成 し 、 J-

PlatPat の英語版から諸

外国のユーザーが利用

できるようにした。  

 ・ＦＩハンドブックの英語訳を

新たに作成し、J-PlatPat

の英語版から諸外国の

ユーザーが利用できるよ

うにした。（主要な業務実

績の項番②に記載）  

  

（３）三極データ交換の取り

決めに基づく公報書誌デ

ータ等を作成し、外国の

工業所有権庁に提供し

た（主要な業務実績の項

番③に記載）。 

 

 

 

   〈評価の視点〉 

 

中期計画で掲げる取組に

おいて、目標達成に貢献

した特筆すべき取組はあ

るか。 

 

中期計画で掲げる取組以

外で目標を達成するため

に行った特筆すべき取組

はあるか。 

〈特筆すべき取組または成果〉 
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 （３）審査結果等情報の提供

システムの的確な運用 

 

 

＜特許等の審査結果に関

する情報の的確な提供＞ 

 

特許庁が行った審査の結

果や出願書類等に関する情

報を機械翻訳により英訳し

て外国の工業所有権庁の審

査官等に提供するシステム

について、サービスを切れ

目なく提供するため、システ

ムを安定的に運用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜システムの機能改善＞ 

 

外国の工業所有権庁の審

査官等ユーザーの声も踏ま

え、機械翻訳の精度向上の

ために必要となる辞書の語

彙等を継続的に増強する。 

 

 

 

（３）審査結果等情報の提供

システムの的確な運用 

 

 

＜特許等の審査結果に関

する情報の的確な提供＞ 

 

① 特許庁による審査の結

果と出願書類等に関する

電子化された情報を機械

翻訳により英訳して外国

の工業所有権庁の審査

官等に提供する情報シ

ステムを安定的に運用す

ることにより、外国の工

業所有権庁の審査官等

に向けたサービスを切れ

目なく提供する。 

 

② 上記の情報システムの

利用状況を適時モニタリ

ングし、外国の工業所有

権庁の審査官ニーズの

変化等を調査し、情報シ

ステムの増強の必要性

やサービス内容改善を

検討・実施する。 

 

 

＜システムの機能改善＞ 

 

① 外国の工業所有権庁の

審査官等ユーザーの声

も踏まえ、機械翻訳の精

度向上のために必要とな

る辞書の語彙等を継続

的に増強することとし、概

ね５，０００語／年の増強

を図る。 

〈評価の視点〉 

 

 

 

＜特許等の審査結果に関

する情報の的確な提供＞ 

 

（１）我が国特許庁による審

査の結果と出願書類等

に関する電子化された情

報を機械翻訳により英訳

して提供する情報システ

ム（ＡＩＰＮ）を、外国の工

業所有権庁の審査官等

に向けて安定的に切れ

目なくサービス提供した

か。 

 

 

（２）上記の情報システムの

利用状況を適時モニタリ

ングし、外国の工業所有

権庁の審査官ニーズの

変化等を調査し、情報シ

ステムの増強の必要性

やサービス内容改善を検

討・実施したか。 

 

 

＜システムの機能改善＞ 

 

（１）機械翻訳の精度向上

のために必要となる辞書

の語彙等を概ね５０００語

／年の増強をしたか。 

 

 

〈主要な業務実績〉 

 

 

 

＜特許等の審査結果に関する情報の的確な提供＞ 

 

 

① 平成２９年３月９日から８日間、J-PlatPat への不正アクセスのためにサービ

スを停止した期間を除いて、日本国特許庁が行った審査の結果や出願書類

等に関する情報を機械翻訳により英訳して外国の工業所有権庁（６８機関）

に提供するＡＩＰＮシステムを２４時間体制で運用した。 

 

② ＡＩＰＮシステムを適時モニタリングし、外国の工業所有権庁の審査官ニーズ

の変化等を調査し、情報システムの増強の必要性やサービス内容改善を検

討し、最大のニーズである翻訳の精度を向上するための語彙登録（訳語の

追加）を毎年度実施した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜システムの機能改善＞ 

 

① ＡＩＰＮシステムの基本機能である機械翻訳の精度向上を図るため、機械翻

訳辞書の辞書データの追加登録を実施した。 

最終年度においても、引き続き、安定的に運用することで、５，０００語の辞

書追加が可能であり、目標を達成する見込みである。 

 

【辞書データの追加登録実績】 

 平成２８年度 ５，０００語 

 平成２９年度 ５，０３６語 

 平成３０年度 ５，０３８語 

 

〈評定と根拠〉 

自己評価結果：Ｂ 

根拠は以下のとおり 

 

＜特許等の審査結果に関

する情報の的確な提供＞ 

 

（１）ＡＩＰＮについて、安定的

に切れ目なくサービス提

供した。（主要な業務実

績の項番①に記載） 

 

（２）ＡＩＰＮシステムを適時モ

ニタリングし、外国の工業

所有権庁の審査官ニー

ズの変化等を調査し、情

報システムの増強の必要

性やサービス内容改善を

検討し、最大のニーズで

ある翻訳の精度を向上す

るための語彙登録（訳語

の追加）を毎年度実施し

た。（主要な業務実績の

項番②に記載） 

 

 

 

 

 

＜システムの機能改善＞ 

 

（１）ＡＩＰＮの機械翻訳シス

テムに第四期中期目標と

している辞書の語彙等を

概ね各年度５，０００語の

辞書を追加し、最終年度

においても翻訳精度の向

上を実施する見込み（主

要な業務実績の項番①

に記載）。 

  

   〈評価の視点〉 

 

中期計画で掲げる取組に

おいて、目標達成に貢献

した特筆すべき取組はあ

るか。 

 

中期計画で掲げる取組以

外で目標を達成するため

に行った特筆すべき取組

はあるか。 

〈特筆すべき取組または成果〉 

 

 

 

 

 

   

 Ｂ．中央資料館としての産

業財産権情報の提供 

 

Ｂ．中央資料館としての産

業財産権情報の提供 

 

     

 （１）中央資料館としての情

報提供 

 

 

（１）中央資料館としての情

報提供 

 

 

〈評価の視点〉 

 

 

 

〈主要な業務実績〉 

 

 

 

〈評定と根拠〉 

自己評価結果：Ｂ  

根拠は以下のとおり 
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＜情報の確実な提供＞ 

パリ条約に定められた中

央資料館として、内外の産

業財産権情報・文献を収集

し、公報閲覧室を通じて産

業財産権に係る情報の確実

な提供を行う。我が国の公

報については、公報発行日

即日に全件閲覧可能とす

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜閲覧用インフラ等の見直

し＞ 

 

中央資料館の機能の１つ

である産業財産権情報・文

献の高度検索が可能な閲覧

機能を担う高度検索用閲覧

機器（特許庁審査官が使う

端末と同等な性能を有する

機器）については、ユーザー

＜情報の確実な提供＞ 

① 「工業所有権の保護に関

するパリ条約」に定めら

れた「中央資料館」の機

能を果たすため、国内外

の産業財産権情報に関

する文献を確実に収集

し、管理する。 

 

② 収集・管理する国内外の

産業財産権情報に関す

る文献は、中央資料館の

閲覧機能を担う公報閲

覧室において、閲覧に供

する。 

 

③ 公報閲覧室には、高度な

検索が可能な高度検索

用 閲 覧 機 器 、 CD-ROM 

や DVD-ROM に記録さ

れた資料等を閲覧できる

PC 等を設置するととも

に、検索指導員を配置し

て利用者ニーズに応え

る。 

 

④ 検索指導員による高度

検索用閲覧機器の利用

講習会を、公報閲覧室に

て原則毎月１回開催す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜閲覧用インフラ等の見直

し＞ 

 

① 中央資料館の高度検索

閲覧機器については、利

用状況等の推移等を踏

まえつつ、平成２９年度

中の設置台数の削減も

視野に見直しを行う。 

 

＜情報の確実な提供＞ 

（１）「工業所有権の保護に

関するパリ条約」に定め

られた「中央資料館」の

機能を果たすため、国内

外の産業財産権情報に

関する文献を確実に収集

し、管理したか。 

 

（２）収集・管理する国内外

の産業財産権情報に関

する文献は、中央資料館

の閲覧機能を担う公報閲

覧室において、閲覧に供

したか。 

 

（３）公報閲覧室には、高度

な検索が可能な高度検

索閲覧用機器、CD-ROM

や DVD-ROM に記録され

た資料等を閲 覧できる

PC 等を設置するととも

に、公報閲覧室利用者の

文献調査等が円滑に実

施できるよう、検索指導

員を配置して利用者ニー

ズに応えたか。 

 

（４）検索指導員による高度

検索閲覧用機器の利用

講習会を、公報閲覧室に

て原則毎月１回開催した

か。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜閲覧用インフラ等の見直

し＞ 

 

（1）中央資料館の高度検索

閲覧機器については、利

用状況等の推移等を踏

まえつつ、平成２９年度

中の設置台数の削減も

視 野 に 見 直 し を 行 っ た

か。 

＜情報の確実な提供＞ 

① パリ条約に基づく「中央資料館」として、国内外の産業財産権情報に関する

文献を収集・管理し、我が国の公報情報の提供については、DVD-ROM 等

により公報発行日に第四期中期目標期間を通じて、これまで、全件、即日

閲覧に供した。また、国内公報のうち特に古い紙公報について中性紙箱に

よる保存方法に切り替える取組を実施した。国外の CD-ROM 公報について

は、データベース化するため、順次、媒体への蓄積等の整理を実施した。 

 

② 収集・管理する国内外の産業財産権情報に関する文献について、行政機関

の休日に関する法律で指定する日以外の全日、「工業書有権の保護に関

するパリ条約」に定められた「中央資料館」の機能を担う公報閲覧室を通じ

て利用者への閲覧に供した。 

【閲覧可能な内国公報と外国公報の総数】 

  紙 CD/DVD ﾏｲｸﾛﾌｨﾙﾑ 

内国公報 約 12 万冊  5,941 枚 14,469 巻 

外国公報 約 24 万冊 38,211 枚  9,700 巻 

 

【公報閲覧室の利用者実績】 

     H28 年度 H29 年度 H30 年度 

利用者数 8,467 人 7,733 人 6,872 人 

 

③ 高度検索閲覧用機器（特許審査官端末と同等性能をもつ）は、特許庁の審

査官端末のメンテナンス時期に同期して、常に特許庁審査官端末と同等な

高度な検索が可能な状態でユーザーにサービスを提供した。CD-ROM、

DVD-ROM 公報閲覧については、平成３０年度末時点で最新の公報仕様に

合わせた検索ソフト４ライセンスを CD/DVD 閲覧用機器に実装し、ユーザー

に提供した。また、公報閲覧室利用者の文献調査等が円滑に実施できるよ

う、年間を通して、検索指導員３名体制で利用者に対する検索方法や調査

範囲の分類相談等に関する支援及び指導を実施した。 

 

【高度検索閲覧用機器の利用者実績】  

  H28 年度 H29 年度 H30 年度 

高度検索閲覧用機器

利用者数 
3,989 人 3,625 人 3,178 人 

 

【CD/DVD 公報閲覧用機器の利用者実績】 
 H28 年度 H29 年度 H30 年度 

CD/DVD 公報閲覧用

機器利用者数 
1,662 人 1,576 人 1,362 人 

 

④ 閲覧室利用者の検索技能の向上を図るため、検索指導員による「高度検索

閲覧用機器」の利用講習会を公報閲覧室で毎年度１２回（月１回の頻度）開

催した。また、平成３０年度は１１月に臨時講習会を１回開催した。 

講習会受講者へのアンケート調査を講習会開催ごとに実施し、９７％以上

の受講者から講習内容が「有意義」「非常に有意義」との評価を受けた。ア

ンケート結果は、検索指導員にもフィードバックすることで、受講者の意見・

要望を次回の講習会に反映し、更なる質の向上を図った。 

 

＜閲覧用インフラ等の見直し＞ 

 

 

①高度検索閲覧用機器について、利用者状況と利用満足度のアンケート調査の

結果を踏まえつつ、平成２９年度に３４→３２台（▲２）、平成３０年度に３２→３

０（▲２）と設置台数の削減を行った。 

 

②及び③ 

この２年にかけての台数減については、それぞれの台数減前及び台数減後にサ

ービス水準に関するアンケートを実施し、サービス水準が維持できているという９

＜情報の確実な提供＞ 

（１）国内外の公報を確実に

収集し、管理した。国内

公報については公報発

行日に全件閲覧可能にし

た。国内公報のうち特に

古い紙公報について中

性紙箱による保存方法へ

の切り替えを実施し、国

外のＣＤ－ＲＯＭ公報の

整理も実施した。（主要な

業務実績の項番①に記

載） 

 

（２）収集・管理する国内外

の産業財産権情報に関

する文献は、公報閲覧室

に お い て 、 閲 覧 に 供 し

た。（主要な業務実績の

項番②に記載）。 

 

（３）公報閲覧室に高度検索

閲覧用機器、CD/DVD 閲

覧機器を設置して公報閲

覧室利用者に提供すると

ともに、３名の検索指導

員を配置して利用者への

支援等を実施した。（主

要な業務実績の項番③

に記載） 

 

（４）検索指導員による高度

検索閲覧用機器の利用

講習会を公報閲覧室に

て毎月１回開催した。ま

た、講習会開催毎に講習

会受講者へのアンケート

調査を実施しており、９

７％以上の受講者から講

習内容が「有意義」「非常

に有意義」と評価を受け

た。（主要な業務実績の

項番④に記載） 

 

 

 

 

 

 

＜閲覧用インフラ等の見直

し＞ 

 

（１）中央資料館の高度検

索閲覧用機器について

は、設置台数の見直しを

行い、平成２９年度に２

台、平成３０年度に２台削

減した。（主要な業務実

績の項番①に記載） 
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を対象にサービス水準に関

するアンケート調査を行うな

ど利用状況等の実態を踏ま

え、平成２９年度中の設置

台数の削減を視野に見直し

を行う。 

 

 

 

② 高度検索閲覧機器の設

置台数の見直し等の検

討を行う前に、閲覧室利

用者を対象にサービス内

容とサービス水準に関す

るアンケート調査を行う。 

 

③ 高度検索閲覧機器の設

置台数の見直しの後に、

閲覧室利用者を対象に

サービス内容とサービス

水準に関するアンケート

調査を行い、利用者に対

するサービス水準が維持

できているかを 確認す

る。 

 

（２）高度検索閲覧機器の

設置台数の見直し等の

検討を行う前に、閲覧室

利用者を対象にサービス

内容とサービス水準に関

するアンケート調査を行

ったか。 

 

（３）高度検索閲覧機器の

設置台数の見直しの後

に、閲覧室利用者を対象

にサービス内容とサービ

ス水準に関するアンケー

ト調査を行い、利用者に

対するサービス水準が維

持できているかを確認し

たか。 

 

０％超の評価を得ている。 

 

  

 

（２）高度検索閲覧用機器

の設置台数見直し等の

検討を行う前に、閲覧室

利用者を対象にアンケー

ト調査を実施した。（主要

な業務実績の項番②及

び③に記載） 

 

（３）高度検索閲覧用機器

の設置台数見直し後にア

ンケート調査を実施し、

サービス水準が維持でき

ているとの評価を得た。

（主要な業務実績の項番

②及び③に記載） 

  

 

 

   〈評価の視点〉 

 

中期計画で掲げる取組に

おいて、目標達成に貢献

した特筆すべき取組はあ

るか。 

 

中期計画で掲げる取組以

外で目標を達成するため

に行った特筆すべき取組

はあるか。 

〈特筆すべき取組または成果〉 

 

 

   

 （２）インターネット公報への

転換にともなう中央資料館

の機能の検討・見直し 

 

＜公報のインターネット化等

を踏まえた中央資料館の機

能の再検討＞ 

 

我が国の全種別の公報の

発行形態が平成２７年度以

降はインターネット公報にな

っていること等を勘案し、中

央資料館における今後の閲

覧サービス機能のあり方に

ついて 抜本 的な検討 を行

い、必要に応じ速やかなサ

ービス機能の改善を実施す

る。 

 

 

 

 

 

 

＜中央資料館の機能の再

検討・見直しとユーザーへの

サービス水準維持＞ 

 

中央資料館の機能の再検

（２）インターネット公報への

転換にともなう中央資料館

の機能の検討・見直し 

 

＜公報のインターネット化等

を踏まえた中央資料館の機

能の再検討＞ 

 

① 公報のインターネット化

等を踏まえ、平成２８年

度末を目途に中央資料

館における閲覧サービス

機能のあり方について抜

本的な検討を行い、平成

２９年度以降の年度計画

において必要なサービス

機能の改善を定めて実

施する。 

 

 

 

 

 

 

＜中央資料館の機能の再

検討・見直しとユーザーへの

サービス水準維持＞ 

 

① 公報のインターネット化

〈評価の視点〉 

 

 

 

＜公報のインターネット化

等を踏まえた中央資料館

の機能の再検討＞ 

 

（１）公報のインターネット化

等を踏まえ、平成２８年度

末を目途に中央資料館に

おける閲覧サービス機能

のあり方について抜本的

な検討を行い、平成２９年

度以降の年度計画にお

いて必要なサービス機能

の改善を定めて実施した

か。 

  

 

 

 

 

 

＜中央資料館の機能の再

検討・見直しとユーザー

へのサービス水準維持

＞ 

（１）公報のインターネット化

〈主要な業務実績〉 

 

 

 

＜公報のインターネット化等を踏まえた中央資料館の機能の再検討＞ 

 

 

 

① 公報のインターネット化及び外国の工業所有権庁との公報交換のメディアレ

ス化が進んできている状況等を踏まえ、公報閲覧室利用者への外国公報等

の閲覧サービスの改善を始めとする閲覧サービス機能の今後のあり方につ

いて検討を進め、平成２９年度に基本計画案を策定した。 

策定した基本計画案に基づき、国内紙公報のうち、特に古い紙公報を中性

紙箱に収納し外部保管とした。また、CD-ROM 公報等について、配架してい

たものを外部保管するなどの対応を行った。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

＜中央資料館の機能の再検討・見直しとユーザーへのサービス水準維持＞ 

 

① 公報のインターネット化以降の中央資料館の機能の抜本的な検討を行い、

平成２９年度に基本計画案として策定した。策定した基本計画案に基づい

て、平成２９年度及び平成３０年度において、利用者状況と利用満足度のア

〈評定と根拠〉 

自己評価結果：Ｂ 

根拠は以下のとおり 

 

＜公報のインターネット化

等を踏まえた中央資料館

の機能の再検討＞ 

 

（１）公報のインターネット化

等の状況を踏まえ、中央

資料館の閲覧サービス機

能の今後のあり方につい

て検討を進め、基本計画

案を策定した。基本計画

案に基づき、国内紙公報

のうち特に古い公報を中

性紙箱に収納し、外部に

保管した。また、CD-ROM

公報等について、配架し

ていたものを外部保管す

るなどの対応を行った。

（主要な業務実績の項番

①に記載） 

  

＜中央資料館の機能の再

検討・見直しとユーザー

へのサービス水準維持

＞ 

（１）公報閲覧室利用者に対
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討とサービス内容の変更に

ついては、ユーザーを対象

にしたサービス水準に関す

るアンケート調査を行い、ユ

ーザー利便性の維持・向上

が担保される見直しとする。 

 

 

以降の中央資料館の機

能の抜本的な検討結果

を踏まえつつ、サービス

水準について閲覧室利

用者を対象にアンケート

調査を行い、利用者の利

便性の維持・向上が担保

される見直しを行う。 

 

 

 

以降の中央資料館の機

能の抜本的な検討結果を

踏まえつつ、サービス水

準について閲覧室利用者

を対象にアンケート調査

を行い、利用者の利便性

の維持・向上が担保され

る見直しを行ったか。 

  

 

 

ンケート調査の結果を踏まえつつ、高度検索閲覧用機器の台数減を実施し

たほか、国内紙公報のうち、特に古い紙公報を中性紙箱に収納し外部に保

管、またＣＤ－ＲＯＭ公報等については配架していたものを外部保管するな

どの対応を行った。上記実施事項について、サービス水準に関するアンケー

トを実施し、９０％超の水準維持を確認している。 

 

＜平成２９年度＞ 

   期 間：平成２９年１２月２６日（火）～平成３０年２月２日（金） 

   場 所：公報閲覧室 

   対象者：公報閲覧室利用者 

   回答数：９０（回収率８４．９％） 

   端末利用満足度：９３％からサービス水準が維持されていると回答 

   閲覧室満足度：９８％からサービス水準が維持されていると回答 

 

＜平成３０年度＞ 

   期 間：平成３０年１１月１２日（月）～平成３０年１２月２８日（金） 

   場 所：公報閲覧室 

   対象者：公報閲覧室利用者 

   回答数：１０４（回収率９０．５％） 

   端末利用満足度：９６％からサービス水準が維持されていると回答 

   閲覧室満足度：９３％からサービス水準が維持されていると回答 

  

 

するアンケートを実施し、

閲覧室のサービス水準に

ついて維持がなされてい

るか確認した結果、全回

答者の９０％以上からサ

ービス水準が維持されて

いると回答があった。（主

要な業務実績の項番①

に記載）。 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

   〈評価の視点〉 

 

中期計画で掲げる取組に

おいて、目標達成に貢献

した特筆すべき取組はあ

るか。 

 

中期計画で掲げる取組以

外で目標を達成するため

に行った特筆すべき取組

はあるか。 

〈特筆すべき取組または成果〉 

 

 

   

 Ｃ．審査・審判関係資料の

収集、閲覧サービスの提供

及び電子データの整備等 

 

Ｃ．審査・審判関係資料の

収集、閲覧サービスの提供

及び電子データの整備等 

 

   

 

  

 （１）審査・審判に関する技

術文献等の収集及び閲覧

サービスの提供 

 

＜技術文献等の収集＞ 

 

国内外の最新の技術水

準を適時に把握できるよう、

特許協力条約に規定する国

際調査の対象となる文献（ミ

ニマムドキュメント）や特許

公報以外の技術等に関する

文献に加え、意匠審査にお

いて必要となる商品カタログ

等の公知資料についても最

新の資料を収集し、特許庁

審査・審判関係部署に提供

する。 

 

 

（１）審査・審判に関する技

術文献等の収集及び閲覧

サービスの提供 

 

＜技術文献等の収集＞ 

 

① 特許協力条約に規定す

る国際調査の対象となる

文献（ミニマムドキュメン

ト）や非特許文献等を確

実に収集・管理し、特許

庁審査・審判部に提供す

る。 

② 非特許文献等について

は、特許庁の審査官等を

含めた図書等選定の担

当者会議にて決定された

タイトルの全てを収集し、

特許庁審査・審判部に提

供する。 

〈評価の視点〉 

 

 

 

＜技術文献等の収集＞ 

 

（１）ミニマムドキュメントや

非特許文献等を確実に

収集・管理し、特許庁審

査 ・ 審 判 部 に 提 供 し た

か。 

 

（２）非特許文献等について

は、特許庁の審査官等を

含めた図書等選定の担

当者会議にて決定された

タイトルの全てを収集し、

特許庁審査・審判部に提

供したか。 

 

〈主要な業務実績〉 

 

 

 

＜技術文献等の収集＞ 

 

① 特許庁の審査・審判において国内外の最新の技術水準を把握できるよう、技

術文献、ミニマムドキュメント、カタログの最新の文献及び資料を収集し、特

許庁の審査・審判部に提供した。 

 

② 特許庁の審査官等を含めた図書選定の担当者会議（年４回）を実施し、審

査・審判で必要となる国内外の図書・雑誌等を選定した。図書選定の担当者

会議にて決定されたタイトルは全て収集し、以下のとおり特許庁の審査・審判

部に提供した。 

 

【内外国図書・雑誌の収集と特許庁への提供実績】 

 

 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 

内国図書 １６４冊 ２１７冊 １１３冊 

内国雑誌 １０，２４７冊 １０，０２８冊 １０，２５５冊 

〈評定と根拠〉 

自己評価結果：B 

根拠は以下のとおり 

 

＜技術文献等の収集＞ 

 

（１）ミニマムドキュメントや

非特許文献等を確実に

収集・管理し、特許庁審

査 ・ 審 判 部 に 提 供 し た

（主要な業務実績の項番

①に記載）。  

 

（２）図書等選定担当者会

議で決定された非特許

文献等のタイトルの全て

を収集し、特許庁審査・

審判部に提供した。（主

要な業務実績の項番②

に記載） 
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＜出願人等に対する技術文

献等の閲覧サービス＞ 

 

収集した技術文献等は、

蔵書検索システム（ＯＰＡＣ）

に登録するとともに、出願人

等からの閲覧請求に対して

は、迅速な閲覧サービスを

提供する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 非特許文献等の収集・管

理に際し、インターネット

を介した有料閲覧が可能

な文献については有料

閲覧に移行することによ

って、収集・管理業務の

効率化を図る。 

 

④ 意匠審査において必要と

なる商品カタログ等の公

知資料について最新の

資料を収集し、特許庁審

査部に提供する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜出願人等に対する技術文

献等の閲覧サービス＞ 

 

① 収集した技術文献等を蔵

書検索システム（ＯＰＡ

Ｃ）に登録するとともに、

出願人等からの閲覧請

求に対しては、迅速な閲

覧サービスを提供する。 

 

② 出願人等のＯＰＡＣ利用

拡大を促すため、ＯＰＡＣ

について情報・研修館が

提供する各種セミナー等

でも広報を行う。 

（３）非特許文献等の収集に

おいて、インターネットサ

ービスへの移行の可否を

担当審査官等に確認し、

可能なものは有料閲覧に

移行することによって、収

集・管理業務の効率化を

図ったか。 

 

（４）意匠審査において必要

となる公知資料を確実に

収集し、特許庁審査部に

提供したか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜出願人等に対する技術

文献等の閲覧サービス＞ 

 

（１）収集した技術文献等を

ＯＰＡＣに登録し、出願人

等からの閲覧請求に対し

ては、３開館日以内に図

書閲覧室にて閲覧可能と

したか。 

 

 

（２）出願人等のＯＰＡＣ利用

拡大を促すため、ＯＰＡＣ

について情報・研修館が

提供する各種セミナー等

でも広報を行ったか。 

（449 タイトル） （449 タイトル） （447 タイトル） 

外国図書 ２２冊 ３２冊 １１冊 

外国雑誌 ２，８５１冊 

（208 タイトル） 

２，３４９冊 

（173 タイトル） 

２，２７９冊 

（166 タイトル） 

 

 

③ 非特許文献の収集にあたっては、特許協力条約（PCT）で規定されているミニ

マムドキュメント、特許庁の審査に用いる技術文献等を収集するとともに、電

子化されて提供されている技術文献（学術論文等）は、インターネットによる

文献提供サービスを使うこととして、重複調達を避け、業務効率化及びコスト

削減を図った。 

 

④ 特許庁意匠課からのカタログ収集要請に応じて新製品カタログを収集し、以

下のとおり特許庁審査部に提供した。 

 

【意匠審査に用いる内外国の意匠カタログの収集と特許庁への提供実績】 

 

 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 

内国カタログ 12,000 件 12,000 件 12,000 件 

外国カタログ  3,000 件  3,000 件  3,000 件 

 

 

＜出願人等に対する技術文献等の閲覧サービス＞ 

 

 

① 収集した技術文献等をＯＰＡＣに登録し、閲覧申請のあった閲覧請求に対し

て全件３開館日以内に図書閲覧室にて閲覧に供するサービスを維持した。 

第四期中期目標期間の閲覧申請利用者数・閲覧件数は以下のとおり。 

 

【技術文献資料の閲覧申請利用者数及び閲覧件数の実績】 

 

 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度  
利用者数 ２５５名 １９４名 ２２１名 

閲覧件数 ５８１件 ４２２件 ５５４件 

  

② 情報・研修館主催の特許情報プラットフォーム講習会においてＯＰＡＣの広

報を行った。 

 

 

（３）インターネットサービス

への移行が可能な非特

許文献等について全て

有料閲覧に移行すること

により、収集・管理業務

の効率化を図った。（主

要な業務実績の項番③

に記載）。 

  

（４）意匠審査において必要

となる国内外の最新のデ

ザインが掲載された商品

カタログ・パンフレット等

（公知資料）を確実に収

集し、特許庁審査部に提

供した。（主要な業務実

績の項番④に記載） 

 

 

 

 

＜出願人等に対する技術

文献等の閲覧サービス＞ 

 

（１）収集した技術文献等を

ＯＰＡＣに登録し、出願人

等からの閲覧請求に対し

ては、３開館日以内に図

書閲覧室にて閲覧可能

にした（主要な業務実績

の項番①に記載）。 

 

（２）情報・研修館主催の特

許情報プラットフォーム講

習会において OPAC の広

報を行った（主要な業務

実績の項番②に記載）。 

 

   〈評価の視点〉 

 

中期計画で掲げる取組に

おいて、目標達成に貢献

した特筆すべき取組はあ

るか。 

 

中期計画で掲げる取組以

外で目標を達成するため

に行った特筆すべき取組

はあるか。 

〈特筆すべき取組または成果〉 

 

 

   

 （２）審査・審判に必要な資

料等の電子データの整備と

貸し出し 

 

＜技術文献の電子化と文献

データベースシステムへの

蓄積＞ 

 

（２）審査・審判に必要な資

料等の電子データの整備と

貸し出し 

 

＜技術文献の電子化と文献

データベースシステムへの

蓄積＞ 

 

〈評価の視点〉 

 

 

 

＜技術文献の電子化と文

献データベースシステムへ

の蓄積＞ 

 

〈主要な業務実績〉 

 

 

 

＜技術文献の電子化と文献データベースシステムへの蓄積＞ 

 

 

 

〈評定と根拠〉 

自己評価結果：Ｂ 

根拠は以下のとおり 

 

＜技術文献の電子化と文

献データベースシステム

への蓄積＞ 
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紙資料として収集された

技術文献のうち、審査・審判

で引用した技術文献につい

ては、証拠資料として管理

するため、電子化して文献

データベースシステムに蓄

積する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜審査・審判に必要な出願

書類（包袋）の管理と貸し出

し＞ 

出願書類（包袋）について

確実に保管し、貸し出しの請

求に迅速に対応する。 

 

① 審査・審判で引用した技

術文献のうち紙媒体で提

供されている資料につい

ては、証拠資料として管

理するため、電子文書化

して文献データベースシ

ステムに蓄積する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜審査・審判に必要な出願

書類（包袋）の管理と貸し出

し＞ 

① 出願書類（包袋）を確実

に保管し、貸し出し請求

に対しては、請求から２

開館日以内に貸し出す。 

（１）審査官・審判官が起案

した拒絶理由通知等にお

いて、引用した非特許文

献のうち電子データとし

て提供されていない非特

許文献については、出願

人等に通知書とともに送

付するため、受入から３

開館日以内に電子文書

化して文献データベース

システムに蓄積したか。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜審査・審判に必要な出願

書類（包袋）の管理と貸し出

し＞ 

（１）出願書類（包袋）を確実

に保管し、貸し出し請求

に対して、請求から２開

館日以内に 貸し出した

か。 

 

① 第四期中期目標期間を通じて、これまで特許庁審査官・審判官が起案した

通知書（拒絶理由通知等）において引用した非特許文献及び特許庁の調査

員が抽出した論文のイメージデータの作成について、適切に業務管理を実

施し、全件、受入から３開館日以内で行っており、最終年度においても目標

を達成できる見込である。 

 

【非特許文献等イメージデータの作成と特許庁への提供実績】 

 

 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 

拒絶理由通知書

引用文献等 

 

５４，１７０件 

 

５４，８６８件 

 

５６，２０７件 

無効審判請求書

引用文献 

 

１，１０４件 

 

１，０９９件 

 

１，３７６件 

付与後異議引用

文献 

 

２６１件 

 

５３９件 

 

２８５件 

国際調査報告書

(引用文献) 

 

１１，６０６件 

 

１１，０５３件 

 

８，８３１件 

調査員抽出論文 ７１２件 ６７６件 ５７２件 

合計 ６７，８５３件 ６８，２３５件 ６７，２７１件 

 

 

＜審査・審判に必要な出願書類（包袋）の管理と貸し出し＞ 

 

 

① 第四期中期目標期間を通じて、これまでユーザーに対する出願書類（包袋）

等の受入・保管・管理を確実に実施した。また、包袋の貸し出し請求に対して

は、全件、請求から２開館日以内に貸し出しを行っており、最終年度におい

ても目標を達成できる見込である。 

 

【出願書類（包袋）等の出納・保管実績】 

 

 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 

受入件数 １９，７０５件 ２１，４５３件 １９，９５４件 

出納件数 ３，２０３件 ３，１１６件 ３，０３９件 

保管総数 約２３２万件 約２３４万件 約２３２万件 

＊廃棄件数 ４４，６２１件（平成３０年度） 

 

  

（１）第四期中期目標期間を

通じて、これまで審査官・

審判官が起案した通知

書において引用した非特

許文献のうち電子データ

として提供されていない

非特許文献について、適

切な業務管理を行い、全

件、受入から３開館日以

内に電子文書化して文献

データベースシステムに

蓄積しており、最終年度

においても目標を達成で

きる見込である。（主要な

業務実績の項番①に記

載） 

 

 

 

 

 

＜審査・審判に必要な出願

書類（包袋）の管理と貸し出

し＞ 

（１）第四期中期目標期間を

通じて、これまで出願書

類（包袋）を特許庁から確

実に受入・保管するととも

に、包袋の貸し出し請求

に対して、全件、請求か

ら２開館日以内に貸し出

しを行っており、最終年

度においても目標を達成

できる見込である（主要

な業務実績の項番①に

記載）。 

  

 

   〈評価の視点〉 

 

中期計画で掲げる取組に

おいて、目標達成に貢献

した特筆すべき取組はあ

るか。 

 

中期計画で掲げる取組以

外で目標を達成するため

に行った特筆すべき取組

はあるか。 

〈特筆すべき取組または成果〉 

 

 

   

 （３）電子出願ソフトの利用

支援 

 

 

＜電子出願ソフトサポートセ

ンターの管理・運用と業務移

管＞ 

 

特許庁への電子出願を行

（３）電子出願ソフトの利用

支援 

 

 

＜電子出願ソフトサポートセ

ンターの管理・運用及び業

務移管＞ 

 

① 電子出願ソフトの利用者

〈評価の視点〉 

 

 

 

＜電子出願ソフトサポート

センターの管理・運用及び

業務移管＞ 

 

（１）電子出願ソフトの利用

〈主要な業務実績〉 

 

 

 

＜電子出願ソフトサポートセンターの管理・運用及び業務移管＞ 

 

 

 

① 平成２９年末まで、「電子出願ソフトサポートセンター」を通じ、電子出願ソフ

〈評定と根拠〉 

自己評価結果：B 

根拠は以下のとおり 

 

＜電子出願ソフトサポート

センターの管理・運用及び

業務移管＞ 

 

（１）平成２９年末まで、電子
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う際に利用者が使う電子出

願ソフトに係る運用支援（サ

ポートセンター）業務は、平

成２９年末まで確実に管理・

運用した後、業務を特許庁

に移管する。 

 

 

 

を支援する問合せ窓口

（サポートセンター）を平

成２９年末まで確実に管

理・運用する。 

 

② サ ポ ー ト セ ン タ ー の 管

理・運用業務が平成２９

年末をもって特許庁に移

管されるため、同業務に

ついてこれまでに蓄積さ

れた資料と運営ノウハウ

等も整理し、特許庁に移

管する。 

 

 

 

者を支援する問合せ窓口

（サポートセンター）を平

成２９年末まで確実に管

理・運用したか。 

 

（２）サポートセンターの管

理・運用業務が平成２９

年末をもって特許庁に移

管されるため、同業務に

ついてこれまでに蓄積さ

れた資料と運営ノウハウ

等も整理し、特許庁に移

管したか。 

 

 

 

 

トの設定、操作方法に関する利用者からの質問に特許庁の電子出願ソフト

担当部署と連携して迅速・的確に回答するとともに、サポートセンターに寄

せられる問い合わせや要望を特許庁担当者にフィードバックを行った。また

これらの相談内容は、定期的に整理され、回答内容の精査を経たのち、電

子出願ソフトサポートサイトの「よくある Q&A」に反映させるなど、サービス向

上を継続的に行った。 

 

【電子出願サポートセンターの相談対応実績】 

平成２８年度：９，４１８件 

平成２９年度：７，３４５件（１２月末まで） 

 

 

② 平成２９年１２月末をもって、電子出願ソフトに係る運用支援業務を特許庁

に業務移管するため、関係部署と連携して移管計画に則って作業を進め、

ホームページの移管やコンテンツの変更等遅滞なく円滑に業務移管を完了

した 

出願ソフトサポートセンタ

ーにおいて、電子出願ソ

フト利用者からの全ての

問い合わせに対して迅

速・的確に対応するとと

もに、定期的に整理し、

特許庁の電子出願ソフト

担当者にフィードバックし

た。（主要な業務実績の

項番①に記載） 

 

 

（２）特許庁への業務移管

計画に則って、平成２９

年１２月末に業務移管を

遅 滞 な く 円 滑 に 完 了 し

た。（主要な業務実績の

項番②に記載）。 

   〈評価の視点〉 

 

中期計画で掲げる取組に

おいて、目標達成に貢献

した特筆すべき取組はあ

るか。 

 

中期計画で掲げる取組以

外で目標を達成するため

に行った特筆すべき取組

はあるか。 

〈特筆すべき取組または成果〉 

 

 

   

        

 

 

４．その他参考情報 
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様式１－２－４－１ 中期目標管理法人 中期目標期間評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項）様式 

 

１．当事務及び事業に関する基本事項 

２ 知的財産の権利取得・活用の支援 

関連する政策・施策 ・「日本再興戦略」改訂2014（Ｈ26．6．24 閣議決定） 

・知的財産推進計画2014（Ｈ26．7．4 知的財産戦略本部決定） 

・知的財産推進計画2015（Ｈ27．6．19 知的財産戦略本部決定） 

・知的財産推進計画2016（Ｈ28．5．9 知的財産戦略本部決定） 

・知的財産推進計画2017（H29．5．16 知的財産戦略本部決定） 

・知的財産推進計画2018（H30．6．12 知的財産戦略本部決定） 

当該事業実施に係る根拠（個

別法条など） 

独立行政法人工業所有権情報・研修館法 第11 条 

三 工業所有権の流通の促進を図るため必要な情報の収集、整理及び提供を行うこと。 

五 工業所有権に関する相談に関すること。 

 

当該項目の重要度、難易度 【重要度： 高】 

Ａ．相談サービスの充実 

 政府の日本再興戦略における中堅・中小・ベンチャー企業の「稼ぐ力」の徹底強化、イノ

ベーション・ベンチャーの創出等に、中堅・中小・ベンチャー企業等に対する知的財産

の戦略的活用支援の強化と知財マネジメント体制の確立支援等を通じて貢献するた

め、国等の中堅・中小・ベンチャー企業支援組織と連携して成功事例を創出・拡大して

いくことが重要であるため。 

Ｂ．新たなイノベーション創出に向けた革新的・基盤的技術の権利化支援 

 政府の日本再興戦略における科学技術イノベーションの推進に貢献するため、知的財

産の戦略的権利化と産業活用を見据えたマネジメントを支援し、成功事例を創出・拡大

していくことが重要であるため。 

Ｃ．営業秘密のタイムスタンプ保管システム、知財関連情報を提供するデータベースシステ

ムの整備と運用 

 「知的財産推進計画 2015」において、「企業、大学、研究機関等の開放特許をインター

ネット上で一括して検索できる開放特許情報データベースを充実させる」とされたことを

踏まえ、重要度を高く設定する。 

【難易度： 高】 

Ａ．相談サービスの充実 

 効果指標（アウトカム）の目標として掲げた、重点的な支援によって事業成長が認めら

れた中堅・中小・ベンチャー企業の事例を、4 年間という限られた期間内で創出するに

は、支援の効果のタイムラグに加え、支援企業における事業構想の質、人材の水準、

資金調達等の要素が影響を及ぼすため、難易度が高い。 

Ｂ．新たなイノベーション創出に向けた革新的・基盤的技術の権利化支援 

 効果指標の目標として掲げた「研究開発した技術を利用した商品プロトタイプの製作ま

で到達したプロジェクト又は受注可能な水準まで開発を終えたプロジェクトを 10 件以

上」とするには、より優れた競合技術の出現、顧客が製品等に求めるコストまたは性能

スペックの変更等の環境変化に影響を受けるため、難易度が高い。 

関連する政策評価・行政事業

レビューシート 
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２．主要な経年データ 

 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

 指標等 達成目標  

基準値 
平成 

28 年度 

平成 

29 年度 

平成 

30 年度 

令和 

元年度 

  平成 

28 年度 

平成 

29 年度 

平成 

30 年度 

令和 

元年度 

 地方創生に資するモデル的な中

堅・中小・ベンチャー企業への重

点支援【中期目標】 

第四期中期目標期間で約100

社選定し、その知財活動を重

点的に支援 

 

4 年間で 100

社 

24 社 

（24％） 

累計65 社 

（65％） 

累計130 社 

（130％） 

  

予算額（千円） 5,546,838 5,838,858 5,644,932  

 知財総合支援窓口、営業秘密・知

財戦略相談窓口、海外展開知財支

援窓口での新規相談者及び新規

支援者の合計実績値【中期目標】 

第四期中期目標期間の最終年

度に、第三期中期目標期間の

最終年度実績値の 120％以上

【中期目標】 

 

19,502 件 19,638 件 

（100．7％） 

19,108 件 

（98％） 

20,474 件 

（105％） 

  

決算額（千円） 4,960,076 5,564,414 5,425,278  

 特に、ベンチャー企業の合計実績

値【中期目標】 

第四期中期目標期間の最終年

度に、第四期中期目標期間の

初年度実績値の 200％以上 

2,229 件 2,229 件 

 

2,332 件 

（105％） 

3,519 件 

（158％） 

  

経常費用（千円） 4,960,076 5,488,171 5,729,362  

 知財総合支援窓口、産業財産権相

談窓口に寄せられる相談支援件

数、相談ポータルサイトの FAQ 検

索利用件数の合計数【中期目標】 

第四期中期目標期間の最終年

度に、第三期中期目標期間の

最終年度実績値の 120％以上

【中期目標】 

428,093 件 502,783 件 

（117．4％） 

 

484,816 件 

（113％） 

 

612,322 件 

（143％） 

  

経常利益（千円） 5,546,838 5,762,614 5,832,058  

 職務発明取扱規程や規則、営業秘

密管理規程や規則整備状況【中期

目標】 

職務発明取扱規程や規則、営

業秘密管理規程や規則の整備

を目指す中堅・中小企業等の

相談のうち、50％以上が規程

等の整備を完了。 

－ － 54％ 

（108％） 

職務発明取扱

規程：70％ 

（140％） 

営業秘密管理

規程：48％ 

（96％） 

  

行政サービス 

実施コスト（千円） 
4,984,649 5,513,122 5,747,552  

 国内特許出願全体に占める中小

企業の割合【中期目標】 

国内特許出願全体に占める中

小企業の割合を 15％ 

－ 15.2％ 

（101％） 

15.3％ 

（102％） 

14.9％ 

（99％） 

  
従事人員数 28 人 32 人 31 人  

 重点的な支援を受けた中堅・中

小・ベンチャーのうち、事業成長が

認められた事例【中期目標】 

第四期中期目標期間中20 件

以上【中期目標】 

 

20 件 1 件 

（5％） 

29 件（累計） 

（145％） 

43 件（累計） 

（215％） 

  

     

 「派遣先選定・評価委員会」の活動

評価【中期目標】 

「活動・取組が順調に進捗して

いる」「活動・取組がおおむね

順調に進捗している」と評価さ

れる事例を、毎年度評価対象

案件の 70％以上 

70％  知財ＰＤ：92％ 

（131％） 

 産学連携知財Ａ

Ｄ：100％ 

（143％） 

・知財ＰＤ：

100％ 

（143％） 

・産学連携知財

ＡＤ：100％ 

（143％） 

・知財ＰＤ：

100％ 

（143％） 

・産学連携知財

ＡＤ：100％ 

（143％） 
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※予算額、決算額は支出額を記載。 

※従業員数：平成30年10月時点の数字。 

 

 

 知財PD 及び産学連携知財AD が

支援したプロジェクトのうち公開可

能な成果事例【中期目標】 

第四期中期目標期間の期末ま

でに 10 件以上を公開 

10 件 1 件 

（知財ＰＤ：1 件） 

（10％） 

累積11 件 

（知財ＰＤ：1

件、産学連携Ａ

Ｄ：10 件） 

（110％） 

累積17 件 

（知財PD：6

件、産学連携

AD：11 件） 

（170％） 

  

     

 知財PD 及び産学連携知財AD が

支援したプロジェクトのうち、研究

開発した技術を利用した商品プロ

トタイプの製作まで到達したプロ

ジェクト又は受注可能な水準まで

開発を終えたプロジェクト【中期目

標】 

第四期中期目標期間の期末ま

でに 10 件以上 

10 件 14 件（知財ＰＤ：7

件、産学連携ＡＤ：7

件） 

（140％） 

 

 

累積21 件 

（知財ＰＤ：11

件、産学連携Ａ

Ｄ：10 件） 

（210％） 

累積28 件 

（知財ＰＤ：15

件、産学連携Ａ

Ｄ：13 件） 

（280％） 

  

     

 開放特許情報 DB へのアクセス件

数【中期目標】 

第四期中期目標期間の最終年

度に、第三期中期目標期間最

終年度実績値の 120％以上 

263,781 件 199,263 件 

（76％） 

299,705 件 

（114％） 

303,860 件 

（115％） 

  

     

 開放特許情報DBへの新規登録件

数【中期目標】 

第四期中期目標期間の最終年

度に、第三期中期目標期間最

終年度実績値の 120％以上 

1,858 件 2,103 件 

（113％） 

2,507 件 

（135％） 

2,458 件 

（132％） 

  

     

 グローバル知財戦略フォーラムの

開催実績【中期目標】 

毎年度1 回以上 1 回 1 回 

（100％） 

2 回 

（200％） 

1 回 

（100％） 

  
     

 特に顕著な効果が認められる事

例等を編纂した知財活用事例(電

子版)【中期目標】 

2 年ごとにホームページ等で

公開し、第四期中期目標期間

中に 40 件以上作成 

40 件 － 17 件 

（43％） 

36 件（累計） 

（90％） 
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3．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

    業務実績 自己評価 見込評価 期間実績評価 

      評価  評価  

 ２．知的財産の権利取得・活

用の支援 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ．相談サービスの充実 

 

 

 

 

 

 

相談支援機能の強化、事

業化支援機能の強化、海外

展開時の知的財産の的確な

保護と活用に関する支援の

強化、新たな職務発明制度

の導入に関連した諸規定類

の整備や営業秘密の保護・

活用に関する相談支援機能

の強化、中小企業等を支援

する諸機関との連携強化を

進めることにより、知的財産

の戦略的な権利化と活用に

関する普及啓発と相談支援

を展開し、全国の中堅・中

小・ベンチャー企業の成長を

促 す 取 組 を 推 進 す る 。 特

に、日本再興戦略における

ローカル・アベノミクスの推

進のため、経済産業局等と

２．知的財産の権利取得・活

用の支援 

 

 

２．知的財産の権利取得・

活用の支援 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ．相談サービスの充実 

 

〈主な定量的指標〉 

 

成果指標（アウトプット） 

 

 

（１）知財総合支援窓口、営

業秘密・知財戦略相談窓

口、海外展開知財支援窓

口での新規相談者及び

新規支援者数の合計値 

［指標］第四期中期目標

期間の最終年度に第三

期中期目標期間の最終

年度実績値の１２０％以

上 

 

 

（２）サービス産業分野を含

むベンチャー企業への支

援 

［指標］第四期中期目標

期間の最終年度に第四

期中期目標期間の初年

度実績値の２００％以上 

２．知的財産の権利取得・活用の支援 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ．相談サービスの充実 

 

〈主な業務実績〉 

 

成果指標（アウトプット） 

 

 

① 知財総合支援窓口、営業秘密・知財戦略相談窓口、海外展開知財支援窓口

の新規相談者及び新規支援者数 

年度 目標（中期目標） 実績 達成率 

H２７年度  １９，５０２件  

H３０年度 ２３，４０２件 ２０，４７４件 ８７．５％ 

 

知財総合支援窓口、営業秘密・知財戦略相談窓口、海外展開知財支援窓口

での新規相談者及び新規支援者数の目標値２３，４０２件（第三期中期目標期

間の最終年度実績値の１２０％以上）に対し、平成３０年度の実績値は２０，４

７４件（対前年度比７％増、対中期目標の達成率８７．５％）であり、各窓口にお

ける新規相談者及び新規支援者の開拓に向けた各種取組が定着してきてい

ることを踏まえると、最終年度において目標を達成することが期待できる水準

である。 

 

② サービス産業分野を含むベンチャー企業への新規相談支援者数 

年度 目標（中期目標） 実績 達成率 

H２８年度  ２，２２９件  

H３０年度 ４，４５８件 ３，５１９件 ７８．９％ 

 

〈評定と根拠〉 

自己評価結果：A 

根拠は以下のとおり 

 

○定量的指標については、

難易度が高く、重要なア

ウトカムである A（６）、B

（３）などにおいて特筆す

べき成果を上げたほか、

ほぼすべての指標にお

いてすでに中期目標を達

成し、あるいは中期目標

の達成を期待できる水準

に達している。 

また、質的にも以下の各

項目別の自己評価に示

すように顕著な成果を実

現した。 

以上を総合的に評価する

と、「A」に相当する。 

 

 

 

 

Ａ．相談サービスの充実 

 

〈自己評価の根拠〉 

 

成果指標（アウトプット）達

成の観点 

 

（１）知財総合支援窓口、営

業秘密・知財戦略相談窓

口、海外展開知財支援窓

口での新規相談者及び

新規支援者数の目標値

２３，４０２件（第三期中期

目標期間の最終年度実

績値の１２０％以上）に対

し、平成３０年度の実績

値は２０，４７４件（対前年

度比７％増、対中期目標

の達成率８７．５％）であ

り、各窓口における新規

相談者及び新規支援者

の開拓に向けた各種取

組が定着してきているこ

とを踏まえると、最終年

度において目標を達成す

ることが期待できる水準

＜評価に至った理由＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜今後の課題＞ 

＜評価に至った理由＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜今後の課題＞ 
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の連携を強化して支援メニ

ュー の 多 様 化 と 拡 大 を 進

め、地域発イノベーションを

目指す中堅・中小・ベンチャ

ー企業を対象に重点支援を

行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）知財総合支援窓口、産

業財産権相談窓口に寄

せられる相談支援件数、

相談ポータルサイトのＦＡ

Ｑ検索利用件数の合計

値 

［指標］第四期中期目標

期間の最終年度に第三

期中期目標期間の最終

年度実績値の１２０％以

上 

 

（４）職務発明取扱規程や

規則、営業秘密管理規程

や規則の整備を目指す

中堅・中小・ベンチャー企

業等の相談のうち、５０％

以上が規程等の整備を

完了する。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

効果指標（アウトカム） 

 

 

 

（５）国内特許出願全体に占

める中小企業の割合 

［指標］第四期中期目標

期間の期末までに１５％

以上 

 

（６）重点的な支援を受けた

中堅・中小・ベンチャー企

業のフォローアップ調査

ベンチャー企業の支援は、平成２８年度の２，２２９件に比べ、平成３０年度は、

３，５１９件の支援（対中期目標の達成率７８．９％）を実施しており、平成２９年

度に対し５８％と大きく伸びていることを踏まえると、最終年度において目標を

達成することが期待できる水準である。 

 

③ 知財総合支援窓口、産業財産権相談窓口、営業秘密・知財戦略相談窓口、

海外展開知財支援窓口の相談支援件数及び知財総合支援窓口ポータルサ

イト、産業財産権相談サイト、営業秘密・知財戦略ポータルサイト、海外知的

財産活用ポータルサイトに掲載されているＦＡＱの閲覧利用件数の総計 

年度 目標（中期目標） 実績 達成率 

H２７年度  ４２８，０９３件  

H３０年度 ５１３，７１２件 ６１２，３２２件 １１９．２％ 

 

知財総合支援窓口、産業財産権相談窓口に寄せられる相談支援件数、相談

ポータルサイトのＦＡＱ検索利用件数の合計値についての平成３０年度実績値

は６１２，３２２件で、すでに中期目標の目標値（５１３，７１２件）を大きく上回っ

て（対中期目標値１１９．２％）いる。 

 

④ 職務発明取扱規程や規則 

 ３０年度時点で、職務発明取扱規程や規則の整備を目指す中堅・中小・ベンチ

ャー企業等の相談のうち、７０％が規程等の整備完了に至っており、最終年度に

おいて目標（５０％）を達成することが十分に期待できる水準である。 
 

 営業秘密管理規程や規則 

 ３０年度時点で、営業秘密管理規程や規則の整備を目指す中堅・中小・ベンチ

ャー企業等の相談のうち、４８％が規程等の整備完了に至っており、最終年度に

おいて目標（５０％）を達成することが十分に期待できる水準である。 
 
 H２９年７月 H３０年１月 H３１年１月 

職務発明取扱規程や

規則の整備完了割合 

５１．８％ ６２．１％ ６９．７％ 

営業秘密管理規程や

規則の整備完了割合 

３５．０％ ４４．８％ ４８．４％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

効果指標（アウトカム） 

 

 

 

⑤ 知財総合支援窓口における出願相談企業の掘り起しと中小企業からの出願

相談件数の増加等を反映して、国内特許出願全体に占める中小企業の割

合は、以下のとおりとなった。 

 H２８年度 H２９年度 H３０年度 

国内特許出願全体に

占める中小企業の割合 

１５．２％ １５．３％ １４．９％ 

 

 

である。 

 

（２）ベンチャー企業の支援

は、平成２８年度の２，２

２９件に比べ、平成３０年

度は、３，５１９件の支援

（対中期目標の達成率７

８．９％）を実施しており、

平成２９年度に対し５８％

と大きく伸びていることを

踏まえると、最終年度に

おいて目標を達成するこ

とが期待できる水準であ

る。 

 

（３）知財総合支援窓口、産

業財産権相談窓口に寄

せられる相談支援件数、

相談ポータルサイトのＦＡ

Ｑ検索利用件数の合計

値についての平成３０年

度実績値は６１２，３２２

件で、すでに中期目標の

目標値（５１３，７１２件）を

大きく上回って（対中期目

標値１１９．２％）いる。 

 

（４）３０年度時点において

社内規程等の整備を目

指す中堅・中小・ベンチャ

ー企業等の相談のうち、

５０％以上が規程等の整

備を完了する目標に対

し、職務発明取扱規程に

ついては７０％、営業秘

密管理規程については４

８％の企業等が整備を完

了しており、最終年度に

おいて目標を達成するこ

とが十分に期待できる水

準である。 

 

 

効果指標（アウトカム）達成

の観点 

 

（５）中期目標期間中におけ

る国内特許出願全体に

占める中小企業の割合

は、全ての年度において

第四期中期目標期間の

期末までの目標値（１５％

以上）の水準付近（１４．

９％～１５．３％）にあり、

最終年度において目標を

達成することが十分に期
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Ｂ．新たなイノベーション創

出に向けた革新的・基盤的

技術の権利化支援 

 

 

 

 

 

公的資金が投入された産

学官等研究開発プロジェクト

に専門人材を派遣し、知的

財産等の成果が円滑に産

業化につながるように、的確

な権利化と事業化戦略の構

築を支援する。 

また、地方創生等の観点

から、地方の中小規模大学

において事業化を目指す産

学連携プロジェクトの知的財

産マネジメントを支援し、そ

の事業化を促進し、また、複

数の大学からなるネットワー

ク等の連携活動を進めてき

た大学等に対し、事業化を

目指すプロジェクトの形成支

援を行い、産学連携プロジェ

において、事業成長上の

効果、が認められた事例 

［指標］第四期中期目標

期間中１００社選定 

［指標］第四期中期目標

期間中２０件以上 

※【難易度： 高】 

効果指標（アウトカム）の

目標として掲げた、重点

的な支援によって事業成

長が認められた中堅・中

小・ベンチャー企業の事

例を、４年間という限られ

た期間内で創出するに

は、支援の効果のタイム

ラグに加え、支援企業に

おける事業構想の質、人

材の水準、資金調達等

の要素が影響を及ぼす

ため、難易度が高い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｂ．新たなイノベーション創

出に向けた革新的・基盤的

技術の権利化支援 

 

〈主な定量的指標〉 

 

成果指標(アウトプット) 

 

（１）外部有識者から構成さ

れる委員会での活動評

価において、「活動・取組

が順調に進捗している」

「活動・取組がおおむね

順調に進捗している」と

評価される事例 

［指標］毎年度評価対象

案件の７０％以上 

 

（２）知財ＰＤ及び産学連携

知財ＡＤ事業が支援した

プロジェクトのうち、公開

可能な成果事例 

［指標］第四期中期目標

期間の期末までに１０以

上公開 

 

 

 

⑥ 重点的な支援については、平成２８年度から試行的に実施し、平成２９年度

から支援対象を拡大してきており、その結果、平成３０年度時点で１３０社を

支援した。 

また、当該支援を受けた支援企業において、事業成長上の効果（新商品の

上市、売上増、利益率向上、雇用拡大等）が認められた事例の数は、以下

のとおり。 

平成２８年度実績：  １件 

平成２９年度実績： ２８件 

平成３０年度実績： １４件(２８～３０年度累計４３件) 

このように、２年前倒しで第四期中期目標に掲げられている効果指標（アウト

カム）の目標値（２０件以上）を達成するとともに、現時点では目標を大きく上

回る（対中期目標値２１５％）水準となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｂ．新たなイノベーション創出に向けた革新的・基盤的技術の権利化支援 

 

 

 

〈主な業務実績〉 

 

成果指標(アウトプット) 

 

 

① 知的財産プロデューサー（以下「知財ＰＤ」という。）をプロジェクトへ

派遣し、研修を年度内に毎年４回実施して知財ＰＤの支援の質の向上を

図った結果、外部有識者委員から構成される知的財産プロデューサー等

派遣事業推進委員会（以下「事業推進委員会」という。）による知財ＰＤ

の活動評価では、平成２８年度においては評価対象プロジェクトの９

２％が、平成２９年度以降は評価対象プロジェクトの全て（１００％）

が「活動・取組が順調に進捗している」「活動・取組がおおむね順調に進

捗している」と評価された。 

 

平成 28 年度知財 PD 活動評価結果 

活動・取組が順調に進捗している 8 プロジェクト 67％ 

活動・取組がおおむね順調に進捗している 3 プロジェクト 25％ 

改善すべき事項がある 1 プロジェクト 8％ 

 

平成 29 年度知財 PD 活動評価結果 

活動・取組が順調に進捗している 5 プロジェクト 56％ 

待できる水準である。 

 

（６）重点的な支援について

は、平成２８年度から試

行的に実施し、平成２９

年度から支援対象を拡大

してきており、その結果、

平成３０年度時点で１３０

社を支援した。また、重

点的な支援等を受けた支

援企業において、事業成

長上の効果（新商品の上

市 、 売 上 増 、 利 益 率 向

上、雇用拡大等）が認め

られた事例の数は、平成

２９年度時点で累計２９

件、平成３０年度末時点

で累計４３件であった。こ

のように、２年前倒しで第

四期中期目標に掲げら

れている効果指標（アウ

トカム）の目標値（２０件

以上）を達成するととも

に、現時点では目標を大

きく上回る（対中期目標

値２１５％）水準となって

いる。 

 

 

 

Ｂ．新たなイノベーション創

出に向けた革新的・基盤的

技術の権利化支援 

 

〈自己評価の根拠〉 

 

成果指標（アウトプット）達

成の観点 

 

（１）外部有識者委員から

構成される知的財産プ

ロデューサー等派遣事

業推進委員会（以下「事

業推進委員会」という。）

において支援活動の評

価を実施したところ、各

年度計画で掲げた目標

値（７０％以上）を大幅

に越える評価であった。 

 

（２）第四期中期目標に掲

げられた成果指標（アウ

トプット）の目標（成果

事例を１０以上公開）に

対し、平成２８～３０年

度に関係者等へ配布の
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クト発の事業を創出する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

活動・取組がおおむね順調に進捗している 4 プロジェクト 44％ 

活動・取組の一部改善が求められる 0 プロジェクト 0％ 

活動・取組の大幅改善または派遣中止が必要 0 プロジェクト 0％ 

 

平成 30 年度知財 PD 活動評価結果 

活動・取組が順調に進捗している 12 プロジェク

ト 

92％ 

活動・取組がおおむね順調に進捗している 1 プロジェクト 8％ 

活動・取組の一部改善が求められる 0 プロジェクト 0％ 

活動・取組の大幅改善または派遣中止が必要 0 プロジェクト 0％ 

 

産学連携知的財産アドバイザー（以下「産学連携知財ＡＤ」という。）の

活動評価においても、評価対象の全て（１００％）が「活動・取組が順

調に進捗している」との評価を得た。 

 

平成 29 年度産学連携知財 AD 活動評価結果 

活動・取組が順調に進捗している 4 大学 100％ 

活動・取組がおおむね順調に進捗している 0 大学 0％ 

活動・取組の一部改善が求められる 0 大学 0％ 

活動・取組の大幅改善または派遣中止が必要 0 大学 0％ 

 

平成 30 年度産学連携知財 AD 活動評価結果 

活動・取組が順調に進捗している 7 大学 100％ 

活動・取組がおおむね順調に進捗している 0 大学 0％ 

活動・取組の一部改善が求められる 0 大学 0％ 

活動・取組の大幅改善または派遣中止が必要 0 大学 0％ 

 

 

② 知財ＰＤ派遣事業では、公開可能な成果事例として受注可能な水準まで

開発を終えたプロジェクト（（注）企業において経済効果（売り上げ等）

が生まれ始めたもの）４事例、研究開発した技術を利用した商品プロト

タイプの製作まで到達したプロジェクト２事例の計６事例を選定し、関

係者等に配布した。 

成果事例の段階 公開した事例数 

28FY 29FY 30FY 

受注可能な水準まで開発を終えた

プロジェクト（（注）企業において

経済効果（売り上げ等）が生まれ

始めたもの） 

1 件  0 件 3 件 

研究開発した技術を利用した商品

プロトタイプの製作まで到達した

プロジェクト 

0 件 0 件 2 件 

 

産学連携知財ＡＤ派遣事業については、公開可能な成果事例として、受

注可能な水準まで開発を終えたプロジェクト（（注）企業において経済効

果（売り上げ等）が生まれ始めたもの）３事例、研究開発した技術を利

用した商品プロトタイプの製作まで到達したプロジェクト８事例の計

１１事例を選定し、関係者等に配布した。 

成果事例の段階 公開した事例数 

28FY 29FY 30FY 

平成 28 年度産学連携知財 AD 活動評価結果 

活動・取組が順調に進捗 4 大学 37％ 

活動・取組が概ね順調に進捗 7 大学 63％ 

改善すべき事項がある 0 大学 0％ 

成果事例は計１７件（知

財ＰＤ派遣事業６事例、

産学連携知財ＡＤ派遣

事業１１事例）となり、

すでに第四期中期目標

の目標値（１０件以上）

を大きく上回る成果と

なっている。 
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効果指標(アウトカム) 

 

（３）第四期中期目標期間

の期末までに、知財ＰＤ

及び産学連携知財ＡＤが

支援したプロジェクトのう

ち、研究開発した技術を

利用した商品プロトタイプ

の製作まで到達したプロ

ジェクト又は受注可能な

水準まで開発を終えたプ

ロジェクト 

［指標］１０件以上 

※【難易度：高】 

効果指標の目標として

掲げた「研究開発した技

術を利用した商品プロ

トタイプの製作まで到

達したプロジェクト又

は受注可能な水準まで

開発を終えたプロジェ

クトを１０件以上」とす

るには、より優れた競合

技術の出現、顧客が製品

等に求めるコストまた

は性能スペックの変更

等の環境変化に影響を

受けるため、難易度が高

い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

受注可能な水準まで開発を終えた

プロジェクト（（注）企業において

経済効果（売り上げ等）が生まれ

始めたもの） 

0 件 2 件 1 件 

研究開発した技術を利用した商品

プロトタイプの製作まで到達した

プロジェクト 

0 件 8 件 0 件 

 

以上をまとめると、平成２８年度から３０年度において、企業等において

経済効果（売り上げ等）が生まれた支援プロジェクト７事例（知財ＰＤ派

遣事業４事例、産学連携知財ＡＤ派遣事業３事例）、商品等の試作、試作

品の顧客評価の段階に至った１０事例（知財ＰＤ派遣事業２事例、産学連

携知財ＡＤ派遣事業８事例）の計１７事例について関係者等に配布してお

り、すでに第四期中期目標の目標値（１０件以上）を大きく上回る成果と

なっている。 

 

効果指標(アウトカム) 

 

③ 知財ＰＤの支援活動により、３年間で、受注可能な水準まで開発を終え

たプロジェクト（（注）企業において経済効果（売り上げ等）が生まれ始

めたもの）が５件、研究開発した技術を利用した商品プロトタイプの製

作まで到達したプロジェクトが１０件生み出された。 

事業化に向けた段階を分析・評価 

するために定めた指標 

該当数 

28FY 29FY 30FY 

受注可能な水準まで開発を終えた

プロジェクト（（注）企業において

経済効果（売り上げ等）が生まれ

始めたもの） 

1 件  4 件 2 件 

研究開発した技術を利用した商品

プロトタイプの製作まで到達した

プロジェクト 

6 件 7 件 7 件 

 

産学連携知財ＡＤの支援活動により、３年間で、受注可能な水準まで開

発を終えたプロジェクト（（注）企業において経済効果（売り上げ等）が

生まれ始めたもの）が７件、研究開発した技術を利用した商品プロトタ

イプの製作まで到達したプロジェクトが６件生み出された。 

事業化に向けた段階を分析・評価 

するために定めた指標 

該当数 

28FY 29FY 30FY 

受注可能な水準まで開発を終えた

プロジェクト（（注）企業において

経済効果（売り上げ等）が生まれ

始めたもの） 

2 件 2 件 7 件 

研究開発した技術を利用した商品

プロトタイプの製作まで到達した

プロジェクト 

5 件 8 件 6 件 

 

以上をまとめると、商品プロトタイプの製作まで到達したプロジェクト又

は受注可能な水準まで開発を終えたプロジェクトは、中期目標期間（４年

間）の３年度目となる平成３０年度までに、知財ＰＤ派遣事業で１５件、

産学連携知財ＡＤ派遣事業で１３件、総計では２８件となり、効果指標（ア

ウトカム）の目標値（１０件以上）を１年前倒しで１８件上回る結果とな

った。 

 

 （注）なお、上記の２つの表中の各年度の件数には、下の指標から上の指標に

移行したものを含め、重複はある。また、支援が終了した以降は、件数から除

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

効果指標（アウトカム）達成

の観点 

 

（３）知財ＰＤの支援活動に

より、３年間で、受注可

能な水準まで開発を終

えたプロジェクトが５

件、商品プロトタイプの

製作まで到達したプロ

ジェクトが１０件生み

出された。 

産学連携知財ＡＤの支

援活動により、３年間

で、受注可能な水準まで

開発を終えたプロジェ

クトが７件、商品プロト

タイプの製作まで到達

したプロジェクトが６

件生み出された。 

以上をまとめると、商品

プロトタイプの製作ま

で到達したプロジェク

ト又は受注可能な水準

まで開発を終えたプロ

ジェクトは、中期目標期

間（４年間）の３年度目

となる平成３０年度ま

でに、知財ＰＤ派遣事業

で１５件、産学連携知財

ＡＤ派遣事業で１３件、

総計では２８件となり、

効果指標（アウトカム）

の目標値（１０以上）を

1年前倒しで１８件上回

る結果となった。うち、

売り上げ等の経済効果

にまで到達した案件が

計１２件となるなど、知

財ＰＤや産学連携知財

ＡＤによる戦略的な知
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Ｃ．営業秘密のタイムスタン

プ保管システム、知財関連

情報を提供するデータベー

スシステムの整備と運用 

 

 

 

 

 

営業秘密のタイムスタン

プ保管システム、開放特許

情報データベースや新興国

等知財情報データバンク等

の情報サービスインフラの

整備と運用を行う。その際、

サイバー攻撃に対して堅固

なシステムとするとともに、

ユーザーの利便性を向上さ

せる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｄ．知財活用戦略の新展開

に関する情報提供 

 

 

 

 

我が国の企業等における

知財活用戦略の高度化に

資する情報提供を進めるた

め、フォーラムの開催、特に

顕著な効果が認められた知

財活用事例の普及等を行

う。 

 

 

 

 

Ｃ．営業秘密のタイムスタン

プ保管システム、知財関連

情報を提供するデータベー

スシステムの整備と運用 

 

〈主な定量的指標〉 

 

成果指標(アウトプット) 

 

（１）開放特許情報データベ

ースへのアクセス件数及

び新規登録件数 

［指標］第四期中期目標

期間の最終年度に、第三

期中期目標期間の最終

年度実績値の１２０％以

上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｄ．知財活用戦略の新展開

に関する情報提供 

 

〈主な定量的指標〉 

 

成果指標（アウトプット） 

 

（１）グローバル知財戦略フ

ォーラムの開催回数 

［指標］各年度１回開催 

 

（２）特に顕著な効果が認め

られる事例等を編纂した

活用事例（電子版） 

 ［指標］２年毎にホームペ

ージ等で公開し、第四期

中期目標期間中に４０件

外している。 

 

 

Ｃ．営業秘密のタイムスタンプ保管システム、知財関連情報を提供するデータベ

ースシステムの整備と運用 

 

 

 

〈主な業務実績〉 

 

成果指標(アウトプット) 

 

①開放特許情報データベースへのアクセス件数及び新規登録件数 

 アクセス件数 

年度 実績 対 平 成 ２ ７ 年 度

比 

H２７年度 ２６３，７８１件  

H２８年度 １９９，２６３件 ７５．５％ 

H２９年度 ２９９，７０５件 １１３．６％ 

H３０年度 ３０３，８６０件 １１５．２％ 

 

 新規登録件数 

年度 実績 対 平 成 ２ ７ 年 度

比 

H２７年度 １，８５８件  

H２８年度 ２，１０３件 １１３．２％ 

H２９年度 ２，５０７件 １３４．９％ 

H３０年度 ２，４５８件 １３２．３％ 

 

 

開放特許情報データベースへのアクセス件数は平成３０年度において、第三

期中期目標期間の最終年度実績値の１１５．２％となっており、最終年度にお

いて目標を達成することが十分に期待できる水準（対中期目標値９６％）であ

る。また、新規登録件数も、すでに平成２９年度、平成３０年度において、中期

目標の目標（第三期中期目標期間の最終年度実績値の１２０％（２，２３０件）

以上）を大きく上回る水準（それぞれ対中期目標値１１２％、１１０％）となって

いる。 

 

 

Ｄ．知財活用戦略の新展開に関する情報提供 

 

〈主要な業務実績〉 

 

成果指標（アウトプット） 

 

① グローバル知財戦略フォーラムを各年度１回開催し、参加者は以下のとお

りであった。 

年度 日程 参加者数 

平成２８年度 平成２９年２月１３日、１４日 １，５３８名 

（1 日目：１，０３４名、２日目：

５０４名） 

平成２９年度 平成３０年１月２２日、２３日 １，４８５名（1 日目：１，０２２

名、２日目：４６３名） 

平成３０年度 平成３１年１月２８日、２９日 １，５６２名（1 日目：１，０６３

名、２日目：４９９名） 

財支援の効果は大きい

ことが実証された。 

 

Ｃ．営業秘密のタイムスタン

プ保管システム、知財関連

情報を提供するデータベー

スシステムの整備と運用 

 

〈自己評価の根拠〉 

 

成果指標（アウトプット）達

成の観点 

 

（１）開放特許情報データベ

ースへのアクセス件数は

平成３０年度において第

三期中期目標期間の最

終年度実績値の１１５．

２％となっており、最終年

度において目標を達成す

ることが十分に期待でき

る水準（対中期目標値９

６％）である。また、新規

登録件数も、すでに平成

２９年度、平成３０年度に

おいて、中期目標の目標

（第三期中期目標期間の

最終年度実績値の１２

０％（２，２３０件）以上）を

大きく上回る水準となって

いる（それぞれ対中期目

標値１１２％、１１０％）。 

 

 

 

 

 

 

 

Ｄ．知財活用戦略の新展開

に関する情報提供 

 

〈自己評価の根拠〉 

 

成果指標（アウトプット）達

成の観点 

 

（１）グローバル知財戦略フ

ォーラムを各年度１回着

実に実施している。 

 

（２）中小企業等における知

財活用事例及び産学連

携の成果活用事例につ

いては、３０年度末までに

情報・研修館が管理する
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以上作成する。 

 

 

令和元年度 令和２年１月２８日  

 

また、各年度において特別講演やパネルセッション等のプログラムを設けた

ところ、全てのプログラムにおいて、８０％以上の参加者から「有意義な考え

方や情報が多く得られた」「有意義な考え方や情報がある程度はあった」と

の回答があった。 

 

② 中小企業等における知財活用事例及び産学連携の成果活用事例について

は、３０年度末までに情報・研修館が管理する知財ポータルサイト等に７００

件を超える事例を掲載し、中小企業等の参考に供した。そのうち、特に顕著

な効果が認められた事例は計３６件であり、中期目標の目標（４０件以上）を

達成することが十分に期待できる水準である。 

 

知財ポータルサイト等に

７００件を超える事例を掲

載し、中小企業等の参考

に供した。そのうち、特に

顕著な効果が認められた

事例は計３６件であり、中

期目標の目標（４０件以

上）を達成することが十

分に期待できる水準であ

る。 

 Ａ．相談サービスの充実 

 

Ａ．相談サービスの充実 

 

     

 （１）相談窓口の設置・運用

等 

 

 

＜地域中小企業等からの相

談を受け付ける知財総合支

援窓口＞ 

 

地域の知財相談の拠点と

して、全国４７都道府県に知

的財産についてのワンストッ

プサービスを提供する知財

総合支援窓口を平成２８年４

月から設け、地域の中堅・

中小・ベンチャー企業等から 

の知財相談を受け付け、的

確な回答を提供する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）相談窓口の設置・運用

等 

 

 

＜地域中小企業等からの相

談を受け付ける知財総合支

援窓口＞ 

 

① 全国４７都道府県にワン

ストップサービスを提供

する知財総合支援窓口

を設置する。 

 

② 知財総合支援窓口に、

中堅・中小・ベンチャー企

業等からの多様な相談と

支援に対応できる基本能

力と基本知識をもつ相談

支援担当者を複数名配

置する。 

 

③ 相談支援担当者の相談

対応力を向上するため、

最新の知識、情報セキュ

リティポリシーに則った秘

密情報管理、相談支援

実務に役立つ柔軟な対

応力等を育成する研修

会（２回／年度）への参

加を義務づけ、ワンストッ

プサービスの提供機能を

強化する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

〈評価の視点〉 

 

 

 

＜地域中小企業等からの

相談を受け付ける知財総

合支援窓口＞ 

 

（１）全国４７都道府県にワ

ンストップサービスを提供

する知財総合支援窓口を

設置したか。 

 

（２）知財総合支援窓口に、

中堅・中小・ベンチャー企

業等からの多様な相談と

支援に対応できる基本能

力と基本知識をもつ相談

支援担当者を複数名配

置したか。 

 

（３）相談支援担当者の相

談対応力を向上するた

め、最新の知識、情報セ

キュリティポリシーに則っ

た秘密情報管理、相談支

援実務に役立つ柔軟な

対応力等を育成する研修

会（２回／年度）への参

加を義務づけ、ワンストッ

プサービスの提供機能を

強化したか。 

 

（４）これらの取組により、毎

年度目標として定めた相

談件数、専門人材による

支援件数、よろず拠点と

の連携件数は、それぞれ

達成したか。 

 

 

〈主要な業務実績〉 

 

 

 

＜地域中小企業等からの相談を受け付ける知財総合支援窓口＞ 

 

 

 

① 公募・選定のプロセスを経て、平成２８年４月から全国４７都道府県に知財

総合支援窓口を設置し、各都道府県の地域中小企業等からの相談及び支

援要請に対し、切れ目のない支援サービスを提供できる支援体制を整備し

た。 

 

 設置にあたっては、利用者の交通アクセスの利便性や他の支援機関の集

積等を考慮し、また、来訪が困難な利用者に対し、臨時窓口やサテライト窓

口を設置した。 

 

◆臨時窓口設置箇所数 

年度 H28 年度 H29 年度 H30 年度 

のべ設置箇所数 311 箇所 347 箇所 356 箇所 

 

◆サテライト窓口設置数 

年度 H28 年度 H29 年度 H30 年度 

箇所数 8 箇所 16 箇所 16 箇所 

 

 

② 知財総合支援窓口には、全国公募で採用した相談支援担当者（各窓口に２

名）を配置（９４名）するとともに、相談の量的拡大に対応するため、各窓口

が独自に採用する窓口担当者について平成３０年度に増員を図った。実績

については以下のとおり。 

 

◆相談支援担当者を含む相談対応者数の推移 

年度 H29 年度 
H30 年度 

(4 月） 

H30 年度 

（12 月） 

人数 184 名 222 名 232 名 

 

 

〈評定と根拠〉 

自己評価結果：A 

根拠は以下のとおり 

 

＜地域中小企業等からの

相談を受け付ける知財総合

支援窓口＞ 

 

（１）地域の知的財産の相

談拠点とする、知財総合

支援窓口を全国４７都道

府県に設置したこと。ま

た、窓口利用者の利便性

を考慮した、臨時窓口や

サテライト窓口を設置し

た。（主要な業務実績の

項番①に記載） 

 

（２）知財総合支援窓口に中

堅・中小・ベンチャー企業

等からの多様な相談と支

援に対応できるよう､相談

支援担当者（各窓口に２

名）、窓口担当者、弁理

士・弁護士による配置専

門家などを配置し、平成

３０年度は窓口担当者の

増員を図った。 

さらに、情報・研修館に地

域ブロック担当を配置し、

全国の知財総合支援窓

口 の 運 営 を サ ポ ー ト し

た。（主要な業務実績の

項番②に記載） 

 

（３）窓口支援担当者に対す

る研修を各年２回実施し

たほか、新たに担当とな

った者に対する研修を別

途行うなど、担当者のレ

ベルに応じた研修を行う
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また、相談内容の水準に応じて専門家の支援を仰げるよう、全国の知財総

合支援窓口に弁理士を月４回以上、弁護士を月１回以上配置するとともに、

必要に応じて情報・研修館の登録専門家（弁理士、弁護士、中小企業診断

士、デザイン専門家等）を東京から各窓口に派遣することにより、地域中小

企業等の支援を行った。 

さらに、知財総合支援窓口の相談支援力を強化するため、情報・研修館が

直接雇用する地域ブロック担当者を８つの地域（北海道、東北、関東、中部、

近畿、中国、四国、九州沖縄）に各１名配置して、地域ブロック担当者連絡会

議を情報・研修館本部（東京）で開催し、知財総合支援窓口の運営に関する

横断的な課題及び各窓口個別の課題に関する改善方策を検討・策定すると

同時に、定期的に知財総合支援窓口の相談支援活動をモニタリングし、都

道府県に設置されている「よろず支援拠点」や「中小企業支援センター」等の

経営等支援の支援窓口との連携についても、適宜、適切な助言や指導を行

った。 

 

③ 知財総合支援窓口のサービス水準を質・量の両面にわたって向上させるた

め、事業責任者との連絡会議を実施したほか、窓口支援担当者に対し、最

新の知識、情報セキュリティポリシーに則った秘密情報管理等をはじめとし

た、相談実務に役立つ柔軟な対応力等を育成するプログラムを企画し、各

年数回研修を実施した。 

 

 

◆事業責任者連絡会議 

・各年度において１回開催 

・主な講義テーマは以下のとおり。 

 
 

◆窓口支援担当者新任研修 

 ・各年度において 1 回開催 

 ・主な講義テーマは以下のとおり。 

 
 

◆窓口支援担当者研修 

 ・各年度において上期／下期に分けて２回開催 

 ・主な講義テーマは以下のとおり。 

 

ことにより、知財総合支

援窓口のサービス水準を

質・量の両面にわたって

向上させた（主要な業務

実績の項番③に記載）。 

 

（４）各相談窓口における相

談件数等は各年度にお

ける目標を確実に達成し

てきており、最終年度目

標についても達成される

見込みである。（主要な

業務実績の項番④に記

載） 
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＜専門性の高い相談や支

援要請に対応する窓口＞ 

 

専門性の高い相談や支

援要請に応じる窓口として、

「産業財産権相談窓口」（出

願・権利化手続等の相談に

対応）、「営業秘密・知財戦

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜専門性の高い相談や支

援要請に対応する窓口＞ 

 

① 情報・研修館に、産業財

産権相談窓口、営業秘

密・知財戦略相談窓口、

海外展開知財支援窓口

を設置する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜専門性の高い相談や支

援要請に対応する窓口＞ 

 

（１）情報・研修館に、産業

財産権相談窓口、営業秘

密・知財戦略相談窓口、

海外展開知財支援窓口

を設置したか。 

 
 

 
 

④ これらの取組により第４期中期目標期間における各年度の目標値は以下の

とおり達成される見込みとなっている。 

 

◆知財総合支援窓口における相談支援実績 

・相談件数 

年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 

年度目標件数 70,000 件 83,000 件 89,759 件 95,000 件 

実績件数 86,135 件 95,257 件 102,551 件  

年度目標に対

する達成率 

123％ 114％ 114％  

 

◆専門人材による支援件数  

年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 

年度目標件数 － 13,000 件 14,034 件 15,000 件 

実績件数 14,314 件 16,661 件 17,475 件  

年度目標に対

する達成率 

－ 128% 125%  

   

◆よろず支援拠点との連携件数 

年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 

年度目標件数 － 1,000 件 1,500 件 1,500 件 

実績件数 1,642 件 2,141 件 2,342 件  

年度目標に対

する達成率 

－ 214% 156%  

 

＜専門性の高い相談や支援要請に対応する窓口＞ 

 

 

① 情報・研修館に従来から設置されている「産業財産権相談窓口」、「営業秘

密・知財戦略相談窓口」及び「海外展開知財支援窓口」に加え、平成２９年

度に近畿統括本部に設置された「関西知財戦略支援専門窓口」等を通じ、

経営問題と深く関連する知的財産に関する専門性の高い各種相談への対

応や高度な支援を実施した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜専門性の高い相談や支

援要請に対応する窓口＞ 

 

（１）情報・研修館におく専門

性が高い相談や支援要

請に応じる窓口（営業秘

密・知財戦略相談窓口、

海外展開知財支援窓口）

グループワークによる事例研究

平成30年度

  最新の知財関連施策等の提供

  新規相談者獲得のための取組紹介

  窓口の相談支援担当者と派遣専門
家等との連携取組事例の紹介

  グループワークによるテーマ別意見
交換

平成28年度

中小企業の事業成果につながる支援
事例に関する講義

「支援案件のマネジメントを促進するコ

ミュニケーション」に関するディスカッショ
ン　等

平成29年度

窓口支援担当者研
修(上期)

窓口の相談支援担当者と派遣専 門
家等との連携取組事例の紹介

秘匿すべき情報の適切な管理

最新の知財関連施策等の提供 相談
支援実務に役立つ事例研究

窓口支援担当者研
修(下期)

平成28年度 平成29年度

  農林水産分野における知的財産保
護の取組紹介

  グループワークによるテーマ別意見
交換

平成30年度

重点支援案件の位置づけと重要性に
関する講義

重点支援案件を抽出するための目利
きポイントに関するディスカッション

農林水産分野における知的財産（地
理的表示、品種登録）に関する講義

営業秘密管理・職務発明規程に関す
る知財総合支援窓口での支援に関す
る講義

最新の知財関連施策等の提供

相談支援実務に役立つ事例研究

営業秘密管理、海外展開支援等にお
ける情報・研修館の専門窓口との連
携事例の紹介等

  新規発掘に役立つ情報の提供

  営業秘密管理、海外展開支援等に
おける情報・研修館の専門窓口との
連携事例の紹介等

  最新の知財関連施策等の提供
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略相談窓口」（営業秘密管

理と営業秘密流出・漏えい

事案に対応）、「海外展開知

財支援窓口」（海外展開にお

ける知的財産の保護と活用

に関する事案に対応）を設

置し、的確な回答や支援を

提供する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜各窓口がもつユーザーサ

ービス機能の総合的なマネ

ジメント＞ 

 

情報・研修館はこれらの

複数の窓口を総合的かつ一

体的に管理し、個別の利用

者の要望・要請へきめ細か

く対応する等により、サービ

ス水準の向上を図る。 

 

② 情報・研修館に設置する

上記窓口に、高度な知

識、豊富な経験、柔軟な

対応力をもつ相談担当

者、知的財産戦略アドバ

イザー、海外知的財産プ

ロデューサー、さらには

弁護士等の専門家を配

置する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜各窓口がもつユーザーサ

ービス機能の総合的なマネ

ジメント＞ 

 

① 情報・研修館の知財活用

支援センターは、知財総

合支援窓口、産業財産

権相談窓口、営業秘密・

知財戦略相談窓口、海

外展開知財支援窓口の

統括的なマネジメントを

実施し、利用者に対する

サービス水準の向上を

図る。 

 

② 知財活用支援センター

は、情報・研修館が定め

る情報セキュリティポリシ

ーに則って、全ての窓口

における相談又は支援

の記録等を適切に管理

する。 

 

③ 知財活用支援センター

は、各窓口に対する相談

状況に関する月次報告

等をもとに、各窓口のパ

 

（２）情報・研修館に設置す

る上記窓口に、高度な知

識、豊富な経験、柔軟な

対応力をもつ相談担当

者、知的財産戦略アドバ

イザー、海外知的財産プ

ロデューサー、さらには

弁護士等の専門家を配

置したか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ＜各窓口がもつユーザー

サービス機能の総合的なマ

ネジメント＞ 

 

（１）知財活用支援センター

は、知財総合支援窓口、

産業財産権相談窓口、営

業秘密・知財戦略相談窓

口、海外展開知財支援窓

口及び関西知財戦略支

援専門窓口の統括的な

マネジメントを実施し、利

用者に対するサービス水

準の向上を図ったか。 

 

（２）知財活用支援センター

は、情報・研修館が定め

る情報セキュリティポリシ

ーに則って、全ての窓口

における相談又は支援

の記録等を適切に管理し

たか。 

 

（３）知財活用支援センター

は、各窓口に対する相談

状況に関する月次報告

等をもとに、各窓口のパ

フォーマンスを把握し、各

 

② 各専門窓口における企業等からの相談件数、支援実施件数等に関する過

去数年間の推移を参考にして専門性の高い相談支援人材の数について検

討し、平成３０年度時点では下に示すような人数の専門人材を配置した。 

 

専門窓口の名称 

（設置場所） 

相談支援の形態 専門人材の配置

数 

産業財産権相談窓口 

（東京） 

電話相談、文書相談、Ｆ

ＡＸによる相談、電子メ

ールによる相談、窓口で

の対面相談等 

常勤者 

１０名 

(相談員) 

営業秘密・知財戦略相談窓口 

（東京） 

電話相談、窓口での対

面相談、出張訪問支援

等 

常勤者 

５名（※） 

(知的財産戦略ア

ドバイザー) 

海外展開知財支援窓口 

（東京） 

出張訪問支援、電話相

談等 

常勤者 

６名 

(海外知的財産プ

ロデューサー) 

関西知財戦略支援専門窓口 

（大阪） 

出張訪問支援、電話相

談等 

常勤者 

４名 

(知財戦略エキス

パート) 

  計２５名 

  ※  非常勤者であるが、必要なときに支援をする弁理士１名、弁護士１名を

配置し、専門性の高い相談支援案件にも対応できる体制としている。 

 

 

＜各窓口がもつユーザーサービス機能の総合的なマネジメント＞ 

 

 

 

① 知財活用支援センターは、４７都道府県に設置した知財総合支援窓口と東

京本部に設置した各専門相談支援窓口との間の相互シナジー効果を創出

するため、平成２８年度から窓口間の相互案件紹介を促し、ユーザーサー

ビスの質の向上を図った。加えて、平成２９年７月に近畿統括本部に設置し

た関西知財戦略支援専門窓口との間でも連携を円滑に進めるための環境

整備をした。 

 

② 知財総合支援窓口では、平成２８年度より、企業からの相談を受けた際、企

業が未公開技術情報や営業秘密に関する情報を開示するケースがあるた

め、相談内容の要点を記録するデータベースを、日常的な業務（メール、資

料作成等）に使うネットワークと完全に分離して、インターネット接続しない

閉域ネットワークに移行し、情報の適切な管理を行った。 

 

産業財産権相談窓口、営業秘密･知財戦略支援窓口、海外展開知財支援

窓口、関西知財戦略支援専門窓口では、相談内容票（電子版も含む）は施

錠できる書庫に保管する等の措置をとっている。 

 

さらに、平成３１年度においては、情報・研修館が構築した閉域ネットワーク

を導入し、全ての窓口における相談および支援の記録等を適切に管理でき

る体制を一層整備した。 

 

また、産業財産権相談窓口、営業秘密･知財戦略支援窓口、海外展開知財

支援窓口において、情報管理が適切に実施されているかを、知財活用支援

センター内で定期的に点検し、適正に管理されていることを確認した。 

に加え、平成２９年７月に

開設した近畿統括本部

（大阪）においても、知財

戦略支援、営業秘密管理

支援、海外展開支援等を

担当する専門人材を配置

した「関西知財戦略支援

専門窓口」を開設し、近

畿地域企業の海外展開

支援、営業秘密管理支

援、知財戦略支援に関す

る各種支援サービスを開

始した。（主要な業務実

績の項番①に記載） 

 

（２）各専門窓口に配置する

専門人材の必要数を検

討し、適正な数の専門人

材を配置するとともに、弁

理士や弁護士による支援

が受けられる体制も維持

し、専門性の高い相談支

援案件にも対応できるよ

うにした。（主要な業務実

績の項番②に記載） 

 

 

 

＜各窓口がもつユーザー

サービス機能の総合的なマ

ネジメント＞ 

 

（１）知財活用支援センター

は、知財総合支援窓口業

務、産業財産権相談窓口

業務、営業秘密・知財戦

略相談窓口業務及び海

外展開知財支援窓口業

務等の間の連携強化を

図り、また、平成２９年７

月以降は関西知財戦略

支援専門窓口との間でも

円滑な連携を図り、ユー

ザーサービスの質の向

上を図った。（主要な業務

実績の項番①に記載） 

 

（２）知財総合支援窓口で

は、平成２８年度より、企

業からの相談を受けた

際、企業が未公開技術情

報や営業秘密に関する

情報を開示するケースが

あるため、相談内容の要

点を記録するデータベー

スを、日常的な業務（メー

- 33 -



 
 

フォーマンスを把握し、各

窓口に対する改善策の

提言あるいは指導を行う

等のＰＤＣＡマネジメント

を実施する。 

 

④ 知財活用支援センター

は、各窓口における相談

受付データ等を分析し、

相談内容の動向等につ

いての分析結果等を特

許庁や経済産業局と共

有するとともに、相談が

効果的な結果につながっ

た事例を抽出し、フォロ

ーアップ調査の対象候補

とする。 

 

⑤ 知財活用支援センター

は、全ての窓口が行う利

用者アンケートの調査結

果を分析し、随時、改善

策を提示することにより、

各窓口の機能改善等を

促す。 

 

⑥ 知財活用支援センター

は、各地域に配置する地

域ブロック担当者と経済

産業局との密接な情報

交換にもとづき、地域の

実情を的確に把握し、知

財総合支援窓口のマネ

ジメントを効果的かつ効

率的に実施する。 

 

 

窓口に対する改善策の

提言あるいは指導を行う

等のＰＤＣＡマネジメント

を実施したか。 

 

（４）知財活用支援センター

は、各窓口における相談

受付データ等を分析し、

相談内容の動向等につ

いての分析結果等を特

許庁や経済産業局と共

有するとともに、相談が

効果的な結果につながっ

た事例を抽出し、フォロー

アップ調査の対象候補と

したか。 

   

（５）知財活用支援センター

は、全ての窓口が行う利

用者アンケートの調査結

果を分析し、随時、改善

策を提示することにより、

各窓口の機能改善等を

促したか。 

   

（６）知財活用支援センター

は、各地域に配置する地

域ブロック担当者と経済

産業局との密接な情報交

換にもとづき、地域の実

情を的確に把握し、知財

総合支援窓口のマネジメ

ントを効果的かつ効率的

に実施したか。 

   

 

 

 

 

 

③ 知財活用支援センターは、各窓口の相談支援件数及び FAQ 閲覧件数の目

標値を設定し、月次データをモニタリングしてデータを共有することによっ

て、目標達成型のＰＤＣＡマネジメントを実施した。 

 

④ 情報・研修館からは役員、センター長、窓口担当者が、特許庁からは中小

企業戦略支援総合調整官、普及支援課長、関係担当者が参加する「地域

における知財相談・支援等サービスに関する定期検討会」（原則、毎月開

催）において、相談支援の動向及び四半期ごとに行う分析結果も特許庁と

共有した。地域経済産業局の知財室長には、「知財室長会議」を通じて、特

許庁から情報共有された。また、相談が効率的な結果につながった事例を

抽出しフォローアップ調査の対象候補とした。 

 

⑤ 各窓口がそれぞれ実施する機能改善等に資するための利用者アンケート

の調査分析を実施したところ、結果（満足度等）は以下のとおりとなった。 

 

※産業財産権相談窓口以外は、数字上段は「満足」または「有益」、下段は

「やや満足」含む。 

産業財産権相談窓口の数字は、「的確に回答してもらえた」「分かりやすい

説明だった」「有益な情報が得られた」の合計値 

 

また、各窓口のＰＤＣＡマネジメントが実施できるよう、アンケート結果の分析

と課題等の抽出・把握を行った 

 

⑥ 知財活用支援センターは、情報・研修館が各地域ブロックに配置する地域

ブロック担当者を集めた連絡会議（月１回程度）を開催し、地域ブロック担当

者から知財総合支援窓口の活動状況・課題等に関する報告を受け、改善課

題については、地域ブロック担当者を通じて、知財総合支援窓口に示す等

のマネジメントを実施した。 

また、特許庁が策定した「地域知財活性化行動計画」に基づく「地域・中小

企業の知財支援に係る連絡会議」を経済産業局と連携して年２回（第１回目

は東京で、第２回目は地域ブロックごとにそれぞれ）開催し、地域における

知財の取組状況や先進的な優れた先進事例を共有するとともに、地域レベ

ル（経済産業局及び知財総合支援窓口（４７都道府県））の目標達成状況、

課題、解決策等について検証するなど、知財総合支援窓口のマネジメントを

効果的かつ効率的に実施した。 

 

 

 H28 年度 H29 年度 H30 年度 

知財総合支援

窓口 

８８％ 

９８％ 

８８％ 

９７％ 

９１％ 

９９％ 

産業財産権相

談窓口 

９２．５％ ９２．９％ ９４．２％ 

営 業 秘 密 ･ 知

財戦略支援窓

口 

－ 

－ 

１００％ 

１００％ 

１００％ 

１００％ 

海外展開知財

支援窓口 

１００％ 

１００％ 

９９％ 

９９％ 

１００％ 

１００％ 

ル、資料作成等）に使う

ネットワークと完全に分

離して、インターネット接

続しない閉域ネットワーク

に移行し、情報の適切な

管理を行った。 

産業財産権相談窓口、

営業秘密･知財戦略支援

窓口、海外展開知財支

援窓口、関西知財戦略

支援専門窓口では、相談

内容票（電子版も含む）

は施錠できる書庫に保管

する等の措置をとってい

る。 

さらに、平成３１年度にお

いては、情報・研修館が

構築した閉域ネットワー

クを導入し、全ての窓口

における相談および支援

の記録等を適切に管理

できる体制を一層整備し

た。 

また、産業財産権相談窓

口、営業秘密･知財戦略

支援窓口、海外展開知

財支援窓口において、情

報管理が適切に実施さ

れているかを、知財活用

支援センター内で定期的

に点検し、適正に管理さ

れていることを確認した。

（主要な業務実績の項番

②に記載） 

 

（３）知財活用支援センタ

ーは、各窓口の相談支援

件数及び FAQ 閲覧件数

の目標値を設定し、月次

データをモニタリングして

データを共有することに

よって、目標達成型のＰ

ＤＣＡマネジメントを実施

した。（主要な業務実績

の項番③に記載） 

 

（４）「地域における知財相

談・支援等サービスに関

する定期検討会」（原則、

毎月開催）において、相

談支援の動向等につい

て特許庁等と分析結果等

を共有した。また、相談

が効果的な結果につな

がった事例を抽出し、フォ

ローアップ調査の対象候
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補とした。（主要な業務実

績の項番④に記載） 

 

（５）各窓口の機能改善等を

促すため、利用者アンケ

ートの調査分析、各窓口

の現状と課題の抽出・把

握・改善等の提示を行っ

た。（主要な業務実績の

項番⑤に記載） 

 

（６）知財活用支援センター

は、情報・研修館が各地

域ブロックに配置する地

域ブロック担当者を集め

た連絡会議（月１回程度）

を開催し、地域ブロック担

当者から知財総合支援

窓口の活動状況・課題等

に関する報告を受け、改

善課題については、地域

ブロック担当者を通じて、

知財総合支援窓口に示

す等のマネジメントを実

施した。 

また、特許庁が策定した

「地域知財活性化行動計

画」に基づく「地域・中小

企業の知財支援に係る

連絡会議」を経済産業局

と連携して年２回（第１回

目は東京で、第２回目は

地域ブロックごとにそれ

ぞれ）開催し、地域にお

ける知財の取組状況や

先進的な優れた先進事

例を共有するとともに、地

域レベル（経済産業局及

び知財総合支援窓口（４

７都道府県））の目標達

成状況、課題、解決策等

について検証するなど、

知財総合支援窓口のマ

ネジメントを効果的かつ

効率的に実施した。（主

要な業務実績の項番⑥

に記載） 

 

   〈評価の視点〉 

 

 中期計画で掲げる取組に

おいて、目標達成に貢献

した特筆すべき取組はあ

るか。 

 

 中期計画で掲げる取組以

〈特筆すべき取組または成果〉 

 

① 中期計画で掲げる取組において、目標達成に貢献した特筆すべき取組とし

ては、知財総合支援窓口の活動に関連する統計データと情報・研修館での

分析結果等を活用した窓口事業責任者連絡会議の開催、窓口支援担当者

のスキルアップ研修の開催、情報・研修館による４７都道府県の知財総合

支援窓口に対する定期的なマネジメント、情報・研修館が各地域ブロックに

配置する地域ブロック担当者による窓口への助言や有用情報の提供、情
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外で目標を達成するため

に行った特筆すべき取組

はあるか。 

 

報・研修館が設置する４つの専門窓口との連携強化等の取組みを強化した

こと等が挙げられる。 

 

これらの取組を的確に実施したことにより、特許庁が定めた｢地域知財活性

化行動計画｣のＫＰＩについても、すでに平成２９年度、平成３０年度におい

て、平成３１年度（令和元年度）中央レベルＫＰＩを大きく上回る水準となって

いる。 

 

項  目 H28 年度 H29 年度 H30 年度 

令和元年

度 

ＫＰＩ（目

標） 

相談支援件数 86,135 件 95,257 件 
102,551

件 
95,000 件 

専門人材による

支援件数 
14,314 件 16,661 件 17,475 件 15,000 件 

よろず支援拠点

との連携件数 
1,642 件 2,141 件 2,342 件 1,500 件 

 

これらの取組は、相談支援の量的拡大（相談支援件数）のみならず、「専門

的な支援（専門人材による支援件数）、知財を切り口とした経営的な支援

（よろず支援拠点との連携件数）」による、企業等へのサービスの質的向上

にもつながった。   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）窓口等の相談支援機能

の強化 

 

 

＜知的財産の権利取得・活

用に取り組む企業のすそ野

を拡大するための機能強化

＞ 

情報・研修館の各窓口が

軸となって、経済産業局をは

じ め と す る 地 域 の 各 種 機

関、団体の協力を得て、地

域のニーズを踏まえた知的

財産に関する各種レベルの

セミナーを開催するととも

に、ポータルサイトの充実や

成功事例等の公表、及び訪

問型の活動の強化等によっ

て、知的財産の権利取得や

活用に新たに取り組もうとす

る中堅・中小・ベンチャー企

業の掘り起こしを行う。その

際、特許庁及び経済産業局

と相談支援に関する現状な

ど を 相 互 に 情 報 共 有 し つ

つ、効果的かつ効率的なす

そ野拡大活動を実現する。 

 

 

 

（２）窓口等の相談支援機能

の強化 

 

 

＜知的財産の権利取得・活

用に取り組む企業のすそ野

を拡大するための機能強化

＞ 

① 知財活用支援センター

は、各窓口と経済産業局

との連携、さらには地方

自治体、商工団体、金融

機関等の協力を得て、知

的財産活用に関するセミ

ナーを開催する。 

 

② 知財活用支援センター

は、ポータルサイト等の

充実、成功事例等の公

表と普及活動等によっ

て、知的財産の権利化

や活用に新たに取り組む

中堅・中小・ベンチャー企

業の掘り起こしを行う。 

 

③ 知財総合支援窓口にお

いては、企業訪問による

御用聞き等を実施するこ

とにより、知的財産の権

利化や活用に新たに取り

〈評価の視点〉 

 

 

 

＜知的財産の権利取得・活

用に取り組む企業のすそ

野を拡大するための機能

強化＞ 

（１）各窓口と経済産業局と

の連携、さらには地方自

治体、商工団体、金融機

関等の協力を得て、知的

財産活用に関するセミナ

ーを開催したか。 

  

（２）ポータルサイト等の充

実、成功事例等の公表と

普及活動等によって、知

的財産の権利化や活用

に新たに取り組む中堅・

中小・ベンチャー企業の

掘り起こしを行ったか。 

 

 知的財産権制度の概要

を中心に、各種支援策や

地域におけるサービス等

を分かりやすく丁寧に説

明する初心者向け説明

会を特許庁等と共催で全

〈主要な業務実績〉 

 

 

 

＜知的財産の権利取得・活用に取り組む企業のすそ野を拡大するための機能

強化＞ 

 

 

① 知財活用支援センターは、経済産業局との連携、地方自治体、商工会・商

工会議所、各工業会、金融機関、政府関係機関等の協力も得て、情報・研

修館主催セミナー等の計画を策定し、全国の主要都市で以下のとおり実施

した。 

 

また、独立行政法人中小企業基盤整備機構や独立行政法人日本貿易振興

機構等が主催するセミナーへの講師派遣依頼に対し、営業秘密・知財戦略

相談窓口の専門家（知的財産戦略アドバイザー）や海外展開知財支援窓口

の専門家（海外知的財産プロデューサー）を講師として以下のとおり派遣し

た。 

 

     H２８年度 H２９年度 H３０年度 

知 財 戦

略 AD 

情 報 ・ 研 修

館 主 催 セ ミ

ナー回数 

３８回 １６回 １６回 

他機関主催

セ ミ ナ ー へ

の講師派遣

回数 

４０回 ６６回 ７４回 

海 外 知

財 PD 

情 報 ・ 研 修

館 主 催 セ ミ

３４回 １５回 １８回 

〈評定と根拠〉 

自己評価結果：A 

根拠は以下のとおり 

 

＜知的財産の権利取得・活

用に取り組む企業のすそ野

を拡大するための機能強化

＞ 

 

（１）知財活用支援センター

は、経済産業局との連

携 、 地 方 自 治 体 、 商 工

会・商工会議所、各工業

会、金融機関、政府関係

機関等の協力も得て、情

報・研修館主催セミナー

等の計画を策定し、全国

の主要都市で計１３７回

実施した。 

また、他機関主催の、知

的財産活用に関するセミ

ナーや講演会等に、知的

財産戦略アドバイザーを

１８０回、海外知的財産プ

ロデューサーを１６８回、

講師として派遣した。(主

要な業務実績の項番①

に記載) 

  

（２）産業財産権相談サイ
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組む中堅・中小・ベンチャ

ー企業の掘り起こしを行

う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国４７都道府県において

開催したか。 

 
（３）知財総合支援窓口にお

いては、企業訪問による

御用聞き等を実施するこ

とにより、知的財産の権

利化や活用に新たに取り

組む中堅・中小・ベンチャ

ー企業の掘り起こしを行

ったか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ナー回数 

他機関主催

セ ミ ナ ー へ

の講師派遣

回数 

６０回 ４７回 ６１回 

 

 

② 知的財産相談・支援ポータルサイト 

産業財産権相談サイト、営業秘密・知財戦略ポータルサイト、海外知的財産

活用ポータルサイトにおけるＦＡＱ等の掲載内容の見直し・改訂・充実プラン

を策定し、実施した。営業秘密・知財戦略相談窓口では支援事例（１６件）

等、海外展開知財支援窓口では支援事例（４件）等を抽出し、とりまとめた。 

また、これらにより知的財産の権利化や活用に新たに取り組む中堅・中小・

ベンチャー企業の掘り起こしを行った。 

 

 

サイト名 年度 支援事例の公開 教材・FAQ 等の公開 

知的財産相談・

支援ポータルサ

イ ト （ 産 業 財 産

権） 

２８   

２９   

３０  １２件（新規） 、３件

（更新） 

知的財産相談・

支援ポータルサ

イト（営業秘密・

知財戦略） 

２８   

２９ １２件 e ラーニング ２件 

解説記事 １件 

FAQ ３３件 

３０ ４件 FAQ ４件 

知的財産相談・

支援ポータルサ

イト（海外展開知

財支援） 

２８   

２９ ２件 ３５件 

３０ ２件 ２３件 

 

 従来は特許庁が実施してきた「知的財産権制度説明会（初心者向け）」につ

いて、平成２９年度より特許庁と共催で全国４７都道府県において開催し

た。実績は以下のとおり。 

 

年度 期間 開催回数 参加者数 

平成２９年度 ７月４日～１０月３日 ５９回 ７，９８２名 

平成３０年度 ６月１１日～１０月２９日 ５９回 ７，４７６名 

令和元年度 ５月下旬～９月中旬（予定） 
６１回 

（予定） 
名 

              ※情報・研修館での事業としては平成２９年度より実施。 

 

 

③ 新たに知的財産の権利取得と活用に取り組む中小企業等を拡大するため、

知財活用支援センターから知財総合支援窓口への様々な企業リストなどの

情報提供を行ったほか、窓口支援担当者等による個別企業訪問をはじめと

した周知活動に取り組んだ。また、知財ポータルの支援事例を充実し、中

堅・中小・ベンチャー企業の掘り起こしに活用した。 

 

◆知財活用支援センターから知財総合支援窓口への情報提供 

 主なもの 

  ・特許出願、商標出願企業リスト 

   過去に出願を行った中小企業のリストを提供。 

ト、営業秘密・知財戦略

ポータルサイト、海外知

的財産活用ポータルサイ

トにおけるＦＡＱ等の掲載

内容の見直し・改訂・充

実プランを策定し、実施し

た。営業秘密・知財戦略

相談窓口では支援事例

（１６件）等、海外展開知

財支援窓口では支援事

例（４件）等を抽出し、とり

まとめた。 

また、これらにより知的財

産の権利化や活用に新

たに取り組む中堅・中小・

ベンチャー企業の掘り起

こしを行った。 

 

・「知的財産権制度説明会

（初心者向け）」を特許

庁等と共催で、全国４７

都道府県において平成２

９年度から毎年開催し、

累計１５，４５８名の参

加者があった。 

(主要な業務実績の項番②

に記載) 

 

（３）新たに知的財産の権利

取得と活用に取り組む中

小企業等を拡大するた

め、知財活用支援センタ

ーから知財総合支援窓

口への様々な企業リスト

などの情報提供を行った

ほか、窓口支援担当者等

による個別企業訪問をは

じめとした周知活動に取

り組んだ。また、知財ポ

ータルの支援事例を充実

し、中堅・中小・ベンチャ

ー企業の掘り起こしに活

用した。（主要業務実績

の項番③に記載。） 
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＜産業財産権の出願・権利

化に関する相談への対応力

強化＞ 

 

先行文献調査等に関する

相談に対しては、調査方法

や調査結果の分析法に関す

る指導を適切に実施し、相

談者の知的財産に関する基

本的な知識と能力を高める

ように努める。 

出願手続等に関する相談

に対しては、相談回答例を

随時データベースに蓄積し

て相談担当者が共有できる

体制にするとともに、相談担

当者の知識・能力水準を不

断に向上させるための研修

やＣＳ研修等を実施する。対

面又は電話によるものはそ

の場で、電子メール等の文

書によるものに対しては原

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜産業財産権の出願・権利

化に関する相談への対応力

強化＞ 

 

① 先行文献調査等に関す

る相談に対しては、相談

者とともに J-PlatPat を

用いた調査、調査方法や

調査結果の分析法に関

する指導を適切に行うこ

とにより、相談者の知的

財産に関する基本的な

知識と能力を高めるよう

に努めつつ、適切な助言

を行う。 

 

② 出願手続等に関する相

談に対しては、迅速かつ

的確な回答が求められる

ため、相談回答例を随時

データベースに蓄積して

産業財産権相談窓口の

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜産業財産権の出願・権利

化に関する相談への対応

力強化＞ 

 

（１）先行文献調査等に関す

る 相 談 に 対 し て は 、 J-

PlatPat を用いた調査、

調査方法や調査・分析結

果の利用法に関する回

答例や経験等を相談担

当者間で共有することに

より、全ての相談担当者

が適切な助言を行った

か。 

 

（２）出願手続等に関する相

談に対して迅速かつ的確

に回答するため、相談回

答例を随時データベース

に蓄積して産業財産権相

談窓口の各相談担当者

が共有するとともに、相

   窓口未利用企業をピックアップし、アプローチするための情報として活用す

るよう各窓口へ展開。 

  ・地域未来牽引企業選定企業リスト 

   経済産業省が選定した地域未来牽引企業選定企業リストをアプローチする

ための情報として各窓口へ展開。 

 

◆知財総合支援窓口における周知活動実績 

 

 ・周知活動件数 

年度 H28 年度 H29 年度 H30 年度 

周知活動件数 12,588 件 12,947 件 14,635 件 

うち企業訪問回数 8,835 回 9,420 回 9,680 回 

 

◆知財ポータル記事の充実 

・支援事例掲載総数                    

年度 H28 年度 H29 年度 H30 年度 

掲載数 279 件 516 件 700 件 

 

・ＦＡＱ掲載件数 

年度 H28 年度 H29 年度 H30 年度 

掲載数 41 件 44 件 47 件 

 

◆知財総合支援窓口における新規相談件数 

年度 H28 年度 H29 年度 H30 年度 

実績件数 19,004 件 18,572 件 19,665 件 

 

主な掲載内容 

職務発明規程の整備に関する記事 等 

 

 

＜産業財産権の出願・権利化に関する相談への対応力強化＞ 

 

 

 

① 先行文献調査等に関する相談に対して、J-PlatPat を用いた調査、調査方

法や調査・分析結果の利用法に関する回答例や経験等を相談担当者間で

共有して、全ての相談担当者が適切な助言・指導ができるようにした。 

 

② 出願・権利化の手続等に関する相談内容と回答要旨は、相談データベース

に蓄積し、全ての相談担当者が相談回答例を共有して、迅速かつ的確な回

答ができるようにした。なお、産業財産権相談窓口に寄せられた相談の件

数は以下のとおり。 

  個別相談件数 

年度 対面 電話 文書 FAX メール 合計 

H28 5,959 19,131 268 1,987 904 28,249 

H29 6,093 21,058 354 3,217 696 31,418 

H30 6,014 20,340 379 2,851 783 30,367 

 

また、相談担当者を情報・研修館が実施するＣＳ研修に出席させるとともに、

相談担当者勉強会を以下のとおり多数開催して相談対応力の向上を図った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜産業財産権の出願・権利

化に関する相談への対応

力強化＞ 

 

（１）先行文献調査等に関す

る 相 談 に 対 し て 、 J-

PlatPat を用いた調査、

調査方法や調査・分析結

果の利用法に関する回

答例や経験等を相談担

当者間で共有して、全て

の相談担当者が適切な

助言・指導ができるように

した。（主要な業務実績

の項番①に記載） 

 

（２）出願手続等に関する相

談に対して迅速かつ的確

に回答するため、相談回

答例を随時データベース

に蓄積して産業財産権相

談窓口の各相談担当者
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則１開館日以内に、的確な

回答を提供する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜知的財産の戦略的な活

用等の専門的な相談への

対応力強化＞ 

 

知的財産分野や中小企

業の知財支援に精通した弁

理士、弁護士等やデザイン

専門家等の各種専門家を知

財総合支援窓口や中小企

業等に派遣する体制を整備

し、全国の知財総合支援窓

口に寄せられる高度な相談

や支援要請に対応する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各相談担当者が共有す

るとともに、相談担当者

の知識・能力水準を不断

に向上させるための研修

やＣＳ研修等を実施す

る。 

 

③ 出願手続等に関する対

面又は電話による相談

に対してはその場で、電

子メール等の文書による

相談に対しては受信後

原則１開館日以内に的

確な回答を提供し、顧客

満足度の向上を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜知的財産の戦略的な活

用等の専門的な相談への

対応力強化＞ 

 

① 知財総合支援窓口に寄

せられる知的財産の戦

略的な活用等に関する

相談に対応するため、当

該分野に精通した専門

家（弁理士、弁護士、中

小企業診断士等）を派遣

するなど、窓口の相談対

応力を補強する。 

 

② 意匠活用方針、ブランド

構築方針等のデザイン・

ブランド戦略に関する相

談に対しては、デザイン

専門家等を派遣する体

制を構築・運用し、全国

各地の中堅・中小・ベン

チャー企業からの相談へ

の対応力を強化する。 

 

 

 

 

談担当者の知識・能力水

準を不断に向上させるた

めの研修やＣＳ研修等を

実施したか。 

 

（３）出願手続等に関する対

面又は電話による相談に

対してはその場で、電子

メール等の文書による相

談に対しては受信後原則

１開館日以内に的確な回

答を提供し、顧客満足度

の向上を図ったか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜知的財産の戦略的な活

用等の専門的な相談への

対応力強化＞ 

 

（１）知財総合支援窓口に寄

せられる知的財産の戦略

的な活用等に関する相談

に対応するため、当該分

野に精通した専門家（弁

理士、弁護士、中小企業

診断士等）を派遣するな

ど、窓口の相談対応力を

補強したか。 

 

 

（２）意匠活用方針、ブランド

構築方針等のデザイン・

ブランド戦略に関する相

談に対しては、デザイン

専門家等を派遣する体制

を構築・運用し、全国各

地の中堅・中小・ベンチャ

ー企業からの相談への

対応力を強化したか。 

 

 

 

 

年度 H28 H29 H30 

勉強会件数 28  89  122  

 

③ 出願と権利化の手続き等に関する相談を受け付ける「産業財産権相談窓

口」では、対面相談と電話、文書、メール、ファクシミリによる相談のそれぞ

れに対し、第四期中期目標期間（平成２８～３１年度）を通して以下のような

対応を行った。  

 

    ・対面相談と電話による相談への対応  

全ての相談（件数：６５，０７４件）に対し、即座に的確な回答を提供した。  

    ・文書（電子メール、FAX、封書等による）による相談への対応。 

全ての相談（件数：９，８４７件）に対し１開館日以内に的確な回答を提供

した。 

 

これらの取組によって、以下のように、顧客満足度は高い水準を維持してい

る。 

 

 顧客アンケート調査結果の概要 

年度 接客態度 言葉遣い 応対内容 

H28 92.9% 90.0% 91.1% 

H29 93.8% 91.9% 91.5% 

H30 91.0% 90.1% 89.7% 

              ※数値は「良い」と「やや良い」の合計値 

 

 

＜知的財産の戦略的な活用等の専門的な相談への対応力強化＞ 

 

 

 

① 中堅・中小・ベンチャー企業等から寄せられる専門性の高い相談や、知的

財産の戦略的な活用等の高度な支援要請に対しワンストップサービス機能

を提供するため、各知財総合支援窓口に弁理士を月４回以上、弁護士を月

１回以上配置する体制、さらに中小企業診断士等の専門家を派遣できる体

制を構築し、窓口の相談対応力の補強を行った。 

  

◆専門人材による支援全体件数 

年度 H28 年度 H29 年度 H30 年度 

実績件数 14,314 件 16,661 件 17,475 件 

 

◆業種別専門家支援実績 

年度 H28 年度 H29 年度 H30 年度 

弁理士 11,844 件 13,023 件 13,138 件 

弁護士 1,531 件 1,763 件 1,852 件 

中小企業診断士 141 件 266 件 401 件 

デザイン専門家 128 件 259 件 366 件 

ブランド専門家 187 件 459 件 432 件 

その他専門家 483 件 891 件 1,286 件 

 

が共有するとともに、相

談担当者の知識・能力水

準を普段に向上させるた

めの CS 研修会のほか、

多数の相談担当者勉強

会を開催した。（主要な業

務実績の項番②に記載） 

 

（３）出願手続等に関する対

面又は電話による相談に

対してはその場で、電子

メール等の文書による相

談に対しては受信後原則

１開館日以内に的確な回

答を提供した。 

その結果、相談者の満足

度については、高い水準

を維持している。（主要な

業務実績の項番③に記

載） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜知的財産の戦略的な活

用等の専門的な相談への

対応力強化＞ 

 

（１）高度・専門的な相談や

多様な相談に対応するた

め、知財総合支援窓口に

弁理士を月４回以上、弁

護士を月４回以上配置す

るほか、中小企業診断士

等の専門家を派遣できる

体制を構築し、窓口の相

談対応力の補強を行っ

た。 

専門家の支援件数につ

いては特許庁が定めた

「地域知財活性化行動計

画」において平成３１年度

の目標が１５，０００件とさ

れたところ、上記のとおり

体制強化を図ったことに

より、平成２９年度、平成

３０年度の実績はすでに

この目標を大きく上回る

水準である。（主要な業

務実績の項番①に記載） 
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＜新たな職務発明制度の導

入に関連する社内規程の整

備等に関する専門的な相談

への対応力強化＞ 

 

新たな職務発明制度の導

入に関連する社内規程の整

備等に関する相談に対して

は、知財総合支援窓口で相

談を受け付け、弁護士等の

専門家派遣体制を構築・運

用する等の機能強化を図

り、適切な回答や支援を提

供する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜新たな職務発明制度の導

入に関連する社内規程の整

備等に関する専門的な相談

への対応力強化＞ 

 

① 知財総合支援窓口で受

け付ける新たな職務発

明制度に関連する社内

規程の整備等に関する

相談に対しては、弁護士

等の専門家を派遣する

等により適切な回答等を

提供し、支援強化を図

る。 

 

② 職務発明取扱規程の整

備に関する相談について

は、フォローアップ調査に

よって規程等の整備状

況を把握する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜新たな職務発明制度の

導入に関連する社内規程

の整備等に関する専門的

な相談への対応力強化＞ 

 

（１）知財総合支援窓口で受

け付ける新たな職務発明

制度に関連する社内規

程の整備等に関する相

談に対しては、弁護士等

の専門家を派遣する等に

より適切な回答等を提供

し、支援強化を図ったか。 

 

（２）職務発明取扱規程の

整備に関する相談につい

ては、フォローアップ調査

によって規程等の整備状

況を把握したか。 

 

 

 

 

 

 

◆支援全体件数のうち配置専門家及び派遣専門家支援実績 

年度 H28 年度 H29 年度 H30 年度 

配置専門家 8,515 件 8,611 件 9,121 件 

派遣専門家 5,460 件 7,343 件 7,605 件 

 

 

② 各知財総合支援窓口に意匠活用方針や、ブランド構築についての専門家を

派遣する体制を構築・運用し、全国各地の中堅・中小・ベンチャー企業から

のデザイン・ブランド戦略に関する相談への対応力の強化を行った。 

 

◆デザイン・ブランド専門家支援実績 

年度 H28 年度 H29 年度 H30 年度 

デザイン専門家 128 件 259 件 366 件 

ブランド専門家 187 件 459 件 432 件 

 

◆ 意匠法・商標法関連の支援件数 

年度 H28 年度 H29 年度 H30 年度 

意匠法 10895 件 9,336 件 9,349 件 

商標法 39162 件 52,641 件 57,696 件 

 

◆ デザイン戦略ブランド戦略支援件数（平成２９年度以降集計開始） 

年度 H29 年度 H30 年度 

デザイン戦略 563 件 662 件 

ブランド戦略 4,007 件 4,558 件 

 

 

＜新たな職務発明制度の導入に関連する社内規程の整備等に関する専門的な

相談への対応力強化＞ 

 

 

 

① 各県知財総合支援窓口で受け付ける新たな職務発明制度に関する社内規

程等の整備に関する相談に対しては、弁護士等の専門家派遣を行い、適切

な回答を提供した。また職務発明規程整備に至るまでの継続的な支援を実

施する体制についても構築を行った。 

主な実績については以下のとおり。 

 

◆各県知財総合支援窓口における職務発明規程整備に関する実績 

・職務発明規程整備にかかる相談数 

年度 H29 年度 H30 年度 

実績件数 567 件 497 件 

 

・職務発明規程整備にかかる専門家派遣実績 

年度 H29 年度 H30 年度 

配置専門家 50 件 25 件 

派遣専門家 101 件 51 件 

 

 

 

（２）知財総合支援窓口に意

匠活用方針や、ブランド

構築についての専門家を

派遣する体制を構築・運

用し、全国各地の中堅・

中小・ベンチャー企業か

らの相談への対応力を強

化した。（主要な業務実

績の項番②に記載） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜新たな職務発明制度の

導入に関連する社内規程

の整備等に関する専門的

な相談への対応力強化＞ 

 

 

（１）新たな職務発明制度の

導入に関連する社内規

程の整備等に対する相

談対応力強化のため、弁

護士等の専門家派遣す

る体制を構築した。（主要

な業務実績の項番①に

記載） 

 

（２）職務発明取扱規程の

整備に関する相談につい

ては、平成２９年度に２回

フォローアップ調査を実

施し、社内規程等の整備

状況を把握した。また３０

年度以降についてもフォ

ローアップ調査及び整備

に向けた相談支援を継続

して実施した。（主要な業
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＜営業秘密の管理体制整

備や営業秘密流出・漏えい

事案、特許化／秘匿化等に

関する専門的な相談への対

応力強化＞ 

 

営業秘密情報の保護・活

用体制の構築に関する相

談、特許化／秘匿化等の知

財戦略に関する相談等に対

しては、営業秘密・知財戦略

相談窓口で相談を受け付

け、知的財産戦略アドバイ

ザー、弁護士、弁理士が的

確な回答や支援を提供す

る。 

また、営業秘密流出・漏え

い事案に関する相談に対し

ては、営業秘密・知財戦略

相談窓口の専門人材及び

弁護士が対応し、事案によ

っては、独立行政法人情報

処理推進機構又は警察庁と

連携する。同窓口の活動状

況等については、営業秘密

官民フォーラム等を通じて公

開し、営業秘密の流出や漏

えいの再発防止を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜営業秘密の管理体制整

備や営業秘密流出・漏えい

事案、特許化／秘匿化等に

関する専門的な相談への対

応力強化＞ 

 

① 営業秘密の管理体制整

備と営業秘密流出・漏え

い事案等に関する専門

的な相談については、営

業秘密・知財戦略相談窓

口で受け付け、「企業に

おける秘密情報の保護・

活用ハンドブック」（経済

産業省）等を利活用しな

がら、同窓口の知的財産

戦略アドバイザーと弁護

士、弁理士が的確な回

答を提供する。 

 

② 営業秘密流出・漏えい事

案に関する相談について

は、事案の内容によって

は相談者の意向を踏ま

え、独立行政法人情報

処理推進機構又は警察

庁へ必要な情報を取り次

ぎ、相談者が独立行政

法人情報処理推進機構

／警察庁への相談を行

いやすくなるように支援

する。 

 

③ 営業秘密・知財戦略相談

窓口での相談受付動向

等については、営業秘密

官民フォーラム等におい

て情報を提供し、最新情

報を業界団体等と共有

することによって、企業

等における営業秘密漏

えいの未然防止に役立

てる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜営業秘密の管理体制整

備や営業秘密流出・漏えい

事案、特許化／秘匿化等に

関する専門的な相談への

対応力強化＞ 

 

（１）営業秘密の管理体制

整備と営業秘密流出・

漏えい事案等に関する

専門的な相談について

は、営業秘密・知財戦略

相談窓口で受け付け、

「企業における秘密情

報の保護・活用ハンドブ

ック」（経済産業省）等を

利活用しながら、同窓口

の知的財産戦略アドバ

イザーと弁護士、弁理

士が的確な回答を提供

したか。 

  また、営業秘密管理に

対する地域の企業から

のニーズにきめ細かな

対応を行う体制を構築

したか。 

 

（２）営業秘密流出・漏えい

事案に関する相談につ

いては、事案の内容に

よっては相談者の意向

を踏まえ、独立行政法

人情報処理推進機構又

は警察庁へ必要な情報

を取り次ぎ、相談者が独

立行政法人情報処理推

進機構／警察庁への相

談を行いやすくなるよう

に支援したか。 

 

（３）営業秘密・知財戦略相

談窓口での相談受付動

向等については、営業

秘密官民フォーラム等

において情報を提供し、

最新情報を業界団体等

と 共 有 す る こ と に よ っ

② 知財総合支援窓口における相談実績から、職務発明に関する規程や規則

の整備を目指す企業を抽出し、各窓口を通じたフォローアップ調査を毎年実

施するとともに、各窓口に対しその後の継続的な相談支援の実施を促した。 

なお、フォローアップについては平成２９年度に各窓口を通じて、支援先企

業に対しアンケート調査を実施、職務発明取扱規程の整備を目指す企業２

７７社中、１７２社の規程整備を確認した。平成３０年度においても引き続き

フォローアップを実施したところ、職務発明取扱規程の整備を目指す企業３

６６社中、２５５社の規程整備を確認した。 

 

 

＜営業秘密の管理体制整備や営業秘密流出・漏えい事案、特許化／秘匿化等

に関する専門的な相談への対応力強化＞ 

 

 

 

 

① 営業秘密等に関する相談には知的財産戦略アドバイザーと弁護士、弁理士

が回答する体制とし、「企業における秘密情報の保護・活用ハンドブック」等

を利活用しつつ窓口対面相談、電話相談、出張訪問相談の３つの形態にて

対応した。 

 

年度 窓口対面 

相談件数 

電話相談 

件数 

出張相談 

件数 

総件数 

平成２７年度 ４３件 １５８件 ４９件 ２５０件 

平成２８年度 ４９件 １１１件 ２９０件 ４５０件 

平成２９年度 ３３件 ９８件 ２９９件 ４３０件 

平成３０年度 ５５件 ７２件 ５３９件 ６６６件 

 

 また、平成２９年７月に開設した近畿統括本部に関西知財戦略支援専門窓

口を設置し、知財戦略エキスパート４名を配置し、近畿地域の企業の営業

秘密管理体制構築支援は、関西知財戦略支援専門窓口にも当たらせるこ

ととした。 

 

 営業秘密・知財戦略相談窓口では、知財総合支援窓口と協力しつつ、全国

各地でセミナーを複数回開催し、セミナー終了後に参加者からの個別相談

も受け付けるなど、きめ細かな対応も行った。 

 

セミナー回数 H28 年度 H29 年度 H30 年度 

営業秘密・知財

戦略相談窓口 

３８回 １６回 １６回 

 

 営業秘密・知財戦略相談窓口では、知的財産の権利化と秘匿化の組み合

わせなどの知財戦略に関する相談も受け付けるとともに、中小企業等にお

ける営業秘密管理規程の整備から営業秘密管理体制の構築・運用に関す

るハンズオン支援を、平成２８年度下期から本格的に開始した。 

 

 知財総合支援窓口との連携活動を進めるため、知財総合支援窓口での啓

発活動で利用する資料を提供するとともに、知財総合支援窓口の全ての相

談支援担当者を対象に、営業秘密管理等に関する研修を行った。そうした

取組等の結果、営業秘密・知財戦略相談窓口における相談支援活動での

知財総合支援窓口との連携が急増するなど、効果が現れた。 

 

② 営業情報の窃取については、警察庁主催の研修会への参加、情報・研修

館主催のセミナー等への警察庁からの講師招聘、情報処理推進機構から

の講師招聘も含め、連携強化を進めた。また、警察と連携を行った営業秘

務実績の項番②に記載） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜営業秘密の管理体制整

備や営業秘密流出・漏えい

事案、特許化／秘匿化等に

関する専門的な相談への

対応力強化＞ 

 

（１）営業秘密・知財戦略相

談窓口は、「企業におけ

る秘密情報の保護・活用

ハンドブック」に加えて営

業秘密に関する相談の

掘り起こし等に役立つ資

料を作成して、知財総合

支援窓口とも協力して営

業秘密管理についての

普及啓発や体制整備支

援を進めつつ、営業秘密

に関する専門性の高い

相談に的確に対応した。

また、２９年７月に開設し

た近畿統括本部にも専門

家を配置し、近畿地域の

企業ニーズに対してもき

め細やかな対応が取れ

る体制を構築した。 

さらに、全国４７都道府県

に設置した知財総合支援

窓口を通じた普及啓発や

同窓口でも営業秘密に

関する相談に対応が行

えるよう、資料提供や研

修を行った。 

そうした取組により、営業

秘密管理に関する支援

件数は増加傾向にあり、

また、知財総合支援窓口

と の 連 携 も 増 加 し て き

た。（主要な業務実績の

項番①に記載） 

 

（２）営業秘密情報の窃取を

目的とする国内外からの

サイバー攻撃、営業秘密

情報の窃取被害等に関

する相談については、独

立行政法人情報処理推
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＜海外展開における知財戦

略及び課題に関する専門的

な支援の強化＞ 

 

海外展開に伴って生じる

知的財産に関連する課題へ

の支援要請に対しては、海

外展開知財支援窓口の海

外知的財産プロデューサー

等の専門人材による支援を

提供する。 

また、海外知的財産プロ

デューサーを増員するなど

支援体制を強化するとととも

に、海外展開に伴う知的財

産に関連した事案等を紹介

するセミナー等の開催、ポー

タルサイト等の充実等を通じ

て、海外展開に関心を持つ

中堅・中小・ベンチャー企業

等への支援の拡大にも努め

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜海外展開における知財戦

略及び課題に関する専門的

な支援の強化＞ 

 

① 国内とは異なる法制度と

商慣行をもつ新興国等

へ海外展開を目指す中

堅・中小・ベンチャー企業

等からの支援要請に対

し、海外での豊富な知財

経験をもつ海外知的財

産プロデューサーを派遣

し、支援を行う。 

 

② 海外知的財産プロデュー

サーを増員し、同プロデ

ューサーを補佐する海外

知的財産アドバイザーと

ともに、個々の中堅・中

小・ベンチャー企業等の

海外展開における知財

戦略策定、知財契約、秘

密管理、模倣品対策等

の支援を強化する。 

 

③ 海外展開知財セミナー等

の開催、ポータルサイト

での情報提供の充実、

海外展開支援施策の普

及等により、海外展開支

援のすそ野拡大を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

て、企業等における営

業秘密漏えいの未然防

止に役立てたか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜海外展開における知財

戦略及び課題に関する専

門的な支援の強化＞ 

 

（１）新興国等へ海外展開を

目指す中堅・中小・ベン

チャー企業等からの支

援要請に対し、海外で

の豊富な知財経験をも

つ海外知的財産プロデ

ューサーを派遣し、支援

を行ったか。 

 

（２）海外知的財産プロデュ

ーサーを増員し、個々

の中堅・中小・ベンチャ

ー企業等の海外展開に

おける知財戦略策定、

知財契約、秘密管理、

模倣品対策等の支援を

強化したか。 

 

（３）海外展開知財セミナー

等の開催、ポータルサイ

ト で の 情 報 提 供 の 充

実、海外展開支援施策

の普及等により、海外

展開支援のすそ野拡大

を図ったか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

密の窃取事案（従業者や外部者による窃取等）の相談は３件あり、いずれも

適切に対応した。 

 

③ 毎年６月に開催される営業秘密官民フォーラムに参加し、相談事例や窓口

相談案件の分析結果等の情報共有を実施した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜海外展開における知財戦略及び課題に関する専門的な支援の強化＞ 

 

 

 

① 海外展開知財支援窓口には海外での豊富な知財活動経験をもつ海外知的

財産プロデューサーを配置し、全国各地の海外展開を目指す中小企業等の

知的財産権活用、海外ビジネスにおける知財面のリスク低減等を含む戦略

面の支援を実施した。相談窓口で「受け」のサービス提供をするだけではな

く、海外展開を目指す中小企業等に対して知財の観点での支援ニーズの積

極的な掘り起こしも実施した。 

平成２９年７月に開設した近畿統括本部に関西知財戦略支援専門窓口を設

置し、近畿地域の海外展開を目指す中小企業等に対する支援は、関西知

財戦略支援専門窓口に移管し、両窓口が分担・協力して全国の海外展開を

目指す中小企業等の支援を展開した。 

平成２８～３０年度の地域別の支援企業数と支援回数は以下のとおり。 

 

平成２８年度 

企業所在地域 支援企業数 
複数回支援を

行った企業数 

支援回数 

北海道地域 １９社 ８社 ２６回 

東北地域 ２１社 ４社 ２５回 

関東・甲信越地域 ９０社 ２７社 １３２回 

中部地域 ４３社 １２社 ６０回 

近畿地域 ５７社 １４社 ７５回 

中国地域 ２８社 １０社 ４０回 

四国地域 １４社 ３社 １９回 

九州・沖縄地域 ４７社 １９社 ７５回 

計 ３１９社 ９７社 ４５２回 

 

平成２９年度 

企業所在地域 支援企業数 
複数回支援を

行った企業数 

支援回数 

北海道地域 １０社 ４社 １２回 

東北地域 １９社 ９社 ２７回 

関東・甲信越地域 ８５社 ３１社 １３１回 

中部地域 ３５社 １３社 ５５回 

近畿地域 １００社 ２９社 １４５回 

中国地域 ２１社 １１社 ４１回 

四国地域 ３１社 ８社 ４２回 

進機構、警察庁との連携

を強化し、的確かつ迅速

な相談対応を行った。（主

要な業務実績の項番②

に記載） 

 

（３）毎年６月に開催される

営業秘密官民フォーラム

に参加し、相談事例や窓

口相談案件の分析結果

等の情報共有を実施し

た。（主要な業務実績の

項番③に記載） 

 

 

＜海外展開における知財

戦略及び課題に関する専

門的な支援の強化＞ 

 

（１）海外展開を目指す中

堅・中小・ベンチャー企業

等からの支援要請に対

し、海外での豊富な知財

経験をもつ海外知的財産

プ ロ デ ュー サ ー を 派 遣

し、支援を行った。潜在的

な支援へのニーズの掘り

起こしも実施した結果、

第四期中期目標期間中、

支援件数は、年々増加傾

向にある。（主要な業務

実績の項番①に記載） 

 

（２）中小企業等からの支援

ニーズに対応すべく、支

援体制の強化も実施し、

結果、（１）のとおり支援

件数も増加した。（主要な

業務実績の項番②に記

載） 

 

（３）セミナー開催、ポータル

サイトでの情報提供の充

実等によりすそ野の拡大

を図った結果、新規の支

援企業数は増加傾向とな

った。（主要な業務実績

の項番③に記載） 
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九州・沖縄地域 ３６社 １６社 ７３回 

計 ３３７社 １２１社 ５２６回 

 

平成３０年度 

企業所在地域 支援企業数 
複数回支援を

行った企業数 

支援回数 

北海道地域 １３社 ３社 １７回 

東北地域 ２１社 ４社 ２８回 

関東・甲信越地域 １２２社 ２８社 １７７回 

中部地域 ３９社 １４社 ６５回 

近畿地域 １４５社 ５２社 ２６２回 

中国地域 ４２社 １０社 ６３回 

四国地域 ３０社 ９社 ５３回 

九州・沖縄地域 ４５社 １９社 ９９回 

計 ４５７社 １３９社 ７６４回 

    

 

② 平成２９年度に、海外展開支援を担当する専門人材を４名増員し、計１０名

（海外展開知財支援窓口に６名、平成２９年７月に設置した関西知財戦略支

援専門窓口に４名）の専門人材による支援体制を構築し、企業集積が高い

関東・甲信越地域、近畿地域を中心に全国各地の中堅・中小・ベンチャー企

業等の海外展開に係る知財面の支援を強化した。 

 

③ 平成２８～３０年度の地域別のセミナー回数は以下のとおり。 

 

平成２８年度 

開催地 情報・研修館主催 

セミナーの開催回数 

他機関主催セミナー

への講師派遣回数 

計 

北海道地域 １回 ０回 １回 

東北地域 ３回 ０回 ３回 

関東・甲信越地域 １０回 １７回 ２７回 

中部地域 ４回 ８回 １２回 

近畿地域 ６回 １０回 １６回 

中国地域 ３回 ６回 ９回 

四国地域 ２回 ５回 ７回 

九州・沖縄地域 ５回 １４回 １９回 

計 ３４回 ６０回 ９４回 

 

平成２９年度 

開催地 情報・研修館主催 

セミナーの開催回数 

他機関主催セミナー

への講師派遣回数 

計 

北海道地域 １回 ２回 ３回 

東北地域 ２回 ０回 ２回 

関東・甲信越地域 ４回 １７回 ２１回 

中部地域 ２回 ６回 ８回 

近畿地域 ３回 ３回 ６回 

中国地域 １回 ２回 ３回 

四国地域 ０回 ７回 ７回 

九州・沖縄地域 ２回 １０回 １２回 

計 １５回 ４７回 ６２回 

 

平成３０年度 

開催地 情報・研修館主催 

セミナーの開催回数 

他機関主催セミナー

への講師派遣回数 

計 
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＜中小企業等支援機関との

連携強化＞ 

 

情 報 ・ 研 修 館 の 各 窓 口

は、他の中小企業等の支援

拠点、特に中小企業庁が各

都道府県に設置している「よ

ろず支援拠点」や独立行政

法人中小企業基盤整備機

構が設置している「中小企

業海外展開ワンストップ相

談窓口」との連携を強化す

る。具体的には、各窓口の

専門性を横断的に必要とす

る場合には 、各 窓口が 連

携・相互補完して顧客を“つ

なぐ”ことにより、顧客ニーズ

に即したサービスを提供す

るとともに、よろず支援拠点

と各窓口がそれぞれ実施し

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜中小企業等支援機関との

連携強化＞ 

 

① 中堅・中小・ベンチャー企

業等の経営相談窓口とし

て中小企業庁が各都道

府県に設置する「よろず

支援拠点」、海外展開の

総合相談窓口として独立

行政法人中小企業基盤

整備機構が全国に設置

する「中小企業海外展開

ワンストップ相談窓口」と

の連携を強化するため、

セミナー等での講師の相

互派遣等を一層推進す

るとともに、相談対応に

おける各窓口の相互利

用を推進する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜中小企業等支援機関と

の連携強化＞ 

 

（１）中堅・中小・ベンチャー

企業等の経営相談窓口

として中小企業庁が各都

道府県に設置する「よろ

ず支援拠点」、海外展開

の総合相談窓口として独

立行政法人中小企業基

盤整備機構が全国に設

置する相談窓口との連携

を強化するため、セミナ

ー等での講師の相互派

遣等を一層推進するとと

もに、相談対応における

各窓口の相互利用を推

進したか。 

 

（２）海外展開知財支援窓

北海道地域 １回 ２回 ３回 

東北地域 ２回 ８回 １０回 

関東・甲信越地域 ７回 ２１回 ２８回 

中部地域 ２回 ７回 ９回 

近畿地域 ２回 ０回 ２回 

中国地域 １回 ５回 ６回 

四国地域 １回 ７回 ８回 

九州・沖縄地域 ２回 １１回 １３回 

計 １８回 ６１回 ７９回 

 

 

さらに、知的財産相談・支援ポータルサイト（海外展開の知財支援）における

情報提供の充実、知財総合支援窓口等との連携強化を進め、海外展開支

援のすそ野拡大を図った結果、新規の支援企業は平成３０年度に３５３社

（前年度比１３０％）となるなど、増加傾向となった。 

 

 平成２８～３０年度の新規支援企業数は以下のとおり。 

 

年度 新規支援企業数 

平成２８年度 ２７４社 

平成２９年度 ２７１社 

平成３０年度 ３５３社 

 

なお、平成２８～３０年度における、地域の経済産業局、自治体及びその関

連機関、地域金融機関との連携活動（セミナー講師派遣と企業支援におけ

る連携回数）は、それぞれ以下の件数となり、各地域で海外展開支援を必

要としている中堅・中小・ベンチャー企業等の発掘に貢献した。 

 

年度 経済産業局 自治体及び 

その関連機関 

地域金融機関 

平成２８年度 ４２件 １０件 ５件 

平成２９年度 １８件 １３件 ３件 

平成３０年度 ３３件 １７件 １４件 

 

 

＜中小企業等支援機関との連携強化＞ 

 

 

① 中小企業庁が各都道府県に設置する「よろず支援拠点」、独立行政法人中

小企業基盤整備機構が全国に設置する相談窓口との連携を強化するため、

セミナー等での講師の相互派遣、相談対応における各窓口の相互利用を推

進した。主な業務実績等は以下のとおり。 

 

◆知財総合支援窓口におけるよろず支援拠点との連携件数 

    

年度 H28 年度 H29 年度 H30 年度 

実績件数 1,642 件 2,141 件 2,342 件 

 

 海外展開知財支援窓口と独立行政法人中小企業基盤機構との間では、セ

ミナー等における講師等の相互派遣及び企業支援での協力を通じ、継続的

に連携した。 

 

◆海外展開知財支援窓口における独立行政法人中小企業基盤機構との連携

件数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜中小企業等支援機関と

の連携強化＞ 

 

（１）セミナー等における講

師の相互派遣、各都道府

県レベルでの関係強化を

図り、よろず支援拠点と

の連携件数に係る都道

府県ごとの実績値を各四

半期末にモニターして適

切なマネジメントを行った

ところ、よろず支援拠点と

の連携件数が大きく増加

してきている。 

中小機構が設置する海

外展開の総合支援窓口

と知財総合支援窓口及

び海外展開知財支援窓

口との連携支援の拡大を

目指して、セミナー等に
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ている担当者研修に相互に

講師を派遣する等の連携も

強化する。 

また、独立行政法人日本

貿易振興機構など海外進出

企業の支援を行う諸機関と

相互に機能補完ができる支

援を行う等の連携を強化す

るとともに、日本弁理士会や

弁護士知財ネット等の知的

財産に関する専門家組織と

も連携を強化する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 海外展開知財支援窓口

と在外日系企業支援等

を行う独立行政法人日

本貿易振興機構の機能

は相互補完関係にあり、

それぞれの特徴を活か

す連携を強め、中堅・中

小・ベンチャー企業等の

事業発展に資する支援

を行うとともに、地域の農

政局の知的財産総合相

談窓口との連携を進め

る。 

 

③ 事業戦略にリンクした効

果的な知財戦略、知的

財産権や営業秘密の効

果的な活用、デザイン・

ブランド戦略の効果的な

展開等の支援には、日

本弁理士会や弁護士知

財ネット等の知的財産に

関する専門家組織との

協力が効果的であるた

め、これら組織との連携

強化のための意見交換

等を定期的に実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

口と独立行政法人日本

貿易振興機構と、それぞ

れの特徴を活かす連携を

強め、中堅・中小・ベンチ

ャー企業等の事業発展

に資 する 支 援を 行った

か。また、地域の農政局

の知的財産総合相談窓

口との連携を進めたか。 

 

（３）事業戦略にリンクした

効果的な知財戦略、知的

財産権や営業秘密の効

果的な活用、デザイン・ブ

ランド戦略の効果的な展

開等の支援を行うため

に、日本弁理士会や弁護

士知財ネット等の知的財

産に関する専門家組織と

連携強化のための意見

交換等を定期的に実施し

たか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年度 H28 年度 H29 年度 H30 年度 

実績件数 30 8 17 

 

 

② 海外展開知財支援窓口では、独立行政法人日本貿易振興機構（JETRO）が

主催するセミナー等への講師派遣等（計２２件）を行った。また、JETRO が事

務局を務める「新輸出大国コンソーシアム」に参加する機関として同コンソー

シアムのコンシェルジュ等から紹介された企業（計１５社）に対し支援を行っ

た。 

 

◆海外展開知財支援窓口における JETRO との連携件数 

年度 H28 年度 H29 年度 H30 年度 

講師派遣 7 4 11 

企業支援 7 1 7 

 

 

また、農林水産分野の知財活用（地理的表示・品種登録）に向けた連携強化

のため、農林水産省との意見交換を行ったほか、各地域農政局と知財総合支

援窓口との連携推進に向けた研修等での講師の相互派遣等を行った。 

 

◆研修等での講師の相互派遣実績 

平成 28 年度 窓口支援担当者研修において農林水産省から講師を招聘し、 

        「農林水産分野における知的財産（地理的表示、品種登録）」を開 

催。 

平成 29 年度 各ブロックにて開催された農林水産分野における知的財産研修に 

関する講義に窓口支援担当者が出席。 

（農林水産省主催 全 14 回） 

平成 30 年度 窓口担当者研修、または農林水産省主催の普及指導員研修の場 

         において相互の事業紹介及び知的財産保護に関する説明を実施 

した。 

・窓口支援担当者研修（上期及び下期） 

・農水省普及指導員研修 

・水産業普及指導員研修 

・林業関係試験研究機関場・所長会議 

・水産普及指導員研修 

・林業普及指導員研修 

 

◆打ち合わせ等実績 

平成 28 年度 農林水産省との意見交換を３回実施。 

             地域ブロック担当者がすべての農政局に訪問を行った。 

 

平成 30 年度 農業経営相談所と知財総合支援窓口の連携について、 

農林水産省担当者と意見交換を１回実施。 

 

③ 日本弁理士会及び弁護士知財ネット等の専門家組織との連携強化に向

け、定期的な意見交換や情報提供を行った。 

 

（日本弁理士会） 

◆配置専門家にかかる推薦依頼 

 各知財総合支援窓口に寄せられる多様な相談と支援に対応したワンストップサ

ービス機能の提供のため、各知財総合支援窓口に弁理士を月４回以上、弁護士

を月１回以上配置する体制を平成２８年度から構築している。この配置専門家の

推薦は日本弁理士会に依頼しているところであるが、その際には各知財総合支

援窓口から寄せられた専門家に対するニーズ等を適宜情報共有し、連携の強化

おける講師の相互派遣を

進めた。（主要な業務実

績の項番①に記載） 

 

（２）海外展開知財支援窓

口では、独立行政法人日

本貿易振興機構主催セミ

ナーへの講師派遣を毎

年度実施した。 

また、JETRO が事務局を

務める「新輸出大国コン

ソーシアム」のコンシェル

ジュから紹介された企業

に対し毎年度支援を行っ

た。 

さらに、地域の農商工分

野における協力・連携体

制の構築を進めた。（主

要な業務実績の項番②

に記載） 

 

（３）日本弁理士会、弁護士

知財ネットとの意見交換

会を定期的に行い、窓口

の支援内容の改善・向上

を図った。（主要な業務実

績の項番③に記載） 
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＜情報通信技術（ＩＣＴ）を活

用した「よくある質問と回答

（ＦＡＱ）」の提供と利用促進

＞ 

統合的な相談ポータルサ

イトを構築・提供し、その利

用促進のための広報等の取

組を進める。また、ポータル

サイト中に「よくある質問と

回答（ＦＡＱ）」を設け、掲載

項目数を逐次増加させる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜情報通信技術（ＩＣＴ）を活

用した「よくある質問と回答

（ＦＡＱ）」の提供と利用促進

＞ 

① 中堅・中小・ベンチャー企

業等の相談者の課題に

応える手段として、相談

ポータルサイトを平成２９

年度中に刷新して新たな

ポータルサイトを構築し、

利用者に対する情報提

供サービスを拡充する。 

 

② 相 談 ポ ー タ ル サ イ ト で

は、利用者がいつでもど

こでも検索して適切な回

答が得られるように、ＦＡ

Ｑの掲載項目数を逐次

増やす。 

 

③ 相談ポータルサイトの利

用状況を定期的に把握

し、相談ポータルサイト

の利用促進のための広

報等の取組も進め、利用

者と相談窓口の両者にと

って効率的な課題解決

手段を提供する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜情報通信技術（ＩＣＴ）を活

用した「よくある質問と回答

（ＦＡＱ）」の提供と利用促進

＞ 

（１）中堅・中小・ベンチャー

企業等の相談者の課題

に応える手段として、相

談ポータルサイトを平成

２９年度中に刷新して新

たなポータルサイトを構

築し、利用者に対する情

報提供サービスを拡充し

たか。 

 

（２）相談ポータルサイトで

は、利用者がいつでもど

こでも検索して適切な回

答が得られるように、ＦＡ

Ｑの掲載項目数を逐次増

やしたか。 

 
（３）相談ポータルサイトの

利用状況を定期的に把

握し、相談ポータルサイト

の利用促進のための広

報等の取組も進め、利用

者と相談窓口の両者にと

って効率的な課題解決手

段を提供したか。 

と配置専門家の推薦について協力を行った。 

 

◆毎年各ブロックにおいて新規で配置される専門家（弁理士）への講習会を実施

した。 

 

◆打ち合わせ等実績 

平成 28 年度 定例会議 5 回開催 

その他、弁理士会支部サミット参加、 

近畿支部との INPIT 近畿統括拠点にかかる意見交換実施 

平成 29 年度 定例会議 4 回開催、 

その他、弁理士会支部サミット参加、 

平成 30 年度 定例会議 3 会開催 

     その他、弁理士会支部サミット参加 

 

（弁護士知財ネット） 

◆配置専門家にかかる推薦依頼 

日本弁理士会と同様、配置専門家の推薦は弁護士知財ネットに依頼していると

ころであるが、その際においては各知財総合支援窓口から寄せられた専門家に

対するニーズ等を適宜情報共有し、連携の強化と配置専門家の推薦について協

力を行った。 

 

・打ち合わせ等実績 

平成 28 年度 定期打ち合わせ 3 回開催 

平成 29 年度 定期打ち合わせ 2 回開催 

平成 30 年度 定期打ち合わせ 1 回開催 

 

 

＜情報通信技術（ＩＣＴ）を活用した「よくある質問と回答（ＦＡＱ）」の提供と利用促

進＞ 

 

 

① 産業財産権相談サイト、営業秘密・知財戦略ポータルサイト、海外知的財産

活用ポータルサイトを統合した知的財産相談・支援ポータルサイトを平成２

９年４月からリリースし、以降、順次コンテンツの充実を進めた。 

 
サイト名 年度 支援事例の公開 教材・FAQ 等の公開 

知的財産相談・

支援ポータルサ

イ ト （ 産 業 財 産

権） 

２８   

２９   

３０  １２件（新規） 、３件

（更新） 

知的財産相談・

支援ポータルサ

イト（営業秘密・

知財戦略） 

２８   

２９ １２件 e ラーニング ２件 

解説記事 １件 

FAQ ３３件 

３０ ４件 FAQ ４件 

知的財産相談・

支援ポータルサ

イト（海外展開知

財支援） 

２８   

２９ ２件 ３５件 

３０ ２件 ２３件 

 

② 知的財産相談・支援ポータルサイトに掲載されてきたＦＡＱについて、情報

の更新が必要と認知されたＦＡＱは、適宜、情報の更新をするとともに、最

近増えている相談の中から利用者にとって役立つものは、新たなＦＡＱとし

て追加した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜情報通信技術（ＩＣＴ）を活

用した「よくある質問と回答

（ＦＡＱ）」の提供と利用促進

＞ 

 

（１）産業財産権相談サイ

ト、営業秘密・知財戦略

ポータルサイト、海外知

的財産活用ポータルサイ

トを統合した知的財産相

談・支援ポータルサイトを

平成２９年４月からリリー

スし、以降、順次コンテン

ツの充実を進めた。（主

要な業務実績の項番①

に記載） 

 

（２）情報の更新が必要と認

知されたＦＡＱは、適宜、

情報の更新をするととも

に、新たなＦＡＱも追加し

た。（主要な業務実績の

項番②に記載） 

 

（３）知的財産相談・支援ポ

ータルサイトのアクセスロ

グデータ等を使って検討

した結果にもとづき、平成

３０年１月にサイトの一部
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＜窓口利用者のフォローア

ップ調査と効果的な事例を

集めた事例集の編纂と普及

＞ 

 

情報・研修館の各窓口の

利用者のフォローアップ調

査を実施し、窓口の利用に

よって事業展開上の効果が

認められた事例を収集・公

開し、中堅・中小・ベンチャ

ー企業が知財活動に関心を

持つ契機として利用する。ま

た、中堅・中小・ベンチャー

企業の窓口利用による事業

成長への効果も調査する。 

 

④ 相談ポータルサイトに対

するサイバー攻撃を監視

し、サービス中断の恐れ

があるインシデントが発

生した場合は、その記録

を正確にとり、対策を講

じると同時に、重大なイ

ンシデントに対しても適

切に対応する。 

 

⑤ 独立行政法人情報処理

推進機構等が提供する

情報システムの脆弱性

等に関する最新情報をチ

ェックし、相談ポータルサ

イトに関連する情報を得

た場合は、速やかに適切

な対策を講じる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜窓口利用者のフォローア

ップ調査と効果的な事例を

集めた事例集の編纂と普及

＞ 

 

① 窓口利用者のフォローア

ップ調査を実施し、窓口

の利用によって事業展開

上の効果が認められた

事例を調査する。 

 

② 特に効果的な事例につ

いては、窓口利用者の了

解の下に事例集として編

纂し、中堅・中小・ベンチ

ャー企業の知財活動促

進の普及に利用する。 

 

 

 

（４）相談ポータルサイトに

対するサイバー攻撃を監

視し、サービス中断の恐

れがあるインシデントが

発生した場合は、その記

録を正確にとり、対策を

講じると同時に、重大な

インシデントに対しても適

切に対応したか。 

 

（５）独立行政法人情報処

理推進機構等が提供す

る情報システムの脆弱性

等に関する最新情報をチ

ェックし、相談ポータルサ

イトに関連する情報を得

た場合は、速やかに適切

な対策を講じたか。 

 

 

 

 

 

 

 

＜窓口利用者のフォローア

ップ調査と効果的な事例を

集めた事例集の編纂と普

及＞ 

 

（１）窓口利用者のフォロー

アップ調査を実施し、窓

口の利用によって事業展

開上の効果が認められ

た事例を調査したか。 

 

（２）特に効果的な事例につ

いては、窓口利用者の了

解の下に公開し、中堅・

中小・ベンチャー企業の

知財活動促進の普及に

利用したか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 知的財産相談・支援ポータルサイトのアクセスログデータ等にもとづき、効

果的な周知方法、効率的な課題解決手段の提供方法等に関する検討を行

い、平成３０年１月に、それら検討を踏まえたサイトの一部改善を行った。 

 

④ サイバー攻撃への監視を継続的に行うとともに、重大インシデント発生のシ

ミュレーションを行い、インシデント発生時の対応シナリオをシステムの管理

運営事業者に共有した。なお、実際に重大インシデントは発生していない。 

 

⑤ システムの管理運営事業者に、独立行政法人情報処理推進機構が提供す

る情報セキュリティに関する情報を常時閲覧させ、情報を的確に把握したう

えで迅速に対応するよう指示を徹底している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜窓口利用者のフォローアップ調査と効果的な事例を集めた事例集の編纂と普

及＞ 

 

 

 

① 各窓口において利用者のフォローアップ調査を行い、窓口サービスが利用

者にとって効果的に機能した事例を調査・抽出した。 

 

② 事業展開上の効果が認められた事案については企業ヒヤリングやインタビ

ューを行い、公開可能な事案については事例を公開した。 

 

【公開した事例の件数】 

窓口の名称 H28 年度 H29 年度 H30 年度 

知財総合支援窓口 ２０９件 １７件 ２５件 

営業秘密・知財戦略

相談窓口 

９件 １２件 ４件 

海外展開知財支援

窓口 

１件 ２件 ２件 

総計 ２１９件 ３１件 ３１件 

 

 

 

 

改善を行った。（主要な業

務実績の項番③に記載） 

 

（４）サイバー攻撃への監視

を継続的に行うとともに、

重大インシデント発生の

シミュレーションを行い、

インシデント発生時の対

応シナリオをシステムの

管理運営事業者に共有

した。なお、実際に重大イ

ンシデントは発生してい

ない。（主要な業務実績

の項番④に記載） 

 

（５）システムの管理運営事

業者に、独立行政法人情

報処理推進機構が提供

する情報セキュリティに

関する情報を常時閲覧さ

せ、情報を的確に把握し

たうえで迅速に対応する

よう指示を徹底している。

（主要な業務実績の項番

⑤に記載） 

 

＜窓口利用者のフォローア

ップ調査と効果的な事例を

集めた事例集の編纂と普

及＞ 

 

 

（１）各窓口において利用者

のフォローアップ調査を

行い、窓口サービスが利

用者にとって効果的に機

能した事例を調査・抽出

した。（主要な業務実績

の項番①に記載） 

 

（２）事業展開上の効果が

認められた具体的な事案

について、企業へのヒヤ

リングを実施し、効果的

な事例のうち、企業が公

開 可 と し た 事 案 を 公 開

し、他企業の参考になる

ようにした。（主要な業務

実績の項番②に記載） 

 

   〈評価の視点〉 

 

 中期計画で掲げる取組に

おいて、目標達成に貢献

〈特筆すべき取組または成果〉 

 

 知財総合支援窓口、産業財産権相談窓口、営業秘密・知財戦略相談窓口、

海外展開知財支援窓口の相談支援件数及び知財総合支援窓口ポータル
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した特筆すべき取組はあ

るか。 

 

 中期計画で掲げる取組以

外で目標を達成するため

に行った特筆すべき取組

はあるか。 

 

サイト、産業財産権相談サイト、営業秘密・知財戦略ポータルサイト、海外

知的財産活用ポータルサイトに掲載されているＦＡＱの閲覧利用件数の総

計 

年度 目標（中期目標） 実績 達成率 

H２７年度  ４２８，０９３件  

H３０年度 ５１３，７１２件 ６１２，３２２件 １１９．２％ 

 

知財総合支援窓口、産業財産権相談窓口に寄せられる相談支援件数、相

談ポータルサイトのＦＡＱ検索利用件数の合計値についての、平成３０年度

実績値は６１２，３２２件で、すでに中期目標の目標値（５１３，７１２件）を大

きく上回って（対中期目標値１１９．２％）いる。 

 

 

 

 （３）地方創生に資する中

堅・中小・ベンチャー企業へ

の重点的な支援 

 

＜経済産業局等との密接な

情報交換と連携強化による

重点的な支援＞ 

 

全国８カ所の各地域ブロ

ックに情報・研修館の地域ブ

ロック担当者等を配置し、経

済産業局及び知財総合支

援窓口と密接な情報共有と

連携強化を図り、他の支援

機関とも連携し、地方創生

に資するモデル的な中堅・

中小・ベンチャー企業を第四

期中期目標期間で約１００

社選定し、その知財活動を

重点的に支援する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜中堅・中小・ベンチャー企

業の知的資産経営力強化

のための支援メニューの多

様化＞ 

 

知的資産経営力強化によ

る中堅・中小・ベンチャー企

（３）地方創生に資する中

堅・中小・ベンチャー企業

への重点的な支援 

 

＜経済産業局等との密接な

情報交換と連携強化によ

る重点的な支援＞ 

 

① 各 地 域 ブ ロ ッ ク で の 情

報・研修館の企業等支援

体制を強化するため、経

済産業局との密接な情

報交換と連携強化を図

る。 

 

② 地域において地方創生

に資する中堅・中小・ベ

ンチャー企業の知財活動

を重点的に支援する。 

 

③ 重点的な支援を受ける

地域の中堅・中小・ベン

チャー企業の支援内容

に対する満足度調査を

行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜中堅・中小・ベンチャー企

業の知的資産経営力強化

のための支援メニューの多

様化＞ 

 

① 事業革新に知財戦略を

結びつける意欲をもつ企

〈評価の視点〉 

 

 

 

＜経済産業局等との密接

な情報交換と連携強化によ

る重点的な支援＞ 

 

（１）各地域ブロックでの情

報・研修館の企業等支援

体制を強化するため、経

済産業局との密接な情報

交換と連携強化を図った

か。 

 

（２）地域において地方創生

に資する中堅・中小・ベン

チャー企業の知財活動を

重点的に支援したか。 

 

（３）重点的な支援を受ける

地域の中堅・中小・ベン

チャー企業の支援内容に

対する満足度調査を行っ

たか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜中堅・中小・ベンチャー企

業の知的資産経営力強化

のための支援メニューの多

様化＞ 

 

（１）重点的な支援の支援メ

ニューをはじめ、特許庁

〈主要な業務実績〉 

 

 

 

＜経済産業局等との密接な情報交換と連携強化による重点的な支援＞ 

 

 

 

① 地方創生に資する中堅・中小・ベンチャー企業に対する重点的な支援メニュ

ーの多様化と拡大を図るため、平成２８年度に経済産業局長連絡会議で協

力要請を行うなど、経済産業局との支援ニーズ等に関する情報交換を重ね

るとともに、複数の企業から現状や事業成長シナリオ等を聴取し、平成２８

年度から重点的な支援を試行的に開始した。また、平成２９年度及び平成３

０年度は知財室長会議や知財担当部長会議等で意見交換を行う等、経済

産業局・自治体及び関連支援団体等との意見交換等を行い、重点的な支

援を受けることを希望する企業の拡大を進めた。 

 

② 重点的な支援は、(A)支援対象候補企業掘り起しと実情把握、(B)経営層の

抱く事業成長シナリオ及び支援ニーズ等の聴取・把握、(C)当該事業成長シ

ナリオの実現に資する戦略策定支援及び知財調査・分析の実施体制の検

討等に関する現地ヒアリングを行ったうえで、支援を進めた。 

例えば、海外展開知財支援窓口では、これまでの支援企業の中で、重点的

な支援を必要とする案件を抽出し、知財競争力分析、ハンズオン支援、フォ

ローアップ支援等を組み合わせた重点的な支援を展開した。 

 

③ 重点的支援を受けている企業に対して、年度ごとに支援内容等に関する満

足度調査を実施し、支援メニューの改善・拡大等に関するニーズを収集し

た。 
 

 

 

 

 

 

 

＜中堅・中小・ベンチャー企業の知的資産経営力強化のための支援メニューの

多様化＞ 

 

 

 

① 中堅・中小・ベンチャー企業に対する支援メニューの多様化を図るため、中

期目標期間を通じて全国各地で情報・研修館が開催するセミナー等におい

〈評定と根拠〉 

自己評価結果：A 

根拠は以下のとおり 

 

＜経済産業局等との密接

な情報交換と連携強化に

よる重点的な支援＞ 

 

（１）重点支援の多様化と拡

大を進めるため、経済産

業局・自治体及び関連支

援団体等との意見交換

等を積極的に実施した。

（主要な業務実績①に記

載） 

 

（２）重点的な支援は、(A)支

援対象候補企業掘り起し

と実情把握、(B)経営層の

抱く事業成長シナリオ及

び支援ニーズ等の聴取・

把握、(C)当該事業成長

シナリオの実現に資する

戦略策定支援及び知財

調査・分析の実施体制の

検討等に関する現地ヒア

リングを行ったうえで、支

援を進めた。（主要な業

務実績②に記載） 

 

（３）重点的な支援を受ける

企業の満足度調査を実

施した。（主要な業務実

績③に記載） 

 

＜中堅・中小・ベンチャー企

業の知的資産経営力強化

のための支援メニューの多

様化＞ 

 

（１）支援メニューの多様化

を図るため、全国各地で
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業の持続的成長を支援する

ため、事業革新に知財戦略

を結びつける意欲をもつ企

業を重点支援する際の支援

メニューの多様化を図り、そ

の効果を検証しながら、より

一層の支援の充実に努め

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜重点的な支援を受ける企

業のフォローアップ調査＞ 

 

重点的な支援を受けた企

業について、支援後のフォロ

ーアップ調査を実施し、事業

成長上の効果や地方創生

への貢献が認められた事例

を調査する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

業に対する知財関連支

援メニューの多様化、例

えば、事業競争力を高め

る標準化等の知財戦略

策 定 の た め の 知 財 調

査、ＳＷＯＴ分析をはじめ

とする知財競争力分析

等の支援メニューに対す

る企業ニーズを調査・把

握する。 

 

② 企業等のニーズが高い

支援メニューについては

平成２８年度下期から支

援体制の構築を進め、平

成２９年度から新たな支

援メニュー を順次 拡大

し、重点的な支援を強化

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜重点的な支援を受ける企

業のフォローアップ調査＞ 

 

① 重点的な支援を受けた

企業について、支援後の

フォローアップ調査を実

施し、事業成長上の効果

や地方創生への貢献が

認められた事例を調査す

る。 

 

② 調査結果に基づき、企業

等の了解が得られる事

例については、ヒヤリン

グ調査を踏まえて事例集

として取りまとめ、多くの

中堅・中小・ベンチャー企

業の参考になるよう、普

及する。 

 

 

や情報・研修館が提供す

る各種支援メニューにつ

いて、全国各地で情報・

研修館が開催する各種

セミナー等において説明

する機会を設けたか。 

また、説明会等において

企業が拡充あるいは新

たに実施を求める支援メ

ニューについてアンケー

ト調査を行い、今後の支

援メニューの拡充と多様

化に係る企業ニーズを収

集したか。 

 

（２）企業等のニーズが極め

て高い支援メニューにつ

いては平成２８年度下期

から支援体制の構築を進

め、平成２９年度から新

たな支援メニューを順次

拡大し、重点的な支援を

強化したか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜重点的な支援を受ける企

業のフォローアップ調査＞ 

 

（１）重点的な支援を受けた

企業について、支援後の

フォローアップ調査を実

施し、事業成長上の効果

や地方創生への貢献が

認められた事例を調査を

したか。 

 

 

（２）調査結果に基づき、企

業等の了解が得られる事

例については、ヒヤリン

グ調査等を踏まえて事例

として取りまとめ、企業等

に対して普及をしたか。 

 

て、特許庁及び情報・研修館が提供する中堅・中小・ベンチャー企業向けの

各種支援メニューについての説明または説明資料の配布を行った。 

  

説明会等の名称 場所・回数 実施時期 

知的財産権制度説明会（初心者向け） 全国４７都道府

県 

５９回開催 

毎年 6 月

～9 月 

営業秘密管理・知財戦略セミナー 全国主要都市 

１６回開催 

毎年５月

～3 月 

海外知的財産活用講座 全国主要都市 

１３回開催 

毎年５月

～3 月 

グローバル知財戦略フォーラム 東京 １回開催 毎年 1 月

～2 月 

 

上記の説明会等では、アンケート調査も行い、企業ニーズ等を収集し今後

の支援メニューの拡充に関する検討用資料として活用した。 

 

② 企業ニーズが高い支援メニューの検討を行った結果、平成２９年度から新た

な支援として、知財情報にもとづく競合者の調査・分析、知財クリアランスの

ための競合技術特許の調査・分析などを支援メニューに加えることにした。 

この新規支援については、支援申請の受付、採択審査の仕組みの整備を

進め、外部有識者からなる「調査分析推進委員会」を平成２９年度から設置

し、同委員会において調査手法の妥当性の検討を含め採択の審査を行うこ

ととした。 

 

【重点的支援調査分析推進委員会】 

    平成２９年度 ３回開催： ６案件採択 

    平成３０年度 ３回開催： ６案件採択 

        

こうした新たな調査分析を支援メニューに加えた結果、企業の事業投資や

製品開発活動における客観的かつ効果的な意思決定のための判断材料を

企業に対して提供できることとなった。 

 

 

＜重点的な支援を受ける企業のフォローアップ調査＞ 

 

 

① 重点的な支援を受けた中小企業等を中心に、フォローアップ調査及びヒヤリ

ング調査等を平成２８年度第４四半期から開始し、事業成長上の効果（例え

ば、国内売上額の増加、海外売上額の増加、または設備投資額の増加等）

が認められた事例として合計４３社の事例を抽出した。抽出した事例の概要

は以下のとおり。 

 

  （具体的な効果） 28fy 29fy 30fy 

事
業
拡
大 

事業拡大、従業員規模拡大  0 社 5 社 3 社 

売り上げ増、利益拡大 0 社 3 社 4 社 

新規事業化 0 社 2 社 1 社 

売上増、新工場設備投資 0 社 1 社 1 社 

共同開発、上市、売上・販路拡大開始 0 社 1 社 0 社 

量産化のための製造委託、特許実施許諾契約 0 社 1 社 2 社 

ブランド戦略に伴う販売促進活動 0 社 1 社 0 社 

大手取引 0 社 1 社 0 社 

情報・研修館が開催する

説明会やセミナー等にお

いて各種支援メニューの

説明または説明資料の

配布を行った。アンケート

調査も実施し、企業ニー

ズ収集を行った。（主要な

業務実績①に記載） 

 

（２）企業ニーズが高い支援

メニューの検討を行った

結果、平成２９年度から

新たな支援として、知財

情報にもとづく競合者の

調査・分析、知財クリアラ

ンスのための競合技術特

許の調査・分析などを支

援メニューに加えることに

した。 

この新規支援について

は、支援申請の受付、採

択審査の仕組みの整備

を進め、外部有識者から

なる「調査分析推進委員

会」を平成２９年度から設

置し、同委員会において

調査手法の妥当性の検

討を含め採択の審査を行

うこととした。（主要な業

務実績②に記載） 

 

 

 

 

＜重点的な支援を受ける企

業のフォローアップ調査＞ 

 

（１）重点的な支援が完了し

た企業へのフォローアッ

プ調査を実施し、事業成

長上の効果が認められ

た事例として４３社の事

例を抽出した。（主要な業

務実績の項番①に記載） 

 

（２）フォローアップ結果にも

とづいて、企業等の了解

が得られる事例について

は、一部公開を行った（７

件）。今後についても、企

業の承諾を得られた事例

について順次 HP 上に公

開する予定。（主要な業

務実績の項番②に記載） 
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  （具体的な効果） 28fy 29fy 30fy 

海
外
展
開 

売り上げ増 1 社 5 社 2 社 

増産のため新工場建設と雇用創出 0 社 1 社 0 社 

合弁会社設立、フランチャイズ事業 0 社 1 社 0 社 

大手からの引き合い 0 社 1 社 0 社 

米国現地法人との大型取引締結､利益の向上 0 社 1 社 1 社 

ライセンス契約、海外出店 0 社 1 社 0 社 

商品化、新工場稼働、担当者増員 0 社 1 社 0 社 

大手企業と特許権実施許諾契約締結 0 社 1 社 0 社 

中国圏へ販売展開 0 社 1 社 0 社 

 

 

② フォローアップ調査及びヒヤリング調査の結果から抽出した事例のうち、企

業等の了解が得られる事例として７件を掲載した。今後についても、企業の

承諾を得られた事例について順次ＨＰ上に公開する予定である。 

 

 

 

 

 

   〈評価の視点〉 

 

 中期計画で掲げる取組に

おいて、目標達成に貢献

した特筆すべき取組はあ

るか。 

 

 中期計画で掲げる取組以

外で目標を達成するため

に行った特筆すべき取組

はあるか。 

 

〈特筆すべき取組または成果〉 

 

重点的な支援については、平成２８年度から試行的に実施し、平成２９年度

から支援対象を拡大してきており、当該支援を受けた支援企業において、

事業成長上の効果（新商品の上市、売上増、利益率向上、雇用拡大等）が

認められた事例の数は、以下のとおり。 

平成２８年度実績：  １件 

平成２９年度実績： ２８件 

平成３０年度実績： １４件(２８～３０年度累計４３件) 

このように、２年前倒しで第四期中期目標に掲げられている効果指標（アウ

トカム）の目標値（２０件以上）を達成するとともに、現時点では目標を大きく

上回る（対中期目標値２１５％）水準となっている。 

   

 Ｂ．新たなイノベーション創

出に向けた革新的・基盤的

技術の権利化支援 

 

 

Ｂ．新たなイノベーション創

出に向けた革新的・基盤的

技術の権利化支援 

 

 

     

 （１）知的財産プロデューサ

ー／産学連携知的財産アド

バイザーの派遣による知財

戦略策定と的確な権利化の

支援 

 

＜大型研究開発プロジェクト

に対する知財戦略策定と権

利化に関する支援＞ 

 

研究開発プロジェクトの成

果が産業化につながるよう、

研究開発の早い段階から産

業化の出口を見据えた知的

財産の管理・権利化等を実

（１）知的財産プロデューサ

ー／産学連携知的財産アド

バイザーの派遣による知財

戦略策定と的確な権利化の

支援 

 

＜大型研究開発プロジェクト

に対する知財戦略策定と権

利化に関する支援＞ 

 

① 公的資金が投入される

大型の産学官研究開発

プロジェクトに知的財産

プロデューサー（以下「知

財ＰＤ」という。）を派遣

〈評価の視点〉 

 

 

 

 

 

＜大型研究開発プロジェク

トに対する知財戦略策定と

権利化に関する支援＞ 

 

（１）公的資金が投入される

大型の産学官研究開発

プロジェクトに知的財産プ

ロデューサー（以下「知財

ＰＤ」という。）を派遣し、

〈主要な業務実績〉 

 

 

 

 

 

＜大型研究開発プロジェクトに対する知財戦略策定と権利化に関する支援＞ 

 

①公的資金が投入される大型の産学官研究開発プロジェクトに知的財産プロデ

ューサー（以下「知財ＰＤ」という。）を派遣し、知財戦略策定等を支援した。 

 

◆知財 PD を派遣した研究開発プロジェクトの数 

支援年度 支援件数 うち新規支援件数 目標件数 

平成 28 年度 42 件 15 件 30 件以上 

平成 29 年度 45 件 8 件 30 件以上 

〈評定と根拠〉 

自己評価結果：A 

根拠は以下のとおり 

 

 

 

＜大型研究開発プロジェク

トに対する知財戦略策定と

権利化に関する支援＞ 

 

（１）中期目標・中期計画で

掲げる取組を全て的確に

実施してきたところ、各年

度の目標を上回る件数

のプロジェクトに知的財
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現する知的財産戦略を構

築・展開するため、知的財産

プロデューサー（以下「知財

ＰＤ」という。）を研究開発機

関等に派遣する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

し、知財戦略策定等を支

援する。 

 

② 知財ＰＤの活動を統括す

る統括知的財産プロデュ

ーサーを置き、知財ＰＤ

が提出する月次活動報

告を通じてその活動状況

を把握するとともに、派

遣先プロジェクトへ訪問

することによって、知財Ｐ

Ｄの活動に関する派遣先

プロジェクトのリーダー等

の評価や要望を聞き取

り、知財ＰＤの活動改善

のための指導・助言を行

う。 

 

③ 複数年にわたって知財Ｐ

Ｄを派遣しているプロジェ

クトのリーダー等を対象

に、知財ＰＤの支援活動

や要望等に関するアンケ

ート調査を実施する。 

 

④ 知財ＰＤの派遣支援を終

了したプロジェクトのう

ち、有望な成果が生まれ

そうなものに対しては、フ

ォローアップ支援を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

知財戦略策定等を支援し

たか。 

 

（２）知財ＰＤの活動を統括

する統括知的財産プロデ

ューサーを置き、知財ＰＤ

が提出する月次活動報

告を通じてその活動状況

を把握するとともに、派遣

先プロジェクトへ訪問する

ことによって、知財ＰＤの

活動に関する派遣先プロ

ジェクトのリーダー等の

評価や要望を聞き取り、

知財ＰＤの活動改善のた

めの指導・助言を行った

か。 

 

（３）複数年にわたって知財

ＰＤを派遣しているプロジ

ェクトのリーダー等を対象

に、知財ＰＤの支援活動

や要望等に関するアンケ

ート調査を実施したか。 

 

（4）知財ＰＤの派遣支援を

終了したプロジェクトのう

ち、有望な成果が生まれ

そうなものに対しては、フ

ォローアップ支援を行っ

たか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 30 年度 34 件 5 件 30 件以上 

 

◆期中に派遣支援したプロジェクト総数 

資金提供機関 国等のプログラムの名称 知財 PD 派遣件数 

内閣府 戦略的イノベーション創造プログラム

（SIP)等 

 

4 件 

JST 戦略的創造研究推進事業（CREST、

ERATO）等 

 

27 件 

NEDO 次世代人工知能・ロボット中核技術開

発等 

 

9 件 

AMED 医工連携事業化推進事業等 11 件 

その他 経産省、文科省等の各種プログラム 4 件 

 

◆知財 PD の支援メニュー 

・フォアグラウンド IP（研究開発プロジェクトにより創出された成果）の取扱い等

知的財産ポリシーや発明届のルール等の各種取り決めの策定及び周知 

・研究開発プロジェクトの研究開発戦略や事業戦略又は事業化シナリオの把

握 

・知的財産委員会の設置等、研究開発プロジェクトの知的財産管理体制の充

実 

・研究開発プロジェクトが属する分野の特許情報の分析 

・研究開発戦略・事業化戦略と整合する知的財産戦略の策定を支援（知的財

産ポートフォリオの出口イメージとそれに至るロードマップ） 

・創出された発明の網羅的な抽出を支援 

・発明の知的財産ポートフォリオ中の位置付けの把握を支援 

・頑強な特許網を形成するための出願手続等の支援 

・頑強な特許網を形成するための周辺技術・応用技術への展開をアドバイス 

・研究開発プロジェクト全体で獲得した知的財産成果の総括と情報共有の支

援 

・研究開発プロジェクト終了後の知的財産管理・活用方法の確認・共有化を支

援 

・研究開発プロジェクト終了後の知的財産成果の取扱いの調整 

 

◆知財 PD による研究開発プロジェクト支援の形態  

・準備支援（原則、半年～１年）  

・通常支援（原則、３年間）  

・フォローアップ支援（本支援終了後、原則１年） 

 

②知財ＰＤの活動を統括する統括知的財産プロデューサー（以下「統括知財 PD」

とする。）を置き、知財ＰＤが提出する月次活動報告を通じてその活動状況を

把握するとともに、派遣先プロジェクトへ訪問することによって、知財ＰＤの活動

に関する派遣先プロジェクトのリーダー等の評価や要望を聞き取り、知財ＰＤ

の活動改善のための指導・助言を行った。 

  

◆統括知財 PD 活動内容・実績 

・プロジェクトに派遣された知財 PD の活動内容等をモニタリング（毎月）  

（年間支援活動計画と月次報告のチェック、計画達成度のチェック等）  

 

・知財 PD 派遣先の関係者ヒヤリング 

 統括知財 PD の派遣先訪問実績（各年度 15 件を目標） 

 平成 28 年度 16 件 

 平成 29 年度 38 件 

 平成 30 年度 28 件 

 

③複数年にわたって知財ＰＤを派遣しているプロジェクトのリーダー等を対象に、

産プロデューサー（以下

「知財ＰＤ」という。）を派

遣して支援を行った。（主

要な業務実績の項番①

に記載） 

 

（２）知財ＰＤの活動を統括

する統括知的財産プロデ

ューサーは知財ＰＤが提

出する月次活動報告を通

じてその活動状況を把握

するとともに、各年度の

目標数を上回る件数の

派遣先プロジェクトへ訪

問することによって、知財

ＰＤの活動に関する派遣

先プロジェクトのリーダー

等の評価や要望を聞き

取り、知財ＰＤの活動改

善のための指導・助言を

行った。（主要な業務実

績の項番②に記載） 

 

（３）複数年にわたって知財

ＰＤを派遣しているプロジ

ェクトのリーダー等を対象

に、知財ＰＤの支援活動

や要望等に関するアンケ

ート調査を実施した。（主

要な業務実績の項番③

に記載） 

 

（4）知財ＰＤの派遣支援を

終了したプロジェクトのう

ち、有望な成果が生まれ

そうなものに対しては、フ

ォローアップ支援を行っ

た。（主要な業務実績の

項番④に記載） 
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＜地域の産学連携研究開

発プロジェクトに対する知財

戦略と権利化に関する支援

＞ 

 

産学連携プロジェクトに対

し、特許情報の活用による

研究開発戦略・事業化戦略

への助言等を行う、産学連

携知的財産アドバイザー（以

下「産学連携知財ＡＤ」とい

う。）を大学に派遣し、事業

化等を支援する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜地域の産学連携研究開

発プロジェクトに対する知財

戦略と権利化に関する支援

＞ 

 

① 産学連携プロジェクトを

創出し、推進する大学に

産学連携知的財産アド

バイザー（以下「産学連

携知財ＡＤ」という。）を派

遣し、事業化のための知

財戦略策定又は産学連

携プロジェクトの創出（知

財管理体制整備等も含

む）を支援する。 

 

② 産学連携知財ＡＤの活動

を統括する統括産学連

携知的財産アドバイザー

を置き、産学連携知財Ａ

Ｄが提出する月次活動

報告を通じてその活動状

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜地域の産学連携研究開

発プロジェクトに対する知財

戦略と権利化に関する支援

＞ 

 

（１）産学連携プロジェクトを

創出し、推進する大学に

産学連携知的財産アドバ

イザー（以下「産学連携

知財ＡＤ」という。）を派遣

し、事業化のための知財

戦略策定又は産学連携

プロジェクトの創出（知財

管理体制整備等も含む）

を支援したか。 

 

（２）産学連携知財ＡＤの活

動を統括する統括産学連

携知的財産アドバイザー

を置き、産学連携知財Ａ

Ｄが提出する月次活動報

告を通じてその活動状況

知財ＰＤの支援活動や要望等に関するアンケート調査を実施した。 

  

◆各年度アンケート結果 

平成 28 年度アンケート

結果（概要） 

非常に有益だった。 44.1％ 

有益だった。 50.5％ 

あまり有益ではなかった。 5.1％ 

有益ではなかった。 0.3％ 

 

平成 29 年度アンケート

結果（概要） 

大いに役に立っている。 49.0％ 

役に立っている。 50.0％ 

役に立っていない。 1.0％ 

 

平成 30 年度アンケート

結果（概要） 

大いに役に立っている。 53.6％ 

役に立っている。 46.4％ 

役に立っていない。 0％ 

（アンケート回答例） 

・プロデューサーの助言により、技組内や共同研究契約先である複数の大学と知

財合意書を交わすことができた。 

・知財ポートフォリオ及び出口イメージを含めた特許マップを基に出願も含めた研

究開発戦略について有益な助言をもらっている。 

・プロジェクト終了後の知財管理団体の設立について多くのアドバイスを頂いて

いる。 

 

④知財ＰＤの派遣支援を終了したプロジェクトのうち、有望な成果が生まれそうな

ものに対しては、フォローアップ支援を行った。 

  

◆フォローアップ支援を行った研究開発プロジェクトの数 

支援年度 支援件数 

平成 28 年度 7 件 

平成 29 年度 10 件 

平成 30 年度 8 件 

 

 

＜地域の産学連携研究開発プロジェクトに対する知財戦略と権利化に関する支

援＞   

 

 

 

①産学連携プロジェクトを創出し、推進する大学に産学連携知的財産アドバイザ

ー（以下「産学連携知財ＡＤ」という。）を派遣し、事業化のための知財戦略策

定又は産学連携プロジェクトの創出（知財管理体制整備等も含む）を支援し

た。 

  

◆産学連携知財 AD を派遣した大学の数 

支援年度 プロジェクト支援型（A 型） プロジェクト形成支援型（B 型） 

平成 28 年度 7 校 4 校 

平成 29 年度 8 校 4 校 

平成 30 年度 11 校 10 校 

 

◆産学連携知財 AD の支援メニュー 

・技術シーズ等の発掘・評価・事業性確認に関するアドバイス 

・パートナー企業候補の探索に関するアドバイス 

・プロジェクト創出に関するアドバイス 

・ビジネスモデルを念頭においたプロジェクトの研究開発戦略、事業戦略、事

業化シナリオ策定等に関するアドバイス 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜地域の産学連携研究開

発プロジェクトに対する知

財戦略と権利化に関する

支援＞ 

 

（１）産学連携プロジェクトを

創出し、推進する大学に

産学連携知財ＡＤを派遣

し、事業化のための知財

戦略策定又は産学連携

プロジェクトの創出（知財

管理体制整備等も含む）

を支援した。（主要な業務

実績の項番①に記載） 

 

（２）産学連携知財ＡＤの活

動を統括する統括産学連

携知的財産アドバイザー

が、産学連携知財ＡＤが

提出する月次活動報告を

通じてその活動状況を把

握するとともに、各年度
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況を把握するとともに、

派遣先大学へ訪問する

ことによって、産学連携

知財ＡＤの活動に関する

派遣先大学の責任者等

の評価や要望を聞き取

り、産学連携知財ＡＤの

活動改善のための指導・

助言を行う。 

 

③ 複数年にわたって産学

連携知財ＡＤを派遣して

いる派遣先大学の責任

者等を対象に、産学連携

知財ＡＤの支援活動や要

望等に関するアンケート

調査を実施する。 

 

④ 産学連携知財ＡＤの派遣

支援を終了した派遣先大

学のうち、有望な成果が

生まれそうなプロジェクト

に対しては、フォローアッ

プ支援を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

を把握するとともに、派遣

先大学へ訪問することに

よって、産学連携知財Ａ

Ｄの活動に関する派遣先

大学の責任者等の評価

や要望を聞き取り、産学

連携知財ＡＤの活動改善

のための指導・助言を行

ったか。 

 

（３）複数年にわたって産学

連携知財ＡＤを派遣して

いる派遣先大学の責任

者等を対象に、産学連携

知財ＡＤの支援活動や要

望等に関するアンケート

調査を実施したか。 

 

（４）産学連携知財ＡＤの派  

遣支援を終了した派遣先

大学のうち、有望な成果

が生まれそうなプロジェク

トに対しては、フォローア

ップ支援を行ったか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・プロジェクトが属する分野の特許情報・市場情報の分析 

・パートナー企業との産学連携活動の支援 

・研究開発戦略・事業化戦略と整合する知的財産戦略の策定等に関するアド

バイス（知的財産ポートフォリオの出口イメージとそれに至るロードマップ） 

・研究開発活動の成果の中から事業化に必要な発明の抽出、権利化、知的財

産ポートフォリオ中の位置づけ等に関するアドバイス 

・事業化を見据えた意匠、商標の権利化や営業秘密（技術ノウハウ等）の秘匿

管理に関するアドバイス 

・強い知的財産権網を形成するための出願手続き、周辺技術・応用技術の開

発に関するアドバイス 

・特許等侵害のクリアランスに関する支援 

・地域の知的財産を活用した事業育成を支援する組織・団体等との連携強化

に関するアドバイス 

 

◆産学連携知財 AD による産学連携プロジェクト支援の形態  

・プロジェクト支援 A 型（プロジェクト支援型）（原則、3 年間）  

・プロジェクト支援 B 型（プロジェクト形成支援型）（原則、3 年間）  

 

②産学連携知財ＡＤの活動を統括する統括産学連携知的財産アドバイザー（以

下「統括産学連携知財 AD」という。）を置き、産学連携知財ＡＤが提出する月

次活動報告を通じてその活動状況を把握するとともに、派遣先大学へ訪問す

ることによって、産学連携知財ＡＤの活動に関する派遣先大学の責任者等の

評価や要望を聞き取り、産学連携知財ＡＤの活動改善のための指導・助言を

行った 

 

◆統括産学連携知財 AD 活動内容・実績 

・派遣された産学連携知財ＡＤの活動内容等のモニタリング（毎月）  

（年間支援活動計画と月次報告のチェック、計画達成度のチェック等）  

・産学連携知財ＡＤ派遣先の関係者ヒヤリング 

産学連携知財 AD の派遣先訪問実績（各年度全ての派遣先大学訪問を目標） 

 期中の各年度において、全ての派遣先大学を訪問 

 

③複数年にわたって産学連携知財ＡＤを派遣している派遣先大学の責任者等を

対象に、産学連携知財ＡＤの支援活動や要望等に関するアンケート調査を実

施した。 

 

◆各年度アンケート結果 

平成 29 年度アンケート

結果（概要） 

大いに役に立っている。 34.0％ 

役に立っている。 59.0％ 

役に立っていない。 7.0％ 

 

平成 30 年度アンケート

結果（概要） 

大いに役に立っている。 43.8％ 

役に立っている。 43.1％ 

役に立っていない。 13.1％ 

（アンケート回答例） 

・AD のこれまでの経験を元に、技術動向も踏まえ、プロジェクト候補の選定や知

財の権利化のためのアドバイスを受けており大変ありがたい。 

・大学と企業によるプロジェクト会議において、ビジネスモデルキャンバスを用い

て、ビジネスモデル案を説明してもらい、企業から理解を得ることができた。今後

も積極的に活用してもらいたい。 

・国内外の侵害予防調査は、ライセンシーと安心して事業を進めるためにも必要

である。 

 

④産学連携知財ＡＤの派遣支援は原則３年間なので、平成３０年度までにフォロ

ーアップ支援を行った実績はない。 

支援の全ての派遣先大

学へ訪問することによっ

て、産学連携知財ＡＤの

活動に関する派遣先大

学の責任者等の評価や

要望を聞き取り、産学連

携知財ＡＤの活動改善の

ための指導・助言を行っ

た。（主要な業務実績の

項番②に記載） 

 

（３）複数年にわたって産学

連携知財ＡＤを派遣して

いる派遣先大学の責任

者等を対象に、産学連携

知財ＡＤの支援活動や要

望等に関するアンケート

調査を実施した。（主要な

業務実績の項番③に記

載） 

 

（４）産学連携知財ＡＤの派

遣支援は原則３年間なの

で、平成３０年度までにフ

ォローアップ支援を行っ

た実績はない。（主要な

業務実績の項番④に記

載） 
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＜知的財産プロデューサー

等に対する研修の充実＞ 

 

知財ＰＤ及び産学連携知

財ＡＤの能力向上のため、

研究開発戦略、知的財産戦

略、事業戦略等の研修を実

施する。当該研修は、情報・

研修館事業における質の向

上を図るためのものであり、

特に事業化を確実に進める

ために必要な知識と手法を

身に付けさせる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜有識者委員会による選

定・評価と事業のＰＤＣＡマ

ネジメント＞ 

 

有識者から構成される「派

遣先選定・評価委員会」を開

催し、知財ＰＤ及び産学連携

知財ＡＤの派遣先選定、派

遣効果の検証、派遣継続や

＜知的財産プロデューサー

等に対する研修の充実＞ 

 

① 知財ＰＤと産学連携知財

ＡＤに対する研修会を毎

年度２回以上開催する。

研修会の研修テーマは、

情報・研修館の情報セキ

ュリティポリシーに則った

情報の適切な管理のほ

か、事業化を確実に進め

るために必要な研究開

発戦略、知的財産戦略、

事業戦略に関する知識と

手法に関するものを含む

こととする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜有識者委員会による選

定・評価と事業のＰＤＣＡマ

ネジメント＞ 

 

① 知財ＰＤと産学連携知財

ＡＤの派遣先は、外部有

識者委員から構成される

「派遣先選定・評価委員

会」における審議結果を

＜知的財産プロデューサー

等に対する研修の充実＞ 

 

(1)知財ＰＤと産学連携知財

ＡＤに対する研修会を毎

年度２回 以上 開催した

か。 

 

また、研修会の研修テー

マは、情報・研修館の情

報セキュリティポリシーに

則った情報の適切な管理

のほか、事業化を確実に

進めるために必要な研究

開発戦略、知的財産戦

略、事業戦略に関する知

識と手法に関するものを

含むこととしたか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜有識者委員会による選

定・評価と事業のＰＤＣＡマ

ネジメント＞ 

 

（１）知財ＰＤと産学連携知

財ＡＤの派遣先は、外部

有識者委員から構成され

る「派遣先選定・評価委

員会」における審議結果

＜知的財産プロデューサー等に対する研修の充実＞ 

 

①知財ＰＤと産学連携知財ＡＤに対する研修会を毎年度２回以上開催した。 

 研修会の開催実績は以下のとおり。 

 

◆研修会開催実績 

 平成 28 年度 年 4 回開催 

 平成 29 年度 年 4 回開催 

 平成 30 年度 年 4 回開催 

 

研修会の研修テーマは、情報・研修館の情報セキュリティポリシーに則った情

報の適切な管理のほか、事業化を確実に進めるために必要な研究開発戦

略、知的財産戦略、事業戦略に関する知識と手法に関するものを含むこととし

た。 

研修会の具体的な研修テーマは以下のとおり。 

 

◆研修会の研修テーマ 

＜平成 28 年度の研修テーマ＞ 

・ベンチャー・キャピタルからみた知的財産事業化の課題について 

・国プロにおける知財マネジメントの現状・問題点・対応 

・ｉＰＳ細胞技術の事業化への取り組み 

・国の研究開発プロジェクトに係るデータ等の取扱いの在り方について 

・営業秘密の保護・活用、タイムスタンプ保管サービスについて 

・大学知財の活用、四国地域における産学連携活動 等 

 

＜平成 29 年度の研修テーマ＞ 

・情報セキュリティについて 

・ベンチャー・キャピタルからみた知的財産事業化の課題について 

・ビックデータの法務課題と対応の方向性 

・ライフサイエンス分野の研究開発動向 

・ビジネスモデルから知財を語る～事業開発の罠に陥らないために 

・事業プロデューサーの活動について 等 

 

＜平成 30 年度の研修テーマ＞ 

・情報セキュリティについて 

・国プロ発ベンチャー企業のシームレスな設立手続における検討事項 

・国の委託研究開発におけるデータマネジメント 

・大学発ベンチャーの出口戦略について 

・知財推進計画 2018 の概要と知的財産戦略ビジョン 

・不正競争防止法 平成 30 年改正の概要 等 

 

また、知財ＰＤ等の支援の質を向上するため、「知財ＰＤ等連絡会議」を毎年４

回開催し、各知財ＰＤ等が担当するプロジェクトの支援活動の概要、特筆すべ

き取組、現場における課題等を基に討議を行い、支援内容の質を向上する取

組を実施した。研修では、グループ討議による実効性の高い研修とするなど、

研修効果の向上に留意した。 

 

＜有識者委員会による選定・評価と事業のＰＤＣＡマネジメント＞ 

 

 

 

①知財ＰＤと産学連携知財ＡＤの派遣先は、外部有識者委員から構成される「派

遣先選定・評価委員会」における審議結果を踏まえて決定した。 

 

②「派遣先選定・評価委員会」は、派遣効果の検証等の評価を行い、プロジェクト

等に対する知財ＰＤと産学連携知財ＡＤの派遣継続の可否判断等を行った 

＜知的財産プロデューサー

等に対する研修の充実＞ 

 

（１）知財ＰＤと産学連携知

財ＡＤに対する研修会を

毎年度 4 回開催した。 

また、情報・研修館の情

報セキュリティポリシーに

則った情報の適切な管理

のほか、事業化を確実に

進めるために必要な研究

開発戦略、知的財産戦

略、事業戦略に関する知

識と手法に関するものを

含む研修テーマを実施し

た。（主要な業務実績の

項番①に記載） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜有識者委員会による選

定・評価と事業のＰＤＣＡマ

ネジメント＞ 

 

（１）知財ＰＤと産学連携知

財ＡＤの派遣先は、外部

有識者委員から構成され

る「派遣先選定・評価委

員会」における審議結果
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中断の判断基準の改訂、活

動に関するヒヤリング等を

行い、ＰＤＣＡマネジメントを

有効に機能させる。 

踏まえて決定する。 

 

② 「派遣先選定・評価委員

会」は、派遣効果の検証

等の評価を行い、プロジ

ェクト等に対する知財ＰＤ

と産学連携知財ＡＤの派

遣継続の可否判断等を

行う。 

 

を踏まえて決定したか。 

 

（２）「派遣先選定・評価委

員会」は、派遣効果の検

証等の評価を行い、プロ

ジェクト等に対する知財Ｐ

Ｄと産学連携知財ＡＤの

派遣継続の可否判断等

を行ったか。 

 

  

 

 

 

を踏まえて決定した。（主

要な業務実績の項番①

に記載） 

 

（２）「派遣先選定・評価委

員会」において、派遣効

果の検証等の評価を行

い、プロジェクト等に対す

る知財ＰＤと産学連携知

財ＡＤの派遣継続の可否

判断等を行った。（主要な

業務実績の項番②に記

載） 

 

   〈評価の視点〉 

 

 中期計画で掲げる取組に

おいて、目標達成に貢献

した特筆すべき取組はあ

るか。 

 

 中期計画で掲げる取組以

外で目標を達成するため

に行った特筆すべき取組

はあるか。 

 

〈特筆すべき取組または成果〉 

 

 知財 PD をプロジェクトへ派遣し、研修を年度内に毎年４回実施して知財 PD

の支援の質の向上を図った結果、外部有識者委員から構成される知的財

産プロデューサー等派遣事業推進委員会による知財 PD の活動評価では、

平成２８年度においては評価対象プロジェクトの９２％が、平成２９年度以降

は評価対象プロジェクトの全て（１００％）が「活動・取組が順調に進捗してい

る」「活動・取組がおおむね順調に進捗している」と評価された。 

産学連携知財 AD の活動評価においても、全ての年度において評価対象の

全て（１００％）が「活動・取組が順調に進捗している」との評価を得た。 

このように、第四期中期目標の目標値（７０％以上）を大きく上回る水準とな

っている。 

 

 平成２８年度から３０年度において、企業等において経済効果（売り上げ等）

が生まれた支援プロジェクト７事例（知財 PD 派遣事業４事例、産学連携知

財 AD 派遣事業３事例）、商品等の試作、試作品の顧客評価の段階に至っ

た１０事例（知財 PD 派遣事業２事例、産学連携知財 AD 派遣事業８事例）

の計１７事例について関係者等に配布しており、既に第四期中期目標の目

標値（１０件以上）を大きく上回る成果となっている。 

 

 商品プロトタイプの製作まで到達したプロジェクト又は受注可能な水準まで

開発を終えたプロジェクトは、中期目標期間（４年間）の３年度目となる平成

３０年度までに、知財 PD 派遣事業で１５件、産学連携知財 AD 派遣事業で

１３件、総計では２８件となり、効果指標（アウトプット）の目標値（１０以上）を

１年前倒しで１８件上回る結果となった。 

 

   

 Ｃ．営業秘密のタイムスタン

プ保管システム、知財関連

情報を提供するデータベー

スシステムの整備と運用 

 

 

Ｃ．営業秘密のタイムスタン

プ保管システム、知財関連

情報を提供するデータベー

スシステムの整備と運用 

 

 

 

 

 

 

   

 （１）営業秘密のタイムスタン

プ保管システムの開発・整

備・運用 

 

 

＜システムの開発と運用開

始＞ 

 

営業秘密のタイムスタン

（１）営業秘密のタイムスタン

プ保管システムの開発・整

備・運用 

 

 

＜システムの開発と運用開

始＞ 

 

① 営業秘密として管理され

〈評価の視点〉 

 

 

 

 

＜システムの開発と運用開

始＞ 

 

（１）営業秘密として管理さ

〈主要な業務実績〉 

 

 

 

 

＜システムの開発・整備・運用＞ 

 

 

① 営業秘密のタイムスタンプ保管システムの開発を行い、平成２９年３月に利

〈評定と根拠〉 

自己評価結果： Ｂ 

根拠は以下のとおり 

 

 

＜システムの開発と運用開

始＞ 

 

（１）営業秘密のタイムスタ

  

- 55 -



 
 

プ保管システムを開発し、平

成２８年度末までに利用者

へのサービス提供を行う。

本システムの開発に際して

は、サイバー攻撃による機

密性・完全性への影響を最

小限とするよう、最適かつ最

新のセキュリティ技術を導入

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜システムの安定的な運用

と利用の促進＞ 

 

営業秘密のタイムスタン

プ保管システムに対するサ

イバー攻撃を監視し、攻撃

によるシステムの障害発生

を最小化する。企業等で営

業秘密の管理に従事する者

に本システムの周知活動を

行 い、 そ の 利 用 促 進 を 図

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ている電子文書に付与さ

れたタイムスタンプ情報

（タイムスタンプ・トーク

ン）の受入・保管及び預

入者の要求に応じて預

入日の証明書を発給す

るシステムを、平成２８年

度末までに開発し、利用

者へのサービスを開始す

る。 

 

② 本システムの開発に際し

ては、最適かつ最新のセ

キュリティ技術を導入し、

サイバー攻撃による機密

性・完全性への影響を最

小限にする。 

 

 

 

 

 

 

 

＜システムの安定な運用と

利用の促進＞ 

 

① タイムスタンプ保管シス

テムの稼働状況を常時

モニタリングし、サービス

中断の恐れがあるインシ

デ ン ト が 発 生 し た 場 合

は、その記録を正確にと

り、対策を講じると同時

に、サイバー攻撃などの

重大なインシデントに対

しても適切に対応する。 

 

② 独立行政法人情報処理

推進機構等が提供する

情報システムの脆弱性

等に関する最新情報をチ

ェックし、タイムスタンプ

保管システムに関連する

情報を得た場合は、速や

かに適切な対策を講じ

る。 

 

③ 企業等の営業秘密管理

者に対する広報を展開

することにより、タイムス

タンプ保管システムの利

用促進を図る。 

 

 

 

れている電子文書に付与

されたタイムスタンプ情報

（タイムスタンプ・トーク

ン）の受入・保管及び預

入者の要求に応じて預入

日の証明書を発給するシ

ステムを、平成２８年度末

までに開発し、利用者へ

の サ ー ビ ス を 開 始 し た

か。 

 

（２）本システムの開発に際

しては、最適かつ最新の

セキュリティ技術を導入

し、サイバー攻撃による

機密性・完全性への影響

を最小限にしたか。 

 

 

 

 

 

 

 

＜システムの安定な運用と

利用の促進＞ 

 

（１）タイムスタンプ保管シス

テムの稼働状況を常時モ

ニタリングし、サービス中

断の恐れがあるインシデ

ントが発生した場合は、

その記録を正確にとり、

対策を講じると同時に、

サイバー攻撃などの重大

なインシデントに対しても

適切に対応する。 

 

（２）独立行政法人情報処

理推進機構等が提供す

る情報システムの脆弱性

等に関する最新情報をチ

ェックし、タイムスタンプ

保管システムに関連する

情報を得た場合は、速や

かに適切な対策を講じ

る。 

 

（３）企業等の営業秘密管

理者に対する広報を展開

することにより、タイムス

タンプ保管システムの利

用促進を図る。 

 

用者へのサービスを開始した。 

 

② 営業秘密のタイムスタンプ保管システムにおいては、利用者情報を複数段

のファイアウォールで守る構成とし、侵入防止システムの導入も行った。シ

ステムに関するインシデント情報については、ベンダーとの契約に基づき常

に監視を行い、脆弱性が発見された際は重要度に応じて速やかに措置を講

じることとしている。なお、現在までサイバー攻撃による機密性・完全性への

被害は生じていない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜システムの安定な運用と利用の促進＞ 

 

 

① 営業秘密のタイムスタンプ保管システムにおいては、システムを管理・運用

する事業者との契約にもとづき、稼働状況とアクセス状況の監視を常に行

い、インシデント発生時の対応については障害管理マニュアルに基づき体

制が構築されている。なお、現在までサービス中断の恐れがある重大イン

シデントは発生していない。 

 

② タイムスタンプ保管システムにおいては、独立行政法人情報処理推進機構

等の専門機関が提供する情報システムの脆弱性等に関する最新情報を常

時チェックし、適切な対応ができる体制を整えている。また、サイバー攻撃等

の不正アクセスの有無を監視し、毎月、理事長、理事（CIO）、情報統括監に

報告している。 

 

③ タイムスタンプ保管システムの利用者の拡大を図るべく、以下の取組を実施

した。 

 
 

利用者の拡大のための取組 

ア．INPIT 主催タイムスタンプセミナーを主要都市で複数回実施。他に営

業秘密・知財戦略セミナーにおける事業説明、及び関係機関が主催す

るセミナー講師として事業説明を実施。 

イ．タイムスタンプ及びタイムスタンプ保管サービスの活用事例収集及び

事業周知のための企業ヒヤリングを実施。また、事業周知のための記

事を広報紙に掲載。 

ウ．同サービスのチラシ・簡易マニュアルを作成、企業６，０００社以上にＤ

Ｍ送付（平成２９年４月）。 

エ．同サービスのパンフレットを作成、タイムスタンプ事業者等を通じて配

布（平成２９年８月） 

ンプ保管システムを開発

し、平成２９年３月にサー

ビス開始した。（主要な業

務実績の項番①に記載） 

 

（２）営業秘密のタイムスタ

ンプ保管システムにおい

ては、利用者情報を複数

段のファイアウォールで

守る構成とし、侵入防止

シ ス テ ム の 導 入 も 行 っ

た。システムに関するイ

ンシデント情報について

は、ベンダーとの契約に

基づき常に監視を行い、

脆弱性が発見された際

は重要度に応じて速やか

に措置を講じることとして

いる。なお、現在までサイ

バー攻撃による機密性・

完全性への被害は生じて

いない。（主要な業務実

績の項番②に記載） 

 

＜システムの安定な運用と

利用の促進＞ 

 

（１）タイムスタンプ保管シス

テムにおいて、稼働状況

とアクセス状況の監視を

常時行い、サイバー攻撃

等のインシデントの有無

を常時モニタリングし、重

大インシデントに対しては

適切に対応する体制を構

築した。（主要な業務実

績の項番①に記載） 

 

（２）専門機関が提供する情

報システムの脆弱性等に

関する最新情報を常時チ

ェックし、適切な対応がで

きる体制を整え、タイムス

タンプ保管システムに対

する不正アクセスの有無

を常時監視し、毎月、情

報・研修館の役員等にも

報告している。（主要な業

務実績の項番②に記載） 

 

（３）タイムスタンプ保管シス

テムに関する各種広報を

順次拡大し、企業等に対

する周知活動を展開し

て、タイムスタンプ保管シ

ステム利用促進を図っ
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た。（主要な業務実績の

項番③に記載） 

 

   〈評価の視点〉 

 

 中期計画で掲げる取組に

おいて、目標達成に貢献

した特筆すべき取組はあ

るか。 

 

 中期計画で掲げる取組以

外で目標を達成するため

に行った特筆すべき取組

はあるか。 

 

〈特筆すべき取組または成果〉 

 

 

 

   

 （２）知財関連情報を提供す

るデータベースシステムの

整備と運用 

 

＜開放特許情報データベー

スシステム等の整備と運用

＞ 

 

利用者の意見等も踏ま

え、開放特許情報データベ

ースシステムの検索機能等

のユーザーインターフェース

を平成２８年度末までに改

善し、利用者の利便性を向

上させるとともに利用促進に

向けた周知活動を強化す

る。リサーチツール特許デー

タベースシステムに関して

は、予算の制約も勘案し、必

要最低限の改善を行う。両

システムに対するサイバー

攻撃を監視し、安定的なシ

ステム運用を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）知財関連情報を提供す

るデータベースシステムの

整備と運用 

 

＜開放特許情報データベー

スシステム等の整備と運用

＞ 

 

① 平成２８年度末までに開

放特許情報データベース

システムのユーザーイン

ターフェースを改善し、利

用者の利便性を向上す

る。 

 

② リサーチツール特許デー

タベースシステムに関し

ては、必要最低限の改

善を行う。 

 

③ 開放特許情報データベ

ースシステム等に対する

サイバー攻撃を監視し、

サービス中断の恐れが

あるインシデントが発生

した場合は、その記録を

正確にとり、対策を講じ

ると同時に、重大なイン

シデントに対しても適切

に対応する。 

 

④ 独立行政法人情報処理

推進機構等が提供する

情報システムの脆弱性

等に関する最新情報をチ

ェックし、開放特許情報

データベースシステムに

関連する情報を得た場

合は、速やかに適切な対

〈評価の視点〉 

 

 

 

＜開放特許情報データベー

スシステム等の整備と運用

＞ 

 

（１）平成２８年度末までに

開放特許情報データベー

スシステムのユーザーイ

ンターフェースを改善し、

利用者の利便性を向上さ

せたか。 

 

（２）リサーチツール特許デ

ータベースシステムに関

しては、必要最低限の改

善を行ったか。 

 

（３）開放特許情報データベ

ースシステム等に対する

サイバー攻撃を監視し、

サービス中断の恐れがあ

るインシデントが発生した

場合は、その記録を正確

にとり、対策を講じると同

時に、重大なインシデント

に対しても適切に対応し

たか。 

 

（４）独立行政法人情報処

理推進機構等が提供す

る情報システムの脆弱性

等に関する最新情報をチ

ェックし、開放特許情報デ

ータベースシステムに関

連する情報を得た場合

は、速やかに適切な対策

〈主要な業務実績〉 

 

 

 

＜開放特許情報データベースシステム等の整備と運用＞ 

 

 

 

① 利用者の利便性を向上させるため、平成２８年度に画面表示・操作の改善を

行い、平成２９年度には本システム内でのＩＰＣ検索、類義語検索等を可能に

するなどの機能追加を行った。 

 

② リサーチツール特許データベースシステムについては画面デザインを刷新

し、利便性の向上を図った。 

 

③ 本データベース等に対するサイバー攻撃に対応するためのシステム構築を

行い、不正アクセスに対して常時監視を行った。システム・運用について、定

期的な会議を行って、外部からのアクセス状況等を確認した。インシデント発

生時には正確に記録をとり、速やかに報告する等を記載したマニュアルを作

成しインシデント発生に備えた。なお、現在まで重大インシデントの発生はな

い。 

 

④ 独立行政法人情報処理推進機構等が提供する情報システムの脆弱性等に

関する最新情報を常に収集し、開放特許情報データベースシステムに関連

するものについて、更新の要否を十分検討した上で、必要な更新を行った。 

 

⑤ パンフレットや操作マニュアルを作成し、全国に設置した知財総合支援窓口

及び自治体、関係機関に配布するとともにイベントに出展して、刷新した開

放特許情報データベース等の周知活動を強化した。 

 

窓口の名称 H28 年度 H29 年度 H30 年度 

パンフレット作成部

数 

５６，０００

部 

３０，０００

部 

－ 

  

訪問による周知活動  １０９回 １３８回 

 

  

 

 

 

〈評定と根拠〉 

自己評価結果：A 

根拠は以下のとおり 

 

＜開放特許情報データベー

スシステム等の整備と運用

＞ 

 

（１）利用者の利便性を向上

させるため、平成２８年度

に画面表示・操作の改善

を行い、平成２９年度に

は本システム内でのＩＰＣ

検索、類義語検索等を可

能にするなどの機能追加

を行った。（主要な業務実

績の項番①に記載） 

 

（２）リサーチツール特許デ

ータベースシステムにつ

いては画面デザインを刷

新し、利便性の向上を図

った。（主要な業務実績

の項番②に記載） 

 

（３）本データベース等に対

するサイバー攻撃に対応

するためのシステム構築

を行い、不正アクセスに

対 し て 常 時監 視 を 行 っ

た。システム・運用につい

て、定期的な会議を行っ

て、外部からのアクセス

状況等を確認した。イン

シデント発生時には正確

に記録をとり、速やかに

報告する等を記載したマ

ニュアルを作成しインシ

デント発生に備えた。（主
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＜開放特許情報データベー

スへの新規データ登録活動

の強化＞ 

 

開放特許情報データベー

スへの新規登録件数及びア

クセス回数を増加させ、開放

特許のライセンス契約成立

促進に取り組む。また、自治

体等に所属する専門人材等

を対象に、開放特許の利用

促進に資する研修等を実施

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

策を講じる。 

 

⑤ 知財総合支援窓口等を

活用して利用促進に向け

た周知活動を強化する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜開放特許情報データベー

スへの新規データ登録活動

の強化＞ 

 

① 開放特許情報データベ

ースに掲載可能な開放

特許の収集活動を強化

する。 

 

② 自治体等に所属する知

財活用支援人材等を対

象に、開放特許等の利

用を促す研修を実施す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

を講じたか。 

 

（５）知財総合支援窓口等を

活用して利用促進に向け

た周知活動を強化した

か。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜開放特許情報データベー

スへの新規データ登録活動

の強化 

 

（１）開放特許情報データベ

ースに掲載可能な開放

特許の収集活動を強化し

たか。 

 

（２）自治体等に所属する知

財活用支援人材等を対

象に、開放特許等の利用

を促す 研 修を 実施した

か。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜開放特許情報データベースへの新規データ登録活動の強化＞ 

 

 

 

① 平成２９年度からは、専門調査員１名を採用して、大学、公的試験研究機

関、大手企業、中小企業等に個別訪問を行い、情報収集するとともに、新規

登録を促した。 
 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 

訪問回数  １０９回 １３８回 

新規登録件数 ２，１０３件 ２，５０７件 ２，４５８件 

 

 

② 自治体等に所属する「自治体特許流通コーディネーター」が一堂に会する

「自治体等特許流通コーディネーター会議」を毎年度開催して、知財活用の

最新情報を提供し、自治体特許流通コーディネーターによる取組事例の発

表や自治体特許流通コーディネーター同士による討議を行うなど、開放特許

等の利用を促す研修を実施した。 

 

年度 各年度の主なテーマ 

平成２８年度 

・自治体コーディネーター、自治体担当者が地域経済活性

化に期待される役割 

・自治体等での知財活用の取組事例 

平成２９年度 

・開放特許情報データベースと自治体コーディネーターの連

携について 

・開放特許を活用した中小企業の新ビジネス創生 

平成３０年度 
・地域共生型知財活用の取組み 

・大学のシーズを活用する 

要な業務実績の項番③

に記載） 

 

（４）独立行政法人情報処

理推進機構等が提供す

る情報システムの脆弱性

等に関する最新情報を常

に収集し、開放特許情報

データベースシステムに

関連するものについて、

更新の要否を十分検討し

た上で、必要な更新を行

った。（主要な業務実績

の項番④に記載） 

 

（５）パンフレットや操作マニ

ュアルを作成し、全国に

設置した知財総合支援

窓口及び自治体、関係機

関に配布するとともにイ

ベントに出展して、刷新し

た開放特許情報データベ

ース等の周知活動を強

化した。（主要な業務実

績の項番④に記載） 

 

＜開放特許情報データベー

スへの新規データ登録活動

の強化＞ 

 

（１）平成２９年度からは、専

門 調 査 員 １ 名 を 採 用 し

て、大学、公的試験研究

機関、大手企業、中小企

業等に個別訪問を行い、

情報収集するとともに、

新規登録を促した。（主

要な業務実績の項番①

に記載） 

 

（２）自治体等に所属する

「自治体特許流通コーデ

ィネーター」が一堂に会す

る「自治体等特許流通コ

ーディネーター会議」を毎

年度開催して、知財活用

の最新情報を提供し、自

治体特許流通コーディネ

ーターによる取組事例の

発表や自治体特許流通

コーディネーター同士に

よる討議を行うなど、開

放特許等の利用を促す

研修を実施した。（主要な

業務実績の項番②に記

載） 
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＜新興国等知財情報データ

バンクの整備と運用＞ 

 

新興国等知財情報データ

バンクを通して、新興国等の

知財関連情報を提供する。

また、我が国企業の海外で

の権利取得・事業展開の促

進に寄与するため、利用者

のニーズを踏まえたデータ

バンク掲載国、掲載情報の

拡充やデータバンクの利便

性の向上を実現するととも

に、データバンクの周知活

動を行い、利用の促進を図

る。 

 

 

 

 

 

＜新興国等知財情報データ

バンクの整備と運用＞ 

 

① 新興国等の知財関連情

報を提供する新興国等

知財情報データバンクに

ついては、平成２８年度

から情報・研修館におい

て運用等を行うこととし、

利用者のニーズを踏まえ

て掲載国や掲載情報を

充実する。 

 

② 同データバンクの利便性

を向上させるとともに、周

知活動を強化する。 

 

 

 

 

＜新興国等知財情報デー

タバンクの整備と運用＞ 

 

（１）新興国等の知財関連

情報を提供する新興国等

知財情報データバンクに

ついては、平成２８年度

から情報・研修館におい

て運用等を行うこととし、

利用者のニーズを踏まえ

て掲載国や掲載情報を

充実したか。 

 

（２）同データバンクの利便

性を向上させるとともに、

周知活動を強化したか。 

 

 

 

 

＜新興国等知財情報データバンクの整備と運用＞ 

 

 

① 平成２８年１０月から情報・研修館において新興国等知財情報データバンク

の運用を行い、その利便性を向上させるため、利用者のニーズが高い最新

の情報を毎年度掲載した。 

掲載情報の正確性を担保するため、掲載時期の古いコンテンツの記事内容

については精査した上で最新の情報に更新した。 

 

年度 新規掲載件数 更新件数 総件数 

平成２８年度 ２８件 ０件 ２８件 

平成２９年度 １８４件 ８９件 ２７３件 

平成３０年度 ２４５件 ６２件 ３０７件 

※平成２８年度は、１０月に特許庁から移管されて以降の実績 

 

平成２８年度から平成３０年度にかけての地域別の掲載件数は、以下のと

おり。 

 

アジア 欧州 中南米 オセアニア 中東 アフリカ 

４９８ ４７ ３０ ６ ２１ ４ 

※平成３１年３月末時点の実績 

 

特にアジアについては、内訳は以下のとおり。 

 

中国 香港 韓国 台湾 インド ＡＳＥＡＮ 

９５ １７ ９０ ５９ ３０ ２０７ 

※平成３１年３月末時点の実績 

 

 

② 利用促進のための広報を展開し、ツイッター等の SNS を介した広報、各種

ポータルサイトでの紹介、情報・研修館の主催する海外知的財産活用講座

等での紹介等を行った。 

また、平成３０年度は今後の掲載国や掲載情報を検討するため、現在登録

されている情報の利用頻度分析を行い、第４四半期には掲載するコンテン

ツのプライオリティを定め、適宜、コンテンツの充実を図り、平成３１年度の

「情報収集と掲載方針に関する基本計画案」も策定した。 

こうした多面的な取組を実施したことにより、中期目標期間において新興国

等知財情報データバンクの利用件数は増加した。平成３０年度には、平成２

８年度の実績値の１９７％に増加した。 

 

年度 アクセス件数 新規掲載件数 

平成２８年度 ３，１４４，１９６件 ２８件 

平成２９年度 ４，７９７，９７１件 １８４件 

平成３０年度 ６，２０８，９９９件 ２４５件 

 

 

 

 

 

 

＜新興国等知財情報デー

タバンクの整備と運用＞ 

 

（１）平成２８年１０月から情

報・研修館において新興

国等知財情報データバン

クの運用を行い、その利

便性を向上させるため、

利用者のニーズが高い

最新の情報を毎年度掲

載した。また、掲載情報

の正確性を担保するた

め、掲載時期の古いコン

テンツの記事内容につい

ては精査した上で最新の

情報に更新した。（主要

な業務実績の項番①に

記載） 

 

（２）利用促進のための広報

を展開し、ツイッター等の

SNS を介した広報、各種

ポータルサイトでの紹

介、情報・研修館の主催

する海外知的財産活用

講座等での紹介等を行っ

た。（主要な業務実績の

項番②に記載） 
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   〈評価の視点〉 

 

 中期計画で掲げる取組に

おいて、目標達成に貢献

した特筆すべき取組はあ

るか。 

 

 中期計画で掲げる取組以

外で目標を達成するため

に行った特筆すべき取組

はあるか。 

 

〈特筆すべき取組または成果〉 

 

 開放特許情報データベースへの新規登録件数 

 

年度 実績 対 平 成 ２ ７ 年 度

比 

H２７年度 １，８５８件  

H２８年度 ２，１０３件 １１３．２％ 

H２９年度 ２，５０７件 １３４．９％ 

H３０年度 ２，４５８件 １３２．３％ 

 

 

新規登録件数は、すでに平成２９年度、平成３０年度において、中期目標

（第三期中期目標期間の最終年度実績値の１２０％（２，２３０件）以上）を大

きく上回る水準（１１２％、１１０％）となっている。 

 

 

   

 Ｄ．知財活用戦略の新展開

に関する情報提供 

 

Ｄ．知財活用戦略の新展開

に関する情報提供 

 

   

 

 

  

 （１）フォーラムの開催 

 

 

 

＜グローバル知財戦略フォ

ーラムの開催＞ 

 

我が国の企業、大学、研

究機関等の知財戦略・知財

活動の高度化に資するテー

マを掲げたフォーラムを開催

する。 

 

（１）フォーラムの開催 

 

 

 

＜グローバル知財戦略フォ

ーラムの開催＞ 

 

① 知財戦略・知財活動に資

するテーマを掲げたフォ

ーラムを開催する。 

 

② フォーラムでは、特許庁

と協力し、国内外の知的

財産を巡る情勢の変化、

例えば、政府の新たな政

策、企業等の特徴的な

動向、中小企業のニーズ

等を踏まえた企画を行

う。 

 

 

 

〈評価の視点〉 

 

 

 

＜グローバル知財戦略フォ

ーラムの開催＞ 

 

（１）知財戦略・知財活動に

資するテーマを掲げたフ

ォーラムを開催したか。 

 

（２）フォーラムでは、特許庁

と協力し、国内外の知的

財産を巡る情勢の変化、

例えば、政府の新たな政

策、企業等の特徴的な動

向、中小企業のニーズ等

を踏まえた企画を行った

か。 

 

〈主要な業務実績〉 

 

 

 

＜グローバル知財戦略フォーラムの開催＞ 

 

 

① 各年度において、企画・運営案の作成を遅滞なく進め、特許庁と情報・研修

館の共催により、グローバル知財戦略フォーラムを開催した。 

年度 日程 参加者数 

平成２８年度 平成２９年２月１３日、１４日 １，５３８名 

（1 日目：１，０３４名、２日目：

５０４名） 

平成２９年度 平成３０年１月２２日、２３日 １，４８５名（1 日目：１，０２２

名、２日目：４６３名） 

平成３０年度 平成３１年１月２８日、２９日 １，５６３名（1 日目：１，０６３

名、２日目：４９９名） 

平成３１年度 平成３２年１月２８日（予定）  

 

 

② フォーラムの企画・運営案の作成段階において、情報・研修館及び共催者

である特許庁関係者間で国内外の知的財産を巡る情勢の変化、例えば、

政府の新たな政策、企業等の特徴的な動向、中小企業のニーズ等を踏ま

え、年度ごとにタスクフォースを設置してプログラム構成の骨子案を作成し

た後、有識者の意見を聴取しつつ、最終プログラムを決定した。 

＜平成２８年度グローバル知財戦略フォーラムの概要＞ 

〔テーマ〕 新たなビジネス・知財戦略と地方創生に向けて 

〔プログラム〕 

第１日目 

特別講演 【第四次産業革命がもたらす「超スマート社会」と経営革新】 

    講演者： 志賀 俊之氏（日産自動車株式会社 取締役副会長 

                    株式会社 産業革新機構 代表取締役会長

（CEO） 

                    公益社団法人 経済同友会 副代表幹事） 

パネルディスカッション 

〈評定と根拠〉 

自己評価結果：B 

根拠は以下のとおり 

 

＜グローバル知財戦略フォ

ーラムの開催＞ 

 

（１）毎年度、特許庁と情報・

研修館の共催により、グ

ローバル知財戦略フォー

ラムを開催した。（主要な

業務実績の項番①に記

載） 

 

（２）フォーラムでは、特許庁

と協力し、国内外の知的

財産を巡る情勢の変化、

例えば、政府の新たな政

策、企業等の特徴的な動

向、中小企業のニーズ等

を踏まえた企画を行っ

た。（主要な業務実績の

項番②に記載） 
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【A1】データを含む知的財産のオー

プン＆クローズ戦略による事

業進化 

（モデレータ：渡部 俊也氏） 

【B1】超スマート社会に向けた既存

事業における価値創出マネジメ

ント 

（モデレータ：延岡 健太郎氏） 

【A2】グローバル企業におけるオー

プン＆クローズ戦略の本質 

（モデレータ：小林 誠氏） 

【B2】中小・ベンチャー企業における

経営資源の好循環形成に向け

て 

（モデレータ：肥塚 直人氏） 

【A3】新興フロンティア分野で「社会

価値」「経済価値」を高めるビ

ジネスと知財活用 

（モデレータ：松田 修一氏） 

【B3】新規事業創出に向けたデザイ

ン思考とシステム思考の導入 

（モデレータ：白坂 成功氏） 

第２日目 

 特別セッション 

【中堅・中小企業の経営者に聞く地域発イノベーションの興し方】 

司会 兼 聞き手： 鮫島 正洋氏 （弁護士法人内田・鮫島法律事務所） 

話し手： 雜賀 慶二氏 （東洋ライス株式会社 代表取締役社長） 

話し手： 永井 則吉氏 （永井酒造株式会社 代表取締役社長） 

パネルディスカッション セミナー 

【企業の事例から学びあう、新しい

教材によるアクティブラーニング知

財経営セミナー】 

【A4】中小企業の事業成長と地域

発イノベーションにおけるオー

プン＆クローズ戦略 

（モデレータ：岩渕 明氏） 

【A5】地方創生につながる地域の

中小企業の海外への事業展

開 

（モデレータ：久保 浩三氏） 

 

＜平成２９年度グローバル知財戦略フォーラムの概要＞ 

〔テーマ〕 ビジネスと知財の統合的なマネジメント ―変革期に求められる

新たな視点を取り込んで顧客価値創造を― 

〔プログラム〕 

第１日目 

特別講演： データが価値を生み出す時代における、ビジネス変革と 

それを支える知財・データ戦略 

講演者： 上野 剛士氏 

（日本アイ・ビー・エム株式会社 理事・知的財産部長） 

パネルディスカッション 

【A1】データとＡＩの利活用を全社で

進めるために～目的別の処

方箋と知財の貢献を考える～ 

（モデレータ：渡部 俊也氏） 

【B1】ビジネス成長のための知的財

産権と営業秘密の有効活用 

（モデレータ：髙倉 成男氏） 

【A2】エコシステムとプラットフォー

ムビジネス 

（モデレータ：立本 博文氏） 

【B2】グローバルシェアトップ企業の

経営戦略～ニッチマーケットで

世界のトップシェアを握る～ 

（モデレータ：鮫島 正洋氏） 

【A3】つながる時代の知財 

（モデレータ：林 千晶氏） 

【B3】市場を創り、市場を育てる中小

企業の標準化戦略 

（モデレータ：上條 由紀子氏） 

 

第２日目 

 特別講演： 変革のためのスタートアップ思考 

   講演者： 馬田 隆明氏 

パネルディスカッション  

【A4】ライフ・医療・創薬系分野のス

タートアップの挑戦的取組 

【B4】既存企業と海外スタートアップ

との競争の課題と今後の在り方 
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（モデレータ：森下 竜一氏） （長谷川 博和氏） 

【A5】テック・IT・その他成長分野の

スタートアップと既存企業との

連携 

（モデレータ：江戸川泰路氏） 

【B5】スタートアップエコシステムの

好循環に資する知財マインドセット

（増島 雅和氏） 

 

＜平成３０年度グローバル知財戦略フォーラムの概要＞ 

〔テーマ〕 新しい時代と価値をデザインするビジネス×知財戦略 

〔プログラム〕 

第１日目 

特別講演： 顧客価値をデザインするための 

オープンイノベーションと知財戦略 

講演者： 宇佐見 正士氏 

（KDDI 株式会社 理事 技術統括本部 新技術企画担当） 

パネルディスカッション 

【A1】第四次産業革命「データ×知

財」グローバル戦略に向けて：

実践と課題 

（モデレータ：渡部 俊也氏） 

【B1】グローバルな中小企業の海外

への事業展開 

（モデレータ：内藤 浩樹氏） 

【A2】サーキュラーエコノミー時代の

ビジネスとそれを支える知財 

（モデレータ：妹尾 堅一郎氏） 

【B2】ビジネスに活かす営業秘密戦

略 

（モデレータ：後藤 昇氏） 

【A3】デザイン経営とその実践 

（モデレータ：田川 欣哉氏） 

【B3】中小企業・ベンチャー企業の

IoT 活用と知的財産の重要性 

（モデレータ：高梨 千賀子氏） 

 

第２日目 

 特別講演： イノベーションを起こす７つのポイント 

   講演者： 田所 雅之氏 

パネルディスカッション 

【A4】知財でグローバルにステップアップ！ 

   スタートアップがグローバルで活躍するために 

（モデレータ：菅谷 常三郞氏） 

 

【A5】地球儀で考えるスタートアップエコシステムと知財 

（モデレータ：合田 ジョージ氏） 

 

 

 

参加聴講者を対象に実施したアンケート調査では、「有意義な情報を得られ

た」と回答した者の割合は以下のとおりであり、内容面でも高い評価であっ

た。 

・平成２８年度 88％～97％ 

・平成２９年度 83％～96％ 

・平成３０年度 89％～98％ 

 

 

   〈評価の視点〉 

 

 中期計画で掲げる取組に

おいて、目標達成に貢献

した特筆すべき取組はあ

るか。 

 

 中期計画で掲げる取組以

外で目標を達成するため

〈特筆すべき取組または成果〉 

 

 中期計画で掲げる取組以外の取組としては、東京都で開催するグローバル

知財戦略フォーラム以外に、地方創生と知的財産をテーマとしたフォーラム

を、平成２９年度に大阪で開催した。 

平成２９年度ビジネス×知財フォーラム in KANSAI のプログラム（概要） 

〔テーマ〕 新しいビジネスの流れを近畿から 

 ～これからの“知の協創”を考える～ 

〔開催日〕 平成２９年１０月１１日 
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に行った特筆すべき取組

はあるか。 

 

〔プログラム〕 

特別講演： 将来を見据えた事業戦略と知財 

～ビジネスの更なる発展に向けた戦略的な知財の 

創造と活用～ 

講 演 者： 山本 雅史氏 （ダイキン工業株式会社 執行役員） 

パネルディスカッション A 

事業成長に役立つビジネス×知財戦略とは？ 

～成長する企業は何を考えているか～ 

モデレータ： 久保 浩三氏 

パネルディスカッション B 

新しい成長分野を切り開くスタートアップ 

～既存企業等との協創と知財戦略～ 

モデレータ： 山崎 寿郎氏 

 

アンケート調査を実施したところ、上記地方フォーラムはグローバル知財戦

略フォーラムと同じ水準の高い評価であった。 

なお、令和元年度は名古屋でフォーラムを開催する予定である。 

 

 （２）知財活用事例等の情報

提供 

 

 

＜中小企業等における活用

事例、産学連携の成果活用

事例等の普及＞ 

 

相談窓口等で支援を継続

的又は重点的に行った中小

企業等における知財活用事

例、産学連携研究開発プロ

ジェクト等における知財活用

事例の中から、特に顕著な

効果が認められる事例を事

例集として２年毎に編集・作

成し、事例集を普及して利

活用を促す。 

 

（２）知財活用事例等の情報

提供 

 

 

＜中小企業等における活用

事例、産学連携の成果活用

事例等の普及＞ 

 

窓口等で支援を継続的又は

重点的に行った中小企業等

における知財活用事例、産

学連携研究開発プロジェクト

等における知財活用事例を

普及する。 

〈評価の視点〉 

 

 

 

＜中小企業等における活

用事例、産学連携の成果

活用事例等の普及＞ 

 

（１）窓口等で支援を継続的

又は重点的に行った中小

企業等における知財活

用事例、産学連携研究開

発プロジェクト等における

知財活用事例を普及した

か。 

〈主要な業務実績〉 

 

 

 

＜中小企業等における活用事例、産学連携の成果活用事例等の普及＞ 

 

① 中小企業等における知財活用事例及び産学連携の成果活用事例について

は、第四期中期目標期間中に情報・研修館が管理する知財ポータルサイト

等に７００件を超える事例を掲載した。掲載した事例は、都道府県別に検索

することもでき、地域の中小企業者は身近な事業者の取組を容易にアクセ

スできるようにしている。そのうち、特に顕著な効果が認められた事例は計

３６件であった。 

 

中小企業等での特に顕著な知財活用事例は、グローバル知財戦略フォー

ラムにおいても発表してもらうこととし、これらの発表では、ビジネス上の効

果にまで至る考え方、取組プロセスにおける工夫点等も述べてもらうことに

より、実効性が高い利活用を促した。 

 

 

 

〈評定と根拠〉 

自己評価結果：A 

根拠は以下のとおり 

 

＜中小企業等における活

用事例、産学連携の成果

活用事例等の普及＞ 

 

（１）中小企業等における知

財活用事例及び産学連

携の成果活用事例につ

いては、第四期中期目標

期間中に情報・研修館が

管理する知財ポータルサ

イト等に７００件を超える

事例を掲載した。 

また、中小企業等での特

に顕著な知財活用事例

は、グローバル知財戦略

フォーラムにおいても発

表してもらうこととし、これ

らの発表では、ビジネス

上の効果にまで至る考え

方、取組プロセスにおけ

る工夫点等も述べてもら

うことにより、実効性が高

い利活用を促した。（主

要な業務実績の項番①

に記載。） 

 

  

   〈評価の視点〉 

 

 中期計画で掲げる取組に

おいて、目標達成に貢献

した特筆すべき取組はあ

るか。 

 中期計画で掲げる取組以

外で目標を達成するため

〈特筆すべき取組または成果〉 

 

 中小企業等における知財活用事例及び産学連携の成果活用事例について

は、３０年度末までに情報・研修館が管理する知財ポータルサイト等に７００

件を超える事例を掲載し、中小企業等の参考に供した。そのうち、特に顕著

な効果が認められた事例は計３６件であり、中期目標の目標（４０件以上）を

達成することが十分に期待できる水準である。 

 中小企業等での特に顕著な知財活用事例は、グローバル知財戦略フォー
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に行った特筆すべき取組

はあるか。 

 

ラムにおいても発表してもらうこととし、これらの発表では、ビジネス上の効

果にまで至る考え方、取組プロセスにおける工夫点等も述べてもらうことに

より、実効性が高い利活用を促した。 

 

 

 

４．その他参考情報 
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様式１－２－４－１ 中期目標管理法人 中期目標期間評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項）様式 

 

１．当事務及び事業に関する基本事項 

３ 知的財産関連人材の育成 

関連する政策・施策 ・知的財産政策に関する基本方針（Ｈ２５．６．７閣議決定） 

・「日本再興戦略」改訂２０１４（Ｈ２６．６．２４閣議決定） 

・知的財産推進計画２０１５（Ｈ２７．６．１９知的財産戦略本部決定） 

・知的財産推進計画２０１６（Ｈ２８．５．９知的財産戦略本部決定） 

・知的財産推進計画２０１７（H２９．５．１６知的財産戦略本部決定） 

・知的財産推進計画２０１８（H３０．６．１２知的財産戦略本部決定） 

・工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第３７条 

・特許法施行令第１２条、第１３条、第１３条の２ 

当該事業実施に係る根拠（個

別法条など） 

独立行政法人工業所有権情報・研修館法 第１１条 

七 特許庁の職員その他の工業所有権に関する業務に従事する者に対する研修を行うこと。 

当該項目の重要度、難易度  関連する政策評価・行政事業

レビューシート 

 

 

２．主要な経年データ  

 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

 指標等 達成目標 基準値 

（前中期目標期間最

終年度値等） 

平成 

28 年度 

平成 

29 年度 

平成 

30 年度 

令和 

元年度 

  平成 

28 年度 

平成 

29 年度 

平成 

30 年度 

令和 

元年度 

 調査業務実施者育成研修の修了

率（実績値）【中期目標】 

第四期中期目標期間中毎年

度７５％以上 

７５％ ７８％ ８１％ ７９％   
予算額（千円） 1,041,255 1,018,362 818,025  

 調査業務実施者育成研修の年間

実施回数【中期計画】 

 

 

定員１２０人程度の研修を毎

年度４回実施 

４回 ４回（平均受講者数

１２９人） 

４回（平均受講者数

１３３人） 

４回（平均受講者数

１１２人） 

  

決算額（千円） 904,011 917,084 689,068  

 特許庁の先行技術文献調査外注

件数のうち外国特許文献調査件数

の占める割合【中期目標】 

第四期中期目標期間の最終

年度までに第三期中期目標

期間最終年度の実績の１２

０％以上 

１００％ １０５％ １１１％ １１４％   

経常費用（千円） 911,518 882,865 906,659  

 ｅラーニングコンテンツ数【中期目

標】 

・第四期中期目標期間最終

年度の教材コンテンツ数を

第三期中期目標期間の最終

年度実績（６１コンテンツ）の

１．５倍以上【中期目標】 

９２コンテンツ 

 

７４コンテンツ 

 

８３コンテンツ 

 

８８コンテンツ   

経常利益（千円） 1,039,031 970,874 1,059,621  

 ｅラーニング教育コース利用者数

【中期目標】 

第四期中期目標期間内に６

０００人以上 

２７年度：４，６４２

人 

４，９０７人 ５，０６８人 ５，３４３人   行政サービス 

実施コスト（千円） 
853,038 828,391 838,976  

 グローバル知財人財育成用教材

を用いた研修受講生数及び自己

啓発用簡易教材の利用者数合計

【中期目標】 

第四期中期目標期間内に１

５００人以上 

１，５００人 １６９人（集合研修

受講：１２６名、Ｗｅ

ｂサイトからのＤＬ：

４３人） 

累積２，００５人（集

合研修受講：１，０８

４人、Web サイトか

らの DL：９２１人） 

累積１０，１５９人

（集合研修受講：

７，３４２人、Web サ

イトからの DL：８１

  

従事人員数 １９人 １９人 ２０人  
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※予算額、決算額は支出額を記載。 

※従業員数：３０年１０月時点の数字。 

 

２人） 

 パテント・コンテスト、デザイン・パ

テントコンテスト参加校数【中期目

標】 

第四期中期目標期間最終年

度の参加校数を、第三期中

期目標期間最終年度実績の

１２０％以上【中期目標】 

１０２校 １１９校 

（１１６％） 

１３５校 

（１３２％） 

１５７校 

（１５４％） 

 

 海外の知財人材育成機関との連

携・協力【中期目標】 

連携セミナー回数を、第四期

中期目標期間の最終年度に

は年間３回以上 

４回 

 

４回 ３回 ４回  
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３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

    業務実績 自己評価 見込評価 期間業績評価 

      評定  評定  
 ３．知的財産関連人材の育

成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ．審査の迅速化と質の向

上に資する研修等業務の着

実な実施 

 

 

 

 

 

情報・研修館は、特許庁

の審査官及び審判官の法

定研修を実施する機関、調

査業務実施者の法定研修を

実施する機関とされており、

特許庁の目標である「世界

最速・最高品質」の審査の

実現に向け真に必要な研修

に重点化を図りつつ、研修

を実施する。 

情報・研修館が実施して

きた民間や行政機関等の知

財関連人材の育成研修にお

いては、真に必要なものに

限定し、その研修内容の改

善等を図るとともに、電子化

して提供が可能な教材につ

いては、e ラーニングシステ

ムへの登録、デジタルアー

カイブ等への掲載により、広

く利用できるようにする。新

たな課題となっているグロー

バル知財人財の育成のため

のケース教材等について

は、継続的に開発を行い、

３．知的財産関連人材の育

成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ．審査の迅速化と質の向

上に資する研修等業務の着

実な実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ．審査の迅速化と質の向

上に資する研修等業務の

着実な実施 

 

〈主な定量的指標〉 

 

成果指標（アウトプット） 

 

（１）調査業務実施者の育成

研修における各年度の

修了者数を修了者と未了

者の総数で除した修了率 

［指標］第四期中期目標

期間の全ての年度にお

いて７５％以上 

 

 

 

効果指標（アウトカム） 

 

（２） 特許庁が登録調査機

関に対して外注している

先行技術文献調査の総

件数のうち、外国特許文

献調査件数の占める割

合 

［指標］第四期中期目標

期間の最終年度までに

第三期中期目標期間最

終年度の実績の１２０％

以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ．審査の迅速化と質の向上に資する研修等業務の着実な実施 

 

 

 

 

 

成果指標（アウトプット） 

 

① 平成２８年度から平成３０年度まで毎年度ともに修了率の目標値７５％以上

を大きく上回る修了率（７８～８１％）となっており、最終年度においても修了

率７５％以上を達成することが十分に期待できる水準である。 

 

 修了率 

平成２８年度 ７８％ 

平成２９年度 ８１％ 

平成３０年度 ７９％ 

 

 

効果指標（アウトカム） 

 

② 平成３０年度は、特許庁が登録調査機関に対して外注している先行技術文

献調査における外国特許文献調査件数の占める割合が、第三期中期目標

期間最終年度の実績の１１４％となっており、最終年度に目標（１２０％以

上）を達成することが十分に期待できる水準である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〈評定と根拠〉 

自己評価結果：B 

根拠は以下のとおり 

 

○定量的指標については、

Ａ（１）、Ｂ（３）及び（４）で

特筆すべき効果を上げた

ほか、すべての指標で中

期目標の達成が十分に

期待できる水準となって

いる。また、質的にも以

下の各項目別の自己評

価に示すように、着実な

実績を上げている。 

以上を総合的に評価する

と、「Ｂ」に相当する。 

 

 

 

 

 

Ａ．審査の迅速化と質の向

上に資する研修等業務の

着実な実施 

 

〈自己評価の根拠〉 

 

成果指標（アウトプット）達

成の観点 

 

（１）平成２８年度から３０年

度の全年度で修了率の

目標値７５％以上を大きく

上回って（７８～８１％）お

り、最終年度においても

修了率７５％以上を達成

することが十分に期待で

きる水準である。 

 

効果指標（アウトカム）達成

の観点 

 

（２）３０年度末時点で、特許

庁が登録調査機関に対

して外注している先行技

術文献調査における外

国特許文献調査件数の

占める割合が、第三期中

期目標期間最終年度の

実績の１１４％となってお

り、最終年度に目標（１２

０％以上）を達成すること

が十分に期待できる水準

である。 

＜評価に至った理由

＞ 

 

 

 

 

＜今後の課題＞ 

＜評価に至った理由

＞ 

 

 

 

 

＜今後の課題＞ 
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広く一般に利活用できるよう

にする。 

 

 

 

Ｂ．民間企業等の知財関連

人材の育成等業務の着実

な実施 

 

 

 

 

 

 

 

Ｂ．民間企業等の知財関連

人材の育成等業務の着実

な実施 

 

 

 

 

 

 

Ｂ．民間企業等の知財関連

人材の育成等業務の着実

な実施 

 

〈主な定量的指標 〉 

 

成果指標（アウトプット） 

 

 

（１）知財デジタル教材の新

開発、映像化したｅラーニ

ング教材の改訂と新開発

による教材コンテンツ数 

［指標］第四期中期目標

期間の最終年度までに第

三期中期目標期間の最

終年度の教材コンテンツ

数の１.５倍以上 

 

（２）ｅラーニング教育コース

の利用者数 

［指標］第四期中期目標

期間の最終年度までに６,

０００名以上 

 

（３）「グローバル知財人財

育成用教材」の利用者数

（研修受講生数と自己啓

発用簡易教材の利用者

数の合計値） 

［指標］第四期中期目標

期間の最終年度までに累

積で１,５００名以上 

 

（４）パテントコンテスト・デザ

インパテントコンテストへ

の参加校数 

［指標］第四期中期目標

期間の最終年度までに第

三期中期目標期間の最

終年度実績値の１２０％

以上 

 

（５）海外の知的財産人材

育成機関との新たな連

携・協力関係を構築する

国の数、連携セミナーの

開催回数 

［指標］第四期中期目標

期間の最終年度までにＡ

ＳＥＡＮ等の２カ国以上 

［指標］連携セミナーにつ

いては第四期中期目標

期間の最終年度までに年

 

 

 

 

 

Ｂ．民間企業等の知財関連人材の育成等業務の着実な実施 

 

 

 

〈主要な業務実績〉 

 

成果指標（アウトプット） 

 

 

①ｅラーニング教材の改訂と新開発を行った実績は以下のとおり。第四期中期計

画の目標（２７年度末実績値（６１科目）の１.５倍（９２科目））に対して、平成３０

年度末時点で８８科目であり、第三期中期目標期間の最終年度の教材数比１

４４.３％となっており、最終年度に目標（１５０％）を達成することが十分に期待

できる水準である。 

 
H２８ 

年度 

H２９ 

年度 

H３０ 

年度 

改訂数 １科目 ２科目 ２科目 

新開発数 １３科目 １０科目 ５科目 

作成数合計 １４科目 １２科目 ７科目 

年度末教材数 
７４科目 

（１２０.３%） 

８４科目 

（１３７.７%） 

８８科目 

（１４４.３%） 

※（ ）内は第三期中期目標期間の最終年度の教材数比 

 

②ｅラーニング教育コースの利用者数の実績は以下のとおり。 

平成２８年度は、１２月に新たなサービスを開始するとともに、新しいサービス

では、パソコン以外にスマートフォンやタブレットでも利用可能としたことによ

り、第三期中期目標期間の最終年度の利用者数４,６４２名から２６５名に増加

した。平成３０年度は、下半期だけで２９０名増加（前年同期の増加７５の３.８

倍）し、第四期中期目標に掲げられた目標（６,０００名以上）に対して８９.１％ま

で増加してきており、最終年度に目標を達成することが十分に期待できる水準

である。 

 H２８年度 H２９年度 H３０年度 

利用者数 
４,９０７名 

（８１.８％） 

５,０６８名 

（８４.５％） 

５,３４３名 

（８９.１％） 

※（ ）内は対第四期中期計画目標値 

 

③「グローバル知財人財育成用教材」の利用者数（本教材を使用した講義・セミ

ナーの受講生数と自己啓発用簡易教材であるブックレット教材の利用者数（ダ

ウンロード数）の合計値）は以下のとおり。すでに平成２９年度末において、第

四期中期目標で掲げられた目標（１,５００名以上）を達成しており、さらに、平成

３０年度末には利用者数が１０,１５９名まで増加し、第四期中期目標で掲げら

れた目標（１,５００名以上）に対して大幅に上回る水準となっている（対第四期

中期目標値６７７.３％）。 

 H２８年度 H２９年度 H３０年度 

講義・セミナー

の受講者数 

１２６名 

（１２６名） 

９５８名 

（１,０８４名） 

７,３４２名 

（８,４２６名） 

ブックレットの

ダウンロード数 

４３名 

（４３名） 

８７８名 

（９２１名） 

８１２名 

（１,７３３名） 

 

 

 

 

 

Ｂ．民間企業等の知財関連

人材の育成等業務の着実

な実施 

 

〈自己評価の根拠〉 

 

成果指標（アウトプット）達

成の観点 

 

（１）第四期中期計画の目

標（２７年度末実績値（６

１科目）の１.５倍（９２科

目））に対して、平成３０年

度末時点で第三期中期

目標期間の最終年度の

教材数比１４４.３％となっ

ており、最終年度に目標

を達成することが十分に

期待できる水準である。 

 

（２）平成３０年度のｅラーニ

ング教育コースを利用し

た者は、５,３４３名（第四

期中期目標で掲げられた

目標（６,０００名以上）の８

９.１％）であり、最終年度

に目標を達成することが

十分に期待できる水準で

ある。 

 

（３）「グローバル知財人財

育成用教材」の利用者数

は、既に平成２９年度に

中期目標の目標（１,５００

名以上）を達成しており、

さらに、平成３０年度末に

は利用者数が１０,１５９名

まで増加し、目標に対し

て大幅に上回る水準とな

っている（対第四期中期

目標値６７７.３％）。 

 

（４）パテントコンテスト・デザ

インパテントコンテストへ

の参加校数は、すでに平

成２９年度及び平成３０

年度において、第四期中

期目標で掲げられた目標

（２７年度実績値（１０２

校）の１２０％以上）を大

きく上回る水準（それぞれ

対 中 期 目 標 値 １ １ ０ ．

３％、１２８．３％）となって

いる。 

- 68 -



 
 

間３回以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年度計 
１６９名 

（１６９名） 

１,８３６名 

（２,００５名） 

８,１５４名 

（１０,１５９

名） 

※（ ）内は平成２８年度からの累計数 

 

④パテントコンテスト・デザインパテントコンテストへの参加校数は以下のとおり。

第四期中期目標で掲げられた目標（２７年度実績値（１０２校）の１２０％以上）

に対して、平成２９年度及び平成３０年度において、すでにこれを大きく上回る

水準となっている。 

 H２８年度 H２９年度 H３０年度 

参加校数 
１１９校 

（９７．２％） 

１３５校 

（１１０．３％） 

１５７校 

（１２８．３％） 

※（ ）内は対第四期中期目標値 

 

⑤平成３０年度までに、新たにＡＳＥＡＮのベトナム及びシンガポールの２カ国の

知的財産人材育成機関と連携・協力関係を構築し、第四期中期目標で掲げら

れた目標（ＡＳＥＡＮ等の２カ国以上）をすでに前倒しで達成した。さらに、平成３

０年度は新たにＡＳＥＡＮのマレーシアの知的財産人材育成機関との連携・協

力関係の構築に向け意見交換を実施しているところである。また、すでに連

携・協力関係を構築している中国及び韓国を含めた海外の知的財産人材育成

機関との連携セミナーの開催回数は以下のとおりであり、第四期中期目標で

掲げられた目標（年間３回以上）を毎年度達成している。 

 H２８年度 H２９年度 H３０年度 

セミナー開催数 ４回 ３回 ４回 

 

 

 

 

（５）平成３０年度までに、新

たにＡＳＥＡＮのベトナム

及びシンガポールの２カ

国の知的財産人材育成

機関と連携・協力関係を

構築し、第四期中期目標

で掲げられた目標（ＡＳＥ

ＡＮ等の２カ国以上）をす

でに前倒しで達成した。

また、すでに連携・協力

関係を構築している中国

及び韓国を含めた海外

の知的財産人材育成機

関との連携セミナーの開

催回数は、第四期中期目

標で掲げられた目標（年

間３回以上）を毎年度達

成している。 

 

 Ａ．審査の迅速化と質の向

上に資する研修等業務の着

実な実施 

 

Ａ．審査の迅速化と質の向

上に資する研修等業務の着

実な実施 

 

Ａ．審査の迅速化と質の向

上に資する研修等業務

の着実な実施 

Ａ．審査の迅速化と質の向上に資する研修等業務の着実な実施 

 

Ａ．審査の迅速化と質の向

上に資する研修等業務の

着実な実施 

 

  

 （１）特許庁職員に対する研

修 

 

特許庁の業務を円滑に遂

行するため、知的財産政策

を取り巻く環境の変化に的

確に対応しつつ、特許庁職

員の育成研修を着実に実施

する。また、研修受講生に対

するアンケート及びヒヤリン

グ調査に基づき、研修内容

の改善を行う。 

 

 

＜特許庁の審査・審判の迅

速化と質の向上を目指す研

修の実施＞ 

 

特許庁の目標である「世

界最速・最高品質」の審査の

実現に貢献するため、特許

庁と緊密に連携しつつ、審

査・審判官等特許庁職員に

対する研修内容を「世界最

速・最高品質」の審査の実現

に真に必要な研修に重点化

（１）特許庁職員に対する研

修 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜特許庁の審査・審判の迅

速化と質の向上を目指す研

修の実施＞ 

 

① 特許庁の目標である「世

界最速・最高品質」の審

査の実現に貢献するた

め 、 特 許 庁 と 連 携 し つ

つ、英語による出願に対

する対応力向上を含む

研修等、審査官・審判官

等の特許庁職員に対す

〈評価の視点〉 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜特許庁の審査・審判の迅

速化と質の向上を目指す研

修の実施＞ 

 

（１）特許庁の目標である

「世界最速・最高品質」の

審査の実現に貢献するた

め、特許庁と連携しつつ、

英語による出願に対する

対応力向上を含む研修

等、審査官・審判官等の

特許庁職員に対する研修

〈主要な業務実績〉 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜特許庁の審査・審判の迅速化と質の向上を目指す研修の実施＞ 

 

 

 

① 中期目標期間を通じて、特許庁が定めた研修計画に則り、研修実施要領を

研修ごとに定め、特許庁職員に対する研修を確実に実施した。加えて、特許

庁が受講を指定する者及び受講を希望する者全員を受け入れるとともに、研

修内容の充実、教室の確保、研修講師の手配、教材の準備、出席及び成績

の管理、受講生及び講師からの評価結果分析並びに修了認定等の一連の

業務を確実に遂行した。  

  

○特許庁職員向け研修の実施  

〈評定と根拠〉 

自己評価結果：Ｂ 

根拠は以下のとおり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜特許庁の審査・審判の迅

速化と質の向上を目指す研

修の実施＞ 

 

（１）特許庁と連携しつつ、

英語による出願に対する

対応力向上を含む研修

等、審査官・審判官等の

特許庁職員に対する研修

を実施計画に則って確実

に実施した。 (主要な業

務実績の項番①に記載) 
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を図るため、英語による出願

に対する対応力向上を含む

研修について、研修計画に

則って実施するとともに、研

修効果等について評価し、

適宜、研修内容の見直し等

を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

る研修を実施計画に則っ

て確実に実施する。 

 

② 研修カリキュラム等の改

善を図るため、受講生に

対するアンケート調査と

ヒヤリング調査を実施し、

研修効果等に関する評

価用データ等を収集する

とともに、収集した情報

は、特許庁の研修企画

専門官等と共有し、研修

内容の見直し等に反映

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

を実施計画に則って確実

に実施したか。 

 

（２）研修カリキュラム等の

改善を図るため、受講生

に対するアンケート調査

とヒヤリング調査を実施

し、研修効果等に関する

評価用データ等を収集す

るとともに、収集した情報

は、特許庁の研修企画

専門官等と共有し、研修

内容の見直し等に反映し

たか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特許庁の定める「研修計画」に則り、職員に対し実施している研修は、以下 

の１０の大分類に分けられる。 

大分類 受講生総数（２８年度～３０年度） 

１．審査官等研修 １,５４２名 

２．審判官研修 ４３０名 

３．事務系職員研修 ４１３名 

４．先端技術研修 １２１名 

５．語学研修（※） １,５２４名 

６．情報化対応研修 ３２５名 

７．現場実習 １,９４２名 

８．知的財産関連研修 １０,８１５名 

９．派遣研修 ２,９３５名 

１０．管理者研修 ３８２名 

特許庁に業務移管した研修 ２８３名 

計           ２０,７１２名 

                         

 

研修カリキュラム等の改善を図るための評価データ等を収集し、 

特許庁の研修企画専門官等と共有して研修内容の見直し等に 

反映させながら、特許庁の研修計画に基づく研修を着実に実施。 

                       ↓ 

    特許庁の審査・審判能力及び事務処理能力の向上、知財政策 

    を取り巻く環境の変化に対応可能な人材育成への貢献 

 

 

○受講生からの評価結果 

 

・平成２８年度は、研修全体で９０％以上の満足度を目標に対し、 

科目全体の満足度は「９８％」であった。  

・平成２９年度は、研修全体で９２％以上の満足度を目標に対し、 

科目全体の満足度は「９８％」であった。  

  ・平成３０年度は、研修全体で９３％以上の満足度を目標に対し、 

科目全体の満足度は「９８％」であった。  

   

                       ↓ 

平成２８年度から平成３０年度まで各年度で掲げた数値目標を達成 

 

※ 英語による出願に対する対応力向上を含む研修の実施について 

最高品質の審査の実現における外国文献調査の重要度の更なる高まりに

加え、海外知財庁との連携や新興国の知財制度・運用整備支援など、様々

なニーズに対応していくため、コース別語学研修を実施した。 

特に、総合的に実践能力を高めるツールとして通学型（マンツーマンレッス

ン）の人数を増加（平成２８年度受講者数１９４名→平成３０年度２１４名）、審

査官等の海外派遣に合わせた英語以外の言語（ポルトガル語やチェコ語等）

研修への対応、海外勤務者向けオンライン英会話研修の新設、第二外国語

研修受講者の研修効果を確認するための外国語検定試験の受験の義務化

を実施したほか、審査官による英語起案文例の作成に関する研修を実施し

た。    

 

 

（２）研修効果等に関する評

価用データ等を収集して

特許庁の研修企画専門

官等と共有し、研修内容

の見直し等を実施した。

（主要な業務実績の項番

②に記載） 
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＜より効率的かつ効果的な

研修とするための研修内容

の見直し＞ 

 

全ての研修カリキュラムに

つ いて 、 内 容 の 重 複 の 有

無、受講生の研修受講のタ

イミングの妥当性等を精査

し、より効率的かつ効果的な

研修となるよう見直しを行

い、必要に応じ改善を進 

める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜より効率的かつ効果的な

研修とするための研修内容

の見直し＞ 

 

① 全ての研修カリキュラム

について、内容の重複の

有無、受講生の研修受

講のタイミングの妥当性

等を精査し、より効率的

かつ効果的な研修となる

ように、研修の総チェック

を行う。 

 

② 総チェックで得られた情

報等は、特許庁の研修

企画専門官等と共有し、

必要に応じて研修の改善

を進める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
＜より効率的かつ効果的な

研修とするための研修内容

の見直し＞ 

 

（１）全ての研修カリキュラム

について、内容の重複の

有無、受講生の研修受講

のタイミングの妥当性等

を精査し、より効率的か

つ効果的な研修となるよ

うに、研修の総チェックを

行ったか。 

 

（２）総チェックで得られた情

報等は、特許庁の研修企

画専門官等と共有し、必

要に応じて研修の改善を

進めたか。 

 

 

 
 

 

② 研修カリキュラム等の改善を図るため、受講生に対するアンケート調査とヒ

ヤリング調査を実施し、研修効果等に関する評価用データ等を収集するとと

もに、収集した情報は、特許庁の研修企画専門官等と共有し、研修内容の

見直し等に反映した。主なものは以下のとおり。 

 

事例１ 一部の研修科目の統合 

  

特許審査実 務

研究 

事例２ 

  

PC を利用した演習の促進  

事例３ 

 

サーチ演習に関する講義時間を４時間

から６時間に変更 

審査官コース前

期研修 

事例４ 審査実務に関するの科目をＰＣを使用

した演習に内容変更 

 

＜より効率的かつ効果的な研修とするための研修内容の見直し＞ 

 

 

 

① 全ての研修カリキュラムについて、内容の重複の有無、受講生の研修受講

のタイミングの妥当性等を精査し、より効率的かつ効果的な研修となるよう

に、研修の総チェックを実施した。 

 

② 総チェックで得られた情報等は特許庁の研修企画専門官会議等と共有し、

必要に応じて研修内容等の見直しを実施した。以下に研修の総チェックを実

施して研修内容の見直しを実施した代表的な例を示す。 

    

○研修内容等の見直しを実施した例 

 

・審査官を育成する一連の階層別研修の中に、審査の品質監査等の審査関

連業務に必要な能力の滋養を図るため、平成２９年度から「特許審査実務

研究」の研修を新設した。 

 

・特許庁の目標である「世界最速・最高品質」の審査の実現に貢献するため、

審査官補コース研修や任期付職員初任研修において実務実習を充実させ

る等の改善を実施した。（※） 

 

  ・研修内容の重複の有無等の精査を実施し、前回研修時に研修内容の重複

があったと受講生から指摘を受けた研修科目について、講義内容の重複を

避けるためにこれらの科目の講師に各講義のテキストの共有を行い、研修

内容の重複を解消した。また、PC を利用した演習の促進や、一部の研修科

目の統合などの見直しを実施した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜より効率的かつ効果的な

研修とするための研修内容

の見直し＞ 

 

（１）全ての研修カリキュラム

について、内容の重複の

有無、受講生の研修受講

のタイミングの妥当性等

を精査し、より効率的か

つ効果的な研修となるよ

うに、研修の総チェックを

実施した。(主要な業務実

績の項番①に記載) 

 

（２）総チェックで得られた情

報等は、特許庁の研修企

画専門官等と共有し、必

要に応じて研修の改善を

実施した。(主要な業務実

績の項番②に記載) 

 

 

28FY 29FY 30FY 31FY 計
リーディング 11 14 7 32 名
オーラル 111 89 93 293 名
ライティング 14 4 5 23 名
第二外国語(中国語) 6 8 8 22 名
国際業務 8 8 9 25 名
英語 167 174 184 525 名
第二外国語 27 34 30 91 名
英語 108 93 100 301 名
中国語 6 7 4 17 名
オンライン英会話 － 31 34 65 名

45 29 56 130 名
503 名 491 名 530 名 1524 名

語学研修
集合型
研修

通学型
研修
通信教
育型

短期集中型語学研修
計
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※ 実務実習の実施時間（平成３０年度）    

 
 

 

   〈評価の視点〉 

 

 中期計画で掲げる取組に

おいて、目標達成に貢献

した特筆すべき取組はあ

るか。 

 

 中期計画で掲げる取組以

外で目標を達成するため

に行った特筆すべき取組

はあるか。 

 

〈特筆すべき取組または成果〉 

 

 

 

 

 

  

 （２）調査業務実施者の育成

研修 

 

 

＜特許庁のニーズに応えら

れる調査業務実施者数の

確保＞ 

 

特許庁が外注する先行技

術文献の調査を実施する登

録調査機関の調査業務実

施者を育成する法定研修

は、登録調査機関が必要と

する人員数を勘案して実施

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）調査業務実施者の育成

研修 

 

 

＜特許庁のニーズに応えら

れる調査業務実施者数の確

保＞ 

 

① 登録調査機関の調査業

務実施者を育成する法

定研修については、登録

調査機関が必要とする

人員数を勘案して、定員

１２０名程度の法定研修

を各年度４回ずつ開催す

ることを原則とする。 

 

② 登録調査機関の必要と

する人員数に変化が生じ

た場合、設備等の制約

条件を踏まえつつ、実施

可能な範囲において柔

軟に対応する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〈評価の視点〉 

 

 

 

＜特許庁のニーズに応えら

れる調査業務実施者数の

確保＞ 

 

（１）調査業務実施者数の

確保のため、調査業務実

施者を年度内に４回開催

したか。受講生修了率

（修了者数を修了者と未

了者の総数で除した値）

の目標値７５％以上を達

成したか。 

 

・また、調査業務実施者ス

キルアップ研修を中期目

標期間中、毎年度内に１回

開催したか。 

 

（２）登録調査機関の必要と

する人員数に変化が生じ

た場合、設備等の制約条

件を踏まえつつ、実施可

能な範囲において柔軟に

対応したか。 

 

 

 

 

 

〈主要な業務実績〉 

 

 

 

＜特許庁のニーズに応えられる調査業務実施者数の確保＞ 

 

 

 

① 特許庁が定める調査業務実施者育成研修方針に基づき、法定研修である

調査業務実施者の育成研修を実施した。また、近年の外国語特許文献の重

要性の高まりを踏まえ、外国文献調査能力等を高めるための改善の取組を

実施した。 

 

【調査業務実施者育成研修の着実な実施】 

・平成２８年度から平成３０年度まで毎年度目標となる年４回の研修を実施。 

また、設備等を有効に活用して登録調査機関の必要とする人員数で研修

を実施した。 

・受講生は１，４９７名の受講生を受け入れ、１，１８９名の修了者を輩出し

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〈評定と根拠〉 

自己評価結果：B 

根拠は以下のとおり 

 

＜特許庁のニーズに応えら

れる調査業務実施者数の

確保＞ 

 

（１）平成２８年度から平成３

０年度まで、設備等を有

効に活用して登録調査機

関の必要とする人員数で

調査業務実施者を育成

する研修を毎年度４回実

施し、延べ１，１８９名の

調査業務実施者を輩出し

た。また、中期目標の成

果指標である受講生修

了率の目標値７５％以上

について、２８年度から３

０年度まで７５％を大きく

上回る水準で達成してい

る。令和元年度について

も４回の研修を実施する

計画であり、適切に実施

することにより受講生修

了率についても達成する

見込である。 

 

・ また、平成２８年度から

平成３０年度まで、スキル

アップ研修を年に１回実

施し、９５名の受講生を受

  

研修名 　実務実習の実施時間数

審査官補コース研修 　特許 32時間、意匠 20時間、商標 4時間

任期付職員初任研修 　特許 32時間

審査官コース前期研修 　特許 16時間、意匠 20時間、商標 12時間

審査官コース後期研修 　特許 6時間、意匠 12時間、商標 16時間、合議傍聴実習

審判官コース研修 　全系統 6時間＋審判実務研修、口頭弁論傍聴

審査応用能力研修２ 　特許 7時間、意匠 8時間、商標 8時間

審査系マネジメント能力研修 　特許 4時間

特許審査実務研究 　特許 8時間

サーチ実務研修   特許 5時間、審判5時間
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＜調査業務実施者の能力

育成を担保する研修内容の

改善＞ 

 

特許庁の審査官ニーズに

応えられる文献調査能力を

向上させるため、審査官に

よる受講者の能力評価を適

宜組み込むことにより受講

生に自らの課題を認識させ

て、その後の受講における

能力育成効果を上げること

を重視しつつ、研修カリキュ

ラム等の改善を適宜行い、

審査官ニーズに応えられる

人材を育成する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜調査業務実施者の能力

育成を担保する研修内容の

改善＞ 

 

① 特許庁の審査官ニーズ

に応えられる調査業務実

施者を育成するため、研

修内容等を適宜改善す

る。 

 

② 特許庁の審査官による

受講者の能力評価を研

修の中に組み込むことに

よって受講生に自らの課

題を認識させることによ

り、その後の研修効果を

高めることを重視し、特

許庁の審査官のニーズ

に応えられる知識と能力

をもつ人材を修了者とし

て認定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜調査業務実施者の能力

育成を担保する研修内容

の改善＞ 

  

（１）特許庁の審査官ニーズ

に応えられる調査業務実

施者を育成するため、研

修内容等を適宜改善した

か。 

 

（２）特許庁の審査官による

受講者の能力評価を研

修の中に組み込むことに

よって受講生に自らの課

題を認識させることによ

り、その後の研修効果を

高めることを重視し、特

許庁の審査官のニーズ

に応えられる知識と能力

をもつ人材を修了者とし

て認定できたか。 

 

 

 

 

 ○修了率の実績（単位：人、％） 

  受講者数 修了者数 修了率 

平成２８年度 第１回 １２２ ９４ ７８ 

第２回 １１０ ８９ 

第３回 １６６ １２９ 

第４回 １１８ ８９ 

平成２９年度 第１回 １５２ １２８ ８１ 

第２回 １０７ ８０ 

第３回 １６２ １３７ 

第４回 １１１ ８８ 

平成３０年度 第１回 １１９ ９７ ７９ 

第２回 ９２ ７３ 

第３回 １３０ １０４ 

第４回 １０８ ８１ 

 

 

毎年度とも目標値（７５％）を大きく上回る高い修了率(７８～８１％)を維持 

                       ↓ 

質の高い調査業務実施者の輩出に貢献 

 

 

 また、調査業務実施機関の指導者的立場の者に、審査官の検索の進め方

や不適切な検索報告書を校閲・指導する手法を学ばせることを目的とした調

査業務実施者スキルアップ研修を実施した。 

 

【調査業務実施者スキルアップ研修の着実な実施】 

   ・平成２８年度から平成３０年度まで毎年度研修を年１回実施した。 

・受講生の実績：９５名受講 

（平成２８年度：３２名、平成２９年度３３名、平成３０年度３０名） 

 

② 登録調査機関の必要とする人員数で研修を実施したため、登録調査機関側

の需要に応えることができた。 

 

＜調査業務実施者の能力育成を担保する研修内容の改善＞ 

 

 

 

① 調査業務実施者育成研修評価委員会の場や、登録調査機関への結果報告

の機会を利用して、特許庁や登録調査機関の関係者から意見要望等を聴

取するともに、登録調査機関と意見交換を実施した。また、受講生のアンケ

ート調査等や、登録調査機関で指導する立場にある者の評価結果等を踏ま

えて研修の改善を実施した。 

 

○研修内容等の見直しを実施した例 

 

・特許実務系講義（特許法概論・審査基準）の講義内容について、先行技術 

調査に関する事項により注力する内容とした。 

  

・検索実務系講義（分類の概論及び検索の考え方と検索報告書の作成）は、

講義の主要部分を一人の講師に集約することで、講義の一貫性を高めた。 

  

・研修生の理解を高めるため、検索の考え方と検索報告書の作成の講義 

の一部において、高度検索端末の操作方法を示しながら講義を実施した。 

 

 

② 面接評価第一（第１回の面接試験）を受けた受講生９２７名のうち、面接評価

第二（第２回の面接試験）に向け改善が必要なことが明らかとなった３９６名

け入れた。(主要な業務

実績の項番①に記載) 

 

（２）登録調査機関の必要と

する人員数で研修を実施

したため、登録調査機関

側の需要に応えることが

できた。(主要な業務実績

の項番②に記載) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜調査業務実施者の能力

育成を担保する研修内容

の改善＞ 

 

（１）特許庁の審査官ニーズ

に応えられる調査業務実

施者を育成するため、研

修内容等を適宜改善し

た。(主要な業務実績の

項番①に記載) 

 

（２）特許庁の審査官による

受講者の能力評価を研

修の中に組み込む（受講

者への課題のフィードバ

ック）ことによって受講生

に自らの課題を認識させ

ることにより、その後の研

修効果を高める取組を行

った結果、修了率向上に

寄与した。(主要な業務実

績の項番②に記載) 
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＜グローバル化に対応でき

る調査業務実施者の育成

＞ 

 

 

特許審査では急増する外

国文献の調査の必要性が

高まり、調査業務実施者の

外国文献の調査能力を向上

する必要性が高まっている

ため、外国文献調査能力の

向上に資する研修科目を適

宜組み込むことにより、特許

庁のニーズに応えられる人

材を育成する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜グローバル化に対応でき

る調査業務実施者の育成＞ 

 

 

 

① 特許審査では、急増する

外国文献の調査の必要

性が高まっているため、

研修に外国文献の調査

能力育成に資する研修

科目を適宜組み込み、特

許庁の審査官のニーズ

に応えられる人材を育成

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜グローバル化に対応でき

る調査業務実施者の育成＞ 

 

 

 

（１）特許審査では、急増す

る外国文献の調査の必

要性が高まっていること

を踏まえ、研修に外国文

献の調査能力育成に資

する研修科目を適宜組み

込み、特許庁の審査官の

ニーズに応えられる人材

を育成できたか。 

 

 

 

 

に対し、面接審査の試験官である特許庁審査官からの改善を促す助言の伝

達（受講者への課題のフィードバック）を行った結果、そのうちの２９２名が研

修修了に至るなど、修了率の向上に寄与した。 

 

 面接評価第一を受

けた受講生総数 

うち助言を得た

人数 

助言を得た者の

うち修了した人数 

平成２８年度 ３２６ １９１ １３２ 

平成２９年度 ２８８ １１５ ９３ 

平成３０年度 ３１３ ９０ ６７ 

 

 

＜グローバル化に対応できる調査業務実施者の育成＞ 

 

 

 

 

① 調査業務実施者の外国文献調査能力を高めるため、外国文献の調査能力

育成に資する研修科目として、検索実務や外国特許文献検索（演習）の科目

を設けるとともに、受講生に対するアンケート調査等から外国文献調査に伴

う課題を抽出し、改善に向けて対応した。 

 

 

○外国文献調査能力を高めるための改善例 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜グローバル化に対応でき

る調査業務実施者の育成

＞ 

 

 

（１）研修に外国文献の調査

能力育成に資する研修

科目を適宜組み込むとと

もに、研修内容の改善の

取組を行い、特許庁のニ

ーズに応えられる人材育

成に貢献している。（主要

な業務実績の項目①に

記載） 

 

   〈評価の視点〉 

 

 中期計画で掲げる取組に

おいて、目標達成に貢献

した特筆すべき取組はあ

るか。 

 

 中期計画で掲げる取組以

外で目標を達成するため

に行った特筆すべき取組

はあるか。 

 

 

 

   

 Ｂ．民間企業等の知財関連

人材の育成等業務の着実

な実施 

Ｂ．民間企業等の知財関連

人材の育成等業務の着実

な実施 

   

 

  

 （１）民間企業・行政機関等

の人材に対する研修 

 

 

（１）民間企業・行政機関等

の人材に対する研修 

 

 

〈評価の視点〉 

 

 

 

〈主要な業務実績〉 

 

 

 

〈評定と根拠〉 

自己評価結果：A 

根拠は以下のとおり 

 

  

科目名 改善内容

特許法の概論・審査
基準

実践能力を高めるため、先行技術文献調査に関連する事
項に、より注力する内容とした

外国特許文献検索
（実習）

ワンポータルドシエ（OPD）の操作内容を実習テキストに追
加する修正を行い、これにより、外国特許文献検索の業
務報告書作成に必要なOPD調査について、実習を通じて
円滑に学習可能となった。

分類の概論、検索の
考え方と検索報告書
の作成

「分類の概論」及び「検索の考え方と検索報告書の作成」
の講義のうち検索実務関連部分を一人の講師に集約して
一貫性を高め、検索インデックスの知識から検索報告書
のまとめ方まで検索実務に関する内容が一貫性をもって
学べるように変更した。
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＜研修の実施、ニーズに応

じた研修内容の改善＞ 

 

経済のグローバル化を背景

に、オープン＆クローズ知財

戦略、IoT やインダストリー

４.０ に対する我が国企業に

おける関心の高まり等を背

景に、従来から実施してきた

研修についても、新たなニー

ズに応えるように研修内容

の改善を図る。 

なお、民間企業・行政機関

等の人材に対する対面型研

修に関しては、民間で実施

可能な研修について、研修

実施主体を民間機関に移行

していくこと等により順次縮

小する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜政策課題に掲げられた新

たな研修教材の開発と利活

用の推進＞ 

 

人材育成の政策課題として

掲げられた研修、例えば、グ

ローバル知財人財の育成等

については、情報・研修館が

開発中のケース教材等を活

用した研修を民間機関等と

共催で実施するなど、民間

＜研修の実施とニーズに応

じた研修内容の改善＞ 

 

① 民間企業・行政機関等の

人材を対象とする対面型

の研修は、オープン＆ク

ローズ知財戦略、ＩｏＴ、イ

ンダストリー４．０等に対

する我が国企業における

関心の高まりを踏まえ、

新たなニーズに応えるよ

うに研修内容の改善を図

りつ つ 、 確 実に 実 施す

る。 

 

② 全ての研修において、研

修受講生を対象に、研修

内容の評価、改善要望

等のアンケート調査を実

施する。 

 

③ 民間で実施可能な研修

については、研修実施主

体を民間機関に移行す

るための検討、準備を行

い、可能なものから民間

機関に移行し、順次縮小

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜政策課題に掲げられた新

たな研修教材の開発と利活

用の推進＞ 

 

① グローバル知財人財の

育成等については、情

報・研修館が開発中の研

修プログラム及び教材等

を確実に開発する。 

 

② 開発する研修プログラム

＜研修の実施とニーズに応

じた研修内容の改善＞ 

 

（１）民間企業・行政機関等

の人材を対象とする対面型

の研修は、オープン＆クロ

ーズ知財戦略、ＩｏＴ、インダ

ストリー４．０等に対する我

が国企業における関心の

高まりを踏まえ、新たなニー

ズに応えるように研修内容

の改善を図りつつ、確実に

実施したか。 

 

（２）全ての研修において、

研修受講生を対象に、研修

内容の評価、改善要望等の

アンケート調査を実施した

か。 

 

（３）民間で実施可能な研修

については、研修実施主体

を民間機関に移行するため

の検討、準備を行い、可能

なものから民間機関に移行

し、順次縮小したか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜政策課題に掲げられた

新たな研修教材の開発と利

活用の推進＞ 

 

（１）グローバル知財人財の

育成等については、情報・

研修館が開発中の研修プ

ログラム及び教材等を確実

に開発したか。 

 

（２）開発する研修プログラ

＜研修の実施とニーズに応じた研修内容の改善＞ 

 

 

①民間企業・行政機関等の人材を対象とする研修では、知財戦略を中心とする

戦略思考力の育成を目的とする内容を既存の一部研修に組み込む等の改善

を行いつつ、各年度計画の掲げられた目標の研修を確実に実施した。 

研修の名称 
H２８年度 H２９年度 H３０年度 

目標 実績 目標 実績 目標 実績 

検索エキスパート研修

［特許］ 
４ ４ ３ ３ ３ ３ 

検索エキスパート研修

［意匠］ 
１ １ １ １ １ １ 

特許調査実践研修 １ １ １ １ １ １ 

知的財産活用研修［検

索コース］ 

４ 

２ １ １ ２ ２ 

知的財産活用研修［活

用検討コース］ 
１ １ １ １ １ 

知的財産権研修［産学

官連携］ 
１ 

平成２９年度に、一部を知

的財産活用研修［活用検討

コース］に統合して廃止 

知的財産権研修［初級］ ４ ４ ３ ３ ３ ３ 

合計回数 １４ １４ １０ １０ １１ １１ 

 

②民間企業・行政機関等の人材に対する研修については、受講者からの要望を

把握し、年度内に複数回実施する研修では、年度内においても受講者からの

要望と講師からの意見等にもとづいて、適宜、研修内容の見直し等を実施し

た。そうした取組の結果、全ての研修において、受講者アンケートで「非常に有

意義だった」「有意義だった」と回答する者が増加し、平成３０年度では全回答

者の９９％となった。 

 H２８年度 H２９年度 H３０年度 

受講者アンケートで

「非常に有意義だっ

た」「有意義だった」と

回答した者の割合 

９４％ ９７％ ９９％ 

 

③平成２８年度に、民間機関での研修実施状況を踏まえて、研修の改廃・移管に

関する基本計画の骨子案を策定し、平成２９年度は、当該骨子案に基づき、民

間に移行可能である知的財産権研修［産学官連携］の一部を知的財産活用研

修［活用検討コース］に統合し、知的財産権研修［産学官連携］を廃止した。ま

た、名古屋市内で毎年度開催してきた知的財産活用研修［検索コース］を隔年

開催とし、平成２９年度は不開催とした。 

 

 

＜政策課題に掲げられた新たな研修教材の開発と利活用の推進＞ 

 

 

①平成２８年度までに、「知的財産政策に関する基本方針」（平成２５年６月７日

閣議決定）において掲げられたグローバル化を進める中小企業の経営層や経

営支援層等の人材育成を目的として、以下の研修プログラム及び教材等の開

発を行った。 

・ブックレット（Q&A 形式の教材として編纂した自学自習用の教材） 

・ケーススタディ集（実際の事例をベースにしたケースと設問から構成した教

材） 

＜研修の実施とニーズに応

じた研修内容の改善＞ 

 

（１）民間企業・行政機関等

の人材を対象とする研修

では、知財戦略を中心と

する戦略思考力の育成を

目的とする内容を既存の

一部研修に組み込む等

の改善を行いつつ、各年

度計画の掲げられた目

標の研修を確実に実施し

た。(主要な業務実績の

項番①に記載) 

 

（２）全ての研修において、

研修受講生を対象に、研

修内容の評価、改善要望

等のアンケート調査を実

施し、「非常に有意義だっ

た」「有意義だった」と回

答する者が、平成２８年

度 で は 全 回 答 者 の ９

４％、平成２９年度では全

回答者の９７％、平成３０

年度では全回答者の９

９％となった。(主要な業

務実績の項番②に記載) 

 

（３）平成２８年度に、民間機

関での研修実施状況を

踏まえて、研修の改廃・

移管に関する基本計画

の骨子案を策定し、平成

２９年度は、当該骨子案

に基づき、民間に移行可

能である知的財産権研

修［産学官連携］の一部

を知的財産活用研修［活

用検討コース］に統合し、

知的財産権研修［産学官

連携］を廃止した。(主要

な業務実績の項番③に

記載) 

 

 

 

 

＜政策課題に掲げられた

新たな研修教材の開発と利

活用の推進＞ 

 

（１）情報・研修館が開発中

のグローバル知財人財

の育成等に関する研修プ

ログラム及び教材等を確

実に開発した。(主要な業

務実績の項番①に記載) 
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機関が主体的に実施できる

環境を整えながら、研修機

会の拡大を図る取組を展開

する。 

 

及び教材等を活用する

研修を民間機関等と共

催で実施するなど、民間

機関が主体的に実施で

きる環境を整えながら、

研修機会の拡大を図る。 

 

③ 開発した教材等を用いる

研修では、研修受講生を

対象に、研修内容の評

価、改善要望等のアンケ

ート調査を実施する。 

 

 

ム及び教材等を活用する研

修を民間機関等と共催で実

施するなど、民間機関が主

体的に実施できる環境を整

えながら、研修機会の拡大

を図ったか。 

 

（３）開発した教材等を用い

る研修では、研修受講生を

対象に、研修内容の評価、

改善要望等のアンケート調

査を実施したか。 

・研修テキスト（学習者の手助けとなる情報を掲載した教材） 

・企業事例集（ケースのもとになった企業の事例を掲載） 

・ティーチングノート（指導者のためのケースメソッド指南書） 

・チェックリスト（学習者が自社事業や経営面をチェックするためのリスト） 

・考察用紙（学習時に考察したことを記録する用紙） 

 

②平成２８年度には、開発したケース教材を使った効果検証研修を計６回実施す

るとともに、普及セミナーを開催した。平成２９年度及び平成３０年度には、ケ

ース教材の利活用促進活動の一環として、中小企業の集積度が高い首都圏

近畿圏を中心に年４回の活用促進セミナーを開催し、セミナー開催と並行し

て、開催地域の中小企業支援機関等に対しケース教材の利活用の検討を促

した。また、平成２８年度末にケーススタディ集とブックレットをホームページ上

で公開し、利用者がダウンロードできるようにした。さらに、平成２９年度に特設

ダウンロードサイトを開設するとともに、研修テキスト、ティーチングノート等の

教材を加えて提供を開始した。 

 

③ケース教材の普及や今後の改訂等に役立てるため、上記の活用促進セミナー

等では、受講者を対象にアンケート調査等を実施した。その結果概要は下記

のとおり。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※（ ）内は、平成２８年度のアンケート回答項目 

 

また、平成３０年度のアンケート調査に記載されたケース教材に関する主なコ

メントは、以下のとおり。 

属性 コメント 

企業の経営

者・ 経営 幹

部・管理職 

 実例に近いケースで迫力があった。 

 実例をもとにしたテーマなので参考にしやすい。 

 具体的で即活用できる内容になっている。 

 どのような企業でも、自社に置き換えて考えられるようにな

っている点が、とても使いやすい。 

 公の目に触れることでリスクが高まるとの視点が学べた。 

 知財マネジメントに関し、どのような観点で考え、対処してい

ったら良いかわかりやすかった。 

 海外とも事業している上でも参考となる。 

企業の担当

者 

 現実にあった事例だったのでよく理解できた。 

 リアリティがあり、実務と関連づけしやすい。 

 登場人物も抽象化されないことで、よりイメージしやすい。 

 特許だけでなく、意匠・商標の話も入っていて、目から鱗の

ケースもあった。 

 自社にも応用できる内容であった。 

 自社で似たような事例があったので、身近なものとしてとら

えることができた。 

アンケート回答項目 
H２８ 

年度 

H２９ 

年度 

H３０ 

年度 

大変参考になった（大変有

益であった） 
４４．９％ ６３．３％ ６２．７％ 

参考になった（有益であっ

た） 
５１．０％ ２９．０％ ３４．５％ 

あまり参考にならなかった

（あまり有益ではなかった） 
０．０％  ０．６％  ２．７％ 

ほとんど参考にならなかっ

た（有益でなかった） 
０．０％  ０．０％  ０．０％ 

未回答 ４．１％  ７．１％  ０．０％ 

（２）開発した研修プログラ

ム及び教材等を活用した

セミナーを、平成２８年度

に１回、平成２９年度に４

回、平成３０年度に４回開

催するとともに、セミナー

開催地の中小企業支援

機関等に対しケース教材

の利活用の検討を促し

た。また、民間機関が自

主的に研修等を開催可

能となるよう、各教材につ

いて特設ダウンロードサ

イトから提供を開始した。

(主要な業務実績の項番

②に記載) 

 

（３）開発した教材等を用い

る研修では、研修受講生

を対象にアンケート調査

を、研修内容の評価、改

善要望等のアンケート調

査を実施した。(主要な業

務実績の項番③に記載) 
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民間のコン

サル事業者 

 実に実務に即する内容で、実際の業務にすぐに役立つ濃い

内容でした。 

 ポジティブな視点、ネガティブな視点両方を学ぶことができ

た。 

金融機関  研修の内容・質は非常に高い。 

 分かり易く要点がまとめられている。 

 

 

   〈評価の視点〉 

 

 中期計画で掲げる取組に

おいて、目標達成に貢献

した特筆すべき取組はあ

るか。 

 

 中期計画で掲げる取組以

外で目標を達成するため

に行った特筆すべき取組

はあるか。 

 

〈特筆すべき取組または成果〉 

 

 「グローバル知財人財育成用教材」の利用者数（本教材を使用した講義・セミ

ナーの受講生数と自己啓発用簡易教材であるブックレット教材の利用者数（ダ

ウンロード数）の合計値）は以下のとおり。すでに平成２９年度末において、第

四期中期目標で掲げられた目標（１,５００名以上）を達成しており、さらに、平成

３０年度末には利用者数が１０,１５９名まで増加し、第四期中期目標で掲げら

れた目標（１,５００名以上）に対して大幅に上回る水準となっている（対第四期

中期目標値比６７７.３％）。 

 

 H２８年度 H２９年度 H３０年度 

講義・セミナー

の受講者数 

２６名 

（１２６名） 

９５８名 

（１,０８４名） 

７,３４２名 

（８,４２６名） 

ブックレットの

ダウンロード数 

４３名 

（４３名） 

８７８名 

（９２１名） 

８１２名 

（１,７３３名） 

年度計 
１６９名 

（１６９名） 

１,８３６名 

（２,００５名） 

８,１５４名 

（１０,１５９

名） 

※（ ）内は平成２８年度からの累計数 

 

   

 （２）情報通信技術（ＩＣＴ）を

活用した学習機会の拡大 

 

 

＜ｅラーニング教材の開発と

改訂＞ 

 

特許庁職員、民間企業職員

等の社会人を対象とする知

財人材の育成においては、

対面型の集合研修のみでは

学習時間を十分に確保でき

ないため、予習・復習ニーズ

や自己研鑽型学習機会の

拡大ニーズに応えるｅラーニ

ング教材の利用がますます

効果的かつ効率的となって

いる。そこで、情報・研修館

はこれまで開発・提供してき

た多くのｅラーニング教材に

ついて、新教材の開発と既

存教材の改訂を進め、これ

らニーズに応えていく。 

 

 

 

 

 

（２）情報通信技術（ＩＣＴ）を

活用した学習機会の拡大 

 

 

＜ｅラーニング教材の開発と

改訂＞ 

 

① 特許庁職員、民間企業

職員等の社会人を対象

とする知財人材の育成に

おいては、予習・復習ニ

ーズや自己研鑽型学習

機会の拡大ニーズに応

えるｅラーニング教材の

利活用を推進する。 

 

② これまで開発・提供して

きた多くのｅラーニング教

材について、新教材の開

発と既存教材の改訂を

計画的に進める。 

 

③ ｅラーニング教材の利用

者アンケートを実施し、

回答内容を整理・分析す

ることにより、さらなる教

材改善の方向性を探る。 

 

〈評価の視点〉 

 

 

 

＜ｅラーニング教材の開発

と改訂＞ 

 

（１）特許庁職員、民間企業

職員等の社会人を対象とす

る知財人材の育成において

は、予習・復習ニーズや自

己研鑽型学習機会の拡大

ニーズに応えるｅラーニング

教材の利活用を推進した

か。 

 

（２）これまで開発・提供して

きた多くのｅラーニング教材

について、新教材の開発と

既存教材の改訂を計画的

に進めたか。 

 

（３）ｅラーニング教材の利

用者アンケートを実施し、回

答内容を整理・分析するこ

とにより、さらなる教材改善

の方向性を探ったか。 

 

〈主要な業務実績〉 

 

 

 

＜ｅラーニング教材の開発と改訂＞ 

 

 

①平成２８年１２月から、新たにスマートフォンやタブレット端末等でも教材コンテ

ンツ等の視聴を可能としたｅラーニング提供システムの提供を開始し、社会人

や学校等向けの各種知財関連イベントでの広報資料の配布等、社会人の自

己研鑽型学習機会の拡大や学校等における知財学習での利用促進に努め

た。このことにより、ｅラーニング教育コースの利用者数の実績は以下のとおり

増加した。平成３０年度末は５,２４８名であり、第四期中期目標に掲げられた目

標（６,０００名以上）に対して８９.１％まで増加してきている。 

 H２８年度 H２９年度 H３０年度 

利用者数 
４,９０７名 

（８１.８％） 

５,０６８名 

（８４.５％） 

５,３４３名 

（８９.１％） 

※（ ）内は対第四期中期目標値比 

 

②最新のトピックであり、かつユーザーの関心も高いｅラーニング教材を中心に

開発することを考慮し、下表のように各年度において新教材の開発と既存教

材の改訂を行い、ユーザーの利用に供した。 

 
H２８ 

年度 

H２９ 

年度 

H３０ 

年度 

改訂数 １科目 ２科目 ２科目 

〈評定と根拠〉 

自己評価結果：Ｂ 

根拠は以下のとおり 

 

＜ｅラーニング教材の開発

と改訂＞ 

 

（１）平成２８年１２月に新た

な情報・研修館のｅラーニ

ングシステムの提供を開

始し、また、社会人や学

校等向けの各種知財関

連イベントでの広報資料

の配布等、社会人の自己

研鑽型学習機会の拡大

や学校等における知財

学習での利用促進に努

めた。このことにより、ｅラ

ーニング教育コースの利

用者数は、平成３０年度

末において、第四期中期

目標に掲げられた目標

（６,０００名以上）に対して

８９.１％まで増加してきて

いる。(主要な業務実績の

項番①に記載) 

 

（２）最新のトピックであり、
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＜知財デジタル教材等の開

発＞ 

 

新たに開発中のグローバル

知財人財の育成教材につい

ては、その一部を電子化し

てアーカイブサービスによっ

て提供するなど、ＩＣＴ技術の

普及を踏まえた教材の提供

と自己研鑽型学習機会の拡

大を推進する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜知財デジタル教材等の開

発＞ 

 

① ＩＣＴの普及を踏まえた教

材の提供と自己研鑽型

学習機会の拡大を推進

するため、グローバル知

財人財の育成教材等に

ついては、その必要部分

を電子化して、アーカイ

ブサービスによって広く

提供する。 

 

② アーカイブサービスの利

用者ニーズを把握するた

め、利用者アンケートを

実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜知財デジタル教材等の開

発＞ 

 

（１）ＩＣＴの普及を踏まえた

教材の提供と自己研鑽型

学習機会の拡大を推進する

ため、グローバル知財人財

の育成教材等については、

その必要部分を電子化し

て、アーカイブサービスによ

って広く提供したか。 

 

（２）アーカイブサービスの

利用者ニーズを把握するた

め、利用者アンケートを実

施したか。 

 

 

新開発数 １３科目 １０科目 ５科目 

作成数合計 １４科目 １２科目 ７科目 

年度末教材数 
７４科目 

（１２０.３%） 

８４科目 

（１３７.７%） 

８８科目 

（１４４.３%） 

※（ ）内は対第三期中期目標期間の最終年度の教材数比 

 

第四期中期計画期間内に作成した教材の例 

開発年度 教材名 

平成２８年度 

 海外ビジネスで知っておきたい知的財産のポイント 

 営業秘密管理の実践 ～企業価値向上に向けて～ 

 職務発明制度の概要 ～平成２７年度特許法改正を踏まえ

て～ 

 産業財産権をめぐる国内外の情勢と課題 

 「特許訴訟における証拠収集～日欧の模擬裁判～」につい

て 

 ハーグ協定のジュネーブ改正協定（手続編） 

 プロダクト・バイ・プロセス・クレームに関する審査運用につ

いて 

 特許異議申立制度の概要と手続の留意点 

平成２９年度 
 ＩｏＴ関連技術の審査基準等について 

 海外ビジネスで知っておきたい知的財産のポイント２ 

平成３０年度 

 海外ビジネスで知っておきたい知的財産のポイント３ 

 国際知財司法シンポジウム２０１７ ～日中韓・ASEAN 諸国

における知的財産紛争解決～ 

 国際知財司法シンポジウム２０１８～知財紛争解決の国際

的連携に向けて～ 

 特許情報プラットフォーム(J-PlatPat) 機能改善のご紹介 

令和元年度 
  
  

 

③各年度においてｅラーニング教材の利用者アンケートを実施し、アンケートの

結果により、近年の判例の盛り込んだ教材の改訂、法改正等に伴う問題の正

誤判断の相違の改善、国際特許分類の改正内容の反映などの教材の改善を

行った。さらに平成３０年度には、「e ラーニングに係る公開されたコンテンツの

網羅的調査及びシステム実装機能と使用性向上との関係に関する調査研究」

を実施し、現在、新たなｅラーニングサービスの提供方法等について検討を行

っているところである。 

 

＜知財デジタル教材等の開発＞ 

 

 

①情報通信技術（ＩＣＴ）の普及を踏まえ、グローバル知財マネジメント人財育成

教材について、受講生用のケーススタディ集（電子版）、受講生用の研修テキ

スト（電子版）、自己研鑽型学習に利用できるブックレット教材（電子版）、講師

用のティーチングノート等の教材（電子版）について、特設ダウンロードサイト

から広く提供した。 

 

また、特許情報プラットフォーム（J-PlatPat）の講習会等で使うスライド教材

を、企業の社内研修資料としても使えるように、講師用ノートも付した電子版資

料に編纂し直し、専用のダウンロードサイトでユーザーが利用できるようにし

た。 

 

②グローバル知財マネジメント人財育成教材のダウンロードサービスでは、教材

の改善や改訂の要望等について、平成２９年度に１回、平成３０年度に２回ア

ンケートを実施した。 

 

 

かつユーザーの関心も高

いｅラーニング教材を中

心に開発することを考慮

し、各年度において新教

材の開発と既存教材の

改訂を行い、ユーザーの

利用に供した。(主要な業

務実績の項番②に記載) 

 

（３）各年度においてｅラーニ

ング教材の利用者アンケ

ートを実施し、アンケート

の結果により、近年の判

例の盛り込んだ教材の改

訂、法改正等に伴う問題

の正誤判断の相違の改

善、国際特許分類の改正

内容の反映などの教材

の改善を行った。(主要な

業務実績の項番③に記

載) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜知財デジタル教材等の開

発＞ 

 

（１）情報通信技術（ＩＣＴ）の

普及を踏まえ、グローバ

ル知財マネジメント人財

育成教材について、受講

生用のケーススタディ集

（電子版）、受講生用の研

修テキスト（電子版）、自

己研鑽型学習に利用で

きるブックレット教材（電

子版）、講師用のティーチ

ングノート等の教材（電子

版）について、特設ダウン

ロードサイトから広く提供

した。 

また、特許情報プラットフ

ォーム（J-PlatPat）の講
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 アンケートに記載された主なコメントは、以下のとおり。 

・ケースの場面設定について多少具体性を増してもいいかもしれない。 

・医療分野の事例が少なく直接利用までは行きませんでした。今後の拡充を

期待します。 

・グループ参加者の認識を統一できるから、図を入れるとケースを理解しやす

い。 

・簡潔ながらもまとまっており、事例も豊富でディスカッションして頂くタイプのセ

ミナーにはふさわしい教材と思われます。 

 

 

習会等で使うスライド教

材を、企業の社内研修資

料としても使えるように、

講師用ノートも付した電

子版資料に編纂し直し、

専用のダウンロードサイ

トでユーザーが利用でき

るようにした。(主要な業

務実績の項番①に記載) 

 

（２）グローバル知財マネジ

メント人財育成教材のダ

ウンロードサービスでは、

教材の改善や改訂の要

望等について、平成２９

年度に１回、平成３０年度

に２回アンケートを実施し

た。(主要な業務実績の

項番②に記載) 

 

   〈評価の視点〉 

 

 中期計画で掲げる取組に

おいて、目標達成に貢献

した特筆すべき取組はあ

るか。 

 

 中期計画で掲げる取組以

外で目標を達成するため

に行った特筆すべき取組

はあるか。 

 

 

〈特筆すべき取組または成果〉 

 

  

   

 （３）明日の産業人材への知

財啓発 

 

 

＜明日の産業人材の知財

学習支援＞ 

 

明日の産業人材として知財

学習に取り組む人材の支援

のため、初心者用教材を提

供して、学習者の知的財産

に関する創造力・実践力・活

用力の向上を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）明日の産業人材への知

財啓発 

 

 

＜明日の産業人材の知財

学習支援＞ 

 

① 知財学習に取り組む人

材を支援するため、知的

財産に関する創造力・実

践力・活用力開発事業を

実施する。 

 

② 高校生の学習成果の発

表機会を設け、企業等で

知財関連業務に従事す

る者を審査委員とする審

査会での選定によって、

優れた取組を行った高校

生を顕彰する。 

 

 

 

 

 

 

〈評価の視点〉 

 

 

 

＜明日の産業人材の知財

学習支援＞ 

 

(ア) 知財学習に取り組む人

材を支援するため、知

的財産に関する創造

力・実践力・活用力開

発事業を実施したか。 

 

(イ) 高校生の学習成果の

発表機会を設け、企業

等で知財関連業務に従

事する者を審査委員と

する審査会での選定に

よって、優れた取組を

行った高校生を顕彰し

たか。 

 

 

 

 

 

〈主要な業務実績〉 

 

 

 

＜明日の産業人材の知財学習支援＞ 

 

 

① 高等学校（専門学科）の生徒及び高等専門学校の学生を対象とする知的

財産に関する創造力・実践力・活用力開発事業では、導入・定着型と展開

型との２種目に分けて公募し、外部有識者で構成される推進委員会（以下

「推進委員会」という。）で採択候補を選定し、採択となった学校で行われる

知財学習活動を支援した。 

また、展開型の参加校については、年度末に提出される中間取組状況報

告書にもとづき、推進委員会において、中間評価及び最終評価を行った。 

各年度における参加校数は以下のとおり。 

タイプ 校   種 
Ｈ２８ 

年度 

Ｈ２９ 

年度 

Ｈ３０ 

年度 

導
入
・
定
着
型 

工業高校 ３３校 ３２校 ２０校 

商業高校 １７校 １９校 ９校 

農業高校 １１校 ７校 ３校 

水産高校 ３校 ６校 ３校 

高等専門学校 ６校 ４校 ３校 

〈評定と根拠〉 

自己評価結果：Ａ 

根拠は以下のとおり 

 

＜明日の産業人材の知財

学習支援＞ 

 

（１）知的財産に関する創造

力・実践力・活用力開発

事業については、各年度

計画に記載された全ての

事業を確実に実施した。

（主要な業務実績の項番

①に記載） 

 

（２）各年度において、高校

生の学習成果の発表機

会を設けるとともに、企業

等で知財関連業務に従

事する者を審査委員とす

る審査会での選定によっ

て、優れた取組を行った

学校を顕彰した。（主要な

業務実績の項番②に記

載） 
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＜パテントコンテスト・デザイ

ンパテントコンテストの開催

＞ 

 

知財学習に取り組む全国各

地の学生・生徒の発明や意

匠の創作を推奨し、優れた

創作の顕彰と出願支援を行

うパテントコンテスト・デザイ

ンパテントコンテストについ

て、共催団体と協力しなが

ら、運営事務局としてコンテ

ストの企画・運営を担う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜パテントコンテスト・デザイ

ンパテントコンテストの開催

＞ 

 

① 知財学習に取り組む全

国各地の大学生・高等専

門学校生・高校生の発明

や意匠の創作を対象に、

優れた発明や創作の顕

彰と出願支援を行うパテ

ントコンテスト・デザイン

パテントコンテストを、共

催団体と協力しながら運

営する。 

 

② 同コンテストへの応募に

取り組む学校を拡大する

ため、広報活動を強化す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜パテントコンテスト・デザ

インパテントコンテストの開

催＞ 

 

（１）知財学習に取り組む全

国各地の大学生・高等専門

学校生・高校生の発明や意

匠の創作を対象に、優れた

発明や創作の顕彰と出願

支援を行うパテントコンテス

ト・デザインパテントコンテス

トを、共催団体と協力しなが

ら運営したか。 

 

（２）同コンテストへの応募

に取り組む学校を拡大する

ため、広報活動を強化した

か。 

計 ７０校 ６８校 ３８校 

展
開
型 

工業高校 ６校 ４校 ５校 

商業高校 ３校 ２校 ３校 

農業高校 ４校 ２校 ０校 

水産高校 ２校 ２校 ２校 

高等専門学校 ４校 ４校 ４校 

計 １９校 １４校 １４校 

参加校数の合計 ８９校 ８２校 ５２校 

 

 

② 各年度において、以下のとおり高校生の学習成果の発表機会を設けるとと

もに、企業等で知財関連業務に従事する者を審査委員とする審査会での

選定によって、優れた取組を行った学校を顕彰した。 

 

 H２８年度 H２９年度 H３０年度 R１年度 

開催日時 H２８.１１.５-

６ 

H２９.１０.２１

-２２ 

H３０.８.８  

開催地 石川県 秋田県 東京都  

参加校数 ２２校 １３校 １９校  

顕彰校数 ６校 ６校 １９校  

※平成２８年度及び平成２９年度は、全国産業教育フェアの中で展示・発表会を

開催した。 

 

 

＜パテントコンテスト・デザインパテントコンテストの開催＞ 

 

 

 

①パテントコンテスト・デザインパテントコンテスト（文部科学省、特許庁、日本弁

理士会、情報・研修館の共催）の事務局として、情報・研修館が企画、公募、選

考委員会の運営、表彰式の運営等を担い、全ての業務を確実に実施した。各

年度における応募数及び応募学校数は以下のとおり。 

  
H２８年度 H２９年度 H３０年度 

応募 学校 応募 学校 応募 学校 

パテント 

コンテスト 
３４０ ７６ ５２５ ８１ ５３８ ８３ 

デザイン 

パテント 

コンテスト 

３１８ ４３ ５０６ ５４ ６５０ ７４ 

合 計 ６５８ １１９ 
１,０３

１ 
１３５ 

１,１８

８ 
１５７ 

 

 

②広報の拡大、学校訪問による直接的な働きかけ等によって、パテントコンテス

ト・デザインパテントコンテストの応募に取り組む学校数は、下表のとおり拡大

してきており、すでに平成２９年度及び平成３０年度において、第四期中期目

標で掲げられた目標（２７年度実績値（１０２校）の１２０％以上）を上回る水準

で達成した。 

 H２８年度 H２９年度 H３０年度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜パテントコンテスト・デザ

インパテントコンテストの開

催＞ 

 

（１）パテントコンテスト・デザ

インパテントコンテストの

事務局として、情報・研修

館が企画、公募、選考委

員会の運営、表彰式の運

営等を担い、全ての業務

を確実に実施した。(主要

な業務実績の項番①に

記載) 

 

（２）広報の拡大、学校訪問

による直接的な働きかけ

等によって、パテントコン

テスト・デザインパテント

コンテストの応募に取り

組む学校数が拡大した。

(主要な業務実績の項番

②に記載) 
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参加校数 
１１９校 

（９７.２％） 

１３５校 

（１１０．３％） 

１５７校 

（１２８．３％） 

※（ ）内は対第四期中期目標値 

   〈評価の視点〉 

 

 中期計画で掲げる取組に

おいて、目標達成に貢献

した特筆すべき取組はあ

るか。 

 

 中期計画で掲げる取組以

外で目標を達成するため

に行った特筆すべき取組

はあるか。 

 

〈特筆すべき取組または成果〉 

 

 パテントコンテスト・デザインパテントコンテストへの参加校数は以下のとおり。

第四期中期目標で掲げられた目標（２７年度実績値（１０２校）の１２０％以上）

に対して、すでに平成２９年度及び平成３０年度において、すでにこれを大きく

上回る水準となっている。 

 

 H２８年度 H２９年度 H３０年度 

参加校数 
１１９校 

（９７.２％） 

１３５校 

（１１０.３％） 

１５７校 

（１２８.３％） 

※（ ）内は対第四期中期計画目標値 

 

 

   

 （４）国内外の知的財産人材

育成機関との連携・協力の

推進 

 

＜国内の知的財産人材育

成機関との協力事業の推進

＞ 

我が国の知的財産人材育

成機関が参加する知的財産

人材育成推進協議会の事

務局として、機関間の連携

強化を図り、協議会主催の

セミナー等を実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜日中韓の知的財産人材

育成機関の協力事業の推

進＞ 

（４）国内外の知的財産人材

育成機関との連携・協力の

推進 

 

＜国内の知的財産人材育

成機関との協力事業の推進

＞ 

① 知的財産人材育成推進

協議会の事務局として、

機関間の連携強化、協

議会主催のセミナーの企

画・参加者募集・開催運

営等を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜日中韓の知的財産人材

育成機関の協力事業の推

進＞ 

〈評価の視点〉 

 

 

 

＜国内の知財人材育成機

関との協力事業の推進＞ 

 

（１）知的財産人材育成推

進協議会の事務局とし

て、機関間の連携強化、

協議会主催のセミナーの

企画・参加者募集・開催

運営等を行ったか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜日中韓の知的財産人材

育成機関の協力事業の推

進＞ 

〈主要な業務実績〉 

 

 

 

＜国内の知財人材育成機関との協力事業の推進＞ 

 

 

①知的財産人材育成推進協議会の事務局として、機関間の情報交換と意見交

換の場の提供、協議会が主催するオープンセミナーの企画・運営、知財人材

育成に関する協議会としての提言の取りまとめ作業等を行った。 

また、知的財産人材育成推進協議会が主催するオープンセミナーについて、

企画・参加者募集・開催運営等を行い、以下のとおり開催した。 

 

 
開催

回数 
テーマ 

H２８年

度 
３回 

進化する産業生態系と「データ主導時代」における新

たな知財マネジメントとその人材育成 

第１回：データ主導イノベーション時代における知財戦

略と組織・人材 

第２回：コグニティブ・コンピューティングと知的財産 

第３回：東レのグローバル経営と知財戦略 

H２９年

度 
３回 

パイプラインからプラットフォームへ ～イノベーション

の新動向と知財マネジメント～ 

第１回：プラットフォーム化とサービス化：加速的に変

容するビジネスモデルと知財マネジメント 

第２回：ビジネスエコシステムとプラットフォームビジネ

ス 

第３回：イノベーション政策と知財政策 ～大きな変革

で日本を再生する～ 

H３０年

度 
３回 

産業パラダイムチェンジの３つの背景 

第１回：技術（ＣＰＳ：サイバーフィジカルシステム） 

第２回：制度（ＳＤＧｓ：持続可能な開発目標） 

第３回：文化（ＳＳＣ：サービス化、シェアリング化、サー

キュラー化） 

 

 

＜日中韓の知的財産人材育成機関の協力事業の推進＞ 

 

〈評定と根拠〉 

自己評価結果：Ｂ 

根拠は以下のとおり 

 

＜国内の知財人材育成機

関との協力事業の推進＞ 

 

（１）知的財産人材育成推

進協議会の事務局とし

て、機関間の情報交換と

意見交換の場の提供、協

議会が主催するオープン

セミナーの企画・運営、知

財人材育成に関する協

議会としての提言の取り

まとめ作業等を行った。

(主要な業務実績の項番

①に記載) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜日中韓の知的財産人材

育成機関の協力事業の推

進＞ 
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民間企業職員等の社会人

向けに、中国、韓国の知的

財産人材育成機関と協力し

て連携セミナーを開催するこ

とを含め、中国、韓国の知

的財産人材育成機関とお互

いが実施している研修等に

ついて相互協力を進める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜ＡＳＥＡＮ諸国等との連携

の推進＞ 

 

ＡＳＥＡＮ諸国等の知的財産

人材育成機関との連携構築

を行い、我が国と相手国の

双方にメリットがある人材育

成に関する協力事業を企

画・実施する。 

 

 

 

① 中国、韓国の知的財産

人材育成機関と協力し

て、民間企業等の社会

人向けにセミナーを開催

する。 

 

② 定期的に実施する日中

韓の知的財産人材育成

機関の定期会合におい

て、教材の相互交換、セ

ミナー講師の派遣等につ

いて協議し、合意にした

がって相互協力を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜ＡＳＥＡＮ諸国等との連携

の推進＞ 

 

① ベトナム等との協議を進

め、人材育成に関する協

力事業を企画・実施する

ことを第一歩に、ＡＳＥＡ

Ｎ諸国等の知財人材育

成機関との関係を強化

する。 

 

 

 

（１）中国、韓国の知的財産

人材育成機関と協力し

て、民間企業等の社会人

向けにセミナーを開催し

たか。 

 

（２）定期的に実施する日中

韓の知的財産人材育成

機関の定期会合におい

て、教材の相互交換、セ

ミナー講師の派遣等につ

いて協議し、合意にした

がって相互協力を行った

か。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜ＡＳＥＡＮ諸国等との連携

の推進＞ 

 

（１）ベトナム等との協議を

進め、人材育成に関する協

力事業を企画・実施するこ

とを第一歩に、ＡＳＥＡＮ諸

国等の知財人材育成機関

との関係を強化したか。 

 

①中国知識産権トレーニングセンター及び韓国国際知識財産研修院との協力事

業として、以下のとおり、それぞれの国で民間企業等の社会人向けにセミナー

を開催した。 

 

 セミナー名 開催地 テーマ 

H２８

年度 

日韓人材育成機関

連携セミナー 
東京 

韓国知的財産権法改正の最新事情 

～特許法、商標法及びデザイン保護

法について～ 

日中人材育成機関

連携セミナー 

四川省 

成都 
日本特許法の最近の法改正 

日中韓人材育成機

関連携セミナー 
ソウル 日中韓 Patent Database 紹介 

H２９

年度 

韓国国際知識財産

研修院３０周年記

念シンポジウム 

ソウル 
第四次産業革命に対応したＪＰＯの特

許審査 

日中韓人材育成機

関連携セミナー 
大阪 

内外知財データベース紹介 

～J-PlatPat, PSS-system, KIPRIS, 

PATENTSCOPE について～ 

H３０

年度 

日韓人材育成機関

連携セミナー 
ソウル 

AI に関連した技術の審査基準につい

て 

中国知的財産法セ

ミナー 
大阪 

中国専利法第四次改正案、模倣品問

題、標準必須特許等の最新状況 

 

 

②中国知識産権トレーニングセンターや韓国国際知識財産研修院との間で、下

記の定期会合を開催し、知的財産人材育成に係る各機関の最新の取組等に

ついて情報交換と意見交換を行った。 

 
H２８ 

年度 

H２９ 

年度 

H３０ 

年度 

日韓人材育成機関会合 東京 大阪 ソウル 

日中人材育成機関会合 
四川省 

成都 
大阪 武漢 

日中韓人材育成機関会合 ソウル 大阪 武漢 

 

・ また、各国で実施されるセミナーへの講師の相互派遣等について協議し、合

意された事項については着実に実施した。 

実施した合意事項は以下のとおり。 

・各国で実施されるセミナーへの講師の相互派遣 

・日韓間で研修教材リストの相互交換 

 

 

＜ＡＳＥＡＮ諸国等との連携の推進＞ 

 

 

①平成２７年度から協議を重ねてきたベトナムの知的財産人材育成機関とお互

いの国で開催する知財人材育成セミナー等への講師派遣等を行い、また、IP

アカデミーシンガポールとの間で知財人材育成分野における協力覚書を締結

するなど、ＡＳＥＡＮ諸国知財人材育成機関とのとの関係を強化した。 

 

ベトナム及びシンガポールの人材育成機関との協力事業の内容 

機関名 協力事業の内容 

ベトナム知的財

産研究所 

知財人材育成に関する情報や経験の共有、セミナーの共

同開催など 

IP アカデミーシ

ンガポール 

知財人材育成に関する情報や経験の共有、両国の知財

人材の交流、セミナーの共同開催など 

 

（１）中国知識産権トレーニ

ングセンター及び韓国国

際知識財産研修院との

協力事業として、それぞ

れの国で民間企業等の

社会人向けにセミナーを

開催した。(主要な業務実

績の項番①に記載) 

 

（２）中国知識産権トレーニ

ングセンターや韓国国際

知識財産研修院との間

で、定期会合を開催し、

知的財産人材育成に係

る各機関の最新の取組

等について情報交換と意

見交換を行い、合意にし

たがって相互協力を行っ

た。(主要な業務実績の

項番②に記載) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜ＡＳＥＡＮ諸国等との連携

の推進＞ 

 

（１）ベトナムの知的財産人

材育成機関とお互いの国

で開催する知財人材育

成セミナー等への講師派

遣等を行い、また、IP アカ

デミーシンガポールとの

間で知財人材育成分野

における協力覚書を締結

するなど、ＡＳＥＡＮ諸国

知財人材育成機関とのと

の関係を強化した。(主要

な業務実績の項番①に
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さらに、平成３０年度は、ベトナム、シンガポール以外のＡＳＥＡＮ諸国であるマ

レーシアとの間でも、マレーシア IP アカデミーと意見交換を実施し、引き続き、

協力事業について検討を行うことになった。 

 

記載) 

   〈評価の視点〉 

 

 中期計画で掲げる取組に

おいて、目標達成に貢献

した特筆すべき取組はあ

るか。 

 

 中期計画で掲げる取組以

外で目標を達成するため

に行った特筆すべき取組

はあるか。 

 

〈特筆すべき取組または成果〉 

 

・平成３０年度までに、新たにＡＳＥＡＮのベトナム及びシンガポールの２カ国の知

的財産人材育成機関と連携・協力関係を構築し、第四期中期目標で掲げられ

た目標（ＡＳＥＡＮ等の２カ国以上）をすでに前倒しで達成した。さらに、平成３０

年度は新たにＡＳＥＡＮのマレーシアの知的財産人材育成機関との連携・協力

関係の構築に向け意見交換を実施しているところである。 

 

 

   

 

 

 

４．その他参考情報 
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様式１－２－４－２ 中期目標管理法人 中期目標期間評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項）様式 

 

１．当事務及び事業に関する基本事項 

Ⅱ 業務運営の効率化に関する事項 

当該項目の重要度、難易度  関連する政策評価・行政事業

レビューシート 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．主要な経年データ   

 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報   

 指標等 基準値 

（前中期目標期間最

終年度値等） 

平成28 年度 平成29 年度 平成30 年度 令和元年度 （参考資料） 

当該年度までの累積値等、必要な情報 

 第四期中期目標期間中に正規職員の１０％程度を総合職人材また

は専門職人材として新規採用【中期目標】 

－ 正規職員に登用さ

れた者：２９年４月

１日時点で計３人 

正規職員に登用され

た者：３０年４月１日

時点で累計６人 

正規職員に登用され

た者：３１年４月１日

時点で累計１０人（全

職員数の１０．５％） 

  

 職員休暇取得率を第四期中期目標期間最終年度までに第三期中期

目標最終年度に比べて１２０％以上【中期目標】 

６５．３％ ６９．６％ ７３．３％ ７５．７％   

 第四期中期目標期間中に業務改革計画策定件数４件以上【中期目

標】 

中期目標期間中に４

件 

２件 １件 ３件   

 「特許庁業務・システム最適化計画」進捗状況と連動し進める情報・

研修館の業務システム合理化により、関連事業経費を合理化前の８

０％以下【中期目標】 

－ － － ５８．７％   

 第四期中期目標期間最終年度までに中期目標期間初年度の費用総

額に対して新規追加・拡充分を除き、４％以上（毎年度前期比１．

３％程度（新規追加・拡充分除く）の効率化の達成【中期目標】 

－ ▲５．７％（対２７年

度比） 

▲４．２１％（対２８年

度比） 

▲４．９７％（対２８年

度比） 
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３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る見込評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

    業務実績 自己評価 見込評価 期間業績評価 

      評定  評定  

 Ⅱ 業務運営の効率化に関

する事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．業務の効果的な実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅱ 業務運営の効率化に関

する事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．業務の効果的な実施 

〈主な定量的指標〉 

 

成果指標（アウトプット） 

 

（１）全正規職員に占める新

規採用するプロパー職員

の割合 

［指標］第四期中期目標

期間の最終年度までに１

０％程度 

 

 

 

 

 

 

 

効果指標（アウトカム） 

 

（２）業務の効率化とワーク

ライフバランスの推進等

による職員の休暇取得率 

［指標］第四期中期目標

期間の最終年度までに第

三期中期目標期間の最

終 年 度 の 実 績 値 の １ ２

０％以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．業務の効果的な実施 

〈主要な業務実績〉 

 

成果指標（アウトプット） 

 

① 全正規職員に占めるプロパー職員割合 

 H28.4.1 時点 H29.4.1 時点 H30.4.1 時点 H31.4.1 時点 

プロパー職

員（A） 

0 人 3 人 6 人 10 人 

全職員数

（B） 

88 人 86 人 93 人 

 

95 人 

割合（A／B） 0％ 3.49％ 6.45％ 10.5％ 

 

平成３１年４月１日時点で全正規職員に占めるプロパー職員の割合は１０．

５％であり、すでに中期目標を上回る水準となっている。 

 

 

 

効果指標（アウトカム） 

 

② 職員の休暇取得率 

 中期目標（第 3

期中期目標最終

年度実績値の

120％以上） 

28 年度

平均 

29 年度

平均 

30 年度

平均 

月 1 休暇

取得人数 

68 人（56.5 人の

120％） 

60.8 人 64.9 人 68.6 人 

月１休暇

取得率 

78.4％（65.3％の

120％） 

69.6％ 73.3％ 75.7％ 

対年度目

標値比 

－ 101.3％ 104.7％ 105.5％ 

対中期目

標値比 

－ 88.8％ 93.5％ 96.6％ 

 

 

〈評定と根拠〉 

自己評価結果：B 

根拠は以下のとおり 

○定量的指標については、

すべての指標について中

期目標を前倒しで達成ま

たは最終年度に達成す

ることが十分に期待でき

る水準となっている。ま

た、質的にも、以下の各

項目別の自己評価に示

すように着実な実績を上

げている。 

  以上を総合的に評価す 

ると、「B」に相当する。 

 

 

 

 

１．業務の効果的な実施 

 

 

成果指標（アウトプット）達

成の観点 

 

（１）平成３１年４月１日時点

で、全正規職員に占める

プロパー職員の割合は、

１０．５％であり、すでに

中期目標を上回る水準と

なっている。 

 

 

 

 

 

 

効果指標（アウトカム）達成

の観点 

 

（２）業務の IT 化を含めた効

率化とワークバランスの

推進等を進めた結果、職

員の休暇取得率は３０年

度平均で７５．７％（対中

期目標値９６．６％）とな

っており、最終年度には

中期目標を達成すること

が十分に期待できる水準

である。 

 

 

 

 

 

＜評価に至った理由＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜今後の課題＞ 

＜評価に至った理由＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜今後の課題＞ 

- 85 -



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．業務運営の合理化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜その他の指標＞ 

 

（３）目標管理と進捗管理に

基づく業務マネジメントを

実施する諸会議の開催

頻度 

［指標］役員会は原則月１

回 

［指標］定例の運営会議

は原則毎週１回 

［指標］重要・新規案件検

討会、調達検討会は必要

に応じて随時 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．業務運営の合理化 

〈主な定量的指標〉 

 

成果指標（アウトプット） 

 

（１）業務プロセスの可視

化、リスク因子の分析、リ

スク対応マネジメント体制

の検討によって策定した

業務改革計画の件数 

［指標］第四期中期目標

期間を通じて４件以上 

 

（２）「特許庁業務・システム

最適化計画」の進捗状況

と連動して進める情報・

研修館の業務・システム

の合理化による関連事業

の経費 

［指標］合理化前の８０％

以下 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜その他の指標に係る業務実績＞ 

 

③ 目標管理と進捗管理に基づく業務マネジメントを実施する諸会議の開催頻

度 

ア．役員会（理事長、理事のほか、監事、人材開発統括監、情報統括監、センタ

ー長、各部部長等が出席）は、原則月１回開催した。 

 

イ．定例の運営会議（理事長、理事のほか、人材開発統括監、情報統括監、セン

ター長、各部部長が出席)は、原則週 1 回開催した。 

 

ウ．調達検討会を随時実施するとともに、第四期中期目標期間における以下の

重要案件を中心に検討会議を随時開催した。 

 平成２９年７月に開設した近畿統括本部開設に向けた検討会（２８年度及び

２９年度第 1 四半期に随時開催） 

 平成３０年７月に実施した情報・研修館本部の外部借室への移転に向けた

検討会（２９年度下半期及び３０年度第 1 四半期に随時開催） 

 知財 PD・産学連携知財 AD 派遣事業内容の見直しに向けた検討会（２９年

度、３０年度に随時開催） 

 知財総合支援窓口運営業務の調達に向けた検討会（２９年度、３０年度に

随時開催） 

 

 

２．業務運営の合理化 

〈主要な業務実績〉 

 

成果指標（アウトプット） 

 

① 業務改革計画 

 平成３０年度末までに以下のとおり、計６件の業務改革を実施しており、す

でに中期目標を前倒しで達成している。 

 

 名称 内容 

２ ８ 年

度 

出 張 旅 費 に 関

す る 業 務 の 見

直し 

出張旅費に関する業務の現状を把握するため、

総務部から各事業部に対して出張旅費業務に

要する時間及び業務フローの分析調査を実施

し、その結果を踏まえ、出張業務プロセスを可視

化し、時間を多く費やしている作業や冗長的な

業務プロセス等、効率化の可能な部分等を検討

して改善の方向性案を作成した。（２９年７月か

ら旅費手続簡素化の運用開始） 

近畿統括本 部

設 置 に 関 す る

業務見直し 

２９年７月に近畿統括本部が大阪市内に設置さ

れることを踏まえ、近畿統括本部での業務が円

滑に行えるよう、必要な検討事項の洗い出し、

近畿統括本部と東京本部間の手続の流れ、書

類の流れ等についての検討等を実施した。（２９

年７月から本運用開始） 

２ ９ 年

度 

情報研修館 情

報・基盤システ

ムの運用開始 

業務基盤システムには、最新のＩＴツールを導入

し、役員会、連絡会等の会議は完全に電子資料

ベースの会議に移行し、紙資料の配付を全廃し

たこと、ビデオ会議システムを使い、遠隔地に設

置している事務所（近畿統括本部等）との連絡

や調整業務を効率化した等、ＩＴツールを使った

業務改革を図った。（３０年１月から本運用開始） 

３ ０ 年

度 

リスク対応計画

の策定 

リスク管理委員会を開催し、情報・研修館のリス

ク因子の洗い出しを実施した上で、優先・重点的

に対応すべきリスクの選定を実施し、それらの

結果を情報・研修館リスク対応計画として取りま

とめた。 

AI を活用した自 情報・研修館の各業務について AI の活用可能

＜その他の指標の達成の

観点＞ 

（３）役員会は原則月１回、

定例会は原則週１回、重

要・新規案件検討会、調

達検討会は必要に応じて

随時開催しており、中期

目標に定められたとおり

に実施している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．業務運営の合理化 

 

 

成果指標（アウトプット）達

成の観点 

（１）平成３０年度末までに

計６件の業務改革に着手

しており、すでに中期目

標を前倒しで達成してい

る。 

 

（２）「特許庁業務・システム

最適化計画」の進捗状況

と連動して進めた次期 J-

PlatPat の開発・運用経

費 は 合 理 化 前 の ５ ８ ．

７％であり、中期目標（８

０％以下）を大きく上回る

合理化を達成した。 
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３．業務の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜その他の指標＞ 

 

（３）情報・研修館の次期業

務基盤システムの調達計

画、次期知財総合支援窓

口の業務改革の推進計

画のそれぞれについて、

マイルストーンを設定した

ロードマップを定め、進捗

状況のマイルストーン管

理を的確に実施したか。 

 

 

３．業務の適正化 

〈主な定量的指標〉 

 

成果指標（アウトプット） 

 

（１）一般管理費及び業務経

費（新たな実施が求めら

れた新規業務及び拡充・

強化が求められた継続

業務に係る経費を除く）

における効率化 

［指標］第四期中期計画

期間の最終年度までに中

期計画初年度の費用総

額に対して４％以上 

 

 

 

動応答チャット

ボットの導入 

性を検討した結果、産業財産権相談窓口業務に

ついて、AI を活用した自動応答チャットボットの

実証実験を行ったうえで、３１年度からの本運用

に向けて開発を実施した。（３１年４月から本運

用開始） 

イントラ系情報

システムの導入 

知財総合支援窓口や他の専門窓口のセキュリ

ティの一層の強化を目的として、イントラ系情報

システムの調達を実施し、３１年４月より各窓口

に配備するための準備を実施した。（３１年４月

から本運用開始） 

 

② 「特許庁業務・システム最適化計画」の進捗により新たに構築された情報提

供サーバに対応した次期 J-PlatPat の開発・運用経費（契約額約３６．６億

円）は、現行システムの開発・運用経費（契約額約６２．４億円）の５８．７％と

なり、合理化前の８０％以下という中期目標を大きく上回る合理化を達成し

た。 

 

 

＜その他の指標に係る業務実績＞ 

 

③ 情報・研修館の次期情報基盤システムの調達計画、次期知財総合支援窓

口の業務改革の推進計画のそれぞれについて、マイルストーンを設定した

ロードマップを定め、進捗状況のマイルストーン管理を的確に実施した。 

（次期情報基盤システムについては平成３０年 1 月に導入している。） 

 

 

 

 

 

 

 

３．業務の適正化 

〈主要な業務実績〉 

 

成果指標（アウトプット） 

 

① 一般管理費と業務経費の効率化については、新規追加及び拡充分を除くと

△４．９７％（平成２８年度 9,205,617,497 円→平成３０年度 8,747,683,528 円）

となり、中期目標の指標値（△４％以上）を上回る効率化が実現している。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜その他の指標の達成の

観点＞ 

（３）情報・研修館の次期情

報基盤システムの調達計

画、次期知財総合支援窓

口の業務改革の推進計

画のそれぞれについて、

マイルストーンを設定した

ロードマップを定め、進捗

状況のマイルストーン管

理を的確に実施した。 

 

 

３．業務の適正化 

 

成果指標（アウトプット）達

成の観点 

 

（１）一般管理費と業務経費

の効率化については、新

規追加及び拡充分を除く

と△４．９７％（平成２８年

度 9,205,617,497 円→平

成３０年度 8,747,683,528

円）となり、中期目標の指

標値（△４％以上）を上回

る効率化が実現してい

る。 

 １．業務の効果的な実施 

 

１．業務の効果的な実施  

 

  

 

  

 （１）目標管理と進捗管理を

基本にすえたＰＤＣＡマネジ

メント 

 

業務担当部長等は各業

務の進捗状況を反映する活

動モニタリング指標を活用し

つつ、目標管理と進捗管理

（１）目標管理と進捗管理を

基本に据えたＰＤＣＡマネジ

メント 

 

① 中期目標に定める成果

指標と効果指標に掲げら

れた目標を達成するた

め、目標管理と進捗管理

〈評価の視点〉 

 

 

 

（１）中期目標に定める成果

指標と効果指標に掲げら

れた目標を達成するた

め、目標管理と進捗管理

〈主要な業務実績〉 

 

 

 

① 中期目標に定める成果指標と効果指標に掲げられた目標を達成するため、

毎年度、業務遂行ロードマップを定め、活動モニタリング指標やマイルスト

ーン等を活用して、個々の事業の特性や政策課題に応じて効果的で質の高

い業務遂行のために、連絡会や定例の運営会議等の各種会議も活用しつ

〈評定と根拠〉 

自己評価結果：A 

根拠は以下のとおり 

 

（１）中期目標に定める成果

指標と効果指標に掲げら

れた目標を達成するた

め、目標管理と進捗管理
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を踏まえた業務マネジメント

を実施する。役員は、月１回

開催する役員会、随時開催

す る 重 要 ・ 新 規 案 件 検 討

会、調達検討会等を通じて、

業務遂行状況、予算執行状

況、新たな課題と対応、調

達方針等を把握、業務担当

部長等と協議し、指示・決定

することにより組織及び業務

のマネジメントを行う。 

こうした目標管理と進捗

管理を基本にすえたＰＤＣＡ

マネジメントの実施によっ

て、個々の事業の特性や政

策課題に応じた効果的で質

の高い業務を遂行し、成果

指標や効果指標に係る目標

を達成する。 

を基本に据えたＰＤＣＡマ

ネジメントの実施によっ

て、個々の事業の特性

や政策課題に応じて効

果的に業務を遂行する。 

 

② 役員は、組織及び業務

の統括的なマネジメント

を行うため、原則月１回

開催する役員会、原則週

１回開催する定例の運営

会議、随時開催する重

要・新規案件検討会、調

達検討会等を通じて業務

執行状況、予算執行状

況、新たな課題の発生状

況、調達方針等を的確に

把握し、必要に応じ実効

性のある改善策等につ

いて業務担当部長等と

協議し、適切な指示を与

える。 

 

③ 業務担当部長等は、所

掌する業務の進捗状況

等を反映する活動モニタ

リング指標とマイルストー

ンを定め、それらに基づ

いて適切な業務マネジメ

ントを行う。 

 

④ 業務担当部長等は、所

掌する業務において業務

遂行過程で重大な問題

が発生したときは、直ち

に役員等に報告し、役員

は適切な対応策等を指

示する。 

 

⑤ 個々の業務の担当責任

者は、定められた活動モ

ニタリング指標やマイル

ストーンを参照して、担

当業務の円滑な遂行を

図る。 

 

を基本に据えたＰＤＣＡマ

ネジメントの実施によっ

て、個々の事業の特性や

政策課題に応じて効果的

に業務を遂行したか。 

 

（２）役員は、組織及び業務

の統括的なマネジメント

を行うため、原則月１回

開催する役員会、原則週

１回開催する定例の運営

会議、随時開催する重

要・新規案件検討会、調

達検討会等を通じて業務

執行状況、予算執行状

況、新たな課題の発生状

況、調達方針等を的確に

把握し、必要に応じ実効

性のある改善策等につい

て業務担当部長等と協議

し、適切な指示を与えた

か。 

 

（３）業務担当部長等は、所

掌する業務の進捗状況

等を反映する活動モニタ

リング指標とマイルストー

ンを定め、それらに基づ

いて適切な業務マネジメ

ントを行ったか。 

 

（４）業務担当部長等は、所

掌する業務において業務

遂行過程で重大な問題

が発生したときは、直ち

に役員等に報告し、役員

は適切な対応策等を指

示したか。 

 

（５）個々の業務の担当責

任者は、定められた活動

モニタリング指標やマイ

ルストーンを参照して、担

当業務の円滑な遂行を

図ったか。 

つ、PDCA マネジメントを実施した。 

 

 特に、近畿統括本部の設置については、「まち・ひと・しごと創生本部決定」

において平成２９年７～９月の設置が目標として掲げられたところ、鋭意、役

員の指揮の下、近畿統括本部準備室を中心に、関係省庁、近畿地域の行

政機関、知財団体、商工団体、金融機関等との調整を行いながら開設準備

活動を進め、９月末までの設置期限を２ヶ月ほど前倒しで、２９年７月１日に

事務所設置し、７月３１日に開所式挙行、８月１日から本格的なサービス提

供を開始した。 

 

② 中期目標期間を通じて、以下の会議により、各事業の年度計画の実施状況

の可視化、PDCA サイクルの実現、契約手続の適正化等を実施した。 

ア．連絡会 

 原則、毎週月曜日午前に開催した。理事長、理事のほか、人材開発統括監、

情報統括監、センター長、総務部長、総括担当部長代理の幹部が出席し、情

報・研修館の重要案件等について、役員、幹部の意識統一を図った。 

イ．役員会 

 原則、月１回（月末）開催した。役員会メンバー（理事長、理事）のほか、監事

も出席し、人材開発統括監、情報統括監、センター長、総務部長、各部担当

部長等から業務実施状況報告（モニタリング指標に定められた指標値の状

況も含む）、予算執行状況報告を受け、審議事項の審議・決定を行った。 

 役員会では、理事長、理事から適宜、業務改善に係る指摘・指示等が発出さ

れた。 

ウ．定例運営会議 

 原則、週１回開催した。理事長、理事のほか、人材開発統括監、情報統括

監、センター長、各部部長等が出席し、直近２週間の業務スケジュールの確

認、重要案件の報告等が行われた。 

 適宜役員から発出される指示は業務に反映した。 

エ．重要・新規案件検討会 

 第四期中期目標における以下の重要案件を中心に随時開催した。 

 平成２９年７月に開設した近畿統括本部開設に向けた検討会（２８年度及び

２９年度第 1 四半期に随時開催） 

 平成３０年７月に実施した情報・研修館本部の外部借室への移転に向けた

検討会（２９年度下半期及び３０年度第 1 四半期に随時開催） 

 知財 PD・産学連携知財 AD 派遣事業の見直しに向けた検討会（２９年度、

３０年度に随時開催） 

 知財総合支援窓口運営業務の調達に向けた検討会（２９年度、３０年度に

随時開催） 

オ．契約審査委員会 

 理事長（委員長）、理事、人材開発統括監、情報統括監、センター長、各部部

長等を委員とし、予定価格等が１０００万円以上の契約予定案件ごとに、契約

方針や契約方法が適正か等について審査した。 

 

③ 中期目標期間を通じて、センター長、業務担当部長は、センター内、部内で

の議論を踏まえて、事業ごとのロードマップを作成して活動モニタリング指

標とマイルストーンを定め、業務管理を行った。また、予定に変更が生じた

場合には随時、ロードマップとマイルストーンの見直し・修正を行い、毎月開

催される役員会において報告した。 

 

④ 中期目標期間を通じて、業務担当部長等は、所掌する業務に重大な問題が

あった場合、事案発生後直ちに役員等に報告し対応を協議し、適確な対応

を行った。 

 

⑤ 中期目標期間を通じて、個々の業務の担当責任者は、ロードマップやマイ

ルストーンを踏まえて、個々の業務を実施した。作業の過程で生じた課題や

作業の遅れについては、速やかに業務担当部長等と共有して遅延を最小

限に留める方針等の検討を行った。重大な遅延が起こった場合は、業務担

当部長等から定例会・役員会等を通じて役員に報告し、役員も交えて影響

を最小限に留める方針等の検討を行った。 

を基本に据えたＰＤＣＡマ

ネジメントの実施によっ

て、個々の事業の特性や

政策課題に応じて効果的

に業務を遂行した。  

 特に、近畿統括本部の設

置については、「まち・ひ

と・しごと創生本部決定」

において平成２９年７～９

月の設置が目標として掲

げられたところ、鋭意、役

員の指揮の下、近畿統括

本部準備室を中心に、関

係省庁、近畿地域の行政

機関、知財団体、商工団

体、金融機関等との調整

を行いながら開設準備活

動を進め、９月末までの

設置期限を２ヶ月ほど前

倒しで、２９年７月１日に

事務所設置し、７月３１日

に開所式挙行、８月１日

から本格的なサービス提

供を開始した。 

（主要な業務実績の項番

①に記載） 

 

（２）理事長及び理事は、中

期目標期間を通じて、毎

月開催の役員会をはじめ

とした各種会議を通じて、

情報・研修館の組織及び

業務運営、業務計画等に

関する重要事項につい

て、可視化された業務執

行状況及び予算執行状

況並びに監事及び各部

長からの意見を踏まえ

て、適切に目標管理及び

業務進捗管理を行った。

（主要な業務実績の項番

②に記載） 

 

（３）業務担当部長等は、中

期目標期間を通じて、業

務の進捗状況等を反映

する活動モニタリング指

標とマイルストーンをあら

かじめ定めて、業務執行

状況、予算執行状況、新

たな課題の発生状況等を

適確に把握し、適切な業

務マネジメントを実施し

た。（主要な業務実績の

項番③に記載） 

 

（４）業務担当部長等は、中

期目標期間を通じて、重

大な問題が発生した場合
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 には、直ちに役員等に報

告し、役員からの指示を

踏まえて、迅速・適確な

対応を行った。（主要な業

務実績の項番④に記載） 

 

（５）個々の業務の担当責

任者は、中期目標期間

中、毎年度、年間作業予

定表及び調達予定表を

作成し、業務担当部長及

び 役 員 と も 共 有 し た 上

で、担当業務を円滑に遂

行した。（主要な業務実

績の項番⑤に記載） 

 

 （２）組織内外の人材の知見

とノウハウ等の効果的な活

用 

 

外部有識者等の人材がも

つ知見とノウハウ等を活用

することによって業務の効果

的な実施が可能となること

が予見される事業において

は、外部有識者へのヒヤリ

ング等を活用し、業務の効

果的な実施を図る。 

また、異なる分野の知識

とノウハウ等を活用すること

によって業務の効果的実施

が可能となることが予見され

る事業においては、機動的

にタスクフォースチームを編

成して企画から実行までを

一気通貫で実施する。 

 

（２）組織内外の人材の知見

とノウハウ等の効果的な活

用 

 

① 業務をより効果的に実施

するため、外部有識者等

の人材がもつ知見とノウ

ハウを活用することとし、

ヒヤリングによる意見聴

取等を積極的に取り入

れ、業務改善に反映す

る。 

 

② 複数部署の協力・連携に

よって効果的かつ効率的

な業務遂行が可能な業

務においては、タスクフォ

ースチームを構築して企

画から実行までを一気通

貫で実施する。 

 

〈評価の視点〉 

 

 

 

（１）業務をより効果的に実

施するため、外部有識者

等の人材がもつ知見とノ

ウハウを活用することと

し、ヒヤリングによる意見

聴取等を積極的に取り入

れ、業務改善に反映した

か。 

 

（２）複数部署の協力・連携

によって効果的かつ効率

的な業務遂行が可能な

業務においては、タスクフ

ォースチームを構築して

企画から実行までを一気

通貫で実施したか。 

 

 

 

〈主要な業務実績〉 

 

 

 

① 中期目標期間中、外部有識者等が持つ知見とノウハウを活用するため、以

下の委員会等を開催した。 

 

名称 内容 実施時期 

グローバル知財マ

ネジメント人材育成

プログラム開発事業 

研修プログラム及び教材等の開発に

あたり、外部有識者から有益な意見を

聴取し業務改善に反映するため、アド

バイザリーボードを設置した。 

２８年度（３

回） 

知的財産に関する

創造力・実践力・活

用力開発事業推進

委員会 

外部有識者からなる推進委員会を設

置し、知的財産に関する創造力・実践

力・活用力開発事業の募集要項等の

審議、採択校の選定、採択校の取組

の評価に関する審議を行うとともに、

事業内容の見直し方針等の審議を実

施した。 

２８年度（４

回） 

２９年度（５

回） 

３０年度（５

回） 

知的財産プロデュー

サー等派遣事業推

進委員会 

外部有識者からなる推進委員会を設

置し、知的財産プロデューサー等派遣

事業における派遣先の選定、知的財

産プロデューサー等の活動に関する

評価、事業内容の見直し方針等の審

議を実施した。 

２８年度

（前身の委

員会を３

回） 

２９年度（５

回） 

３０年度（６

回） 

近畿統括本部設置

場所の選定 

平成２９年７月に開設した近畿統括本

部の設置場所の選定にあたっては、

外部情報提供依頼のホームページ掲

載のほか、外部専門家へのヒアリング

を実施した。 

２８年度 

客員フェローの活用 我が国及び外国の知的財産に関する

制度、環境及び企業における知財戦

略等に関する調査分析を行うととも

に、役員等からの求めに応じ、情報・

研修館の業務に関する事項の企画立

案に必要な助言・提言を行った。 

２８年度及

び２９年度 

情報・研修館外部有

識者意見聴取会 

外部有識者からなる意見聴取会を設

置し、情報・研修館が中期的に取り組

むべき課題や、各業務部を横断する

課題等について、意見を聴取した。 

３０年度（３

回） 

〈評定と根拠〉 

自己評価結果：B 

根拠は以下のとおり 

 

（１）中期目標期間中、業務

をより効果的に実施する

ため、外部有識者等の人

材がもつ知見とノウハウ

を積極的に活用し、業務

改善を実施した。（主要な

業務実績の項番①に記

載） 

 

（２）中期目標期間中、複数

部署の協力・連携によっ

て効果的かつ効率的な

業務遂行が可能な業務

において、タスクフォース

等を構築し企画から実行

までを一気通貫で実施し

た。（主要な業務実績の

項番②に記載） 
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② 中期目標期間中、複数部署の協力・連携によって効果的かつ効率的な業務

遂行が可能な業務において、以下のタスクフォース等の取組を実施した。 

 

事業 タスクフォース等の内容 実施時期 

グローバル知財戦

略フォーラムの開催 

「グローバル知財戦略フォーラム」の

企画にあたっては、知財活用支援セ

ンターが中心となり、特許庁企画調査

課と連携を図りながら、昨今の経済情

勢を踏まえた政策課題を踏まえてプロ

グラム案を企画し、開催した。 

２８年度～

３０年度各

１回ずつ 

近畿統括本部準備

室の設置 

平成２８年１０月に、総務部、センター

等の関係職員を構成員とする近畿統

括本部準備室を設置し、近畿統括本

部の設置のために必要なオフィスイン

フラ整備、知財戦略エキスパートをは

じめとした職員の採用、東京本部と近

畿統括本部の業務フローの見直し等

の様々な作業を実施するとともに、近

畿統括本部開所式を２９年７月３１日

に適切に実施した（同開所式には経

済産業大臣政務官、大阪府副知事等

１８０名以上が参加）。 

 

２８年度及

び２９年度 

ビジネス×知財フォ

ーラムの開催 

平成２９年１０月１１日に大阪で開催し

た 「 ビ ジ ネ ス × 知 財 フ ォ ー ラ ム  in 

KANSAI」の企画にあたっては、近畿

統括本部と知財活用支援センターが

連携を図りながら、昨今の経済情勢を

踏まえた政策課題を踏まえてプログラ

ム案を企画し、開催した。 

 

２９年度 

情報・研修館の外部

借室への移転 

 

平成３０年７月に実施した情報・研修

館本部の外部借室への移転のため、

情報・研修館本部の各部調整担当等

を構成員とするタスクフォースを立ち

上げ、移転に向けた各種検討・作業を

実施した。 

２９年度及

び３０年度 

AI 導入に向けた検

討 

近年、人工知能（ＡＩ）を活用した改革

例が社会的に急増している状況にか

んがみて、情報・研修館にＡＩ導入検

討チームを設置し、情報・研修館の各

業務におけるＡＩの活用について検討

を実施し、平成３０年度には AI を活用

した自動応答チャットボットの実証実

験を行ったうえで、３１年度からの本運

用に向けて開発を実施した。 

２９年度及

び３０年度 

INPIT-KANSAI 一周

年記念フォーラムの

開催 

平成３０年９月に実施した「INPIT-

KANSAI 一周年記念フォーラム」の企

画にあたっては、事業推進部が中心

となり、知財活用支援センター及び知

財戦略部と協力しながら、昨今の経済

情勢を踏まえた政策課題を踏まえて

プログラム案を企画し、開催した。 

３０年度 

 

 

 （３）業務の効果的実施に必

要な総合職人材、専門職人

（３）業務の効果的実施に必

要な総合職人材、専門職人

〈評価の視点〉 

 

〈主要な業務実績〉 

 

〈評定と根拠〉 

自己評価結果：A 
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材の採用と育成 

 

情報・研修館内に蓄積さ

れる業務ノウハウの蓄積と

継承を円滑に行うとともに、

今後引き続き増大が見込ま

れるユーザー向けの情報サ

ービスシステムのセキュリテ

ィ確保等のため、新たにプロ

パー職員として総合職人材

及び専門職人材を採用し、

育成する。 

材の採用と育成 

 

① プロパー職員として総合

職人材及び専門職人材

を採用し、育成する。 

 

② 増大する情報提供サー

ビスシステムの開発・整

備・運用業務に対応でき

る専門職人材、多様化す

る業務に的確に対応でき

る総合職人材を計画的

に採用し、育成計画を策

定し実施する。 

 

 

 

（１） 増大する情報提供サ

ービスシステムの開発・

整備・運用業務に対応で

きる専門職人材、多様化

する業務に的確に対応で

きる総合職人材を計画的

に採用し、育成計画を策

定し実施したか。 

 

 

 

① 中期目標期間中、以下のとおり総合職人材及び専門職人材を採用した。 

 

 H28.4.1 時点 H29.4.1 時点 H30.4.1 時点 H31.4.1 時点 

契約職員採

用 

４人 ５人 ４人 ２人 

正規職員へ

の登用数 

０人 ３人 ４人 

 

４人 

正規職員合

計数 

０人 ３人 ６人 １０人 

 

② 専門職人材、総合職人材を計画的に採用し、採用された職員については、

育成計画にしたがって一定期間の業務経験を積ませながら、毎年度、能

力・業績評価を２回実施し、その評価結果を踏まえ総合的に判断した上で、

正規職員として登用した。 

適切な採用及び育成計画の実施の結果、正規職員に登用された職員は、

各自、配置された部署において過去の民間企業等での経験を活かして大き

な役割を果たしている。例えば、情報・研修館独自の業務基盤システムの

運用、３１年４月に運用開始した新たな情報・研修館イントラ系情報システム

の導入、情報・研修館の各業務における AI の活用に向けた検討並びに知

財総合支援窓口事業の業務改革において、大きな役割を果たした。 

 

根拠は以下のとおり 

 

（１）中期目標期間中、増大

する情報提供サービスシ

ステムの開発・整備・運

用業務に対応するための

専門人材等を適切に採

用し、一定期間の業務経

験を踏ませながら評価を

適切に実施し、評価結果

を踏まえ正規職員として

登用した。（主要な業務

実績の項番①②に記載） 

 

 

   〈評価の視点〉 

 

 中期計画で掲げる取組に

おいて、目標達成に貢献

した特筆すべき取組はあ

るか。 

 

 中期計画で掲げる取組以

外で目標を達成するため

に行った特筆すべき取組

はあるか。 

 

〈特筆すべき取組または成果〉 

 

① 全正規職員に占めるプロパー職員割合 

 H28.4.1 時点 H29.4.1 時点 H30.4.1 時点 H31.4.1 時点 

プロパー職

員（A） 

0 人 3 人 6 人 10 人 

全職員数

（B） 

88 人 86 人 93 人 

 

95 人 

割合（A／B） ０％ 3.49％ 6.45％ 10.5％ 

 

平成３１年４月１日時点で全正規職員に占めるプロパー職員の割合は１０．

５％であり、すでに中期目標を上回る水準となっている。 

 

② 近畿統括本部の設置 

 近畿統括本部の設置については、「まち・ひと・しごと創生本部決定」におい

て平成２９年７～９月の設置が目標として掲げられたところだが、鋭意、役員

の指揮の下、近畿統括本部準備室を中心に、関係省庁、近畿地域の行政

機関、知財団体、商工団体、金融機関等との調整を行いながら開設準備活

動を進めたところ、９月末までの設置期限を２ヶ月ほど前倒しで、７月１日に

事務所設置し、７月３１日に開所式挙行、８月１日から本格的なサービス提

供を開始した。 

 その結果、近畿統括本部は開所当初から高いパフォーマンスを発揮した。

例えば、２９年度の近畿地域の中小企業等に対する海外展開知財支援の

サービス件数が近畿統括本部開設前の前年度比で１７５％に急増し、３０年

度は対２９年度比で４５％増になる等の成果につながった。 

 

 

   

 ２．業務運営の合理化 

 

２．業務運営の合理化 

 

  

 

   

 （１）業務改革の推進 

 

 

「国の行政の業務改革に

関する取組方針（行政のＩＣ

Ｔ化・オープン化、業務改革

（１）業務改革の推進 

 

 

① 業務プロセスの再構築

（ＢＰＲ）やＩＣＴ化を推進

するため、業務遂行プロ

〈評価の視点〉 

 

 

（１）業務プロセスの再構築

（ＢＰＲ）やＩＣＴ化を推進

するため、業務遂行プロ

〈主要な業務実績〉 

 

① 第四期中期目標期間中、業務遂行プロセスの可視化、業務プロセスに内在

するリスク因子の抽出と分析等を実施した上で、以下のとおり、計６件の業

務改革案を作成した。 

 

〈評定と根拠〉 

自己評価結果：A 

根拠は以下のとおり 

 

（１）第四期中期目標期間

中、業務遂行プロセスの
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の徹底に向けて）」（平成２６

年７月２５日総務大臣決定；

平成２７年７月２４日改定）に

基づき、国の行政機関の取

組に準じて、業務プロセスの

再構築（ＢＰＲ）やＩＣＴ化を推

進する。 

具体的には、ユーザー向

けのサービス業務の改革を

推進する目的で、主要な業

務について、業務遂行プロ

セスの可視化、業務プロセ

スに内在するリスク因子の

抽出と分析、合理的なリスク

対応マネジメント体制の検

討等を経て、業務改革計画

を策定する。 

また、全国４７都道府県に

て設置・運用する知財総合

支援窓口の業務を効果的か

つ合理的にマネジメントする

ため、ＷＥＢ会議システムの

導入等、ＩＣＴの利活用を図

る。 

 

セスの可視化、業務プロ

セスに内在するリスク因

子の抽出と分析、合理的

なリスク対応マネジメント

体制の検討等を経て、業

務改革計画を策定する。 

 

② 業務改革の諸条件が揃

っている業務については

業務プロセスの再構築を

行うこととする。 

 

③ 既に業務改革の基本方

針 が 定 ま っ て い る 、 情

報・研修館による知財総

合支援窓口の効果的マ

ネジメントを実現するた

め、ＷＥＢ会議システム

の導入と利活用を進め

る。 

セスの可視化、業務プロ

セスに内在するリスク因

子の抽出と分析、合理的

なリスク対応マネジメント

体制の検討等を経て、業

務改革計画を策定した

か。 

 

（２）業務改革の諸条件が

揃っている業務について

は業務プロセスの再構築

を行ったか。 

 

（３）既に業務改革の基本方

針が定まっている、情報・

研修館による知財総合支

援窓口の効果的マネジメ

ントを実現するため、ＷＥ

Ｂ会議システムの導入と

利活用を進めたか。 

 名称 内容 

２ ８ 年

度 

出 張 旅 費 に 関

す る 業 務 の 見

直し 

出張旅費に関する業務の現状を把握するため、

総務部から各事業部に対して出張旅費業務に

要する時間及び業務フローの分析調査を実施

し、その結果を踏まえ、出張業務プロセスを可視

化し、時間を多く費やしている作業や冗長的な

業務プロセス等、効率化の可能な部分等を検討

して改善の方向性案を作成した。（平成２９年７

月から旅費手続簡素化の運用開始） 

近畿統括本 部

設 置 に 関 す る

業務見直し 

平成２９年７月に近畿統括本部が大阪市内に設

置されることを踏まえ、近畿統括本部での業務

が円滑に行えるよう、必要な検討事項の洗い出

し、近畿統括本部と東京本部間の手続の流れ、

書類の流れ等についての検討等を実施した。

（平成２９年７月から本運用開始） 

２ ９ 年

度 

情報研修館 情

報・基盤システ

ムの運用開始 

業務基盤システムには、最新のＩＴツールを導入

し、役員会、連絡会等の会議は完全に電子資料

ベースの会議に移行し、紙資料の配付を全廃し

たこと、ビデオ会議システムを使い、遠隔地に設

置している事務所（近畿統括本部等）との連絡

や調整業務を効率化した等、ＩＴツールを使った

業務改革を図った。（平成３０年１月から本運用

開始） 

３ ０ 年

度 

リスク対応計画

の策定 

リスク管理委員会を開催し、情報・研修館のリス

ク因子の洗い出しを実施した上で、優先・重点的

に対応すべきリスクの選定を実施し、それらの

結果を情報・研修館リスク対応計画として取りま

とめた。 

ＡＩを活用した自

動応答チャット

ボットの導入 

情報・研修館の各業務についてＡＩの活用可能

性を検討した結果、産業財産権相談窓口業務に

ついて、ＡＩを活用した自動応答チャットボットの

実証実験を行ったうえで、平成３１年度からの本

運用に向けて開発を実施した。（平成３１年４月

から本運用開始） 

イントラ系情報

システムの導入 

知財総合支援窓口や他の専門窓口のセキュリ

ティの一層の強化を目的として、イントラ系情報

システムの調達を実施し、平成３１年４月より各

窓口に配備するための準備を実施した。（平成３

１年４月から本運用開始） 

 

② 上記①のうち「リスク対応計画の策定」以外については、業務プロセスの再

構築を実施した。 

 

③ 全国４７都道府県の知財総合支援窓口及び地域ブロック担当者執務室に

WEB 会議システムを有する PC 端末を導入し、地域ブロック担当者と当館

東京本部間で同システムを用いた WEB 会議や、各都道府県窓口担当者に

対して知財総合支援窓口イントラネット移行に伴うＷＥＢ研修を開催した。 

 

【地域ブロック担当者ＷＥＢ会議開催数】 

平成２８年度 ６回 

平成２９年度 ２回 

平成３０年度 ４回 

 

【知財総合支援窓口イントラネット移行に伴うＷＥＢ研修開催数】 

 ３０年度：５回 

 

 

可視化、業務プロセスに

内在するリスク因子の抽

出と分析等を実施した上

で、計６件の業務改革案

を策定した。（主要な業務

実績の項番①に記載） 

 

（２）業務実績①のリスク対

応計画以外については、

業務プロセスの再構築を

実施した。（主要な業務

実績の項番②に記載） 

 

（３）全国４７都道府県の知

財総合支援窓口及び地

域ブロック担当者執務室

にWEB会議システムを有

する PC 端末を導入し

た。 当該 WEB 会議機能

を活用し、適宜知財総合

支援窓口の運営改善に

活用するとともに、地域ブ

ロック担当者と当館東京

本部間で同システムを用

いた WEB 会議や、各都

道府県窓口担当者に対

して知財総合支援窓口イ

ントラネット移行に伴うＷ

ＥＢ研修を開催した。これ

により、地域知財活性化

行動計画に関する連絡

調整等、緊急性を要する

事業を迅速に討議する

等、業務の効率化を実現

した。（主要な業務実績

の項番③に記載） 

 

- 92 -



   〈評価の視点〉 

 

 中期計画で掲げる取組に

おいて、目標達成に貢献

した特筆すべき取組はあ

るか。 

 

 中期計画で掲げる取組以

外で目標を達成するため

に行った特筆すべき取組

はあるか。 

 

 

〈特筆すべき取組または成果〉 

平成３０年度までに以下のとおり、計６件の業務改革を実施しており、すでに中

期目標を前倒しで達成している。 

 

 名称 内容 

２ ８ 年

度 

出 張 旅 費 に 関

す る 業 務 の 見

直し 

出張旅費に関する業務の現状を把握するため、

総務部から各事業部に対して出張旅費業務に

要する時間及び業務フローの分析調査を実施

し、その結果を踏まえ、出張業務プロセスを可視

化し、時間を多く費やしている作業や冗長的な

業務プロセス等、効率化の可能な部分等を検討

して改善の方向性案を作成した。（２９年７月か

ら旅費手続簡素化の運用開始） 

近畿統括本 部

設 置 に 関 す る

業務見直し 

２９年７月に近畿統括本部が大阪市内に設置さ

れることを踏まえ、近畿統括本部での業務が円

滑に行えるよう、必要な検討事項の洗い出し、

近畿統括本部と東京本部間の手続の流れ、書

類の流れ等についての検討等を実施した。（２９

年７月から本運用開始） 

２ ９ 年

度 

情報研修館 情

報・基盤システ

ムの運用開始 

業務基盤システムには、最新のＩＴツールを導入

し、役員会、連絡会等の会議は完全に電子資料

ベースの会議に移行し、紙資料の配付を全廃し

たこと、ビデオ会議システムを使い、遠隔地に設

置している事務所（近畿統括本部等）との連絡

や調整業務を効率化した等、ＩＴツールを使った

業務改革を図った。（３０年１月から本運用開始） 

３ ０ 年

度 

リスク対応計画

の策定 

リスク管理委員会を開催し、情報・研修館のリス

ク因子の洗い出しを実施した上で、優先・重点的

に対応すべきリスクの選定を実施し、それらの

結果を情報・研修館リスク対応計画として取りま

とめた。 

ＡＩを活用した自

動応答チャット

ボットの導入 

情報・研修館の各業務についてＡＩの活用可能

性を検討した結果、産業財産権相談窓口業務に

ついて、ＡＩを活用した自動応答チャットボットの

実証実験を行ったうえで、３１年度からの本運用

に向けて開発を実施した。（３１年４月から本運

用開始） 

イントラ系情報

システムの導入 

知財総合支援窓口や他の専門窓口のセキュリ

ティの一層の強化を目的として、イントラ系情報

システムの調達を実施し、３１年４月より各窓口

に配備するための準備を実施した。（３１年４月

から本運用開始） 

 

 

   

 （２）特許庁が進める「特許

庁業務・システム最適化計

画」と連動する業務の合理

化 

 

「特許庁業務・システム最

適化計画」（改定版：平成２５

年３月１５日）の進捗と連動

しながら、情報・研修館の業

務・システムの合理化を進

める。 

 

（２）特許庁が進める「特許

庁業務・システム最適化計

画」と連動する業務の合理

化 

 

① 「特許庁業務・システム

最適化計画」の進捗と連

動しながら情報・研修館

の業務・システムの合理

化を進めるため、特許庁

から提供される情報の内

容を吟味・検討する。 

 

〈評価の視点〉 

 

 

 

 

① 「特許庁業務・システム

最適化計画」の進捗と連

動しながら情報・研修館

の業務・システムの合理

化を進めるため、特許庁

から提供される情報の

内容を精査・検討し、情

報・研修館の業務・シス

〈主要な業務実績〉 

 

 

 

 

① 「特許庁業務・システム最適化計画」の進捗状況を勘案しつつ、次期特許情

報プラットフォームの合理化（システム開発）にあたっては、特許庁担当者と

適切に連携して基本設計工程・詳細設計工程を進めるとともに、特許庁側で

構築するシステム（情報提供サーバ等）の担当部署との間でプロジェクトマネ

ージャー会議の実施等を通じて、双方の開発状況を把握し、特許庁から提

供される情報の内容を吟味・検討しつつ、適切な進捗管理を行った結果、新

たに構築された情報提供サーバに対応した次期 J-PlatPat の開発・運用経

費（契約額約３６．６億円）は、現行システムの開発・運用経費（契約額約６

〈評定と根拠〉 

自己評価結果：A 

根拠は以下のとおり 

 

 

（１）「特許庁業務・システム

最適化計画」の進捗にあ

わせて、特許庁から提供

される情報の内容を吟

味・検討しつつ、次期特

許情報プラットフォームを

開発することにより、中

期目標を大きく上回る合
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テムの合理化したか。 

 

２．４億円）の５８．７％となり、中期目標（８０％以下）を大きく上回る合理化を

することができた。 

 

理化をすることができた。

（主要な業務実績の項番

①に記載） 

   〈評価の視点〉 

 

 中期計画で掲げる取組に

おいて、目標達成に貢献

した特筆すべき取組はあ

るか。 

 

 中期計画で掲げる取組以

外で目標を達成するため

に行った特筆すべき取組

はあるか。 

〈特筆すべき取組または成果〉 

 

 新たに構築された情報提供サーバに対応した次期 J-PlatPat の開発・運用経

費（契約額約３６．６億円）は、現行システムの開発・運用経費（契約額約６２．４

億円）の５８．７％となり、中期目標（８０％以下）を大きく上回る合理化をすること

ができた。 

   

 ３．業務の適正化 ３．業務の適正化      

 （１）一般管理費と業務経費

の効率化 

 

運営費交付金を充当して

行う業務については、組織

の見直し、一部事業の廃止

又は移管、競争的調達の推

進等の業務の適正化を進め

ることによって、新規・拡充

業務を除いた一般管理費及

び業務経費の効率化を図

る。 

（１）一般管理費と業務経費

の効率化 

 

① 組織の見直し、一部事業

の廃止又は移管、競争

的調達の推進等を適切

に実施することにより、業

務の適正化を図る。 

 

② 一般管理費及び業務経

費の効率化について、新

たな実施が求められた新

規業務及び拡充・強化が

求められた継続業務に

係る経費を除き、第四期

中期計画期間の最終年

度までに中期計画初年

度の費用総額に対して

４％以上（毎年度で前年

度比１．３％程度（新規追

加・拡充分を除く））の効

率化を図る。 

 

〈評価の視点〉 

 

 

① 組織の見直し、一部事

業の廃止又は移管、競

争的調達の推進等を適

切に実施することによ

り、業務の適正化を図

ったか。 

 

② 一般管理費及び業務経

費の効率化について、

新たな実施が求められ

た新規業務及び拡充・

強化が求められた継続

業務に係る経費を除き、

第四期中期計画期間の

最終年度までに中期計

画初年度の費用総額に

対して４％以上（毎年度

で前年度比１．３％程度

（新規追加・拡充分を除

く））の効率化を図った

か。 

 

〈主要な業務実績〉 

 

 

① 中期目標期間中、以下の組織見直し、事業見直し、競争的調達の推進を実

施することにより、業務の適正化を図った。 

 

ア．情報・研修館の特許庁庁舎から外部借室への移転に伴う組織見直し 

情報・研修館の特許庁庁舎から外部借室への移転に伴い、特許庁庁舎に残

る産業財産権相談窓口を所掌する相談部が、同じく庁舎に残った公報閲覧室に

ついても所掌することとする組織見直し（公報閲覧・相談部に改組）を平成３０年

７月に行った。これにより、産業財産権相談窓口利用者が、引き続き公報閲覧・

相談部職員の助けを得つつ公報閲覧室へ移動し、出願に必要な文献調査を行う

といったことが、より一層効率的に実施できるようになった。 

 

イ．情報・研修館独自の情報システムの導入 

情報・研修館独自の情報システム導入にあたっては、情報セキュリティ保護の

強化に伴う課題な経費増大を招かないよう、取り扱う情報の機密性に応じ、機密

性が非常に高い情報を取り扱うシステム（高機密系システム）（平成３１年４月導

入）と、それ以外の情報システム（業務基盤システム）（平成３０年１月導入）に分

離して導入した。 

 

ウ．近畿地域ブロック担当者オフィスの廃止 

 平成２９年７月の近畿統括本部設置に伴い、近畿地域ブロック担当者オフィス

を廃止し、近畿統括本部内に統合することで、経費を削減した。 

 

エ．民間企業・行政機関等の人材に対する研修の統廃合 

 平成２８年に実施した民間企業・行政機関等の人材に対する研修の見直しを踏

まえて、平成２９年度には以下の統廃合を実施した。 

 知的財産権研修［初級］の①「中央省庁職員」と②「地方自治体職員」を統

合する新たな研修に、③知的財産権研修[産学官連携]の内容及び対象者

（中小・ベンチャー企業等）を含めることにより、①②③の３つの研修を１つ

に統合した。 

 知的財産権研修［産学官連携]の研修内容を知的財産活用研修［活用検

討コース]に一部統合し内容の充実を図った。これにより、年４回実施して

いた知的財産権研修［初級］は年３回に縮減し、知的財産権研修［産学官

連携］を廃止した。 

 検索エキスパート研修［特許］の開催を年４回の実施から年３回に縮減し

た。 

 知的財産活用研修［検索コース］の名古屋開催については、隔年開催と

し、平成２９年度は開催しないこととした。 

 

オ．電子出願ソフトサポートセンター 

電子出願ソフトサポートセンターについては、計画通り、平成２９年末に特許庁

〈評定と根拠〉 

自己評価結果：B 

根拠は以下のとおり 

（１）中期目標期間中、組織

の見直し、一部事業の廃

止又は移管、競争的調達

の推進等を適切に実施

することにより、業務の適

正化を図った。（主要な業

務実績の項番①に記載） 

 

（２）一般管理費と業務経費

の効率化については、新

規追加及び拡充分を除く

と△４．９７％（平成２８年

度 9,205,617,497 円→平

成３０年度 8,747,683,528

円）となり、中期目標の指

標値（△４％以上）を上回

る効率化が実現してい

る。（主要な業務実績の

項番②に記載） 
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へ適切に業務移管した。 

 

カ．競争的調達の推進 

 平成２９年度及び３０年度に企画公募型随契で実施していた中小企業等特許

情報分析活用支援事業について、平成３１年度に一般競争入札（総合評価落札

方式）に切り替え、また、知財総合支援窓口運営業務について、令和２年度より

官民競争入札を導入するため、必要な準備を進めている。 

 

② 一般管理費と業務経費の効率化については、上記①に記載した業務効率

化や調達の適正な実施により、下記のとおり、新規追加及び拡充分を除くと

△４．９７％（平成２８年度 9,205,617,497 円→平成３０年度 8,747,683,528

円）となり、中期目標の指標値（△４％以上）を上回る効率化が実現してい

る。 

 

【新規、拡充・強化を除く費用額比較表】（単位：円）（再掲） 

 

 
 

   〈評価の視点〉 

 

 中期計画で掲げる取組に

おいて、目標達成に貢献

した特筆すべき取組はあ

るか。 

 

 中期計画で掲げる取組以

外で目標を達成するため

に行った特筆すべき取組

はあるか。 

 

〈特筆すべき取組または成果〉 

 

  

   

 （２）委託等によって実施す

る業務の適正化 

 

委託等により実施する業

務については、情報・研修館

が策定した「調達合理化計

画」に基づく取組を着実に実

施し、外部委員から構成さ

れる契約監視委員会による

精査と指示に基づいて、一

者応札・一者応募の解消を

含め契約の適正化を推進す

るとともに、外部有識者の活

用や調達結果の公表等透

明性の確保を図る。 

（２）委託等によって実施す

る業務の適正化 

 

① 委託等により実施する業

務については、競争性の

ある調達を原則とし、契

約における透明性と公平

性を確保する。 

 

② 「調達等合理化計画」に

基づく取組を着実に実施

し、契約監視委員会によ

る精査と指示等に基づい

て契約の適正化を推進

する。 

 

〈評価の視点〉 

 

 

① 委託等により実施する

業務については、競争

性のある調達を原則と

し、契約における透明

性と公平性を確保した

か。 

 

② 「調達等合理化計画」に

基づく取組を着実に実

施し、契約監視委員会

による精査と指示等に

基づいて契約の適正化

を推進したか。 

 

 

〈主要な業務実績〉 

 

 

① 競争性のある調達を原則とし、調達仕様書の内容の見直し、入札説明会の

内容充実又は意見招請機会の提供等によって、契約における透明性と公

平性を確保した。 

 

（参考）第四期中期目標期間における情報・研修館の調達全体像 

（単位：件、億円） 

 
平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 

件数 金額 件数 金額 件数 金額 

競争入札

等 

(34.6%) 

36 

(29.9%) 

16.4 

(57.4%) 

35 

(83.3%) 

91.2 

(29.9%) 

32 

(17.3%) 

10.9 

企画競争・

公募 

(60.6%) 

63 

(65.3%) 

35.8 

(31.1%) 

19 

(3.2%) 

3.5 

(59.8%) 

64 

(80.5%) 

50.8 

競争性の

ある契約

（小計） 

(95.2%) 

99 

(95.3%) 

52.2 

(88.5%) 

54 

(86.5%) 

94.7 

(89.7%) 

96 

(97.8%) 

61.7 

競争性の

ない随意

契約 

(4.8%) 

5 

(4.7%) 

2.6 

(11.5%) 

7 

(13.5%) 

14.8 

(10.3%) 

11 

(2.2%) 

1.4 

合 計 （100%) (100%） （100%) (100%） （100%) (100%） 

〈評定と根拠〉 

自己評価結果：Ｂ 

根拠は以下のとおり 

（１）競争性のある調達を原

則とする委託契約及び請

負契約について、調達仕

様書の内容の見直し、入

札説明会の内容充実又

は意見招請機会の提供

等を行うことによって、契

約における透明性と公平

性を確保した。(主要な業

務実績の項番①に記載) 

 

（２）毎年度策定している「調

達等合理化計画」に基づ

く取組を着実に実施し、

契約監視委員会による精

査と指示等に基づいて契

約の適正化を推進した。

(主要な業務実績の項番

②に記載) 
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104 54.8 61 109.5 107 63.1 

（注１）計数は、それぞれ四捨五入しているため合計において一致しない場合

がある。 

 

② 毎年度策定している「調達等合理化計画」に基づき、以下の取組を実施し、

契約監視委員会による精査と指示等に基づいて契約の適正化を推進した。

また、毎月の契約状況について、ホームページに公表した。 

 調達に当たっては、真にやむを得ないものを除き、引き続き競争性等の確

保を図るため、仕様書条件の見直し、説明会から入札等の締切りまでの十

分な期間確保、一事業としては相乗効果が期待できない事業を複数事業に

分割し、複数契約にして実施する等、事業者の入札参加の拡大を図り、全

ての案件について競争的手法を取り入れた契約を締結した。 

 

 

   〈評価の視点〉 

 

 中期計画で掲げる取組に

おいて、目標達成に貢献

した特筆すべき取組はあ

るか。 

 

 中期計画で掲げる取組以

外で目標を達成するため

に行った特筆すべき取組

はあるか。 

 

〈特筆すべき取組または成果〉 

 

 

   

 ４．給与水準の適正化 ４．給与水準の適正化      

  

 

給与水準の適正化の取

組を継続するため、人事院

勧告等を踏まえた給与改定

を行い、国家公務員と同程

度の給与水準を維持すると

ともに、その検証結果、取組

状況を公表する。 

 

 

 

① 給与水準の適正化の取

組を継続するため、人事

院勧告等を踏まえた給

与改定を行い、国家公務

員と同程度の給与水準

を維持する。 

 

② 給与水準の検証結果等

は、情報・研修館ホーム

ページに公表する。 

 

〈評価の視点〉 

 

① 給与水準の適正化の

取組を継続するため、

人事院勧告等を踏まえ

た給与改定を行い、国

家公務員と同程度の給

与水準を維持したか。 

 

② 給与水準の検証結果等

は、情報・研修館ホーム

ページに公表したか。 

 

〈主要な業務実績〉 

 

① 国家公務員と同程度の給与水準を維持した給与改定の実施 

 情報・研修館の給与関係規程について、人事院勧告等を踏まえた給与改定

を行い、情報・研修館の給与水準は、国家公務員の給与水準（東京都特別

区に在勤する国家公務員との比較）で毎年度、同程度の水準を維持した。 

 

（参考）ラスパイレス指数の推移（令和元年６月公表） 

 

② 給与水準の検証結果の公表 

 給与水準の検証結果、取組状況を毎年度公表した。 

 

 

〈評定と根拠〉 

自己評価結果：Ｂ 

根拠は以下のとおり 

（１）中期目標期間を通じ

て、国家公務員と同程度

の給与水準を維持してい

る。（主要な業務実績の

項番①に記載） 

 

（２）給与水準の検証結果

等について、毎年度、情

報・研修館ホームページ

において公表した（主要

な業務実績の項番②に

記載） 
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   〈評価の視点〉 

 

 中期計画で掲げる取組に

おいて、目標達成に貢献

した特筆すべき取組はあ

るか。 

 

 中期計画で掲げる取組以

外で目標を達成するため

に行った特筆すべき取組

はあるか。 

 

〈特筆すべき取組または成果〉 

 

 

   

 

 

４．その他参考情報 
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様式１－２－４－２ 中期目標管理法人 中期目標期間評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項）様式 

 

１．当事務及び事業に関する基本事項 

Ⅲ 財務内容の改善に関する事項 

当該項目の重要度、難易度  関連する政策評価・行政事業

レビューシート 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．主要な経年データ   

 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報   

 指標等 基準値 

（前中期目標期間最

終年度値等） 

平成28 年度 平成29 年度 平成30 年度 令和元年度 （参考資料） 

当該年度までの累積値等、必要な情報 

 特になし       
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３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る見込評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

    業務実績 自己評価 見込評価 期間業績評価 

評価  評価  

 Ⅲ 財務内容の改善に関

する事項 

 

Ⅲ 財務内容の改善に関

する事項 

 

 

  〈評定と根拠〉 

自己評価結果：Ｂ 

根拠は以下のとおり 

 

  

 １．財務内容に関する信頼

性と透明性の確保 

 

 

 

 

 

財務内容に関する信頼性

を確保するため、経理事務

処理や財務諸表の作成作

業において外部専門機関・

人材の知見を積極的に活用

するとともに、財務諸表は毎

年度、ホームページで公開

する。 

 

 

１．財務内容に関する信頼

性と透明性の確保 

 

 

 

 

 

① 経理事務処理や財務諸

表の作成作業において

外部専門機関・人材の知

見を積極的に活用する。 

 

② 財務諸表は毎年度、情

報・研修館のホームペー

ジで公開する。 

〈主な定量的指標〉 

特になし 

〈その他の指標〉 

特になし 

 

〈評価の視点〉 

 

（１）経理事務処理や財務

諸表の作成作業におい

て外部専門機関・人材の

知見を積極的に活用した

か。 

 

（２）財務諸表は毎年度、情

報・研修館のホームペー

ジで公開したか。 

 

 

 

 

 

〈主要な業務実績〉 

 

① 外部コンサルタントを活用した経理業務の適正な処理 

 経理事務処理や財務諸表の作成作業にあたっては、顧問契約を締結した

監査法人から適宜必要な助言を得るなど、外部専門機関・人材の知見を積

極的に活用した。 

 

② 財務内容の透明性の確保 

 毎年度作成する財務諸表については、経済産業大臣の承認後遅滞なく官

報に公告するとともに、情報・研修館ホームページにも掲載した。 

 

〈評定と根拠〉 

自己評価結果：Ｂ 

根拠は以下のとおり 

 

 

 

 

（１）経理事務処理や財務

諸表の作成作業にあたっ

ては、顧問契約を締結し

た監査法人から適宜必

要な助言を得るなど、外

部専門機関・人材の知見

を積極的に活用した。（主

要な業務実績の項番①

に記載） 

 

（２）毎年度作成する財務諸

表については、経済産業

大臣の承認後遅滞なく官

報に公告するとともに、

情報・研修館ホームペー

ジにも掲載し、財務内容

の透明性の確保に努め

た。（主要な業務実績の

項番②に記載） 

  

   〈評価の視点〉 

 

・ 中期計画で掲げる取組

において、目標達成に貢

献した特筆すべき取組は

あるか。 

 

・ 中期計画で掲げる取組

以外で目標を達成するた

めに行った特筆すべき取

組はあるか。 

 

〈特筆すべき取組または成果〉 

 

  

   

 ２．効率化予算による運営 

 

 

 

 

 

 

運営費交付金を充当して

行う業務については「Ⅳ 業

務運営の効率化に関する事

２．効率化予算による運営 

 

 

 

 

 

 

① 「Ⅲ 業務運営の効率化

に関する目標を達成する

ためにとるべき措置」で

〈主な定量的指標〉 

特になし 

〈その他の指標〉 

特になし 

 

〈評価の視点〉 

 

（１）「Ⅲ 業務運営の効率

化に関する目標を達成す

るためにとるべき措置」で

 

 

 

 

 

〈主要な業務実績〉 

 

① 「Ⅲ 業務運営の効率化に関する目標を達成するためにとるべき措置」で定

めた要件を踏まえて予算を編成し、適切な運営を行った。 

 

〈評定と根拠〉 

自己評価結果：Ｂ 

根拠は以下のとおり 

 

 

 

 

（１）「Ⅲ 業務運営の効率

化に関する目標を達成す

るためにとるべき措置」で
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項」で定めた事項を踏まえた

中期計画の予算を作成して

運営を行うとともに、毎年度

の運営費交付金額の算定

は、運営費交付金債務の発

生状況にも留意した上で厳

格に行う。その際、独立行政

法人会計基準の改訂（平成

１２年２月１６日独立行政法

人会計基準研究会策定、平

成２７年１月２７日改訂）等に

より、運営費交付金の会計

処理として、業務達成基準

による収益化が原則とされ

たことを踏まえ、収益化単位

の業務ごとに予算と実績を

管理する体制を構築する。 

 

定めた要件を踏まえて予

算を編成し、適切な運営

を行う。 

 

② 毎年度の運営費交付金

額の算定は、運営費交

付金債務の発生状況に

も留意した上で厳格に行

う。 

 

定めた要件を踏まえて予

算を編成し、適切な運営

を行ったか。 

 

（２）毎年度の運営費交付

金額の算定は、運営費交

付金債務の発生状況に

も留意した上で厳格に行

ったか。 

 

② 独立行政法人会計基準の改訂（平成１２年２月１６日独立行政法人会計基

準研究会策定、平成２７年１月２７日改訂）等により、運営費交付金の会計処

理として、業務達成基準による収益化が原則とされたことを踏まえ、事業の

まとまりごとに予算と実績を管理する体制を構築し、役員、監事及び部長級

以上の職員が出席して原則毎月開催する役員会に実績を報告し、厳格な執

行管理を行った。 

 

 

 

 

定めた要件を踏まえて予

算を編成し、適切な運営

を行った。（主要な業務実

績の項番①に記載） 

 

（２）独立行政法人会計基

準の改訂（平成１２年２月

１６日独立行政法人会計

基準研究会策定、平成２

７年１月２７日改訂）等に

より、運営費交付金の会

計処理として、業務達成

基準による収益化が原則

とされたことを踏まえ、事

業のまとまりごとに予算と

実績を管理する体制を構

築し、役員、監事及び部

長級以上の職員が出席

して原則毎月開催する役

員会に実績を報告し、厳

格な執行管理を行った。

（主要な業務実績の項番

②に記載） 

 

   〈評価の視点〉 

 

 中期計画で掲げる取組に

おいて、目標達成に貢献

した特筆すべき取組はあ

るか。 

 

 中期計画で掲げる取組以

外で目標を達成するため

に行った特筆すべき取組

はあるか。 

 

〈特筆すべき取組または成果〉 
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 ３．業務コストの削減と官民

競争入札等の導入 

 

 

 

 

 

 

事業コストの高い事業に

焦点を絞り、管理会計手法

（業務コスト分析等）と業務

プロセス分析による業務改

善及び競争的調達等による

業務コストの削減等を推進

する。 

 

３．業務コストの削減と官民

競争入札等の導入 

 

 

 

 

 

 

① 管理会計手法（業務コス

ト分析等）と業務プロセス

分析を進め、業務改善に

活かす。 

 

② 競争的調達等によって業

務コストの削減等を推進

する。 

〈主な定量的指標〉 

特になし 

 

〈その他の指標〉 

特になし 

 

〈評価の視点〉 

 

（１）管理会計手法（業務コ

スト分析等）と業務プロセ

ス分析を進め、業務改善

に活かしたか。 

 

（２）競争的調達等によって

業務コストの削減等を推

進したか。 

 

 

 

 

 

 

 

<主要な業務実績> 

 

① 情報・研修館における出張手続業務の更なる効率化に向けて総務部及び

各事業部において出張旅費精算業務に要する時間及び業務フローの分析

調査を実施し、その結果を踏まえ、業務フローを可視化した上で業務のボト

ルネックとなっていた箇所を特定し、手続きの簡素化を含めた業務フローの

見直しを実施し、平成２９年７月から、簡素化された業務フローにて出張旅

費精算業務を実施した。 

 

② 毎年度策定している「調達等合理化計画」に基づいて、調達情報等を情報・

研修館ホームページに掲載し、可能な限り競争的手法による契約締結を進

めることによって業務コストの削減等を推進した。 

また、知財総合支援窓口運営業務について、令和２年度より官民競争入札

を導入するため、必要な準備を実施している。 

〈評定と根拠〉 

自己評価結果：Ｂ 

根拠は以下のとおり 

 

 

 

 

 

（１）情報・研修館における

出張手続業務の更なる

効率化に向けて総務部

及び各事業部において

出張旅費精算業務に要

する時間及び業務フロー

の分析調査を実施し、そ

の結果を踏まえ、業務フ

ローを可視化した上で業

務のボトルネックとなって

いた箇所を特定し、手続

きの簡素化を含めた業務

フローの見直しを実施し、

平成２９年７月から、簡素

化された業務フローにて

出張旅費精算業務を実

施した。（主要な業務実

績の項番①に記載） 

 

（２）毎年度策定している「調

達等合理化計画」に基づ

いて、調達情報等を情

報・研修館ホームページ

に掲載し、可能な限り競

争的手法による契約締結

を進めることによって業

務コストの削減等を推進

した。 

また、知財総合支援窓

口運営業務について、令

和２年度より官民競争入

札を導入するため、必要

な準備を実施している。

（主要な業務実績の項番

②に記載） 

 

  

   〈評価の視点〉 

 

 中期計画で掲げる取組に

おいて、目標達成に貢献

した特筆すべき取組はあ

るか。 

 

 中期計画で掲げる取組以

外で目標を達成するため

に行った特筆すべき取組

はあるか。 

 

〈特筆すべき取組または成果〉 
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 ４．自己収入の確保 

 

 

 

 

 

 

 

受講料を徴収している民

間向け研修等については、

受益者の負担を適正なもの

とする観点から、研修受講

料の見直しを原則２年ごとに

行い、自己収入の確保・拡

大に努める。 

 

４．自己収入の確保 

 

 

 

 

 

 

 

① 受講料を徴収している民

間向け研修等について

は、研修受講料の見直し

を原則２年ごとに行い、

適正な受講料とする。 

 

② 自己収入の拡大を図る

ための所要の措置等に

ついて検討を行う。 

 

〈主な定量的指標〉 

特になし 

 

〈その他の指標〉 

特になし 

 

〈評価の視点〉 

 

（１）受講料を徴収している

民間向け研修等につい

ては、研修受講料の見直

しを原則２年ごとに行い、

適正な受講料としたか。 

 

（２）自己収入の拡大を図る

ための所要の措置等に

ついて検討を行ったか。 

 

 

 

 

 

 

 

〈主要な業務実績〉 

 

① 受講料を徴収している調査業務実施者育成研修をはじめとした民間向け等

研修については、各研修の目的を踏まえつつ、複数年の収支を勘案した上

で、実費勘案相当の適正な受講料を徴収し自己収入の確保に努めた。 

 

② 自己収入の拡大を図るための措置等について、多角的な観点から検討を

進めた。 

 

〈評定と根拠〉 

自己評価結果：Ｂ 

根拠は以下のとおり 

 

 

 

 

 

（１）受講料を徴収している

調査業務実施者育成研

修をはじめとした民間向

け等研修については、各

研修の目的を踏まえつ

つ、複数年の収支を勘案

した上で、実費勘案相当

の適正な料金を徴収し自

己収入の確保に努めた。

（主要な業務実績の項番

①に記載） 

 

（２）自己収入の拡大を図る

ための措置等について、

多角的な観点から検討を

進めた。（主要な業務実

績の項番②に記載） 

 

  

   〈評価の視点〉 

 

 中期計画で掲げる取組に

おいて、目標達成に貢献

した特筆すべき取組はあ

るか。 

 

 中期計画で掲げる取組以

外で目標を達成するため

に行った特筆すべき取組

はあるか。 

 

〈特筆すべき取組または成果〉 

 

  

   

 

 

４．その他参考情報 
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様式１－２－４－３ 中期目標管理法人 中期目標期間評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項）様式 

 

１．当事務及び事業に関する基本事項 

Ⅳ その他業務運営に関する重要事項 

当該項目の重要度、難易度  関連する政策評価・行政事業

レビューシート 

 

 

  ２．主要な経年データ   

 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報   

 指標等 基準値 

（前中期目標期間最

終年度値等） 

平成28 年度 平成29 年度 平成30 年度 令和元年度 （参考資料） 

当該年度までの累積値等、必要な情報 

 内部統制に関する研修会を年１回以上開催【中期目標】 １回 １回 １回 １回   

 内部統制に関する研修会におけるアンケート調査結果において理

解できたと回答した者が中期目標期間を通じて全役職員の８０％以

上【中期目標】 

８０％ １００％ ９８％ ９９％   

 「情報・研修館セキュリティポリシー」及び「同ガイドライン」遵守状況

の内部監査及び安易なメール添付ファイル開封等を防止するため

の模擬演習を年１回以上実施【中期目標】 

２種の標的型メール

訓練を実施 

２種の標的型メー

ル訓練を実施 

２種の標的型メール

訓練を実施 

２種の標的型メール

訓練を実施 

  

 新たに構築するソーシャルネットワークサービス及びプレスリリー

スによる情報発信の回数【中期目標】 

５０回 ６７回 ８４回 ７８回   

 情報・研修館が運用する複数の情報提供サーバのアクセスログ・デ

ータの解析結果に基づき、広報効果の高いコンテンツや広報手段検

討など広報改善方針を年１回以上定めて実施【中期目標】 

１回 １回 ３回 ３回   

 情報・研修館が運用する複数の情報提供サーバへの総アクセス回

数が、第三期中期目標期間最終年度実績値（１，３７１，６２６件）の１

２０％以上【中期目標】 

１，３７１，６２６件 １，５４６，７７３回

（対平成２７年度比

１１３％） 

１，７４７，６６４回 

（対平成２７年度比１

２７％） 

１，６９６，０８９回 

（対２７年度比１２

４％） 
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３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る見込評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

    業務実績 自己評価 見込評価 期間業績評価 

      評定  評定  
 Ⅳ その他業務運営に関す

る重要事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．内部統制の充実・強化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．広報活動の強化 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．内部統制の充実・強化 

 

〈主な定量的指標〉 

 

成果指標（アウトプット） 

 

（１）内部統制に関する研修

会の受講者の理解度 

［指標］第四期中期目標

期間を通じて、理解でき

た受講者が全役職員の８

０％以上 

 

（２）情報セキュリティポリシ

ー及び同ガイドラインの

遵守状況の内部監査及

び安易なメール添付ファ

イル開封等を防止するた

めの模擬演習の回数及

び受講者 

［指標］第四期中期目標

期間中、毎年１回以上 

［指標］受講者は全ての

役職員（契約職員含む） 

 

 

４．広報活動の強化 

 

〈主な定量的指標〉 

 

成果指標（アウトプット） 

 

 

（１）新たに構築するソーシ

ャルネットワークサービス

と、プレスリリースによる

情報発信の合計回数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．内部統制の充実・強化 

 

〈主要な業務実績〉 

 

成果指標（アウトプット） 

 

① 毎年度、外部講師を招き、全職員を対象に、以下のとおり内部統制研修を

実施した。 

・ 「業務に多いに活かせる」「一部活かせる」と回答した者の割合は中期目標

（毎年度８０％以上）を大きく上回った。 

 

 H28FY H29fy H30fy 

実施時期 H29.3.13～

15 

H30.1.31～

2.2 

H30.11.20～

22 

「業務におおい

に活かせる」

「一部活かせ

る」と回答した

者の割合 

100％ 98％ 99％ 

 

② 情報セキュリティポリシー及び同ガイドラインの遵守状況の内部監査並び

に、全役職員を対象とした２種の標的型攻撃メール訓練を毎年度実施して

いる。 

 

 

 

４．広報活動の強化 

 

〈主要な業務実績〉 

 

成果指標（アウトプット） 

 

 

① ホームページに加えてプレス発表及びソーシャルネットワークサービスを活

用して広報活動を実施した。プレス発表回数及び SNS 回数については毎

年度の計画目標を達成するとともに、中期目標（年間５０回以上）も毎年度

大きく上回っている。 

〈評定と根拠〉 

自己評価結果： A 

根拠は以下のとおり 

○定量的指標については、

すべての指標で中期目

標をすでに達成あるいは

中期目標を上回る水準に

至っている。また、質的に

も以下の各項目別の自

己評価に示すように、顕

著な成果を実現した。 

 以上を総合的に評価する 

と、「Ａ」に相当する。 

 

 

 

 

１．内部統制の充実・強化 

 

 

成果指標（アウトプット）達

成の観点 

 

（１）毎年度、全職員を対象

に内部統制研修を実施

し、「業務に多いに活か

せる」「一部活かせる」と

回答した者の割合は中

期目標（毎年度８０％以

上）を大きく上回った。 

 

（２）情報セキュリティポリシ

ー及び同ガイドラインの

遵守状況の内部監査並

びに、全役職員を対象と

した２種の標的型攻撃メ

ール訓練を毎年度実施し

ている。 

 

 

 

 

 

４．広報活動の強化 

 

 

 

成果指標（アウトプット）達

成の観点 

 

（１）ホームページに加えて

プレス発表及びソーシャ

ルネットワークサービスを

活用して広報活動を実施

＜評価に至った理由

＞ 

 

 

 

 

 

＜今後の課題＞ 

＜評価に至った理由

＞ 

 

 

 

 

 

＜今後の課題＞ 
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［指標］年間５０回以上 

 

 

（２）情報・研修館が運用す

る複数の情報提供サー

バのアクセスログ・データ

の解析結果に基づく広報

効果の高いコンテンツや

広報手段の検討など広

報改善方針の検討及び

実施回数 

［指標］年間１回以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

効果指標（アウトカム） 

 

 

（３）情報・研修館が運用す

る複数の情報提供サー

バへの総アクセス回数 

［指標］第四期中期目標

期間の最終年度までに第

三期中期目標期間の最

終 年 度 の 実 績 値 の １ ２

０％以上 

 

  

 

 H28FY H29fy H30fy 

プレス発表

回数及び

SNS 回数 

67 回 84 回 78 回 

対年度計画

目標値比 

134％ 

（年度目標

50 回） 

140％ 

（年度目標

60 回） 

130％ 

（年度目標

60 回） 

対中期目標

値（50 回）比 

134％ 168％ 156％ 

 

② 毎年度１回以上、情報・研修館が運用する複数の情報提供サーバのアクセ

スログ・データの解析結果に基づく広報効果の高いコンテンツや広報手段

の検討など、広報活動の改善を図ってきている。（２８年度：１回、２９年度：３

回、３０年度：３回） 

 

【広報活動の改善の例】 

 アクセスログ・データを分析し、その結果を踏まえて閲覧数の多いコンテンツ

へのアクセスを容易にするため、また、多くの閲覧者の目に止まるよう、

「INPIT アーカイブ」を構築した。【２８年度実施】 

 情報・研修館が提供する知的財産相談・支援ポータルサイトや知財ポータル

について、ユーザーからの要望を踏まえ、部分的なリニューアル、及びコンテ

ンツの改訂あるいは追加等を実施した。【２９年度実施】 

 情報・研修館が運用するホームページのコンテンツをユーザーファーストの

視点で大幅に変更し、目的のサービスに辿り着き易く、また、ユーザーが認

知していないサービスの気づきを得やすくなるよう改善を図った。【３０年度実

施】 

 各都道府県に設置している知財総合支援窓口のホームページについては、

平成２９年度に改善を図った各窓口ホームページの統合管理機能を生かし、

災害に関連した特許庁や情報・研修館からの情報の一斉配信を行うなど、ユ

ーザーへの情報提供の迅速化を図った。【３０年度実施】 

 

 

効果指標（アウトカム） 

 

 

③ 情報・研修館が運用する複数の情報提供サーバーへの総アクセス回数に

ついては、以下のとおり。 

 

 H28FY H29fy H30fy 

情報提供サ

ーバーへの

総アクセス回

数 

1,546,773 回 1,747,664 回 1,696,089 回 

対中期目標

値（1,645,951

回）比 

94％ 106％ 103％ 

 

情報・研修館が運用する複数の情報提供サーバーへの毎年度実施している

改善等を反映して、総アクセス回数については、平成２９年度、平成３０年度にす

でに中期目標を上回っている。（対中期目標値１０６％及び１０３％）。 

した。プレス発表回数及

び SNS 回数については

毎年度の計画目標を達

成するとともに、中期目

標の回数も毎年度大きく

上回っている。 

 

（２）毎年度１回以上、情報・

研修館が運用する複数

の情報提供サーバのアク

セスログ・データの解析

結果に基づく広報効果の

高いコンテンツや広報手

段の検討など、広報活動

の 改 善 を 図 っ て き て い

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

効果指標（アウトカム）達成

の観点 

 

（３）情報・研修館が運用す

る複数の情報提供サー

バーへの毎年度実施して

いる改善等を反映して、

総アクセス回数について

は、平成２９年度、平成３

０年度にすでに中期目標

を上回っている。（対中期

目標値比１０６％及び１０

３％）。 

 

 

 

 １．内部統制の充実・強化 

 

１．内部統制の充実・強化 

 

 

 
    

 （１）内部統制の基盤の充実 

 

 

 

 

（１）内部統制の基盤の充実 

 

 

 

 

〈評価の視点〉 

 

 

 

 

〈主要な業務実績〉 

 

 

 

 

〈評定と根拠〉 

自己評価結果：Ｂ 

根拠は以下のとおり 
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「独立行政法人の業務の

適正を確保するための体制

等の整備」について」（平成

２６年１１月２８日付総管査

第３２２号総務省行政管理

局長通知）を踏まえ、情報・

研修館の全ての役職員が、

業務の有効性及び効率性、

財務報告の信頼性、事業活

動に関わる法令等の遵守、

資産の保全等、内部統制の

機能と役割を理解し、日常

の業務に反映する取組を継

続的に実施する。 

 

① 内部統制の４つの目的

（業務の有効性及び効

率性、財務報告の信頼

性、事業活動に関わる

法令等の遵守、資産の

保全）、内部統制の要

素（統制環境、リスクの

評価と対応、統制活動、

情報と伝達、モニタリン

グ及びＩＣＴへの対応）の

理解促進を図るため、

年間 1 回以上研修会を

開催し、受講者の理解

度を把握するためのア

ンケート調査を行う。 

 

② 内部統制の４つの目的を

達成するため、内部統制

の考えを日常の業務に

反映する取組を継続的

に実施する。 

 

③ 監査室は、業務に関わる

諸制度及び業務の遂行

状況を、合法性、合理性

の観点から公正かつ客

観的な立場で適法性、妥

当性及び有効性を診断

し、内部監査報告書を理

事長に提出し、理事長

は、監事の意見を聴取し

た上で必要な措置を指

示する。 

 

（１）内部統制の４つの目的

（業務の有効性及び効率

性、財務報告の信頼性、

事業活動に関わる法令

等 の 遵 守 、 資 産 の 保

全）、内部統制の要素（統

制環境、リスクの評価と

対応、統制活動、情報と

伝達、モニタリング及びＩ

ＣＴへの対応）の理解促

進を図るため、年間 1 回

以上研修会を開催し、受

講者の理解度を把握する

ためのアンケート調査を

行ったか。 

 

（２）内部統制の４つの目的

を達成するため、内部統

制の考えを日常の業務

に反映する取組を継続的

に実施したか。 

 

（３）監査室は、業務に関わ

る諸制度及び業務の遂

行状況を、合法性、合理

性の観点から公正かつ

客観的な立場で適法性、

妥当性及び有効性を診

断し、内部監査報告書を

理事長に提出し、理事長

は、監事の意見を聴取し

た上で必要な措置を指示

したか。 

 

① 毎年度、外部講師を招き、全職員を対象に、以下のとおり内部統制研修を

実施した。 

 

 

 H28FY H29fy H30fy 

実施時期 H29.3.13～

15 

H30.1.31～

2.2 

H30.11.20～

22 

アンケートにおい

て、「業務におお

いに活かせる」「一

部活かせる」と回

答した者の割合 

100％ 98％ 99％ 

 

 平成３０年度における具体的研修内容 

研修科目 具体的研修内容 

内部統制の理解及

びコンプライアンス

研修 

 内部統制とは 

 内部統制の目的 

 コンプライアンスとは 

 コンプライアンスが求められる背景（事例紹介含む） 

 コンプライアンス体制づくり 

情報セキュリティ研

修 

 情報の取扱いについて 

 新基盤システムにおける情報セキュリティの取扱い 

※２８年度、２９年度においても概ね同様の内容で実施。 

 

② 中期目標期間を通じて継続的に、内部統制の考えを日常業務に反映するた

め、幹部連絡会（原則毎週月曜日に開催）、定例の運営会議（原則毎週火曜

日に開催）において、業務遂行における内部統制が機能しているかを定期

的にチェックした。 

特に、２９年７月に開設し、重要案件であった近畿統括本部における事業実

施状況については、毎週の幹部連絡会で確認するとともに、TV 会議システ

ムも活用して随時チェックを行った。さらに、知財総合支援窓口事業、J-

PlatPat 提供事業といった継続的フォローが必要な重要事業については、中

期目標期間を通じて、役員、事業部長、担当者によるミーティングを実施し、

進捗管理のみならず、業務リスク低減方針の決定等に関する取組を行った。 

 

③ 監査室は、以下のとおり毎年度、定期内部監査及び特別内部監査を実施

し、それぞれ、理事長に報告した。また、理事長は、監事の意見を聴取した

上で、必要な措置を指示した。 

 

【２８年度】 

 定期内部監査：以下の事業について内部監査を実施した。 

① 知財活用支援センター（グローバル知財戦略フォーラム２０１６開

催企画運営業務） 

② 知財人材部（知財プロデューサー等派遣事業） 

 特別内部監査：調達手続の内部監査を実施した。 

 

【２９年度】 

 定期内部監査：以下の事業について内部監査を実施した。 

① 知財情報部（画像意匠公報検索支援ツール事業） 

② 地域支援部（知財総合支援窓口事業） 

 特別内部監査：以下の２つの情報システムについて、インシデント対応策の

妥当性に関する監査を実施した。 

① J-Plat-Pat 

② タイムスタンプ保管サービスシステム 

 

【３０年度】 

 定期内部監査：以下の事業について内部監査を実施した。 

① 公報閲覧・相談部（産業財産権相談窓口事業） 

（１）毎年度、外部講師を招

き、全職員を対象に、内

部統制研修を実施した。

また、毎年度のアンケー

ト調査において、中期目

標（８０％以上）を大きく上

回る（９８％～１００％）者

が「業務に多いに活かせ

る」「一部活かせる」と回

答した。（主要な業務実

績の項番①に記載） 

 

（２）中期目標期間を通じて

継続的に、内部統制の考

えを日常業務に反映する

ため、幹部連絡会（原則

毎週月曜日に開催）、定

例の運営会議（原則毎週

火 曜 日 に 開 催 ） に お い

て、業務遂行における内

部統制が機能しているか

を定期的にチェックした。

（主要な業務実績の項番

②に記載） 

 

（３）監査室は、以下のとお

り毎年度、定期内部監査

及び特別内部監査を実

施し、それぞれ、理事長

に報告した。また、理事

長は、監事の意見を聴取

した上で、必要な措置を

指示した。（主要な業務

実績の項番③に記載） 
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② 知財活用支援センター（専門窓口間の連携） 

 特別内部監査：以下の２つの情報システムについて、インシデント対応策の

妥当性に関する監査を実施した。 

① 新興国等知財情報データバンク 

② 開放特許情報データベース 

 

 

   〈評価の視点〉 

 

 中期計画で掲げる取組に

おいて、目標達成に貢献

した特筆すべき取組はあ

るか。 

 

 中期計画で掲げる取組以

外で目標を達成するため

に行った特筆すべき取組

はあるか。 

 

〈特筆すべき取組または成果〉 

 

 

   

 （２）情報・研修館の業務特

性に応じた情報セキュリティ

関係の取組 

 

「サイバーセキュリティ戦

略について」（平成２７年９月

４日閣議決定）を踏まえ、情

報・研修館の全ての役職員

に情報セキュリティ対策を徹

底するとともに、「政府機関

の情報セキュリティ対策のた

めの統一基準」（平成２６年

５月１９日、情報セキュリティ

政策会議決定）に基づく「情

報・研修館セキュリティポリ

シー」及び「同ガイドライン」

を遵守して業務が適切に実

施されているかについて、毎

年度、内部 監査を実施 す

る。委託等により外部機関

に実施させる業務について

も、情報・研修館による立ち

入り監査を適宜実施する。 

平成３０年度以降の特許

庁庁舎大規模改修時に特

許庁庁舎から移転すること

等を踏まえ、情報・研修館独

自の業務用情報システムの

導入・構築について、第四期

中期目標期間の初年度か

ら、調査・検討を開始する。 

 

（２）情報・研修館の業務特

性に応じた情報セキュリティ

関係の取組 

 

① 情報・研修館の情報セキ

ュリティポリシー及び同ガ

イドラインに基づいて業

務を適正に実施する。 

 

② 全ての役職員に、独立行

政法人情報処理推進機

構が提供する情報セキュ

リ テ ィ 対 策 等 を 熟 知 さ

せ、通常業務の中でウイ

ルス感染リスクが高いと

される安易なメール添付

ファイル開封等を防止す

るため、全役職員を対象

とした模擬演習等の取組

を実施する。 

 

③ 独立行政法人情報処理

推進機構等が提供する

情報・研修館に関連する

情報システムの脆弱性

等に関する最新情報をチ

ェックし、情報システムの

脆弱性等に関する情報

を得た場合は、速やかに

適切な対策を講じる。 

 

④ 情報・研修館が管理・運

用する情報システムに対

するサイバー攻撃に速や

かな対応を行うとともに、

必要に応じ、独立行政法

人情報処理推進機構等

とも連携しながら対応す

る。 

 

〈評価の視点〉 

 

 

 

（１）情報・研修館の情報セ

キュリティポリシー及び同

ガイドラインに基づいて

業務を適正に実施した

か。 

 

（２）全ての役職員に、独立

行政法人情報処理推進

機構が提供する情報セ

キュリティ対策等を熟知さ

せ、通常業務の中でウイ

ルス感染リスクが高いと

される安易なメール添付

ファイル開封等を防止す

るため、全役職員を対象

とした模擬演習等の取組

を実施したか。 

 

（３）独立行政法人情報処

理推進機構等が提供す

る情報・研修館に関連す

る情報システムの脆弱性

等に関する最新情報をチ

ェックし、情報システムの

脆弱性等に関する情報を

得た場合は、速やかに適

切な対策を講じたか。 

 

（４）情報・研修館が管理・

運用する情報システムに

対するサイバー攻撃に速

やかな対応を行うととも

に、必要に応じ、独立行

政法人情報処理推進機

構等とも連携しながら対

応したか。 

〈主要な業務実績〉 

 

 

 

① 毎年度、契約職員含めた全職員を対象に、情報・研修館の情報セキュリティ

ポリシー及び同ガイドラインの研修を実施した。なお、顧客情報等の情報セ

キュリティ管理を徹底し一層のセキュリティ対策の強化を図るため、平成３０

年度に情報セキュリティポリシーを第６版へ改訂し、同ポリシーの内容につ

いても全職員に研修を実施した。以上のように、中期目標期間を通じて、同

ポリシー及びガイドラインに基づいて業務を適正に実施している。 

 

② 毎年度、契約職員含めた全役職員に、独立行政法人情報処理推進機構が

提供する情報セキュリティ対策等を熟知させ、通常業務の中でウイルス感

染リスクが高いとされる安易なメール添付ファイル開封等を防止するため、

標的型攻撃メール訓練を実施した。 

 

③ 独立行政法人情報処理推進機構（ＩＰＡ）等が提供する情報システムの脆弱

性等に関する最新情報やウイルスメール情報を定期的にチェックし、情報シ

ステムの脅威となり得る情報を得た場合は、全役職員に対して対策を周知

した。 

 

④ 平成２９年３月９日に発生した J-PlatPat に対するサイバー攻撃に対して

は、利用者への被害拡散防止の観点から速やかにサービス停止を行うとと

もに、ＩＰＡ等の関係機関と連携し迅速かつ適切な対策を実施し、結果、同月

１７日にサービスを再開した。 

以降は、３０年度末まで、情報・研修館が管理・運用する情報システムに対

する重大インシデントに該当する不正アクセスまたは悪意の攻撃は発生し

なかった。 

なお、情報セキュリティ強化の取組として、２９年度及び３０年度に、複数の

システムについて、インシデント対応訓練を実施し、インシデント対応手順の

確認、マニュアルの改訂を行った。また、３０年度に情報セキュリティポリシ

ーを第６版へ改訂し、その際、CSIRT（Computer Security Incident Response 

Team）を構築し、インシデントレスポンスの体制強化を図った。 

 

⑤ 監査室は、総務部及び外部の監査機関と協力して、規定類の政府統一基準

への準拠性に関する監査、情報システムの脆弱性に関する監査及びシステ

ム運用に関する政府統一基準への準拠性に関する監査からなる情報セキュ

リティポリシー監査を、毎年度実施し、理事（CIＳO）に報告を行った。理事

は、理事長、監事及び情報統括監の意見を聴取した上で、必要なセキュリテ

ィ対策を指示した。また、情報システムについては、外部専門機関と協力し

〈評定と根拠〉 

自己評価結果：Ａ 

根拠は以下のとおり 

 

（１）毎年度、契約職員含め

た全職員を 対象に 、情

報・研修館の情報セキュ

リティポリシー及び同ガイ

ドラインの研修を実施す

るなどにより、中期目標

期間を通じて、同ポリシ

ー及びガイドラインに基

づいて業務を適正に実施

している。（主要な業務実

績の項番①に記載） 

 

（２）毎年度、契約職員含め

た全役職員に、独立行政

法人情報処理推進機構

が提供する情報セキュリ

ティ対策等を熟知させ、

通常業務の中でウイルス

感染リスクが高いとされ

る安易なメール添付ファ

イル開封等を防止するた

め、標的型攻撃メール訓

練を実施した。（主要な業

務実績の項番②に記載） 

 

（３）独立行政法人情報処

理推進機構（ＩＰＡ）等が

提供する情報システムの

脆弱性等に関する最新

情報やウイルスメール情

報を定期的にチェックし、

情報システムの脅威とな

り得る情報を 得た場合

は、全役職員に対して対

策を周知した。（主要な業

務実績の項番③に記載） 
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⑤ 監査室は業務において

情報セキュリティポリシー

が遵守される仕組みとな

っているか等の内部監査

報告書を理事長に提出

し、理事長は、監事及び

情報統括監の意見を聴

取した上で、必要な措置

を指示する。 

 

⑥ 特許庁庁舎大規模改修

時に特許庁庁舎から移

転すること等を踏まえ、

情報・研修館独自の業務

用情報システムの導入・

構築について、第四期中

期目標期間の初年度か

ら、調査・検討を開始す

る。 

 

 

（５）監査室は業務において

情報セキュリティポリシー

が遵守される仕組みとな

っているか等の内部監査

報告書を理事長に提出

し、理事長は、監事及び

情報統括監の意見を聴

取した上で、必要な措置

を指示したか。 

 

（６）特許庁庁舎大規模改

修時に特許庁庁舎から

移 転 す る こ と 等 を 踏 ま

え、情報・研修館独自の

業務用情報システムの導

入・構築について、第四

期中期目標期間の初年

度から、調査・検討を行っ

たか。 

 

て、ペネトレーションテスト等を実施してシステム脆弱性に関する調査を行

い、必要に応じ適切な対策を直ちに実施した。 

 

⑥ 情報・研修館独自の情報基盤システムについて、第四期中期目標期間の初

年度から調査・検討し、平成３０年１月に導入した。 

 

 

（４）平成２９年３月９日に発

生した J-PlatPat に対す

るサイバー攻撃に対して

は、ＩＰＡ等の関係機関と

連携し迅速かつ適切な対

策を実施しており、それ

以降３０年度末までの間

は重大インシデントに該

当する不正アクセスまた

は悪意の攻撃は発生しな

かった。 

なお、２９年度及び３０年

度には複数のシステムに

ついて、インシデント対応

訓練を実施し、インシデ

ント対応手順の確認、マ

ニュアルの改訂を行い、

また、３０年度に情報セ

キュリティポリシーを第６

版 へ 改 訂 し 、 そ の 際 、

CSIRT を構築し、インシ

デントレスポンスの体制

強化を図った。（主要な

業務実績の項番④に記

載） 

 

（５）監査室は、規定類の準

拠性監査、システムの脆

弱性監査及び運用準拠

性監査からなる情報セキ

ュリティポリシー監査を、

毎 年 度 実 施 し 、 理 事

（CISO）に報告を行った。

また、理事は、理事長、

監事及び情報統括監の

意見を聴取した上で、必

要なセキュリティ対策を

指示した。（主要な業務

実績の項番⑤に記載） 

 

（６）情報・研修館独自の情

報基盤システムについ

て、第四期中期目標期間

の初年度から調査・検討

し、平成３０年１月に導入

した。（主要な業務実績

の項番⑥に記載） 

 

   〈評価の視点〉 

 

 中期計画で掲げる取組に

おいて、目標達成に貢献

した特筆すべき取組はあ

るか。 

 

 中期計画で掲げる取組以

外で目標を達成するため

に行った特筆すべき取組

〈特筆すべき取組又は成果〉 

 

① 目標達成に貢献した特筆すべき取組としては、監査室が主体となって外部の

監査機関や専門機関と協力して毎年度実施した情報セキュリティ監査、ペネ

トレーションテスト等によるシステムの脆弱性に関する調査結果にもとづく対

策の実施等が挙げられる。これらの取組は、情報・研修館がユーザーに提供

している各種情報サービス事業の安定的な運用に貢献するものである。 

 

② 中期計画に掲げる取組以外で行った特筆すべき取組として、平成３０年４月

に CSIRT（Computer Security Incident Response Team）を構築したことによ
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はあるか。 

 

り、セキュリティ体制が強化されたことが挙げられる。これにより、インシデント

が発生した場合に情報の集約、コントロールを行い、的確なインシデント対応

が行うことができる体制が整った。また、INPIT の４つの情報システムに対し

て外部から悪意の攻撃を受けたとの想定シナリオを使い、インシデント対応

訓練を実施し、インシデント検知能力の向上を図る取り組みも行った。 

 

 ２．ユーザーフレンドリーな

事業展開 

 

２．ユーザーフレンドリーな

事業展開 

 

     

  

 

 

 

地域におけるユーザーの

ニーズにきめ細かく、迅速に

対応するため、地方公共団

体や関係団体との連携・協

力を積極的に推進・拡大す

るとともに、必要に応じ、組

織の見直し等も行う。 

 

 

 

 

 

① 地域におけるユーザー

のニーズにきめ細かく迅

速に対応するため、地方

公共団体や地域の関係

団体との連携・協力を積

極的に推進・拡大する。 

 

② 地域におけるサービス体

制については、必要に応

じ、組織の見直し等も行

う。 

 

〈評価の視点〉 

 

 

 

（１）地域におけるユーザー

のニーズにきめ細かく迅

速に対応するため、地方

公共団体や地域の関係

団体との連携・協力を積

極 的 に 推 進 ・ 拡 大 し た

か。 

 

（２）地域におけるサービス

体制については、必要に

応じ、組織の見直し等も

行ったか。 

 

〈主要な業務実績〉 

 

 

 

① 各地域ブロックに配置している地域ブロック担当者、情報・研修館役員・担

当職員等が一同に会する「地域ブロック担当者連絡会議」を平成２９年度は

１３回、３０年度は１２回開催し、全ての窓口の運営状況、地方公共団体及

び地域支援機関等との連携状況の報告を受け、連携における課題を抽出し

て、課題解決のための方策等、連携・協力の推進・拡大について検討を行

い、知財総合支援窓口の具体活動の改善等に活用した。 

 

 

② 平成２８年９月の「まち・ひと・しごと創生本部会合」決定を踏まえて設置した

近畿統括本部については、同決定における開設期限（平成２９年９月末）よ

り２か月程度早い２９年７月３１日に開設し、開設前より特許庁、近畿経済産

業局をはじめ、大阪府等の自治体、大阪商工会議所等の商工会議所、関

西経済連合会、日本弁理士会近畿支部及び金融機関などの地域関係機関

と意見交換を重ねつつ、ユーザーニーズの把握に努め、地域の要望に応え

るイベントやセミナーの開催、知財戦略エキスパートによる企業等支援を行

った。 

その結果、下の表に示すように、開設当初より高いパフォーマンスを発揮し

た。 

主なサービス項目 平成２９年度（２９年８月

～）実績 

平成３０年度 

実績 

フォーラムの開催 ビジネス×知財フォーラ

ム in KANSAI（２９年１０

月開催／参加者２７４

名） 

INPIT-KANSAI 一周年

記念フォーラム（３０年

９月開催／参加者２７

８名） 

地域関係機関との協同

による知財活用と知財リ

スク低減に関するセミナ

ーの開催（講師派遣含

む） 

２７回（海外展開知財支

援） 

（２８年度実績に対し１０

８％増） 

４８回（海外展開知財

支援） 

（２９年度実績に対し７

７％増） 

近畿地域の中堅・中小・

スタートアップ企業に対

する海外展開知財支援 

１００件（実質活動期間

８か月だが２８年度実績

に対し７５％増） 

 

１４５件（２９年度実績

に対し４５％増） 

高度検索用端末利用室

での文献サーチ・閲覧

サービス 

利用者 

５６９名 

利用者 

８６６名 

近畿統括本部で実施し

た近畿地域の企業と特

許庁審査官との面接審

査 

５７０件（出張面接５５８

件、テレビ面接１２件） 

（全国の約４割） 

５０８件（出張面接４７

３件、テレビ面接３５

件） 

（全国の約５割） 

 
 

 

〈評定と根拠〉 

自己評価結果：Ａ 

根拠は以下のとおり 

 

（１）地域ブロック担当者連

絡会議により、情報・研

修館からの情報発信、ブ

ロック担当者からの情報

収集に加えて、実効性の

ある情報交換・意見交換

を行い、知財総合支援窓

口の活動の改善等に活

用した。(主要な業務実績

の項番①に記載) 

 

（２）近畿統括本部では、関

係機関と意見交換を重ね

つつイベントやセミナーの

開催、知財戦略エキスパ

ートによる支援等を実施

した。その結果、平成２９

年度の近畿地域におけ

る海外展開知財支援件

数が、２８年度に情報・研

修館が実施した同地域

の支援件数に対し７５％

増となるなど、地域拠点

として当初の期待を上回

る高いパフォーマンスを

発揮した。（主要な業務

実績の項番②に記載） 

  

   〈評価の視点〉 

 

〈特筆すべき取組または成果〉 
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 中期計画で掲げる取組に

おいて、目標達成に貢献

した特筆すべき取組はあ

るか。 

 

 中期計画で掲げる取組以

外で目標を達成するため

に行った特筆すべき取組

はあるか。 

 

 平成２８年９月の「まち・ひと・しごと創生本部会合」決定を踏まえて設置した

近畿統括本部については、同決定における開設期限（平成２９年９月末）よ

り２か月程度早い２９年７月３１日に開設し、開設前より特許庁、近畿経済産

業局をはじめ、大阪府等の自治体、大阪商工会議所等の商工会議所、関

西経済連合会、日本弁理士会近畿支部及び金融機関などの地域関係機関

と意見交換を重ねつつ、ユーザーニーズの把握に努め、地域の要望に応え

るイベントやセミナーの開催、知財戦略エキスパートによる企業等支援を行

った。 

その結果、全国の出張面接審査件数の約５割が同本部で実施されたほか、

２９年度の近畿地域における海外展開知財支援件数が、開設後８か月間と

いう活動期間にもかかわらず、２８年度に情報・研修館が実施した同地域の

支援件数に対して７５％増となるなど、地域拠点として当初の期待を上回る

高いパフォーマンスを発揮した。 

 

 ３．特許庁等との連携 ３．特許庁等との連携      

  

 

 

 

高い専門性に基づく信頼

性の高いサービスを安定的

にかつ確実に提供していく

ため、業務遂行・管理におけ

る協力、人事交流等、特許

庁との密接な連携を図る。 

併せて、全国４７都道府

県の知財総合支援窓口の

運営をはじめ、地域におけ

る効果的な業務運営のた

め、経済産業局との連携を

一層強化する。 

 

 

 

 

 

① 特許庁への業務報告、

特許庁との人事交流及

び業務管理における協

力等を含め、特許庁との

業務連携を強め、情報・

研修館の業務水準を維

持・向上させる。 

 

② 全国４７都道府県の知財

総合支援窓口による地

域の中堅・中小・ベンチャ

ー企業の相談対応と支

援を強化するため、さま

ざまな基盤整備を行いつ

つ、経済産業局等との連

携を強化する。 

 

〈評価の視点〉 

 

 

 

（１）特許庁への業務報告、

特許庁との人事交流及

び業務管理における協力

等を含め、特許庁との業

務連携を強め、情報・研

修館の業務水準を維持・

向上させたか。 

 

（２）全国４７都道府県の知

財総合支援窓口による地

域の中堅・中小・ベンチャ

ー企業の相談対応と支

援を強化するため、さま

ざまな基盤整備を行いつ

つ、経済産業局等との連

携を強化したか。 

 

〈主要な業務実績〉 

 

 

 

① 中期目標期間を通じて、特許庁との定期的な会議による業務連携として、

以下の３つの会議・連絡会等が定期的に開催され、ユーザーサービスの水

準向上のため、情報・研修館業務と特許庁業務の連携強化を図った。 

 

会議等の名称 検討内容 出席者 

J-PlatPat 連絡会 

（毎週開催） 

1. J-PlatPat の運用上の

課題の共有 

2. 今後の機能向上に関す

る検討 

3. その他、関連する課題

の検討 

 （特許庁）特許情報

室担当者 

 （情報・研修館）知財

情報部担当者 

地域における知財

相談・支援等サー

ビスに関する定期

検討会 

（毎月開催） 

1. 地域の中小企業等の支

援施策、支援活動に関

する情報交換と意見交

換 

2. 地域で開催するイベント

での協力・協働 

3. その他、関連する課題

の検討 

 （特許庁）普及支援

課 

 （ 情 報 ・ 研 修 館 ） 役

員、知財活用支援セ

ンター関係者 

特許庁研修企画専

門官会議 

1. 特許庁職員向け研修等

の内容の向上を検討 

2. その他、関連する課題

の検討 

 特許庁に設置されて

いる会議に、情報・

研修館から研修部担

当者が出席 

 

② 特許庁及び経済産業局との連携 

ア．特許庁、経済産業局等、関係機関との連携活動 

 中期目標期間を通じて、特許庁が定めた「地域知財活性化行動計画」（平

成２８年９月２６日）を推進するため、①に記載した「地域における知財相

談・支援等サービスに関する定期検討会」を毎月開催するとともに、特許

庁、経済産業局、都道府県庁、各窓口、情報・研修館により、各地域ブロ

ック（各経済産業局管轄単位）で開催する「地域知財活性化行動計画会

議」について、特許庁と事前調整を行ったうえで、会議メンバーとして会議

に参加した。 

これらの取組は、特許庁が定めた「地域知財活性化行動計画」に掲げら

れた各年度のＫＰＩを大きく上回ることとなったことに貢献した。 

 また、中期目標期間を通じて、全ての都道府県において、情報・研修館が

全国に設置している知財総合支援窓口が主催して、独立行政法人中小

企業基盤整備機構（中小機構）が全国に設置しているよろず支援拠点、

独立行政法人日本貿易振興機構（ジェトロ）が全国に設置しているジェト

ロ事務所、各地域の中小企業支援組織等が参画する「連携会議」を開催

〈評定と根拠〉 

自己評価結果：A 

根拠は以下のとおり 

 

（１）中期目標期間を通じ

て、特許庁との定期的な

会議による業務連携とし

て、３つの会議・連絡会

等が定期的に開催され、

ユーザーサービスの水準

向上のため、情報・研修

館業務と特許庁業務の

連携強化を図った。その

結果、各業務の年度目標

を着実に達成したほか、

ユーザーアンケートにお

いても高い満足度を得る

ことができたことから、業

務水準は維持・向上でき

たと評価できる。 (主要な

業務実績の項番①に記

載) 

 

（２）全国４７都道府県の知

財総合支援窓口による地

域の中堅・中小・ベンチャ

ー企業の相談対応と支

援を強化するため、各地

域ブロック単位で「地域

知財活性化行動計画会

議」、全ての都道府県で

「連携会議」を開催するな

ど、特許庁、経済産業局

及び関係機関と連携し

た。これらの取組は、特

許庁が定めた「地域知財

活性化行動計画に掲げ

られた各年度のＫＰＩを大

きく上回ることとなったこ

とに貢献した。 (主要な

業務実績の項番②に記

載) 
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し、他の公的支援機関との連携活動の促進を図った。 

 

イ．巡回特許庁における取組 

「巡回特許庁」は特許庁との共催事業であり、中期目標期間中、以下のよう

に実施した。 

 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 

開催都市数・

場所 

６ 都 市 （ 名 古

屋 、 大 阪 、 京

都 、 広 島 、 福

岡、鹿児島） 

１４都市（札幌、

仙 台 、 盛 岡 、 高

崎 、 前 橋 、 名 古

屋、金沢、大阪、

和歌山、神戸、徳

島、高松、熊本、

大分） 

１０都市(札幌、青

森 、 浜 松 、 名 古

屋、大阪、福井、

山口、高知、佐賀

及び那覇) 

 

また、巡回特許庁実施の際に、地域の実情に応じて、併催イベントとして J-

PlatPat 講習会の開催、臨時相談窓口の開設による相談対応等を行った。 

 

 

 

   〈評価の視点〉 

 

 中期計画で掲げる取組に

おいて、目標達成に貢献

した特筆すべき取組はあ

るか。 

 

 中期計画で掲げる取組以

外で目標を達成するため

に行った特筆すべき取組

はあるか。 

 

〈特筆すべき取組または成果〉 

 

 中期目標期間を通じて、特許庁が定めた「地域知財活性化行動計画」（平

成２８年９月２６日）を推進するため、①に記載した「地域における知財相

談・支援等サービスに関する定期検討会」を毎月開催するとともに、特許

庁、経済産業局、都道府県庁、各窓口、情報・研修館により、各地域ブロ

ック（各経済産業局管轄単位）で開催する「地域知財活性化行動計画会

議」について、特許庁と事前調整を行ったうえで、会議メンバーとして会議

に参加した。 

 これらの取組は、特許庁が定めた「地域知財活性化行動計画」に掲げら

れた各年度のＫＰＩを大きく上回ることとなったことに貢献した。 

   

 ４．広報活動の強化 

 

４．広報活動の強化 

 

 

 

  

 

  

  

 

 

 

知的財産に関する総合的

な支援機関としての認知度

を高め、より効果的に事業を

実施するため、広報を継続

的に強化する。 

特にマスコミへのプレス発

表やソーシャルネットワーク

サービスの活用、広報マイ

ンドに関する職場内研修会

の実施、情報・研修館が運

用する複数の情報提供サー

バのアクセスログ・データの

解析結果の活用など、効果

的な広報に向けた取組を実

施する。 

 

 

 

 

 

①情報・研修館のホームペ

ージにユーザー向け事業

の情報を掲載することは

もとより、広報を継続的に

強化するため、適宜、マス

コミへのプレス発表やソー

シャルネットワークサービ

スを活用した広報に取り

組む。 

 

②情報・研修館が運用する

複数の情報提供サーバ

のアクセスログ・データの

解析結果等を参考に、広

報活動の改善を図る。 

 

〈評価の視点〉 

 

 

 

（１）情報・研修館のホーム

ページにユーザー向け事

業の情報を掲載すること

はもとより、広報を継続

的 に 強化 する た め 、適

宜、マスコミへのプレス発

表やソーシャルネットワ

ークサービスを活用した

広報に取り組んだか。 

 

（２）情報・研修館が運用す

る複数の情報提供サー

バーのアクセスログ・デ

ータの解析結果等を参考

に、広報活動の改善を図

ったか。 

 

〈主要な業務実績〉 

 

 

 

① 中期目標期間を通じて、ホームページに加えてプレス発表及びソーシャル

ネットワークサービスを活用して広報活動を実施した。プレス発表回数及び

SNS 回数については毎年度計画の目標を達成するとともに、中期目標の回

数も大幅に上回った。 

 

 H28FY H29fy H30fy 

プレス発表

回数及び

SNS 回数 

67 回 84 回 78 回 

対年度計画

目標値比 

134％ 

（年度目標

50 回） 

140％ 

（年度目標

60 回） 

130％ 

（年度目標

60 回） 

対中期目標

値（50 回）比 

134％ 168％ 156％ 

 

② 毎年度 1 回以上、情報・研修館が運用する複数の情報提供サーバーのア

クセスログ・データの解析結果に基づく広報効果の高いコンテンツや広報手

段の検討など、広報活動の改善を図った。（２８年度：１回、２９年度：３回、３

０年度：３回） 

 

【広報活動の改善の例】 

〈評定と根拠〉 

自己評価結果：A 

根拠は以下のとおり 

 

（１）中期目標期間を通じ

て、ホームページに加え

てプレス発表及びソーシ

ャルネットワークサービス

を活用して広報活動を実

施し、毎年度、年度目標

及び中期目標で定められ

た回数を大幅に上回っ

た。（主要な業務実績の

項番①参照） 

 

（２）毎年度 1 回以上、情報・

研修館が運用する複数

の情報提供サーバーの

アクセスログ・データの解

析結果に基づく広報効果

の高いコンテンツや広報

手段の検討など、広報活

動の改善を図った。（主

要な業務実績の項番②

参照） 
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 アクセスログ・データを分析し、その結果を踏まえて閲覧数の多いコンテンツ

へのアクセスを容易にするため、また、多くの閲覧者の目に止まるよう、

「INPIT アーカイブ」を構築した。【２８年度実施】 

 情報・研修館が提供する知的財産相談・支援ポータルサイトや知財ポータル

について、ユーザーからの要望を踏まえ、部分的なリニューアル、及びコンテ

ンツの改訂あるいは追加等を実施した。【２９年度実施】 

 情報・研修館が運用するホームページのコンテンツをユーザーファーストの

視点で大幅に変更し、目的のサービスに辿り着き易く、また、ユーザーが認

知していないサービスの気づきを得やすくなるよう改善を図った。【３０年度実

施】 

 各都道府県に設置している知財総合支援窓口のホームページについては、

平成２９年度に改善を図った各窓口ホームページの統合管理機能を生かし、

災害に関連した特許庁や情報・研修館からの情報の一斉配信を行うなど、ユ

ーザーへの情報提供の迅速化を図った。【３０年度実施】 

 

   〈評価の視点〉 

 

 中期計画で掲げる取組に

おいて、目標達成に貢献

した特筆すべき取組はあ

るか。 

 

 中期計画で掲げる取組以

外で目標を達成するため

に行った特筆すべき取組

はあるか。 

 

〈特筆すべき取組または成果〉 

情報・研修館が運用する複数の情報提供サーバーへの総アクセス回数について

は、以下のとおり。 

 

 H28FY H29fy H30fy 

情報提供サ

ーバへの総

アクセス回数 

1,546,773 回 1,747,664 回 1,696,089 回 

対中期目標

値（1,645,951

回）比 

94％ 106％ 103％ 

 

情報・研修館が運用する複数の情報提供サーバーへの毎年度実施している改

善等を反映して、総アクセス回数については、平成２９年度、平成３０年度にすで

に中期目標を上回っている。（対中期目標値比１０６％及び１０３％）。 

 

   

 ５．特許庁庁舎の大規模改

修への対応 

 

５．特許庁庁舎の大規模改

修への対応 

 

 

 

 

    

  

 

 

 

第四期中期期間中に予

定されている、情報・研修館

の大部分が入居している特

許庁庁舎の大規模改修に

対応するため、業務の円滑

な実施に支障が生じること

のないよう、第四期中期目

標期間の初年度から、移転

計画の策定等の移転の準

備を計画的に進める。 

 

 

 

 

 

①特許庁庁舎の大規模改

修による特許庁審査部の

移転に伴い、特許庁の審

査業務に対して情報・研

修館が提供するサービス

が低下することのないよ

う、必要に応じて所要の

措置を講じる。 

 

②情報・研修館の大部分が

入居している特許庁庁舎

の大規模改修に対応する

ため、第四期中期目標期

間の初年度から移転計画

を立て、移転準備を計画

的に進める。 

 

 

〈評価の視点〉 

 

 

 

（１）特許庁庁舎の大規模

改修による特許庁審査部

の移転に伴い、特許庁の

審査業務に対して情報・

研修館が提供するサービ

スが低下することのない

よう、必要に応じて所要

の措置を講じたか。 

 

（２）情報・研修館の大部分

が入居している特許庁庁

舎の大規模改修に対応

するため、第四期中期目

標期間の初年度から移

転計画を立て、移転準備

を計画的に進めたか。 

 

 

〈主要な業務実績〉 

 

 

 

① 特許庁庁舎の大規模改修による特許庁審査部の移転に伴い、特許庁の審

査業務に対して情報・研修館が提供するサービスが低下することのないよ

う、特許庁担当者と調整を実施した。また、平成３０年７月に情報・研修館本

部が外部借室へ移転した際にも、情報・研修館の技術文献及び出願書類

（包袋）等の提供業務は特許庁舎内にて引き続き実施することとし、それら

業務を担当する組織(公報閲覧・相談部)を新設するなど、適切な業務マネ

ジメントを実施した。 

 

② 情報・研修館の外部借室への移転については、予定よりも早い、平成３０年

７月に完了した。その際、閲覧サービスを提供する閲覧室は特許庁舎に残

置する等して、業務・サービスは切れ目なく提供した。 

〈評定と根拠〉 

自己評価結果：B 

根拠は以下のとおり 

 

（１）特許庁庁舎の大規模

改修による特許庁審査部

の移転に伴い、特許庁の

審査業務に対して情報・

研修館が提供するサービ

スが低下することのない

よう、特許庁担当者と調

整を実施した。また、平

成３０年７月に情報・研修

館本部が外部借室へ移

転した際にも、情報・研修

館の技術文献及び出願

書類（包袋）等の提供業

務は特許庁舎内にて引

き続き実施することとし、

それら業務を担当する組

織(公報閲覧・相談部)を

新設するなど、適切な業

務マネジメントを実施し

た。（主要な業務実績の

項番①に記載） 
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（２）情報・研修館の外部借

室への移転については、

予定よりも早い、平成３０

年７月に完了した。閲覧

サービスを提供する閲覧

室は特許庁舎に残置す

る等して、業務・サービス

は切れ目なく提供した。

（主要な業務実績の項番

②に記載） 

   〈評価の視点〉 

 

 中期計画で掲げる取組に

おいて、目標達成に貢献

した特筆すべき取組はあ

るか。 

 

 中期計画で掲げる取組以

外で目標を達成するため

に行った特筆すべき取組

はあるか。 

 

〈特筆すべき取組または成果〉 

 

 

   

 

 

４．その他参考情報 
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